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包括外部監査報告の概要 

 

１ 監査の対象とした特定の事件名（監査のテーマ） 

 

（１）生活文化スポーツ局の事業に関する事務の執行について 

 

監査対象局等：生活文化スポーツ局 

公益財団法人東京都私学財団 

 

（２）政策連携団体（公益財団法人東京都歴史文化財団、公益財団法人東京都交

響楽団及び公益財団法人東京都つながり創生財団）の経営管理について 

 

監査対象団体：公益財団法人東京都歴史文化財団 

公益財団法人東京都交響楽団 

公益財団法人東京都つながり創生財団 

 

２ 指摘・意見の件数 

 

テーマ 指摘 意見 合計 

生活文化スポーツ局の事業に関する

事務の執行について 
６ 59 65 

政策連携団体（公益財団法人東京都歴

史文化財団、公益財団法人東京都交響

楽団及び公益財団法人東京都つなが

り創生財団）の経営管理について 

６ 16 22 

合計 12 75 87 
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第１ 包括外部監査の概要 

１ 外部監査の種類 

地方自治法第 252条の 37第１項に基づく包括外部監査 

２ 選定した特定の事件（監査テーマ） 

生活文化スポーツ局の事業に関する事務の執行について 

３ 監査対象年度 

令和５年度（令和５年４月１日から令和６年３月 31日まで） 

ただし、必要に応じて他の年度についても監査の対象とした。 

４ 監査対象局等 

生活文化スポーツ局 

公益財団法人東京都私学財団 

５ 外部監査の実施期間 

令和６年６月 27日から令和７年２月 12日まで 

６ 包括外部監査人及び補助者 

（１）包括外部監査人

公認会計士 山下 康彦 

（２）補助者

公認会計士 浜田 陽介 

公認会計士 屋島 伸彦 

公認会計士 三枝 和臣 

公認会計士 遠部 佳孝 

公認会計士 川越 靖彦 

公認会計士 �田 崚介 

公認会計士 土屋 紗喜子 

公認会計士 柏﨑 あゆみ 

公認会計士 木子 裕美 

公認会計士 来栖 寛明 

公認会計士 平野 清秀 

公認会計士 太田 雅紀 

公認会計士 森田 省吾 

公認会計士 田 裕之 

そ の 他 髙橋 瑠美 
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７ 特定の事件を選定した理由 

都は新型コロナウイルス感染症の影響、持続・共生社会へのシフト、デジタル

化の進展など、社会環境が大きく変化しているタイミングを捉え、令和４年３月

に「東京文化戦略 2030～芸術文化で躍動する都市東京を目指して～」を策定し

た。都による文化振興に関する施策は、江戸東京の文化を都民が享受するに留ま

らず、国内外の多様な文化資源をそれぞれに、また結び付けて世界へ発信してい

くアーティスト等をサポートする重要な機能を担っている。芸術文化により都

民の生活を豊かにするだけでなく、我が国の成長戦略とも結びつく可能性を持

っているとも考えられ、その重要性は一段と増している。 

また、都はスポーツの振興、スポーツ施設の管理運営など、スポーツに関する

施策を総合的に展開している。東京 2020 大会のレガシーを様々な点で生かして

いく上でも今後の施策が重要となってくる。スポーツ振興は様々なイベント等

を通じて文化振興とも親和性が高いと考えられ、社会環境の変化を背景に、文化

振興ともどもその重要性を増している。 

社会環境の変化という点では少子化の影響も重要な要素である。東京都の 15

歳未満人口の増減率は全国の都道府県の中で最も維持されているものの、近い

将来には減少していくことが見込まれている。貧困も一層重い課題となってき

た。こうした環境において学校の経営は公私によらず課題が多いと考えられる

が、特に私学については、個別の法人ごとの事情を背景にした課題が多く含まれ

ている可能性があり、都による私学振興に関する施策はその重要性を増してい

る。 

上記の施策に加え、多文化共生及び男女平等参画の推進は上記施策をより活

力のある有用なものとするため重要な基盤であり、併せて都民の関心も高いと

考えられる。ついてはこれらの事業について、事務が関係法令に則り、経済性・

有効性・効率性を十分に考慮しつつ執行されているかなどについて検討するこ

とは非常に意義のあることと考え、生活文化スポーツ局の事業を令和６年度の

包括外部監査対象事件に選定した。 

加えて、公益財団法人東京都私学財団は、育英資金事業等の私学振興を生活文

化スポーツ局と一体となって行っており、重要な役割を果たしていることから、

同財団における事務の執行についても併せて監査することが有効と考え、監査

対象とした。 
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８ 外部監査の方法 

（１）基本的な視点 

生活文化スポーツ局の事業に関する事務の執行について、地方自治法第２条

第 14項及び第 15項の趣旨を達成するために、法規等準拠性（合規性）の観点に

加え、いわゆる３Ｅ（経済性、効率性及び有効性）の観点により監査を実施する。 

法規等準拠性は、生活文化スポーツ局が実施する各種事務・事業の手続が、各

種規則や要綱等に沿って適切に行われているかという視点である。例えば、使用

料等の徴収、減免及び債権管理を、法規等に準拠して実施しているかという視点

である。法規等に準拠していない不適正な処理がなされている場合には、都に改

善策を提案する。 

経済性、効率性とは、事務・事業の遂行に当たり、成果に対して最少の経費、

労力で事業が執行されているかという視点となる。生活文化スポーツ局の各事

業については、一定のコストでより大きな成果を上げているか、又は一定の成果

に対してより少ないコストで達成しているかについて検討することとする。 

有効性とは、事務・事業の成果が十分に発現されているかという視点となる。

生活文化スポーツ局が行っている事業の中には、例えば、文化振興やスポーツ振

興のように、成果そのものに、より焦点を当てるべきものもある。 

都が、これら事業の成果実績を適切に評価し、その結果を将来の事業にフィー

ドバックしているかといったＰＤＣＡサイクルの観点も重要となる。 

なお、公益財団法人東京都私学財団の監査に当たっては、東京都外部監査契約

に基づく監査に関する条例で引用する地方自治法第 199 条に規定された範囲内

に基づき、監査範囲を設定している。具体的には、同財団の監査範囲は、補助金、

利子補給及び委託契約に限定している。 

 

（２）主な監査手続 

ア ヒアリング 

（ア）各種事業の内容等について、生活文化スポーツ局の各担当者に対して、事

業運営全般の状況、業務内容等について、ヒアリングによって確認する。 

（イ）公益財団法人東京都私学財団の各担当者に対して、補助金、利子補給及び

委託契約の管理等について、ヒアリングによって確認する。 

 

イ 資料･文書の閲覧及び分析 

アのヒアリングに関連する各種資料を閲覧する。 
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ウ 現場の視察、資産管理状況の確認 

（ア）東京ウィメンズプラザの視察 

東京ウィメンズプラザを訪問し、当該施設や実施事業の概要や課題などを把

握した。その上で、当該施設を視察するとともに、出納及び財産管理事務の実施

状況を把握し、現物確認を実施した。また、収入、支出、契約などの各種事務の

執行状況について、ヒアリング及び各種資料の閲覧により確認した。 

 

（イ）味の素スタジアム、武蔵野の森総合スポーツプラザ及び東京都パラスポー

ツトレーニングセンターの視察 

味の素スタジアム、武蔵野の森総合スポーツプラザ及び東京都パラスポーツ

トレーニングセンターを訪問し、各施設の概要や課題等を把握した。その上で、

当該施設を視察するとともに、財産管理事務の実施状況を把握し、現物確認を実

施した。また、指定管理のモニタリング状況等について、ヒアリング及び各種資

料の閲覧により確認した。 

 

（ウ）有明アリーナの視察 

有明アリーナを訪問し、施設の概要や課題などを把握した。その上で、当該施

設を視察するとともに、財産管理事務の実施状況を把握し、現物確認を実施した。

また、ＰＦＩのモニタリング状況等について、ヒアリング及び各種資料の閲覧に

より確認した。 

 

（エ）公益財団法人東京都私学財団の視察 

公益財団法人東京都私学財団を訪問し、実施事業の概要や課題などを把握し

た。その上で、当該施設を視察するとともに、出納及び財産管理事務の実施状況

を把握し、現物確認を実施した。また、収入、支出、契約などの各種事務の執行

状況について、ヒアリング及び各種資料の閲覧により確認した。 

 

エ 監査意見の取りまとめ 

アからウまでの監査手続を実施することにより、経済性、効率性、有効性、さ

らには合規性の観点から、監査意見を取りまとめる。 

なお、本報告書では、監査の結論を「指摘」と「意見」とに分けて記載してい

る。指摘は、法規の誤った適用や違反等に該当すると考えられるため、適正性や

妥当性などの観点から早期に是正すべきと認められる事項である。 

また、意見は、事務事業の執行に関して、誤りではないが、地方自治法第２条

第 14項及び第 15項に定められている経済性や効率性、有効性などの観点から、

検討が必要と認められる事項である。つまり、住民の福祉の増進に寄与している
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かといった視点、最少の経費で最大の効果を上げる努力をしているかといった

視点、組織及び運営の合理化・適正化がなされているかといった視点及び規模の

適正化を図っているかといった視点に関連して、改善が望まれる事項などに該

当するものである。 

 

オ 報告書の作成 

本報告書では、監査の結果の冒頭に生活文化スポーツ局全体について意見を

記載している。主に、生活文化スポーツ局３か年のアクションプランや施設別財

務情報の公表内容の充実に対する意見である。 

その後、各部の事業に対する指摘・意見を記載している。まず、都民生活部の

事業では、主に多文化共生や男女平等参画に係る施策、東京ウィメンズプラザの

運営について取り上げている。 

次に、私学部の事業では、主に私立学校教育助成、公益財団法人東京都私学財

団に対する業務委託、東京都育英資金事業について取り上げている。 

その後、文化振興部の事業では、主に文化振興事業について取り上げている。 

最後に、スポーツ総合推進部及びスポーツ施設部の事業では、主に東京都スポ

ーツ推進総合計画やＴＯＫＹＯスポーツレガシービジョン、スポーツ施設につ

いて取り上げている。 

 

なお、これ以降の本文中における各団体等の記載については、表題を除き、以

下の略称を用いる。 

 

正式名称 略称 

公益財団法人東京都私学財団 私学財団 

公益財団法人東京都歴史文化財団 歴史文化財団 

公益財団法人東京都交響楽団 都響 

公益財団法人東京都つながり創生財団 つながり創生財団 

東京文化戦略 2030～芸術文化で躍動する都市 

東京を目指して～ 
東京文化戦略 2030 
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９ 指摘・意見の件数 

テーマ 指摘 意見 合計 

生活文化スポーツ局の事業に関する

事務の執行について 
６ 59 65 

 

10 利害関係 

監査の対象とした事件につき、地方自治法第 252条の 29 の規定に定める利害

関係はない。  



9 

 

第２ 監査対象の事業内容 

Ⅰ 生活文化スポーツ局の概要について 

１ 役割 

生活文化スポーツ局は、社会情勢の様々な変化に柔軟に対応しながら、都民の

幅広い活動を支援し、生活の質的豊かさを求める都民の多様なニーズに応える

役割を担っている。 

東京の更なる成長の創出とより安全・安心で豊かな都民生活の実現に向け、関

係各局と密接に連携しながら、以下の分野をはじめとした施策を広く展開して

いる。 

 

施策 内容 

都民生活、男女平等参

画推進の施策 

多文化共生社会づくりの推進、男女平等参画社会の実現を目指し

た各種施策の推進及び女性の活躍推進に向けた気運醸成 

私学振興のための施策 
私立学校の認可事務及び経常費補助や保護者負担軽減補助等の

助成策による、私立学校の振興支援 

文化振興のための施策 
東京の文化を創造するための環境整備、都立文化施設の管理運

営、文化施策の展開 

スポーツ振興のための

施策 

スポーツ・パラスポーツ振興のための各種施策の推進、スポーツ

施設の管理運営 

令和６年版生活文化スポーツ局事業概要より監査人抜粋 

 

２ 事業体系図 

生活文化スポーツ局の事業体系図は、以下のとおりである。 
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図Ａ－１－１ 生活文化スポーツ局の事業体系図 

 

（役  割  区  分） 

（     〃     ） 

（事  業  区  分） 

（     〃     ） 

（ 消 費 生 活 部 ）

（ 都 ⺠ 安 全 推 進 部 ）

（     〃     ） 

（ 計 量 検 定 所 ）

（ 〃 ）

（消費生活総合センター） 

（ 〃 ）

（     〃     ） 

（ 〃 ）

（ 文 化 振 興 部 ）

（ 〃 ）

（     〃     ） 

（スポーツ総合推進部）

（ ス ポ ー ツ 施 設 部 ）

（国際スポーツ事業部）

（ 私 学 部 ）

（     〃     ） 

生
活

文
化

ス
ポ

ー
ツ

局
 

法 人 の 許 認 可 等 

交 通 安 全 対 策 等 の 推 進 

渡 航 事 務 

治 安 対 策 の 推 進 

消 費 生 活 セ ン タ ー 事 業 

文 化 事 業 の 推 進 

計 量 の 適 正 化 

私 立 学 校 教 育 助 成 

東 京 都 育 英 資 金 

文 化 振 興 施 策 の 企 画 調 整 

ス ポ ー ツ の 振 興 

政 策 連 携 団 体 へ の 助 成 等 

パ ラ ス ポ ー ツ の 振 興 

局 管 理 事 務 ・ 人 件 費 等 

私 立 学 校 の 認 可 ・ 指 導 

地 域活 動・ 多 文化 共生 の推 進 都⺠⽣活、男女平等参画推進の施策 

文 化 振 興 の た め の 施 策 

私 学 振 興 の た め の 施 策 

文 化 施 設 の 管 理 運 営 

国際スポーツ大会の誘致・開催 

（     〃     ） 

公 衆 浴 場 対 策 

政 策 連 携 団 体 へ の 助 成 等 

（東京ウィメンズプラザ） 

（     〃     ）

都 ⺠ の 安 全 安 心 に 関 す る 施 策 

若 年 支 援 施 策 の 推 進 

消費生活の安定と向上のための施策 

安 全 対 策 事 業 

消 費生 活協 同 組合 の育 成指 導 

消 費 生 活 行 政 の 企 画 調 整 

取 引 指 導 事 業 

ス ポ ー ツ 施 設 の 管 理 運 営 

（ 〃 ）

（     〃     ） 

政策連携団体等との連携・協力 

（ 〃 ）

（スポーツ総合推進部）

ス ポ ー ツ 振 興 の た め の 施 策 

男 女平 等参 画 施策 の企 画調 整 

東 京 ウ ィ メ ン ズ プラ ザ の 運 営 

（所 管 組 織） 

（都 ⺠ ⽣ 活 部） 

（都 ⺠ ⽣ 活 部） 

（総 務 部） 
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令和６年版生活文化スポーツ局事業概要から監査人抜粋 

……………共助社会づくりの推進(ボランティア活動の推進、町会・自治会活動の支援)、結婚支援、多文化共生社会づくりの推進、東京都太田記念館の

管理運営 

（主  な  事  業） 

……………男女平等参画に関する講座・研修、情報及び活動の場の提供、相談等の事業、配偶者等からの暴力被害相談、被害者の保護及び支援等の事業の

実施 

……………公益法人認定法に基づく公益社団法人・公益財団法人の認定及び監督等の事務、宗教法人法に基づく宗教法人の認証等の事務、特定非営利活

動促進法に基づく法人認証・認定等の事務 

……………子供・高齢者・外国人等の交通安全教育、飲酒運転対策、交通事故相談、自転車安全利用の普及啓発、放置自転車対策、ITS等を活用した集中

的な渋滞対策 

……………安全安心条例に基づく防犯環境の整備や防犯ボランティアの活動支援、子供の安全対策、在住外国人等の安全・安心施策の推進、有害情報等

からの保護、再犯防止等の推進、非行少年等の立ち直り支援、身近な犯罪の防止対策、外国人不法就労防止対策、外国人滞在支援対策、暴力
団排除対策 

……………不適正取引行為を行う事業者に対する法令等に基づく行政処分等の実施、法令等に基づく商品・サービス等の表示調査、指導、措置等の実施 

……………若者総合相談センター「若ナビα」の運営、地域における若者の自立等支援体制の整備（区市町村補助、地域支援者向け講習会、「若ぽた＋」

等）、地域における青少年健全育成の推進、青少年健全育成審議会の運営、有害情報等からの保護、いじめ問題対策 

……………消費生活協同組合法に基づく指導・監督の実施 

……………危害・危険情報の収集・分析、商品等の安全性に関する調査、情報提供等の実施 

……………消費生活相談、被害救済、相談テスト、情報提供、消費者教育、消費者活動支援等の実施 

……………公衆浴場対策協議会の事務局、公衆浴場利用機会の確保のための各種助成施策の実施 

……………東京の魅力と活力の創出を図るため、「東京文化戦略2030」事業等の各種文化事業を実施、「アーツカウンシル東京」の取組を充実させること

等による文化振興施策の戦略的展開、アーティストへの各種支援策を実施するとともに、公共空間を活動の場として提供 

……………文化振興施策を総合的かつ効果的に推進するための東京都芸術文化評議会の運営等、「東京文化戦略2030」の推進、文化振興施策のための総合
的企画、各方面との連絡調整及び各種調査、「東京都平和の日」記念行事などの事業を実施 

……………（公財）東京都歴史文化財団、（公財）東京都交響楽団への助成・運営支援 

……………文化施設（東京都江戸東京博物館、東京都写真美術館、東京都現代美術館、東京都美術館、東京文化会館、東京芸術劇場、東京都庭園美術館、

トーキョーアーツアンドスペース、東京都渋谷公園通りギャラリー）の管理運営 

……………東京マラソン、東京レガシーハーフマラソン、ＧＲＡＮＤ ＣＹＣＬＥ ＴＯＫＹＯ、東京2025世界陸上、東京2025デフリンピック、ビジョ

ン2025等の推進等 

……………各種特定計量器等の検定・検査等及び普及啓発等の実施 

……………学校教育法及び私立学校法等に基づき私立学校（幼・小・中・義務教育・高・中等教育・特別支援・専修・各種）及び学校法人の認可・指導

認可等について諮問する東京都私立学校審議会の運営、東京都所轄の学校法人に対し学校法人会計基準に関する指導 

……………(公財)東京都私学財団が実施する東京都育英資金事業に対する補助の実施、東京都育英資金の返還事務 

……………都民の海外渡航に必要な旅券の申請受付・作成・交付、渡航相談等の実施 

……………消費生活対策審議会の事務局、基本計画の策定等各種企画調整事務の実施、ホームページ「東京くらしWEB」及びSNS等による都民に向けた情

報発信、消費生活調査員調査等の実施 

……………男女平等参画に関する施策の総合的推進、女性の活躍推進に関する施策の実施、生活と仕事の調和(ライフ・ワーク・バランス)の推進に関す

る施策の実施、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の推進 

……………（公財）東京都つながり創生財団への助成、運営支援の実施 

……………私立学校振興助成法に基づき、私立の幼・小・中・高（全日・定時）・特別支援・通信制に対し経常費補助を実施、保護者の経済的負担の軽減

を目的とする助成の実施、学校施設設備に関する補助等、各種補助の実施 

……………東京都スポーツ振興審議会、東京都スポーツ推進総合計画、ＴＯＫＹＯスポーツレガシービジョン等の企画調整、各種スポーツ大会・スポー
ツイベント、スポーツ情報の発信等、地域スポーツクラブや区市町村等への支援、競技スポーツの振興、ジュニア選手の育成や強化等、大会

レガシー継承事業、アーカイブ資産の活用、ボランティアの参画、レガシー設置物等 

……………パラスポーツ体験プログラム、ＴＯＫＹＯパラスポーツ月間事業等、都立特別支援学校活用促進事業、パラスポーツ人材の活動活性化事業等、

東京パラアスリート強化事業、パラスポーツ団体体制強化支援事業等 

……………スポーツ施設（東京体育館、駒沢オリンピック公園総合運動場、東京武道館、有明テニスの森公園テニス施設、若洲海浜公園ヨット訓練所、 

武蔵野の森総合スポーツプラザ、海の森水上競技場、夢の島公園アーチェリー場、カヌー・スラロームセンター、大井ふ頭中央海浜公園ホッ 
ケー競技場、東京アクアティクスセンター、東京都パラスポーツトレーニングセンター、東京都障害者スポーツセンター、味の素スタジアム、 

有明アリーナ）の管理運営、スポーツ施設の維持補修、整備 

……………（公財）東京都スポーツ文化事業団、（一財）東京マラソン財団、（株）東京スタジアム、（公財）東京都スポーツ協会、（公社）東京都障害者
スポーツ協会、（公財）東京2025世界陸上財団との連携・協力 
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３ 計画 

（１）事業計画・方針 

ア 東京都多文化共生推進指針 

日本人と外国人が共に東京の発展に向けて参加・活躍する多文化共生社会実

現に向けた指針（平成 28 年２月策定） 

 

イ 東京都男女平等参画推進総合計画 

男女平等参画の促進に関する都の施策及び都民・事業者の取組を総合的かつ

計画的に推進するための行動計画で以下２つの計画からなる。（令和４年３月改

定） 

（ア）東京都女性活躍推進計画 

（イ）東京都配偶者暴力対策基本計画 

 

ウ 東京文化戦略 2030～芸術文化で躍動する都市東京を目指して～ 

2040 年代における東京のあるべき姿を描き、都の文化行政の方向性や重点的

に取り組む施策を示した 2022 年度から 2030 年度までの長期計画（令和４年３

月策定） 

 

エ 東京都スポーツ推進総合計画 

スポーツ基本法に基づき、スポーツを通じ東京の未来を創造していくための

羅針盤となるものとして策定（平成 30 年３月策定） 

 

オ ＴＯＫＹＯスポーツレガシービジョン 

東京 2020 大会の成果をどのようにスポーツの振興に活かし、都市の中で根付

かせていくか、その姿を示すものとして策定（令和４年１月策定） 

 

カ 新規恒久施設の施設運営計画 

東京 2020 大会で都が新たに整備する競技施設が、大会後も都民共有の財産と

して末永く親しまれ、有効活用されるよう、大会後の施設運営の指針として策定

（平成 29 年４月策定） 

 

（２）大規模施設等の新築・改築・改修 

都有施設は、都の行政運営を支える基本となる施設であり、都民が様々な行政

サービスを受けることができる身近な施設である。また、災害発生時には、防災

拠点としての役割を果たすなど、都民のみならず、東京を訪れる人々にとっても

重要な施設である。 
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これらの都有施設は、良質な社会資本ストックとして次世代に継承していく

ため、維持更新を計画的かつ着実に行っていく必要がある。 

都有施設は、昭和 40 年代後半から 50 年代及び平成一桁の時期にその多くが

整備され、前者については、施設そのものの老朽化が進行しており、後者につい

ては、電気、空調、給排水などの設備を中心とした改修時期を迎えている。 

そこで都は、平成 21 年２月に「主要施設 10 ヵ年維持更新計画」、平成 27 年

３月に「第二次主要施設 10 か年維持更新計画」、令和４年３月に「第三次主要施

設 10 か年維持更新計画」を策定した。生活文化スポーツ局が所管する文化施設

及びスポーツ施設についても、この計画に基づき、施設の劣化状況等を考慮し、

都有財産の効果的な活用の観点から、計画的な改築·改修工事を実施しており、

東京 2020 大会に向けては、施設の新築工事も実施した。 

主な施設とその整備状況は、以下のとおりである。 

 

○対象施設（令和６年８月現在） 

・文化施設 

施設名 新築 改築 改修 備考 

東京都江戸東京博物館   ○ 大規模改修工事中 

東京都美術館   ○ 計画中 

東京都庭園美術館  ○ ○ 新館改築終了、本館大規模改修終了 

東京都写真美術館   ○ 大規模改修終了 

東京都現代美術館   ○ 大規模改修終了 

東京文化会館   ○ 計画中 

東京芸術劇場   ○ 計画中 

・スポーツ施設 

施設名 新築 改築 改修 備考 

東京体育館   ○ 計画中 

駒沢オリンピック公園総合運動場  ○ ○ 
屋内球技場等改築終了、体育館大規模

改修工事中、陸上競技場計画中 

東京武道館   ○ 計画中 

東京辰巳アイスアリーナ   ○ アイスアリーナ転用工事中 

有明テニスの森公園テニス施設   ○ 有明コロシアム大規模改修終了 

味の素スタジアム   ○ 計画中 

海の森水上競技場 ○    

夢の島公園アーチェリー場 ○    

カヌー・スラロームセンター ○    
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施設名 新築 改築 改修 備考 

大井ふ頭中央海浜公園ホッケー 

競技場 
○   

 

東京アクアティクスセンター ○    

有明アリーナ ○    

有明アーバンスポーツパーク ○   都工事完了、ＰＦＩ事業者工事中 

令和６年版生活文化スポーツ局事業概要より監査人作成 
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Ⅱ 生活文化スポーツ局の各部における事業について 

生活文化スポーツ局は、都民生活・男女平等参画推進の施策、私学振興のため

の施策、文化振興のための施策、スポーツ振興のための施策の４つの機能を担っ

ているが、以下のとおり、それぞれの施策について所管組織が分かれている。 

 

表Ａ－２－１ 生活文化スポーツ局の各部の所管組織 

生活文化スポーツ局の機能 所管組織 

都民生活・男女平等参画推進の施策 １．都民生活部 

私学振興のための施策 ２．私学部 

文化振興のための施策 ３．文化振興部 

スポーツ振興のための施策 ４．スポーツ総合推進部・スポーツ施設部 

令和６年版生活文化スポーツ局事業概要より監査人作成 

 

１ 都民生活部 

都民生活部は、幅広く都民生活を支援し、都民サービスの向上を図るため、多

文化共生社会づくりの推進、男女平等参画に関する施策の推進及び女性の活躍

推進の気運醸成などを行っている。主な事業は、以下のとおりである。 

 

（１）事業内容 

ア 多文化共生の推進 

多様性を都市づくりに活かし、全ての都民が東京の発展に向けて参加・活躍で

き、安心して暮らせる多文化共生社会の実現を目指すため、「東京都多文化共生

推進指針」を平成 28 年２月に策定するとともに、つながり創生財団と連携し、

多文化共生社会づくりの推進に資する以下の事業を展開している。 

 

（ア）在住外国人向け生活情報の提供 

東京に居住する外国人が必要な情報を一元的に提供する「東京都多文化共生

ポータルサイト」の運営を行うとともに、東京での暮らしに有用な情報を掲載し

た生活情報冊子「Life in TOKYO:Your Guide」を６言語で発行している。 

 

（イ）多文化共生コーディネーター研修 

教育や医療など各分野における外国人支援の知識を有し、様々な団体との連

携を各地域で包括的にコーディネートできる専門人材を育成するとともに、多

文化共生に係る最新情報の提供や受講者間の人的ネットワーク構築を目的とし

たフォローアップ研修を、つながり創生財団と共催で実施している。 
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（ウ）外国人相談窓口の運営 

外国人等からの電話相談を 15言語で受け付け、適切な窓口等につなぐ「東京

都多言語相談ナビ（TMC Navi）」をつながり創生財団に設置している。令和６年

６月よりフリーダイヤル化し、悩みを抱え孤立し相談先のない方への対応を強

化している。 

令和４年３月には「ウクライナ避難民ワンストップ相談窓口」を設置し、ウク

ライナ避難民及びその支援者等からの相談にも対応している。 

また、区市町村等の窓口が言語対応できない場合に通訳サポートを実施して

いるほか、令和６年４月には「東京都外国人相談サポートサイト（T-NETs）」を

立ち上げ、相談員同士のつなぎ先や支援情報の共有等を通じて、区市町村や国際

交流協会など地域の相談窓口との連携を強化し、相談体制の更なる充実を図っ

ている。 

 

（エ）「やさしい日本語」の活用促進 

外国人に情報を伝える上で有益な「やさしい日本語」の意義等を都民や区市町

村等へ効果的に普及啓発するため、つながり創生財団と連携し、活用促進を図っ

ている。 

 

（オ）地域日本語教育の推進 

地域日本語教育の充実化を図るため、つながり創生財団、区市町村と連携し、

東京における地域日本語教育の体制づくりを推進している。 

令和４年度には、東京における地域日本語教育の目標や、目指すべきレベルな

どを「東京における『地域日本語教育の体制づくり』のあり方」として整理し、

各地域が本あり方を踏まえた取組ができるよう支援している。 

また、つながり創生財団において、令和３年度に構築した地域日本語教室のデ

ータベース「東京日本語教室サイト」を運営し、都内各地域の日本語教室の広報

支援を行うほか、令和６年度からは新たに同財団に地域日本語教育コーディネ

ーターを配置し、区市町村等が実施する地域日本語教育事業の課題について把

握するとともに、その解決に向けた検討を共に行うなど地域日本語教育の体制

づくりを支援している。 

 

（カ）東京都防災（語学）ボランティア 

災害時における被災外国人等への支援を図るため、一定以上の語学力を有す

る都民を語学ボランティアとして募集・登録し、地域防災計画を踏まえた災害時

の体制を整備するとともに、平常時にも通訳ボランティアとして活用している。 
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（キ）外国人への防災情報の提供 

言語、生活習慣が異なり、地震の経験や知識がない都内在住外国人や海外から

の旅行者等が災害時に適切な行動がとれるよう、外国語による防災知識の普及

や情報提供体制の充実を図っている。 

 

（ク）日本語を母語としない子ども等への支援 

日本語を母語としない子どもとその保護者の困りごとや相談に寄り添い、必

要な情報や支援が行き届くよう、学校、地域、ＮＰＯ、行政機関等が連携した体

制を構築するため、区市町村が多文化キッズコーディネーターを設置する取組

を支援している。 

・令和５年度補助対象自治体 ２区 

 

（ケ）在住外国人支援事業助成 

都内在住外国人を支援するために民間団体等が実施するコミュニケーション

支援などの事業に助成している（助成対象事業実施に要する経費の２分の１以

内を助成）。 

・令和５年度助成対象事業数 13 件 

 

（コ）ネットワークを活かした多文化共生社会づくりの促進 

東京都における多文化共生社会づくりを促進するため、都内の国際交流協会、

外国人支援団体、国際協力団体等が加盟するネットワークにおいて、つながり創

生財団と連携し、課題の共有、情報交換、研修会の実施、多文化共生に関するイ

ベントの開催などを行っている。 

 

（サ）東京都太田記念館の管理運営 

太田記念館は、故太田宇之助氏が日中友好に役立てることを目的として都に

寄贈した土地に建設した留学生宿舎である。 

平成２年４月の開設後、北京市との交流事業の一環として、北京市出身の留学

生を受け入れてきた。平成 14 年度からは、この趣旨を発展させ、他のアジア諸

都市との友好も図るため、アジア諸都市出身の留学生も受け入れている。 

 

イ 男女平等参画施策の企画調整 

都における男女平等参画の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進する

ことや、国、道府県、区市町村との連携会議の開催等により、情報交換を行い連

携の推進を図っている。 
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（ア）男女平等参画施策の企画調整 

ａ 東京都男女平等参画推進会議 

都における男女平等参画の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進す

るため、東京都男女平等参画推進会議を設置している。 

 

ｂ 国及び区市町村等との連絡調整 

国、道府県、区市町村との連絡会議の開催等により、情報交換を行い、連携

の推進を図っている。 

 

（イ）東京都男女平等参画審議会の運営 

東京都男女平等参画基本条例に基づく行動計画その他男女平等参画に関する

重要事項を調査審議するため、知事の附属機関として東京都男女平等参画審議

会を設置している。 

 

（ウ）総合計画の推進 

ａ 東京都男女平等参画推進総合計画 

東京都男女平等参画基本条例に基づく行動計画「東京都男女平等参画推進

総合計画」を令和４年３月に改定した。同計画は、女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく「東京都女性活躍推進計画」

と、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（配偶者暴力防

止法）に基づく「東京都配偶者暴力対策基本計画」の両計画で構成されており、

男女共同参画社会基本法に基づく都道府県男女共同参画計画及び東京都男女

平等参画基本条例に基づく行動計画として策定したものである。 

都が女性活躍を更に加速させ、男女平等参画社会の実現をリードするため

に、取り組むべき方向性と具体的施策を示すものであり、「社会の仕組みづく

り」を着実に進めるとともに、仕組みが十分活用されるよう、人々の行動変容

を促す「意識改革」を目指している。 

 

ｂ 女性も男性も輝くＴＯＫＹＯ会議 

東京都男女平等参画推進総合計画の推進に関して、都民及び事業者並びに

都が連携・協力して取り組む場とするとともに、総合計画の達成状況の把握等

を行う第三者機関として「女性も男性も輝くＴＯＫＹＯ会議」を設置している。 

 

ｃ 年次報告の作成 

男女平等参画施策の総合的な推進に資するため、男女平等参画の状況、庁内

及び都民・事業者の男女平等参画施策の実施状況等について、年次報告を作成、

公表している。 
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（エ）女性の活躍推進の気運醸成 

東京の活力を高めるためには、大きな潜在力を有している女性の活躍が不可

欠である。職場、家庭、地域などあらゆる場で女性の活躍が進み、男性も女性も

いきいきと豊かに暮らせるまち・東京の実現に向けた、社会全体の気運醸成が重

要である。 

 

ａ 女性の活躍推進に向けた取組の推進・発信 

「女性も男性も輝くＴＯＫＹＯ会議」において、女性活躍推進の気運醸成に

向けた情報発信や女性活躍推進に向けた取組等に関する検討や提案を行って

いる。 

 

ｂ ＴＯＫＹＯメンターカフェ 

女性のちょっとした悩みや不安に、仕事や子育て等の経験のある都民がメ

ンターとしてアドバイスをする相談サイト「ＴＯＫＹＯメンターカフェ」を開

設している。 

 

（オ）審議会等における女性委員の任用促進 

都の政策形成の場である審議会等については、多様な価値観や発想を反映さ

せることが必要である。このため、東京都男女平等参画基本条例において都の審

議会等の委員構成について「男女いずれの性も 40％以上」とするクオータ制を

導入するなど、女性委員の任用率向上を図っている。 

 

（カ）ライフ・ワーク・バランスの推進 

ａ Webサイト「ＴＥＡＭ家事・育児」の運営 

男性が積極的に家事・育児に取り組む契機となるような具体的な実践方法

や意識啓発を促す様々な情報を発信し、当事者夫婦だけでなく、若者や企業経

営者、職場の上司や同僚など社会全体に対して男性の家事・育児参画に向けた

気運醸成を図っている。 

 

（キ）配偶者等暴力対策 

ａ 東京都配偶者暴力対策ネットワーク会議 

配偶者・パートナー等親密な男女間で起こる暴力問題に関係する総合的な

取組に向けて、配偶者暴力対策事業の着実な推進を図り、関係機関相互の連携

を促進するとともに、中長期的な課題について検討するため、「東京都配偶者

暴力対策ネットワーク会議」を設置している。 
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ｂ 東京都配偶者暴力対策基本計画 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための施策の実施に関す

る基本的な計画である「東京都配偶者暴力対策基本計画」を、令和４年３月に

改定した。改定に当たっては、性暴力やストーカー被害者への支援、性・暴力

表現への対応など、配偶者暴力と近接する課題を合わせて取りまとめている。 

 

ｃ 配偶者暴力被害者支援に向けた啓発 

配偶者等暴力の防止に係るパンフレットやＰＲカード等の啓発資料を作成

し、都民及び関係機関の理解を深めるため、様々な機会を活用して広く配布し、

啓発を行っている。 

 

ｄ 配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援事業 

配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の先進的な取組を

促進する事業に交付金を交付し、配偶者暴力被害者等支援の充実を図ってい

る（対象事業実施に要する経費の 10分の 10 を交付）。 

・令和５年度交付対象事業数 ４件 

 

ｅ 配偶者暴力加害者プログラム 

国が策定した「配偶者暴力加害者プログラム実施のための留意事項」を踏ま

え、被害者支援の一環として、加害者プログラムを実施する民間団体への補助

を実施している。 

 

ウ 東京ウィメンズプラザの運営 

東京ウィメンズプラザは、豊かで平和な男女平等参画社会の実現に向けて、都

民と行政が協力して取り組む具体的、実践的な活動の拠点として設置され、講

座・研修、活動の場の提供、情報提供、相談等の事業を実施している。 

 

（ア）講座・研修 

ａ 都内男女平等参画推進センター職員等の研修（男女平等推進担当職員研

修） 

地域の男女平等参画推進センターに対する支援強化のため、新任職員等を

対象に研修を実施している。 

 

ｂ 区市町村相談員養成講座 

区市町村の相談員等の育成を図るため実施している。 
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（イ）民間活動支援 

東京ウィメンズプラザフォーラムとして、講演会、ワークショップ等を通じて、

都と民間団体等が一体となって情報を発信し、都民の男女平等参画意識の醸成

を図る。 

 

（ウ）情報提供事業 

ａ 図書資料室の運営 

男女平等参画に関する情報（図書・資料・新聞・雑誌等）を収集し、都民に

提供するとともに、図書などの利用について相談、助言（レファレンスサービ

ス）を行っている。 

・所蔵図書     約 71,000冊（令和６年３月 31日現在） 

・利用者         22,906名（令和５年度実績） 

・レファレンスサービス   434 件（令和５年度実績） 

・図書貸出登録者数   1,003名（令和６年３月 31日現在） 

 

ｂ インターネットによる情報提供 

東京ウィメンズプラザの実施事業について、ホームページで情報提供を行

うとともに、男女平等参画に関する普及啓発を図っている。 

 

（エ）相談事業 

ａ 一般相談 

結婚・離婚・人間関係やセクハラの被害など、様々な悩みに専門相談員が対

応し、相談者自ら問題解決の糸口を見つけ、個々の価値観に基づいて自分らし

い生活を築けるよう支援している。 

具体的には、電話による相談を受け、相談者と共に問題を整理し、必要に応

じて面接相談を行うほか、より専門的な対応機関等の紹介をしている。 

・相談方法  電話、必要に応じて面接 

 

ｂ 特別相談 

（ａ）法律相談 

法律専門知識を必要とする相談について、女性弁護士が相談対応を行って

いる。 

・相談方法  面接 

 

（ｂ）精神科医師による面接相談 

精神科医師による医学的、心理学的指導の実施 
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（ｃ）男性相談 

男女平等参画推進を目的に、男性が抱える悩みについて問題解決のための

相談を実施している。 

・相談方法  専用回線による電話相談で外部の相談員が対応し、必要に応

じて面接相談を行うほか、より専門的な対応機関等の紹介を

している。 

 

ｃ スーパーバイズ 

（ａ）スーパーバイズ（東京ウィメンズプラザ相談員向け） 

解決に苦慮する事例について、外部の専門家を招いて指導・助言を受けてい

る。これによりケースの円滑な解決を図るとともに、当所相談員の対応能力向

上を図っている。 

 

（ｂ）スーパーバイズ（区市町村相談員向け） 

区市町村の相談事業を担う相談員の対応能力向上のため、スーパーバイズ

を実施している。 

 

（オ）配偶者暴力相談支援センター事業 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく「配偶者

暴力相談支援センター」機能を持ち、配偶者からの暴力被害相談、配偶者暴力被

害者の保護及び支援、暴力防止のための各種事業を実施している。 

 

ａ 相談事業 

（ａ）被害者相談 

電話及び面接相談、保護命令申立援助等を実施している。なお、令和３年度

より三者間多言語通訳サービスを活用し、５言語による相談を実施している。 

 

（ｂ）特別相談 

・配偶者暴力被害者のための法律相談 

配偶者暴力被害者の離婚等法的な問題に弁護士が面接相談で対応してい

る。 

・精神科医師による面接相談 

配偶者暴力被害者の心理面での健康回復を目的とし、面接相談を実施し

ている。 

・男性相談 

配偶者暴力に関する男性からの電話及び面接相談、保護命令申立援助等
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を実施している。 

  

（ｃ）ＬＩＮＥを活用したＤＶ相談 

電話による相談を苦手としメールやＳＮＳに慣れている若年層等の相談環

境を整備するため、令和３年度より無料コミュニケーションアプリ「ＬＩＮＥ」

を活用したＤＶ相談を実施し、被害防止や救済等様々な支援につなげている。 

 

（ｄ）自助グループ活動支援 

配偶者暴力の被害女性たちによる自助グループに対し、活動への支援を行

っている。 

 

（ｅ）配偶者暴力対策ネットワーク会議配偶者暴力対策連携部会の開催 

配偶者暴力対策関係機関の連携を促進するため、連携部会を開催している。 

 

ｂ 民間活動支援 

（ａ）ＤＶ防止等民間活動助成事業 

民間における配偶者暴力防止等に関する自主的な活動等を支援し、配偶者

暴力の防止及び被害者支援を図っている。 

・自主活動、施設の安全対策、連携事業等への助成 15 件（令和５年度実

績） 

助成対象事業実施に要する経費の２分の１以内を助成 

・アドバイザーの派遣 ９件（令和５年度実績） 

 

（ｂ）配偶者暴力被害者自立支援民間人材養成事業 

民間団体の配偶者暴力被害者支援に必要な人材を養成するため、研修を実

施している。 

 

ｃ 配偶者暴力対策区市町村支援事業 

（ａ）コーディネート研修 

区市町村における被害者支援体制の構築に資するため、関係機関の調整等

を行う職員を対象として、実践的な知識の習得を目的とした研修を実施して

いる。 

 

（ｂ）区市町村配偶者暴力相談支援センター機能整備推進 

区市町村における支援センター業務の充実を図り、支援センター機能整備

を促進するための技術的支援を行っている。 
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（ｃ）区市町村との連携 

都と区市町村の配偶者暴力相談支援センターとの連携を図るため、連携会

議を開催するとともに、配偶者暴力に関する研修や説明会に参加しづらい区

市町村に対しては、出前講座を実施するなど連携の強化に努めている。 

 

（カ）女性の活躍推進 

男女平等参画の推進に向けたマインドチェンジに向けて、女性活躍推進及び

男女平等参画推進に関するセミナー等を開催する。 

 

（キ）東京ウィメンズプラザの管理運営 

ａ 施設貸出 

ホール、会議室、視聴覚室等の施設を、男女平等参画社会の実現のための活

動の場として提供している。 

・総入館者数 （令和５年度実績）   118,771 人 

 

表Ａ－２－２ 東京ウィメンズプラザの施設利用状況 

 利用件数（件） 利用人員（人） 利用率（％） 

ホ ー ル 366 38,852 44.1 

視 聴 覚室 1,534 20,357 52.4 

第一会議室 1,076 12,283 55.2 

第二会議室 1,048 7,479 54.0 

第三会議室 500 2,340 51.3 

合計 4,524 81,311 52.0 

令和６年版生活文化スポーツ局事業概要より監査人作成 

 

ｂ 都内男女平等参画（女性）センター館長等会議の開催 

男女平等参画（女性）センター等の連携を図るため、民間の女性センターを

含め、館長会議を開催している。 

 

エ 政策連携団体への助成等 

多文化共生社会づくりや共助社会づくりを推進する事業を実施し、地域コミ

ュニティの活性化を図り、もって都民一人ひとりが輝ける社会を実現すること

を目的として設立したつながり創生財団に対し、その運営に要する経費の補助

を行っている。（つながり創生財団の概要については、「政策連携団体（公益財団

法人東京都歴史文化財団、公益財団法人東京都交響楽団及び公益財団法人東京

都つながり創生財団）の経営管理について」第２,Ⅲ,１を参照） 
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（２）所管施設 

ア 東京ウィメンズプラザ 

（ア）東京ウィメンズプラザの概要 

東京ウィメンズプラザは、豊かで平和な男女平等参画社会の実現に向けて、都

民と行政が協力して取り組む具体的、実践的な活動の拠点として設置された。 

東京ウィメンズプラザにおける主な事業は、１（１）ウに記載のとおりである。 

東京ウィメンズプラザの施設の概要、組織図及び沿革は、表Ａ－２－３、図Ａ

－２－１及び表Ａ－２－４のとおりである。 

 

表Ａ－２－３ 東京ウィメンズプラザの施設の概要 

所在地 東京都渋谷区神宮前 5-53-67 

開館年月 平成７年 11 月 

施設内容 ホール、視聴覚室、会議室、講師控室、保育室、ワーキングルー

ム、交流コーナー、ロッカー 

管理運営形態 都直営 

開館時間 月曜日～土曜日：９時～21 時、日曜日・休日：９時～17 時  

（図書資料室の開館時間）  

月曜日～土曜日：９時～20 時、日曜日・休日：９時～17 時 

入館料 無料 

設置根拠 東京ウィメンズプラザ条例（平成７年３月 16 日条例第 20 号） 

都民生活部東京ウィメンズプラザ施設概要、東京ウィメンズプラザホームページより監査人作成
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図Ａ－２－１ 東京ウィメンズプラザの組織図・人員（令和５年４月１日時点） 

 

都提供資料より監査人抜粋 

 

表Ａ－２－４ 東京ウィメンズプラザの沿革 

昭和54年４月 東京都婦人情報センターを都立日比谷図書館内に開設 

昭和59年６月 東京都飯田橋庁舎に移転 

平成元年４月 「東京ウィメンズプラザの基本構想」発表 

平成４年４月 東京都婦人情報センターを東京都女性情報センターと改称 

平成４年７月 財団法人東京女性財団を設立し、管理・運営を委託 

平成７年11月 東京ウィメンズプラザ開館 

平成11年６月 男女共同参画社会基本法 施行  

平成12年３月 東京都男女平等参画基本条例 制定 

平成13年４月 東京ウィメンズプラザ直営化 

平成13年10月 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 施行 

平成14年４月 東京ウィメンズプラザに配偶者暴力相談支援センター機能を設置 

都提供資料より監査人作成 

 

  

 

 

 

所      長 

 

          

 

  

           

    

 

庶務担当 

 

      

事業推進担当 

 

  
相談担当 

   

 

職 員   ３  職 員    ３  職 員      ３ 

管理専門員 １  専門員（主任）３  相談専門員（主任）３ 

ｱｼｽﾀﾝﾄ職  １  専門員    ８  相談専門員   １９ 

  管理専門員  １  専門員（主任）  ２ 

  ｱｼｽﾀﾝﾄ職   １  管理専門員    １ 
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（３）予算概要 

表Ａ－２－５のとおり、生活文化スポーツ局の令和５年度当初予算において、

都民生活費は 20 億 54 百万円であり、このうち約５割を東京ウィメンズプラザ

の運営が占める。 

また、表Ａ－２－６のとおり、東京ウィメンズプラザの運営に係る当初予算額

10億 30百万円のうち、普及啓発や相談業務が８割以上を占める。 

 

表Ａ－２－５ 都民生活費に係る令和５年度当初予算額及び決算額の内訳 

（単位：千円） 

事項 当初予算額 決算額 

地域活動・多文化共生の推進等 569,184 27.7％ 441,423 

男女平等参画施策の企画調整 271,648 13.2％ 208,991 

東京ウィメンズプラザの運営 1,029,787 50.1％ 1,018,547 

政策連携団体への助成等 183,519 8.9％ 127,138 

合計 2,054,138 100％ 1,796,099 

都提供資料より監査人作成 

 

表Ａ－２－６ 都民生活費のうち東京ウィメンズプラザの運営に係る 

 令和５年度当初予算額及び決算額の内訳 

（単位：千円） 

事項 当初予算額 決算額 

普及啓発・相談業務 881,205 85.6％ 874,229 

配偶者暴力相談支援センター 148,582 14.4％ 144,318 

合計 1,029,787 100％ 1,018,547 

都提供資料より監査人作成 
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２ 私学部 

（１）事業内容 

私立学校は、公立と異なり私人の寄附財産等によって成り立っており、その運

営も各設置者が建学の精神に基づき自立的に行っている。現在、都内の学校に在

籍する児童・生徒のうち、私立学校に在学する割合は、高等学校で５割を超え、

幼稚園で約９割、専修学校・各種学校でほぼ 10 割となっており、私立学校が都

の公教育に果たす役割は大きい。私学部は、このような都内の私立学校の振興の

ため、学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法を基本として各種の事務

事業を推進している。主な事業は、以下のとおりである。 

 

ア 私立学校の認可・指導事務 

学校教育法及び私立学校法等に基づき、都知事が所轄する私立学校（幼稚園、

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修

学校、各種学校）や学校法人に関する認可・指導等を行っている。 

 

（ア）私立学校の公共性と自主性 

私立学校は、公教育機関として国・公立学校と変わりなく公教育の一翼を担っ

ている。すなわち、私立学校にも国・公立学校と同様に憲法、教育基本法及び学

校教育法が適用され、学校の設置基準も国・公立と私立で変わらない。 

しかし、私立学校は、国・公立と異なり私人の寄付財産等により設立され、そ

の運営も自立的に行われる性格をもっており、私立学校制度を規定する私立学

校法が適用される。 

私立学校法は、私立学校の自主性を尊重するため、国・公立の学校に比べ、所

轄庁の権限を制限するとともに、権限の行使に際しても、教育に関する学識経験

者からなる私立学校審議会の意見を聴かなければならないとしている。 

 

（イ）所轄庁の権限等 

私立学校の設置・廃止・設置者変更等の認可及び学校法人の設立の認可等とと

もに、学則変更、校地・校舎の取得又は処分、学校法人の役員変更届等の受理、

その他これらの事務に伴う指導等を行っている。 

学校教育法及び私立学校法では、所轄庁の権限として、 

ａ 学校の設置・廃止・設置者変更等の認可（学校教育法第４条、第 130条、

第 134条第２項） 

ｂ 学校の閉鎖命令（学校教育法第 13条） 

ｃ 学校法人の設立認可（私立学校法第 31条） 

ｄ 学校法人の解散命令（私立学校法第 62条） 
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ｅ 学校法人に対する措置命令（私立学校法第 60条第１項） 

ｆ 学校法人が措置命令に従わないときの役員の解任勧告（私立学校法第 60

条第９項） 

ｇ 学校法人に対する報告徴収、立入検査（私立学校法第 63条） 

ｈ 教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めること（私立学

校法第６条） 

等が規定されているが、学校教育法第 14条に規定している設備・授業等の変更

命令については、私立学校の自主性の観点から、私立学校には適用されないこと

となっている（私立学校法第５条）。 

なお、これらの私立学校に関する認可事務等のうち、幼稚園、専修学校及び各

種学校に係るもの（外国人を専ら対象とする学校、市地域にある資格免許の指定

のある学校及び町村地域にある学校に係るものを除く。）については、条例によ

り区及び市の処理する事務としている。 

 

（ウ）東京都私立学校審議会 

私立学校法に基づいて設置されている知事の諮問機関で、私立学校の設置、廃

止、設置者変更等及び学校法人設立の認可等について審議する。また、私立学校

に関する重要事項について知事に建議することができる。 

・設置年度  昭和 25 年度 

・根拠法令等 私立学校法第９条 

・委員数   20 人（学識経験者５人、私立学校関係者 15 人） 

・事業実績（令和５年度） 開催回数 11回 

・答申件数（令和５年度） 61 件（設置計画承認を除く。） 

 

（エ）学校法人会計基準の指導 

私立学校の経理の合理化及び会計処理の適正化を図るため、昭和 48 年度から

学校法人会計基準（昭和 46 年文部省令第 18 号）による会計処理を全面適用し

指導を行っている。 

・研修会の実施        年１回 

・現地指導実績（令和５年度） 42 法人 
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イ 私立学校教育への助成事業 

私立学校の教育条件の維持・向上、保護者の負担軽減、経営の健全化等を図る

ため各種の助成を行っている。 

 

表Ａ－２－７ 私立学校教育助成実績（令和４年度、５年度） 

                             （単位：千円） 

事業名 令和５年度 令和４年度 増（△）減 

経常費補助 122,618,490 124,012,166 △1,393,676 

 私立高等学校経常費補助 68,660,293 69,682,664 △1,022,371 

 私立中学校経常費補助 27,837,339 27,546,414 290,925 

 私立小学校経常費補助 6,987,232 6,890,715 96,517 

 私立幼稚園経常費補助 16,607,040 17,499,066 △892,026 

 私立特別支援学校等経常費補助 2,398,148 2,276,895 121,253 

 私立通信制高等学校経常費補助 128,438 116,413 12,025 

保護者負担軽減 51,506,287 51,489,277 17,011 

 私立高等学校等就学支援金 19,582,350 20,700,054 △1,117,704 

 私立高等学校等就学支援金学校事務費補助 329,545 289,643 39,902 

 私立高等学校等特別奨学金補助 13,444,295 13,004,759 439,536 

 私立高等学校等奨学給付金事業費補助 1,199,430 1,336,109 △136,679 

 私立中学校等特別奨学金補助 1,826,192 - 1,826,192 

 私立高等学校定時制及び通信教育振興奨励費補助 1,381 1,680 △299 

 私立高等学校等入学支度金貸付利子補給 5,956 7,249 △1,293 

 私立幼稚園等施設等利用費負担金 6,922,396 7,760,146 △837,750 

 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助 2,767,168 2,872,910 △105,742 

 私立専修学校授業料等減免費用負担金 5,426,249 5,515,528 △89,279 

 私立専修学校修学支援実証研究事業費補助 0 575 △575 

 私立学校被災生徒等受入支援事業費補助 1,325 624 701 

その他補助 28,839,458 27,260,026 1,579,432 

 私立幼稚園教育振興事業費補助 726,711 832,338 △105,627 

 私立幼稚園特別支援教育事業費補助 575,456 582,352 △6,896 

 私立幼稚園等特色教育等推進補助 50,508 43,470 7,038 

 私立幼稚園等施設型給付費負担金 7,488,174 6,726,997 761,177 

 私立幼稚園等教育体制支援事業費補助 415,629 141,089 274,540 

 私立幼稚園預かり保育推進補助 965,664 949,118 16,546 

 私立幼稚園等一時預かり事業費補助 1,765,313 1,526,551 238,762 

 私立高等学校都内生就学促進補助 457,806 466,439 △8,633 

 私立専修学校教育振興費補助 318,901 300,035 18,866 
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 私立専修学校特別支援教育事業費補助 152,760 139,819 12,941 

 私立専修学校職業実践専門課程推進補助 303,640 311,260 △7,620 

 私立外国人学校教育運営費補助 79,710 76,668 3,042 

 私立学校安全対策促進事業費補助 1,888,314 1,211,602 676,712 

 私立学校教育振興資金融資利子補給 175,072 198,710 △23,638 

 私立学校デジタル教育環境整備費補助 2,517,354 1,848,790 668,564 

 私立専修学校教育環境整備費補助 351,477 355,580 △4,103 

 産業・理科教育施設設備整備費補助 35,819 60,691 △24,872 

 私立学校省エネ設備等導入事業費補助 2,168,768 2,483,898 △315,130 

 私立幼稚園等環境整備費補助 284,486 395,200 △110,714 

 認定こども園整備費等補助 388,825 994,858 △606,033 

 私立学校教育研究費補助 69,813 70,136 △323 

 私立学校退職手当補助 4,066,100 4,072,114 △6,014 

 私立学校教職員共済費補助 1,786,725 1,757,006 29,719 

 私立学校グローバル人材育成支援事業費補助 1,806,435 1,715,305 91,130 

合計 202,964,235 202,761,468 202,767 

（注）四捨五入の関係で端数が合わない場合がある。 

令和６年版生活文化スポーツ局事業概要より監査人作成 

 

（ア）経常費補助 

私立学校（高等学校、中学校、小学校、幼稚園等、特別支援学校及び通信制高

等学校）を設置する学校法人及び学校法人化を志向する個人立等の幼稚園の設

置者に対し、経常費の一部を補助している。 

 

（イ）保護者負担軽減 

「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に基づき、都内の私立高等学校

等の生徒に対し、高等学校等就学支援金として授業料について一定額を助成す

る私立高等学校等就学支援金や、高等学校等就学支援金の支給に伴う私立学校

の事務負担を軽減するため、その経費の一部を補助する私立高等学校等就学支

援金学校事務費補助等の事業を実施している。 

 

（ウ）その他補助 

都民の幼児教育の場を確保し、私立幼稚園の教育条件の維持向上及び経営の

健全化を図るため、学校教育法附則第６条に規定する幼稚園（学校法人化を志向

する幼稚園を除く。）の設置者に対し、運営費の一部を補助する私立幼稚園教育

振興事業費補助や、園児・児童・生徒の学習環境の安全強化を図るため、私立学

校における校舎等の耐震診断、耐震化工事（非構造部材の耐震対策工事を含む。）
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及びアスベスト対策工事に要する経費の一部を補助する私立学校安全対策促進

事業費補助などの事業を実施している。 

また、私立学校における教育環境整備及び経営安定を図るための資金を長期・

低利な条件で貸し付けている私学財団の銀行借入利息に対して、都は利子補給

を行っている。平成 30 年度貸付分より、銀行借入利息から学校への貸付利息を

差し引いた額を補助することとしている。 

 

（エ）国庫補助に係る法定受託事務 

前述の都補助に伴う事務のほか、都内の私立の幼稚園、小学校、中学校、高等

学校、特別支援学校及び専修学校等に対する各種の国庫補助についての周知、指

導、申請書の受理、現地調査、額の確定等の事務を行っている。 

 

（オ）東京都私立学校助成審議会 

東京都私立学校助成審議会条例に基づいて設置されている知事の附属機関で、

私立学校に対する補助金配分の基本方針その他私立学校の振興助成に関する重

要事項を審議している。 

・設置年度  昭和 33 年度 

・根拠法令等 東京都私立学校助成審議会条例 

・委員数   15 人 

・事業実績（令和５年度） 開催回数 １回 

 

ウ 東京都育英資金事業 

勉学意欲がありながら経済的理由により修学困難な者に、修学に必要な学資

金の一部（奨学金）を貸し付ける事業を行う私学財団に対し、貸付事業費を補助

している。 

平成 17 年度の新規貸付分以降は、私学財団に事業を移管して実施し、都は、

平成 20 年度で貸付事業を終了した。 

育英資金の返還は、貸付終了後６か月据え置き、所定の期間内に年賦又は半年

賦の方法によって返還する。 

なお、都は、平成 16 年度までに採用した奨学生に対する返還事務を行ってい

る。 
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（２）予算概要 

私学部の事業に関する予算は、学務費の私立学校振興費及び育英資金費から

構成される。令和５年度当初予算の私立学校振興費合計額は 2,188億 11百万円、

育英資金費合計額は２億 74 百万円であり、学務費の合計額は 2,190 億 85 百万

円となる。これは、生活文化スポーツ局の当初予算合計額 2,786億 67百万円の

78.6％を占めている。 

 

ア 私立学校振興費 

私立学校振興費については、表Ａ－２－８のとおりである。 

管理費は、私立学校振興事務等に従事する職員の職員費及び管理事務費に要

する経費から構成されている。 

また、助成費の内訳は、表Ａ－２－９のとおりである。 

 

表Ａ－２－８ 私立学校振興費に係る令和５年度当初予算額及び決算額の内訳

（単位：千円） 

事項 当初予算額 決算額 

管理費 1,503,881 0.7％ 1,156,201 

助成費 217,307,119 99.3％ 202,964,235 

合計 218,811,000 100％ 204,120,436 

生活文化スポーツ局ホームページより監査人作成 

 

表Ａ－２－９ 私立学校振興費の助成費に係る令和５年度当初予算額及び決算額の内訳 

（単位：千円） 

事業名 当初予算額 決算額 

私立高等学校経常費補助 67,023,364 30.8％ 68,660,293 

私立中学校経常費補助 28,778,773 13.2％ 27,837,339 

私立小学校経常費補助 7,678,637 3.5％ 6,987,232 

私立幼稚園経常費補助 16,701,288 7.7％ 16,607,040 

私立特別支援学校等経常費補助 2,881,258 1.3％ 2,398,148 

私立通信制高等学校経常費補助 115,207 0.1％ 128,438 

私立高等学校等特別奨学金補助 14,175,546 6.5％ 13,444,295 

私立高等学校等奨学給付金事業費補助 1,575,440 0.7％ 1,199,430 

私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助 3,242,945 1.5％ 2,767,168 

私立高等学校等入学支度金貸付利子補給 8,536 0％ 5,956 

私立学校安全対策促進事業費補助 3,996,338 1.8％ 1,888,314 

私立学校教育振興資金融資利子補給 236,817 0.1％ 175,072 

私立専修学校教育環境整備費補助 375,845 0.2％ 351,477 
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事業名 当初予算額 決算額 

私立学校デジタル教育環境整備費補助 3,868,777 1.8％ 2,517,354 

認定こども園整備費等補助 1,018,554 0.5％ 388,825 

私立幼稚園等施設型給付費負担金 7,176,242 3.3％ 7,488,174 

私立幼稚園等一時預かり事業費補助 1,393,429 0.6％ 1,765,313 

私立幼稚園等特色教育等推進補助 42,755 0％ 50,508 

私立幼稚園教育振興事業費補助 727,338 0.3％ 726,711 

私立幼稚園特別支援教育事業費補助 693,056 0.3％ 575,456 

私立専修学校教育振興費補助 320,086 0.1％ 318,901 

私立専修学校特別支援教育事業費補助 174,130 0.1％ 152,760 

私立専修学校職業実践専門課程推進補助 375,350 0.2％ 303,640 

私立外国人学校教育運営費補助 90,915 0％ 79,710 

私立幼稚園預かり保育推進補助 935,524 0.4％ 965,664 

私立高等学校都内生就学促進補助 504,336 0.2％ 457,806 

私立学校退職手当補助 4,215,379 1.9％ 4,066,100 

私立学校教職員共済費補助 1,940,353 0.9％ 1,786,725 

私立学校被災生徒等受入支援事業費補助 2,102 0％ 1,325 

私立学校グローバル人材育成支援事業費補助 1,997,879 0.9％ 1,806,435 

私立専修学校修学支援実証研究事業費補助 3,511 0％ 0 

私立中学校等特別奨学金補助 4,000,000 1.8％ 1,826,192 

私立学校教育研究費補助等 2,912,770 1.3％ 2,975,896 

私立幼稚園等施設等利用費負担金 7,620,206 3.5％ 6,922,396 

私立専修学校授業料等減免費用負担金 6,639,860 3.1％ 5,426,249 

私立高等学校等就学支援金学校事務費補助 332,927 0.2％ 329,545 

私立高等学校等就学支援金 23,531,646 10.8％ 19,582,350 

合計 217,307,119 100％ 202,964,235 

生活文化スポーツ局ホームページより監査人作成 

 

イ 育英資金費 

育英資金費については、以下のとおりである。 

 

表Ａ－２－１０ 育英資金費に係る令和５年度当初予算額及び決算額の内訳 

（単位：千円） 

事項 当初予算額 決算額 

東京都育英資金 274,000 100％ 218,668 

合計 274,000 100％ 218,668 

都提供資料より監査人作成 
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（３）私学財団の概要 

ア 私学財団の概要 

（ア）私学財団の沿革と業務内容 

私学財団は、平成 15 年４月に財団法人東京都私立学校教育振興会と社団法人

東京都私学退職金社団を統合し、財団法人東京都私学財団として設立された団

体で、平成 23 年４月には、公益法人制度改革に基づき財団法人から公益財団法

人に移行している。私学財団は、東京都内の私立学校等の教育振興のため、各種

事業を行い、もって都内私立学校教育の充実と振興を図り、東京都教育文化の高

揚に資することを目的としており、都は、財団の事業に対して補助を行うことに

より、私学の振興を図っている（カッコ内は都の補助事業名）。 

  

ａ 施設設備資金及び運営資金の長期低利な融資 

・振興資金融資事業（私立学校教育振興資金融資利子補給） 

 

ｂ 教育環境等の改善・充実のための助成 

・私立専修学校教育環境整備費助成事業（私立専修学校教育環境整備費補

助） 

・私立専修学校等耐震化事業費助成事業（私立学校安全対策促進事業費補

助） 

・私立学校非構造部材耐震対策工事費助成事業（私立学校安全対策促進事業

費補助） 

・私立学校耐震化普及啓発事業（私立学校安全対策促進事業費補助） 

・私立学校体育館空調設備新規導入費助成事業（私立学校安全対策促進事業

費補助） 

・私立学校災害時対応環境整備費助成事業（私立学校安全対策促進事業費補

助） 

・私立学校デジタル教育環境整備費助成事業（私立学校デジタル教育環境整

備費補助） 

・私立高等学校新入生端末整備費助成事業（私立学校デジタル教育環境整備

費補助） 

・私立学校授業目的公衆送信補償金助成事業（私立学校デジタル教育環境整

備費補助） 

・私立学校省エネ設備等導入事業費助成事業（私立学校省エネ設備等導入事

業費補助） 

・私立学校外国語指導助手活用事業費助成事業（私立学校グローバル人材育

成支援事業費補助） 
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・私立学校教員海外派遣研修事業費助成事業（私立学校グローバル人材育成

支援事業費補助） 

・私立高等学校外部検定試験料助成事業（私立学校グローバル人材育成支援

事業費補助） 

 

ｃ 都民の教育費負担を軽減するための融資及び助成 

・入学支度金貸付資金融資事業（私立高等学校等入学支度金貸付利子補給） 

・私立高等学校等授業料軽減助成金事業（私立高等学校等特別奨学金補助） 

・私立中学校等授業料軽減助成金事業（私立中学校等特別奨学金補助） 

・私立高等学校等奨学給付金助成事業（私立高等学校等奨学給付金事業費補

助） 

・私立高等学校定時制及び通信教育振興奨励費助成事業（私立高等学校定時

制及び通信教育振興奨励費補助） 

・東京都育英資金貸付事業（育英資金事業費補助） 

・私立高等学校海外留学推進助成事業（私立学校グローバル人材育成支援事

業費補助） 

 

ｄ 教職員の退職金支給に必要な資金の交付 

・教職員退職資金事業（私立学校退職手当補助） 

 

ｅ 教職員に対する研修会及び公開講座の企画及び実施 

・教職員研修事業（私立学校教育研究費補助） 

 

ｆ 学校教育に関する調査研究、助成及び普及啓発 

・私立学校研究助成事業（私立学校教育研究費補助） 
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表Ａ－２－１１ 私学財団の概要 

設立 平成15年４月 財団法人東京都私立学校教育振興会と社団法人

東京都私学退職金社団が組織統合して財団法人

東京都私学財団として発足 

平成23年４月 公益財団法人に移行 

基本財産 1,375,000 千円 

出捐者 東京都（200,000 千円 14.5％） 

東京都私立幼稚園連合会 

東京私立初等学校協会 

一般財団法人東京私立中学高等学校協会 

公益社団法人東京都専修学校各種学校協会 

みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、りそな銀行 

理事長 長塚 篤夫（順天中学高等学校長） 

役員・評議員 理事 24名、監事３名、評議員 26名 

事務局職員数 
51名（臨時職員の人数を除く、令和６年３月 31 日現在） 

（うち都派遣職員 13名） 

令和６年版生活文化スポーツ局事業概要より監査人作成 

 

表Ａ－２－１２ 私学財団の主な沿革 

昭和40年12月 社団法人東京都私学退職金社団設立 

昭和56年６月 財団法人東京都私立学校教育振興会設立 

平成14年12月 両法人による統合に関する協定書締結 

平成15年４月 両法人が統合し財団法人東京都私学財団が発足 

平成23年４月 都の公益認定を得て公益財団法人へ移行 

私学財団ホームページより監査人作成 
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（イ）私学財団の財務状況の推移 

私学財団の令和３年度から令和５年度の財務状況は、表Ａ－２－１３の正味

財産増減計算書、表Ａ－２－１４の貸借対照表のとおりである。 

  

表Ａ－２－１３ 令和３年度から令和５年度の正味財産増減計算書の推移 

（単位：千円） 

科目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

Ⅰ 一般正味財産増減の部    

1.経常増減の部    

（1）経常収益    

①基本財産運用益 15,689 13,751 14,377 

②特定資産運用益 283,667 296,499 305,830 

③受取入会金 15 40 100 

④受取会費 83,032 82,570 82,311 

⑤事業収益 9,259,399 9,187,070 9,078,337 

⑥受取補助金等 22,314,343 25,289,112 28,142,037 

⑦特定資産評価益 1,226,086 0 19,883,577 

⑧準備金戻入額 0 18,061 0 

⑨受取寄付金 510 500 200 

⑩雑収益 3,279 2,021 2,274 

経常収益 計 33,186,020 34,889,623 57,509,044 

（2）経常費用    

①事業費 33,087,334 34,815,449 57,450,795 

②管理費 27,778 26,924 28,729 

経常費用 計 33,115,112 34,842,374 57,479,524 

当期経常増減額 70,908 47,249 29,520 

2.経常外増減の部    

（1）経常外収益    

 ①引当金戻入益 3,000 2,000 0 

経常外収益 計 3,000 2,000 0 

（2）経常外費用    

 ①引当金繰入額 0 0 1,000 

経常外費用 計 0 0 1,000 

当期経常外増減額 3,000 2,000 △1,000 

当期一般正味財産増減額 73,908 49,249 28,520 

一般正味財産期首残高 1,952,721 2,026,630 2,075,879 

一般正味財産期末残高 2,026,630 2,075,879 2,104,399 
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Ⅱ 指定正味財産増減の部    

（1）受取補助金等    

①教育振興事業受取東京都補助金 35,010 121,339 213,266 

②育英資金受取東京都補助金 169,140 183,394 188,932 

（2）引当金戻入益    

①貸倒引当金戻入益 36,027 38,075 17,065 

（3）補助金等返還額    

①育英資金東京都補助金返還額 △ 892,447 △ 1,018,093 △ 1,030,179 

（4）一般正味財産への振替額    

①一般正味財産への振替額 △ 212,204 △ 227,174 △ 248,045 

当期指定正味財産増減額 △ 864,475 △ 902,459 △ 858,960 

指定正味財産期首残高 14,112,135 13,247,660 12,345,202 

指定正味財産期末残高 13,247,660 12,345,202 11,486,242 

Ⅲ 正味財産期末残高 15,274,290 14,421,081 13,590,640 

私学財団「財務諸表」より監査人作成 

 

表Ａ－２－１４ 令和３年度から令和５年度の貸借対照表の推移 

（単位：千円） 

科目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

Ⅰ 資産の部    

1.流動資産 16,257,216 14,405,013 16,327,276 

2.固定資産 177,243,003 174,640,054 194,070,947 

（1）基本財産 1,375,000 1,375,000 1,375,000 

（2）特定資産 161,584,286 160,619,504 179,337,222 

（3）その他固定資産 14,283,717 12,645,550 13,358,725 

資産合計 193,500,219 189,045,067 210,398,223 

Ⅱ 負債の部    

1.流動負債 15,986,376 14,093,989 15,689,805 

2.固定負債 162,239,553 160,529,997 181,117,777 

負債合計 178,225,929 174,623,986 196,807,583 

Ⅲ 正味財産の部    

1.指定正味財産 13,247,660 12,345,202 11,486,242 

2.一般正味財 2,026,630 2,075,879 2,104,399 

正味財産合計 15,274,290 14,421,081 13,590,640 

負債及び正味財産合計 193,500,219 189,045,067 210,398,223 

私学財団「財務諸表」より監査人作成 
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３ 文化振興部 

（１）事業内容 

東京には、江戸時代からの歴史と伝統文化の蓄積がある。また、多くの文化施

設や文化団体、アーティストが集まり、伝統芸能からメディア芸術まで、日々、

様々な文化活動が行われている。さらに、文化活動を支援する企業や団体も多い。 

文化振興部は、東京 2020 大会が終了し、新型コロナウイルス感染症の影響、

持続可能な社会・共生社会へのシフト、デジタル化の進展など、社会環境が大き

く変化しているタイミングを捉え、東京芸術文化評議会での議論を経て、令和４

年３月に東京文化戦略 2030 を策定し、芸術文化の力で「躍動」と「豊かさ」が

両立した未来の東京を実現するため、文化振興のための施策を総合的に展開し

ている。主な事業は、以下のとおりである。 

 

ア 文化振興施策の企画調整 

（ア）東京芸術文化評議会の運営等 

文化首都・東京を実現するための文化振興施策についての提言を行う東京芸

術文化評議会の運営事務を行っている。東京芸術文化評議会は、東京の文化振興

のための施策を総合的かつ効果的に推進することを目的に、専門的な見地から

調査審議するため、平成 18 年 12 月に設置された知事の附属機関であり、当該

評議員は、文化振興に関し見識を有する者のうちから、知事が任命する 15名以

内で構成され、任期は２年である。また、特定の事項を調査審議するための専門

部会を有し、課題に対する検討体制の強化を図っている。 

 

（イ）文化振興施策の企画調整 

文化振興施策のための総合的企画、文化庁との連絡調整、全国主要都道府県及

び大都市文化行政連絡会議等の広域連絡会議、その他区市町村や文化団体等と

の連絡調整や文化活動等に関する各種調査等を行っている。 

 

（ウ）記念行事の実施 

名誉都民や東京都栄誉賞などの顕彰制度の実施、「都民の日」、「東京都平和の

日」記念行事の実施、隅田川花火大会の開催、東京空襲犠牲者名簿の作成や東京

空襲犠牲者を追悼し平和を祈念する碑の建設、東京空襲関連資料の管理等を行

う東京空襲メモリアル事業を実施している。 

 

イ 文化事業の推進 

アーツカウンシル東京と共同して芸術文化創造・発信事業などの実施や、文化

庁等との連絡調整を行うほか、次のような各種文化事業を実施している。 
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（ア）各種文化事業や記念行事の実施  

舞台芸術の振興として、都民芸術フェスティバル、子供向け舞台芸術参加・体

験プログラム事業、島しょ芸術文化振興事業、TOKYO MET SaLaD MUSIC FESTIVAL

（サラダ音楽祭）を実施している。 

東京芸術文化評議会の提言に基づく施策を推進する機関として、平成 24 年 11

月に歴史文化財団内にアーツカウンシル東京を設置し、平成 27 年４月には、同

財団内の東京文化発信プロジェクト室と統合して事業を再編、更に令和４年度

からは、同財団事務局と一体化し、同財団全体の企画戦略を担うこととなった。 

アーツカウンシル東京は、芸術文化に精通した専門家で構成されており、行政

と民間の活動現場を橋渡しすることを通じて、戦略的な文化の創造・発信及び文

化都市の形成を目指した事業に取り組んでいる。 

さらに、都立公園等における野外芸術作品の設置及び保守管理や、昭和初期を

代表する文化的・建築史的建物である旧小笠原邸の保存活用等を行っている。 

 

（イ）アール・ブリュット等の推進 

アートを通して、ダイバーシティの理解促進や包容力のある共生社会の実現

に寄与するため、アール・ブリュット等をはじめとする様々な作品の展示や、対

話的で創造的な交流プログラムを、東京都渋谷公園通りギャラリーを拠点とし

て展開するほか、拠点外における普及啓発活動を実施する。 

 

（ウ）アーティスト等の支援の実施 

世界で活躍できる現代美術の中堅アーティストを表彰し、海外での活動や展

覧会の実施などを継続的に支援する Tokyo Contemporary Art Awardや、国内外

の若手芸術家・グループの育成を図るため、作品の展示や芸術家同士及び作家と

都民等との交流を実施するトーキョーアーツアンドスペース（ＴＯＫＡＳ）の運

営、公共空間を活動の場として提供するヘブンアーティスト事業、都立施設の壁

面等をペインティングの場として開放するストリートペインティング、都の遊

休施設を活用し、舞台芸術の練習・創作の場を提供する東京舞台芸術活動支援セ

ンター（水天宮ピット）の管理運営等に取り組んでいる。 

 

ウ 文化施設の管理運営 

東京都における芸術文化の振興を図るため、条例によって設置された文化施

設７館の管理運営を行っている。展覧会や公演等により歴史資料や芸術作品に

接する機会を都民に提供するほか、貴重な資料・作品の収集、調査研究、教育普

及活動、他の文化施設との連携した取組の推進や国際的な施設間交流などを展

開している。 
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また、各館の経年劣化を踏まえ、大規模改修によって施設設備の更新を図ると

ともに、時代・社会のニーズに応じた機能向上や多言語対応・開館時間延長など

を推進している。 

 

エ 政策連携団体への助成等 

東京都における芸術文化の振興並びに都市の歴史及び文化の継承とその発展

を図り、もって創造性に満ち、潤いのある地域社会づくりに寄与することを目的

として設立した歴史文化財団に対し、その運営に要する経費の補助を行ってい

る。（歴史文化財団の概要については、「政策連携団体（公益財団法人東京都歴史

文化財団、公益財団法人東京都交響楽団及び公益財団法人東京都つながり創生

財団）の経営管理について」第２,Ⅰ,１を参照） 

また、交響楽を通じて都民の情操を豊かにするとともに、音楽芸術の普及向上

を図り、首都の文化発展に寄与することを目的として設立した都響に対し、その

運営に要する経費の補助を行っている。（都響の概要については、「政策連携団体

（公益財団法人東京都歴史文化財団、公益財団法人東京都交響楽団及び公益財

団法人東京都つながり創生財団）の経営管理について」第２,Ⅱ,１を参照） 

 

（２）所管施設 

東京都における芸術文化の振興を図るため、文化施設を設置している。本報告

書では、以下のとおり、都の文化施設を美術館や博物館などの「美術館・博物館

系文化施設」と、劇場や会館などの「ホール系文化施設」に分けて記載する。 

 

類型 文化施設 

美術館・博物館系文化施設 東京都江戸東京博物館、東京都美術館、東京都庭園美術館、

東京都写真美術館、東京都現代美術館 

ホール系文化施設 東京文化会館、東京芸術劇場 

 

ア 美術館・博物館系文化施設 

（ア）東京都江戸東京博物館 

ａ 本館 

開館年月日 平成５年３月 28日 

設置根拠 東京都江戸東京博物館条例 

所在地 東京都墨田区横網 1-4-1 

概要 江戸東京の文化を保存し次代に継承するとともに、江戸東京の歴史を振り

返り、これからの東京の都市と生活を考える場として東京都江戸東京博物

館を設置し、運営している。 

※令和４年４月１日から令和８年春(予定)まで大規模改修のため休館 
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ｂ 分館 江戸東京たてもの園 

開館年月日 平成５年３月 28日 

設置根拠 東京都江戸東京博物館条例 

所在地 東京都小金井市桜町 3-7-1 

概要 現地保存が不可能な文化的価値の高い歴史的建造物を移築し、復元、保存・

展示した野外博物館である。収蔵建造物を貴重な文化遺産として次代に継

承するとともに、建造物内部での生活民俗資料等の展示や、街なみの一端

を再現することにより、変遷する建築文化や生活文化への都民の理解に資

するために設置し、運営している。 

 

（イ）東京都美術館 

開館年月日 大正 15 年５月１日 

設置根拠 東京都美術館条例 

所在地 東京都台東区上野公園 8-36（都立上野恩賜公園内） 

概要 都民のための美術の振興を図るため、東京都美術館を設置し、「アートへの

入口」となることを目指した運営をしている。 

 

（ウ）東京都庭園美術館（旧朝香宮邸） 

開館年月日 昭和 58 年 10月１日 

設置根拠 東京都庭園美術館条例 

所在地 東京都港区白金台 5-21-9 

概要 東京都庭園美術館は、昭和８年に朝香宮邸として建てられた建物を活用

し、緑豊かで広大な庭園とアール・デコ様式の建物、美術作品とを合わせ

て鑑賞できる都民の憩いの場として開館した。平成 27 年７月に、旧朝香宮

邸４棟１基が国の重要文化財（建造物）として指定された。令和３年４月

１日より東京都庭園美術館条例を施行。 

 

（エ）東京都写真美術館 

開館年月日 平成７年１月 21日（平成２年６月１日第一次施設開館） 

設置根拠 東京都写真美術館条例 

所在地 東京都目黒区三田 1-13-3恵比寿ガーデンプレイス内 

概要 都民が写真と映像文化に親しむ、新たな文化創造の場として、東京都写真

美術館を設置し、運営している。 
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（オ）東京都現代美術館 

開館年月日 平成７年３月 18日 

設置根拠 東京都現代美術館条例 

所在地 東京都江東区三好 4-1-1（都立木場公園内） 

概要 都民が優れた現代美術を中心とする美術作品に接する場として、また創

造・交流活動の場として、東京都現代美術館を設置し、運営している。 

 

イ ホール系文化施設 

（ア）東京文化会館 

開館年月日 昭和 36 年４月７日 

設置根拠 東京文化会館及び東京芸術劇場条例 

所在地 東京都台東区上野公園 5-45（都立上野恩賜公園内） 

概要 都が開都 500 年記念事業として建設。都民に音楽・バレエ等の鑑賞の機

会を提供するとともに、次世代の輝きと可能性を感じ育てる場とするこ

とを目的として東京文化会館を設置し、運営している。 

 

（イ）東京芸術劇場 

開館年月日 平成２年 10月 30日 

設置根拠 東京文化会館及び東京芸術劇場条例 

所在地 東京都豊島区西池袋 1-8-1 

概要 都民に親しまれる音楽・演劇・歌劇・舞踊等の発表と鑑賞の場を提供する

ことを目的として東京芸術劇場を設置し、運営している。平成 21年７月か

ら野田秀樹氏が芸術監督を務めている。 

※令和６年９月30日から令和７年７月中(予定)まで大規模改修のため休館 

 

（３）予算概要 

令和５年度生活文化スポーツ局の当初予算において、文化振興費は 177 億 13

百万円であり、そのうち文化施設の管理運営が約４割を占めている。 

 

表Ａ－２－１４ 文化振興費に係る令和５年度当初予算額及び決算額の内訳 

（単位：千円） 

事項 当初予算額 決算額 

文化振興施策の企画調整 3,926,121 22.2％ 3,332,667 

文化事業の推進 5,863,832 33.1％ 5,502,083 

文化施設の管理運営 6,446,310 36.4％ 6,446,310 

政策連携団体への助成等 1,476,740 8.3％ 1,397,983 

合計 17,713,003 100％ 16,679,043 

都提供資料より監査人作成 
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４ スポーツ総合推進部及びスポーツ施設部 

（１）事業内容 

スポーツ総合推進部及びスポーツ施設部は、東京都スポーツ推進総合計画に

加え、ＴＯＫＹＯスポーツレガシービジョンを基本に、スポーツとのつながりが

日常に溶け込む「スポーツフィールド・東京」の実現に向けた施策を総合的に展

開している。主な事業は、以下のとおりである。 

 

ア スポーツの振興 

（ア）スポーツ振興施策の企画調整 

ａ 東京都スポーツ振興審議会 

東京都におけるスポーツ振興施策を総合的、体系的に推進するため、スポー

ツ施設の管理運営及びスポーツ振興に関する重要事項等について、知事等の

諮問に応じて調査審議し、これら事項について建議する。 

 

ｂ 東京都スポーツ推進総合計画 

スポーツ基本法第 10条に基づく、東京都のスポーツ推進計画である。 

 

ｃ ＴＯＫＹＯスポーツレガシービジョン 

東京 2020 大会の成果をどのようにスポーツの振興に活かし、都市の中で根

付かせていくか、その姿を示すため取りまとめたものである。 

 

（イ）生涯スポーツの振興とスポーツムーブメントの創出 

各種スポーツ大会の開催及び国民体育大会等への東京都代表選手の派遣を

行う。また、都民が気軽に参加できるスポーツイベントを開催するとともに、

大規模スポーツ大会やプロスポーツチームが主催する試合等のスポーツ観戦

の機会を提供する。 

 

ａ 各種スポーツ大会・スポーツイベント等 

都民体育大会（※１）、都民生涯スポーツ大会（※２）、都民スポレクふれあ

い大会、東京都市町村総合体育大会（※３）、全国青年大会、シニア健康スポ

ーツフェスティバルＴＯＫＹＯ、全国健康福祉祭（ねんりんピック）東京都選

手団派遣事業、東京みんなのスポーツ塾、ラグビーワールドカップ 2023 を契

機としたスポーツ気運醸成事業、プロスポーツチーム等との連携事業、アーバ

ン・フィットネス推進事業、だれでもフィットネス推進事業 等 

※１ 令和６年７月から「東京都スポーツ大会」に改称 

※２ 令和６年７月から「スポーツフェスティバル東京」に改称 

※３ 第 56回大会から「東京都市町村総合スポーツ大会」に改称 
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ｂ 参加型スポーツイベントの開催によるスポーツ振興事業 

スポーツフェスタ、ＴＯＫＹＯウォーク、ＴＯＫＹＯ ＲＯＫＵＴＡＩ  

ＦＥＳ  2023 

 

ｃ スポーツ観戦事業 

主催者と連携を図りながら大規模スポーツ大会等やプロスポーツチーム等

が主催する試合に都民を招待することにより、スポーツを実際にみる機会を

創出する。 

 

ｄ 都民等へのスポーツ情報の発信 

スポーツＴＯＫＹＯインフォメーション、スポーツ東京案内（都内スポーツ

情報案内サイト「ＳＰＯＰＩＴＡ」、指導者派遣）、スポーツ気運継承事業 

 

（ウ）地域におけるスポーツの推進 

ａ ＴＯＫＹＯスポーツ施設サポーターズ事業 

都民が身近なところでスポーツを実施できる場を確保し、都民のスポーツ

環境を維持できるよう、スポーツ施設を所有している大学や企業等と協定を

締結し、その活動に支障のない範囲で、有償でスポーツ施設を貸し出してもら

う事業を実施している。 

 

ｂ 地域スポーツクラブの設立・育成支援等 

地域の日常的なスポーツ活動の場として、都民の誰もが参加できる地域ス

ポーツクラブの設立と、安定した活動を支援する。 

・地域スポーツクラブ設立支援事業、地域スポーツクラブ支援事業、学校部

活動の地域連携・地域移行に向けた取組への協力 

 

ｃ 地域スポーツ団体との連携 

シニアスポーツ振興事業 

 

ｄ 地域スポーツ活動の促進 

地域スポーツを支える人材の育成、スポーツ功労者等の表彰 

 

ｅ スポーツ大会等への後援名義の使用承認 

都内で開催されるスポーツ大会等の中で、公益性があり、都のスポーツ振興

の推進に寄与する行事について、後援名義の使用を承認している。 
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ｆ 東京都スポーツ推進企業認定制度 

社員のスポーツ活動を推進する取組や、スポーツ分野における社会貢献活

動を実施している企業等を「東京都スポーツ推進企業」として認定する。 

 

ｇ 区市町村におけるスポーツ振興施策への支援 

東京 2020 大会のレガシーであるスポーツ気運の高まりを活用し、区市町村

が実施するスポーツ振興等事業に対して支援する。（スポーツ実施促進補助事

業（地域スポーツ推進事業）、スポーツ空間バージョンアップ補助事業） 

 

（エ）競技力向上 

ａ 競技スポーツの振興 

国民体育大会（※）への選手・役員派遣等、アスリートの競技力強化、スポ

ーツ・インテグリティの理解促進事業、東京育ちアスリート応援事業、競技団

体組織基盤強化支援事業 

※ 第 78回大会から「国民スポーツ大会」に改称 

 

ｂ ジュニア選手の育成や強化等 

トップアスリート発掘・育成事業、ジュニア選手・育成強化事業、ジュニア

育成地域推進事業 

 

ｃ アスリートの競技力強化をサポートするための事業（パフォーマンスサ

ポート事業） 

 

ｄ トップアスリートの功績を称える表彰 

都民スポーツ大賞、東京スポーツ奨励賞 

 

ｅ スポーツ国際交流事業 

ジュニアスポーツアジア交流大会、東京国際ユース（Ｕ－14）サッカー大会、

柔道指導者派遣 

 

（オ）スポーツを通じた被災地交流事業 

東日本大震災における被災地復興支援でこれまで築いてきた都と被災地との

絆をレガシーとして、スポーツを通じて、より一層の交流を深めるための事業を

実施している。 
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（カ）大会後のレガシーの継承 

ａ 大会レガシー継承事業 

ｂ 東京 2020 大会アーカイブ資産等の活用 

ｃ ボランティアレガシー 

ｄ レガシー設置物 

 

イ パラスポーツの振興 

東京都スポーツ推進総合計画及び「未来の東京」戦略に基づき、「理解促進・

普及啓発」「場の開拓／人材の育成」「競技力向上」の視点から、パラスポーツ振

興に向けた施策を展開している。 

 

（ア）理解促進・普及啓発 

ａ パラスポーツ専門ポータルサイトＴＯＫＹＯパラスポーツ・ナビ 

都内のパラスポーツイベント情報や、公共スポーツ施設のバリアフリー情

報などを掲載したパラスポーツ専門ポータルサイト「ＴＯＫＹＯパラスポー

ツ・ナビ」を運営する。 

 

ｂ チャレスポ！ＴＯＫＹＯ 

障害のある人にもない人にもパラスポーツを知ってもらい、理解と共感を

深めてもらうとともに、障害のある人にスポーツの楽しさや効用を知っても

らい、スポーツを始めるきっかけを提供する。 

 

ｃ スポーツの効用等に関するコンテンツ発信事業 

スポーツや運動に関心を持たない障害のある人に向けて、当事者の体験や

専門的な見地等から効用等を示す動画を発信する。 

 

ｄ パラスポーツ普及啓発プロジェクト「ＴＥＡＭ ＢＥＹＯＮＤ」 

パラスポーツのファン・サポーターを増やし、パラスポーツへの関心を高め

るための総合的な普及啓発事業を実施する。 

 

ｅ 都内におけるパラスポーツ国際大会の開催促進 

パラスポーツの一層の振興を図るため、都内で開催されるパラスポーツの

国際大会の開催を促進する。 

 

ｆ 障害者のスポーツに関する意識調査 

今後のパラスポーツ振興に資する施策展開の基礎資料として活用する。 
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ｇ パラスポーツスタートガイド 

専用ウェブサイトを運営しパラスポーツに関する情報等を発信する。 

 

ｈ ＴＯＫＹＯパラスポーツチャンネル 

都内やその近郊で実施されるパラスポーツ大会をケーブルテレビ等で中

継・配信する。 

 

ｉ パラスポーツ体験プログラム 

パラスポーツの魅力を体験できるプログラムを区市町村や大学等と連携し

て実施し、都民へパラスポーツの理解促進を図る。 

 

ｊ 「ＴＯＫＹＯパラスポーツ月間」事業 

東京 2020パラリンピックを開催した８月・９月を「ＴＯＫＹＯパラスポー

ツ月間」と位置付け、多様な主体と連携し、パラスポーツ体験や観戦など様々

な取組を集中的に展開する。 

 

ｋ 区市町村スポーツ実施促進事業（パラスポーツ推進事業） 

パラスポーツへの関心向上や障害のある人のスポーツ実施促進につなげる

ために区市町村が行う事業を支援する。 

 

（イ）場の開拓（開拓整備事業） 

ａ パラスポーツ地域サポート事業 

パラスポーツ事業のノウハウを持つアドバイザーによる事業の企画・実施

の支援などを行う。 

 

ｂ パラスポーツコンシェルジュ事業 

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会において、パラスポーツを支援し

たいという民間企業等の意向を選手や競技団体につなぐための相談窓口を設

けるとともに、障害のある人に対してスポーツに関する情報提供や助言を行

う。 

 

ｃ 都立特別支援学校活用促進事業 

障害のある人や障害者スポーツ団体等が、身近な地域でスポーツ活動がで

きるよう、都立特別支援学校の体育施設を、学校教育活動に支障のない範囲で

平日夜間や土日・祝日に開放し、活用を促進する。 
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ｄ 動画を活用した運動・ＱＯＬ向上事業 

自宅や障害者福祉施設などの身近な場所で気軽に取り組める運動を動画で

広く紹介する。 

 

ｅ 障害者のスポーツ施設利用促進事業 

身近な地域のスポーツ施設における障害のある人の利用に際して、施設管

理者が配慮すべきポイントを掲載した「障害者のスポーツ施設利用促進マニ

ュアル」について、区市町村及び民間のスポーツ施設での活用を図る。 

 

ｆ ＴＯＫＹＯユニバーサルウォーキング普及事業 

既存のウォーキングアプリに障害者が使いやすい機能を付加し、身近な場

所での活用を促すことで、障害者の日常的なウォーキングを促進する。 

 

ｇ パラスポーツリモート参加事業 

遠隔操作によりコミュニケーションが可能な分身ロボットを活用し、外出

困難な重度障害者等が様々なスポーツ活動に参加できる機会を提供する。 

 

ｈ デジタル技術を活用したパラスポーツ（ｅパラスポーツ）事業 

外出が困難であるものの、体を動かす意欲のある障害のある人に、自身で

操作できるよう個々の状態に合わせて加工した機器を福祉施設等に提供する

とともに、障害のある人とない人が交流できる機会を創出する。 

 

ｉ 障害児・者の運動習慣定着支援事業 

障害者の日中の居場所である福祉施設や放課後等デイサービスなどを対象

に指導者を派遣し、利用者の障害種別や程度等に応じた運動を定期的に実施

する。 

 

ｊ スポーツ空間バージョンアップ補助事業 

誰もが身近な場所で安全に多様なスポーツを楽しめる空間を整備し、区市

町村が地域のニーズ等に応じて行うスポーツ空間のバージョンアップに係る

取組を支援する。 

 

ｋ 区市町村スポーツ実施促進事業（パラスポーツ推進事業） 

パラスポーツへの関心向上や障害のある人のスポーツ実施促進につなげる

ために区市町村が行う事業を支援する。 
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（ウ）支える人材の育成（人材育成事業） 

ａ パラスポーツセミナー 

区市町村職員やスポーツ推進委員、医療福祉関係者等を対象にセミナーを

開催し、地域のパラスポーツ事業を支える人材の育成を図る。 

 

ｂ 初級・中級パラスポーツ指導員養成講習会 

パラスポーツの現場で実際に指導・支援に当たる人材を養成し、地域におけ

るパラスポーツの取組を促進する。 

 

ｃ パラスポーツ人材の活動活性化事業 

障害者スポーツボランティアポータルサイト「ＴＯＫＹＯ障スポ＆サポー

ト」を通じてボランティア人材にイベント等の情報を提供し、活動機会の拡充

を図るなど、パラスポーツ人材の活動促進、資質向上を行う。 

 

ｄ パラスポーツ研修キャラバン事業 

パラスポーツ振興の担い手となる団体が主催する研修会等に講師を派遣し、

主体的にその構成員に向けてパラスポーツの知識・情報を付与する仕組みを

構築する。 

 

（エ）競技力向上 

ａ パラスポーツ次世代ホープ発掘事業 

競技体験等を通じて競技スポーツとのマッチングを行う発掘プログラムを

開催する。 

 

ｂ パラスポーツ競技活動支援事業 

選手の強化育成や指導者の養成等を目的とした各団体の自主的な取組を支

援することで競技力向上を促す。 

 

ｃ 東京都障害者スポーツ強化練習会 

全国障害者スポーツ大会での東京都選手の活躍を目標に、正式競技の強化

練習会等を開催し、選手の競技力を強化する。 

 

ｄ 東京パラアスリート強化事業 

東京ゆかりのパラアスリートやジュニアパラアスリートの強化を行う。 
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ｅ パラスポーツ団体体制強化支援事業 

都内で活動するパラスポーツ競技団体が、スポーツ庁が策定した「スポーツ

団体ガバナンスコード」に適合する団体となるよう複合的な支援を行う。 

 

ｆ パラスポーツ人材地域活動促進事業 

講習会を企画する団体等とアスリート等のマッチングを行う。 

 

ｇ 東京都障害者スポーツ大会 

パラスポーツを通じて、自らの体力の維持増進及び社会への参加と相互の

交流を促進する。 

 

ｈ パラスポーツオープン競技大会の開催 

東京都障害者スポーツ大会において、障害のない人も参加できる競技をオ

ープン競技として実施する。 

 

ｉ 全国障害者スポーツ大会への選手・役員派遣 

東京都障害者スポーツ大会・関東ブロック予選会等を経て選出された選手

や役員で構成される選手団を、本大会へ派遣する。 

 

ｊ パラスポーツ競技用具ニーズ調査 

義足や車椅子利用者に関する統計や先行研究がほとんどないため、義足や

車椅子利用者のニーズ等を把握するための調査を実施する。 

 

ｋ デフスポーツ競技団体都内活動促進事業 

日本パラリンピック委員会（ＪＰＣ）に加盟するデフスポーツ中央競技団体

が都内で実施する強化合宿や普及啓発活動等に対し、財政的支援を実施する。 

 

ｌ 後援名義の使用承認 

公益性があり、選手の競技力向上など、都のパラスポーツの推進に寄与する

行事について、後援名義の使用を承認する。 
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（２）所管施設 

ア スポーツ施設 

スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、都民の心身の健全な発達

に寄与することを目的として施設を設置している。 

 

（ア）東京体育館 

開館年月日 昭和 31 年８月 15日 

設置根拠 東京都スポーツ施設条例 

所在地 渋谷区千駄ヶ谷 

概要 都民の生涯スポーツの普及・振興を図るため、個々の体力や年齢・技術・

興味・目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむ

ことができるように、全都的総合体育施設としての特徴をいかした施設の

貸出及び個人公開を行うとともに、各種スポーツ事業を実施している。 

 

（イ）駒沢オリンピック公園総合運動場 

開館年月日 昭和 39 年 12月１日 

設置根拠 東京都スポーツ施設条例 

所在地 世田谷区駒沢公園 

概要 公園の自然豊かな環境の中で、都民が多様なスポーツに親しめる環境を整

備し、施設提供のほか、スポーツ・レクリエーションの普及や資料収集等、

施設の特性をいかした事業を展開している。 

 

（ウ）東京武道館 

開館年月日 平成２年２月 10日 

設置根拠 東京都スポーツ施設条例 

所在地 足立区綾瀬 

概要 武道の普及振興を図る東京都の中心拠点として、大規模武道競技大会へ施

設を提供するとともに、武道振興及び都民の健康増進のための各種事業、

情報提供、指導者研修等を実施している。 

 

（エ）有明テニスの森公園テニス施設 

開館年月日 昭和 58 年５月 14日 

設置根拠 東京都スポーツ施設条例 

所在地 江東区有明 

概要 センターコート「有明コロシアム」のほか、ショーコート、インドアコー

ト、屋外コートを備えた国内有数のテニス競技施設である。 
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（オ）若洲海浜公園ヨット訓練所 

開館年月日 平成３年７月６日 

設置根拠 東京都スポーツ施設条例 

所在地 江東区若洲 

概要 若洲海浜公園ヨット訓練所は、基礎的なヨットの帆走技術を習得できる施

設である。 

 

（カ）武蔵野の森総合スポーツプラザ 

開館年月日 平成 29 年 11月 25日 

設置根拠 東京都スポーツ施設条例 

所在地 東京都調布市西町 

概要 味の素スタジアムと合わせて多摩の一大スポーツ拠点を形成し、競技大会

や地域スポーツの拠点として多摩のスポーツ振興に貢献すること、大規模

イベント等の会場として、地域のにぎわいに貢献することを目的として運

営している。 

 

（キ）海の森水上競技場 

竣工日 令和元年５月 31日 

再開業日 令和４年４月 29日 

設置根拠 東京都スポーツ施設条例 

所在地 江東区海の森 

概要 東京港中央防波堤内側及び外側埋立地間の水路に整備された施設で、

2,000ｍの競技コースを備えた水上競技場。国際大会が開催できるローイ

ングの競技場及び育成・強化の拠点として活用するほか、都民に様々な水

上スポーツ、水上レジャーに親しむ機会を提供している。 

 

（ク）夢の島公園アーチェリー場 

竣工日 平成 31 年２月 28日 

再開業日 令和３年 10月 31日 

設置根拠 東京都スポーツ施設条例 

所在地 江東区夢の島 

概要 アーチェリーの主要な競技大会の会場としての利用のほか、夢の島公園と

一体となった芝生広場として、各種イベント・レクリエーション等を楽し

む憩いの場として活用している。 
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（ケ）カヌー・スラロームセンター 

竣工日 （競技コース）令和元年５月 31日 

（管 理 棟）令和元年 12月 17日 

再開業日 令和４年７月 23日 

設置根拠 東京都スポーツ施設条例 

所在地 江戸川区臨海町 

概要 都立葛西臨海公園に隣接する国内初の人工カヌースラロームコース。カヌ

ーをはじめとした水上競技の国際・国内大会の開催のほか、アスリートの

強化育成拠点としての運営、そのほか広く水上スポーツ体験やラフティン

グなどの水上レジャーへの参加の機会を提供している。 

 

（コ）大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場 

竣工日 令和元年６月 27日 

再開業日 令和４年６月 18日 

設置根拠 東京都スポーツ施設条例 

所在地 品川区八潮（メインピッチ） 

大田区東海（サブピッチ） 

概要 都立大井ふ頭中央海浜公園内に整備された、ホッケーをはじめ、様々なス

ポーツで利用できる多目的球技場。数少ない公共のホッケー競技場とし

て、ホッケーの競技力強化と普及・振興の場であるとともに、屋外スポー

ツ施設が集積した大井ふ頭中央海浜公園が一体となり、あらゆる都民がス

ポーツに親しめる機会を提供している。 

 

（サ）東京アクアティクスセンター 

竣工日 令和２年２月 28日 

再開業日 令和５年４月１日 

設置根拠 東京都スポーツ施設条例 

所在地 東京都江東区辰巳 

概要 都立辰巳の森海浜公園内に整備された日本水泳の中心となる世界最高水

準の水泳場。日本水泳界の中心として、国内外の競技大会の実施や次世代

アスリートの強化・育成の場を提供するとともに、子供から高齢者まで、

誰もがスポーツや健康増進に取り組むことができる場を提供している。 
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（シ）東京都パラスポーツトレーニングセンター 

開所年月日 令和５年３月 21日 

設置根拠 東京都スポーツ施設条例 

所在地 調布市西町（味の素スタジアム内） 

概要 東京 2020 パラリンピック競技大会のレガシーとして、東京都におけるパ

ラスポーツの競技力向上の拠点、普及振興の場を提供している。 

 

（ス）東京都障害者総合スポーツセンター 

開館年月日 昭和 61 年５月 10日 

設置根拠 東京都障害者スポーツセンター条例 

所在地 北区十条台 

概要 障害者の健康増進と社会参加の促進を図るため、スポーツ・レクリエーシ

ョン、講習会等の場を提供する障害者専用のスポーツ施設である。区部に

東京都障害者総合スポーツセンター、市部に東京都多摩障害者スポーツセ

ンターがある。 

 

（セ）東京都多摩障害者スポーツセンター 

開館年月日 昭和 59 年５月 24日 

設置根拠 東京都障害者スポーツセンター条例 

所在地 国立市富士見台 

概要 （ス）東京都障害者総合スポーツセンター 概要参照 

 

（ソ）味の素スタジアム 

開業年月日 平成 13 年３月 10日 

所在地 調布市西町 

概要 多摩地域のみならず全都的なスポーツの拠点として調布基地跡地に建設

された。サッカーＪリーグチームのホームグラウンドとして知られるほ

か、スポーツ以外にもコンサート、試乗会、フリーマーケットなど多彩な

イベントを開催している。 

 

（タ）有明アリーナ 

竣工日 令和元年 12月９日 

開業日 令和４年８月 20日 

所在地 江東区有明 

概要 東京の新たなスポーツ・文化の拠点として、15,000席の施設規模を生かし

たスポーツイベントの開催や、グローバルで最先端のライブエンターテイ

ンメントなどを提供している。 
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イ スポーツ施設の指定管理 

平成 15 年の地方自治法改正によって導入された指定管理者制度により、公の

施設である体育施設の管理を民間の団体にも委託できるようになり、生活文化

スポーツ局では現在、所管する 16 施設のうち、14 施設に指定管理者制度を導入

している。該当する施設は、以下のとおりである。 

 

東京体育館 

駒沢オリンピック公園総合運動場 

東京武道館 

有明テニスの森公園テニス施設 

若洲海浜公園ヨット訓練所 

武蔵野の森総合スポーツプラザ 

海の森水上競技場 

夢の島公園アーチェリー場 

カヌー・スラロームセンター 

大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場 

東京アクアティクスセンター 

東京都パラスポーツトレーニングセンター 

東京都障害者総合スポーツセンター 

東京都多摩障害者スポーツセンター 

 

（３）予算概要 

スポーツ総合推進部及びスポーツ施設部の事業に関する予算について、スポ

ーツの振興に係る予算は表Ａ－２－１５のとおり 36 億 15 百万円であり、競技

力向上や地域におけるスポーツの推進に係る費用が多くなっている。パラスポ

ーツの振興に係る予算は表Ａ－２－１６のとおり 19 億 84 百万円であり、パラ

スポーツの理解促進・普及啓発に係る費用が多くなっている。スポーツ施設の管

理運営に係る予算は表Ａ－２－１７のとおり 131億 09百万円であり、スポーツ

施設の管理運営や整備が行われている。 

 

表Ａ－２－１５ スポーツの振興に係る令和５年度当初予算額及び決算額の内訳 

（単位：千円） 

事項 当初予算額 決算額 

スポーツ振興施策の企画調整 358,577 9.9％ 275,825 

スポーツムーブメントの創出 675,785 18.7％ 536,419 

地域におけるスポーツの推進 920,500 25.5％ 580,942 

競技力向上 1,327,888 36.7％ 1,127,254 

大会後のレガシーの継承 332,740 9.2％ 276,798 

合計 3,615,490 100％ 2,797,238 

都提供資料より監査人作成 
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表Ａ－２－１６ パラスポーツの振興に係る令和５年度当初予算額及び決算額の内訳 

（単位：千円） 

事項 当初予算額 決算額 

理解促進・普及啓発 839,490 42.3％ 720,512 

場の開拓、人材育成 671,742 33.8％ 604,395 

競技力向上 473,293 23.8％ 335,412 

合計 1,984,525 100％ 1,660,319 

都提供資料より監査人作成 

 

表Ａ－２－１７ スポーツ施設の管理運営に係る令和５年度当初予算額及び決算額の内訳 

（単位：千円） 

事項 当初予算額 決算額 

スポーツ施設の管理運営 6,166,711 47.0％ 5,644,261 

スポーツ施設の整備 6,942,671 53.0％ 5,880,466 

合計 13,109,382 100％ 11,524,727 

都提供資料より監査人作成 
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第３ 監査の結果 

I 生活文化スポーツ局全体について 

（１）生活文化スポーツ局３か年のアクションプラン 

ア 概要 

生活文化スポーツ局は、局主要事業の事業実施計画として、ホームページにて

「生活文化スポーツ局３か年のアクションプラン」を公表している。 

このアクションプランは、平成 27 年度包括外部監査報告書における意見２－

１に対する措置として策定された「生活文化局事業プラン」（計画期間:平成 30

（2018）年度～令和２（2020）年度）の後継となるものであり、現在は令和６

（2024）年度から令和８（2026）年度を計画期間としたものが公表されている。

平成 27 年度包括外部監査報告書における意見２－１に対する措置には、以下の

とおり記載されている。 

 

平成 28(2016)年 12 月に、東京都が策定した「都民ファーストでつくる『新

しい東京』～2020 年に向けた実行プラン～」が掲げる都民ファーストの視点、

「セーフティ」、「ダイバーシティ」、「スマートシティ」の３つのシティを踏ま

え、生活文化局でも、３つのシティの実現に向けて、局事業を着実に推進する

とともに、都民の方に事業内容を分かりやすくお知らせするため、平成

30(2018)年３月に「生活文化局事業プラン」を策定し、局ホームページにおい

て公表した。（計画期間:2018 年度～2020 年度） 

策定に当たっては、事業内容を理解しやすくするため、写真やグラフを使用

するとともに、客観的な指標として、「外国人おもてなし語学ボランティアの

育成」や「就学前の児童を持つ父親の家事·育児時間の増加」など具体的な数

値目標（18 目標）を掲げた。 

 

アクションプランの具体的な内容は、都の長期計画である「未来の東京」戦略

における３か年のアクションプランにおける生活文化スポーツ局が所管する取

組と同一となっている。 

なお、「未来の東京」戦略の各戦略と生活文化スポーツ局の部署の対応関係は

以下のとおりとなっている。 
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表Ｂ－１－１ 「未来の東京」戦略の各戦略と生活文化スポーツ局の部署の対応関係 

戦略 対応部署 

戦略１：子供の笑顔のための戦略 
都民生活部、消費生活部、私学部、 

スポーツ総合推進部 

戦略２：子供の「伸びる・育つ」応援戦略 都民安全推進部、私学部、スポーツ総合推進部 

戦略３：女性の活躍推進戦略 都民生活部、都民安全推進部 

戦略４：アクティブ Chōju 社会実現戦略 都民生活部、スポーツ総合推進部 

戦略６：ダイバーシティ・共生社会戦略 
都民生活部、都民安全推進部、文化振興部、 

スポーツ総合推進部、国際スポーツ事業部 

戦略７：「住まい」と「地域」を大切にす

る戦略 

都民生活部、都民安全推進部、消費生活部、 

スポーツ総合推進部 

戦略８：安全・安心なまちづくり戦略 
都民生活部、都民安全推進部、消費生活部、 

私学部 

戦略９：都市の機能をさらに高める戦略 都民安全推進部 

戦略10：スマート東京・TOKYODataHighway

戦略 

都民生活部、都民安全推進部、消費生活部、 

私学部、文化振興部、スポーツ総合推進部、 

国際スポーツ事業部、スポーツ施設部 

戦略14：ゼロエミッション東京戦略 消費生活部 

戦略15：文化・エンターテインメント都市

戦略 
消費生活部、文化振興部 

戦略16：スポーツフィールド東京戦略 
都民生活部、文化振興部、スポーツ総合推進部、

国際スポーツ事業部、スポーツ施設部 

戦略20：都政の構造改革戦略 
消費生活部、文化振興部、スポーツ総合推進部、

国際スポーツ事業部 

都提供資料より監査人作成 

 

イ 監査の結果 

「生活文化スポーツ局３か年のアクションプラン」について、有効性・経済性

の観点から、生活文化スポーツ局の中長期的な計画として適切な目標設定がな

され、ＰＤＣＡサイクルによる管理運用がなされているか担当者にヒアリング

等を実施した。 

まず、「生活文化スポーツ局３か年のアクションプラン」における目標設定は、
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局の主要事業について取りまとめられている。これらは「未来の東京」戦略と内

容を共通にしているが、「未来の東京」戦略は局の主要事業を都全体の視点で編

成したものであるため、結果的に「生活文化スポーツ局３か年のアクションプラ

ン」の内容と同一となっているとのことであった。 

また、「生活文化スポーツ局３か年のアクションプラン」におけるＰＤＣＡサ

イクルに関しても、局の主要事業として毎年度実施された結果を取りまとめた

ものである。これら主要事業の取組状況が、「未来の東京」戦略の所管局である

政策企画局により集約されるため、こちらも「生活文化スポーツ局３か年のアク

ションプラン」と「未来の東京」戦略は内容的に同一となっているとのことであ

った。 

一方で、「生活文化スポーツ局３か年のアクションプラン」がどのようなもの

なのか、また、内容を同一にする「未来の東京」戦略との関連性は、局ホームペ

ージ上に特段の説明は付されていない。 

 

（意見１－１）「生活文化スポーツ局３か年のアクションプラン」について 

「生活文化スポーツ局３か年のアクションプラン」における目標設定や事業、

各事業の実績等は、「未来の東京」戦略における生活文化スポーツ局所管事業と

内容的には同一となっている。 

都の長期計画である「未来の東京」戦略には生活文化スポーツ局の主要事業が

盛り込まれているため、結果的に「生活文化スポーツ局３か年のアクションプラ

ン」と「未来の東京」戦略の内容が同一となること自体は合理性があるものの、

同アクションプランと「未来の東京」戦略の記載が同一である理由や両者の関連

性は局ホームページ上に説明がなく、都民からすると「生活文化スポーツ局３か

年のアクションプラン」の意義や位置付けについて正確に理解することが難し

いものと思われる。 

したがって、「生活文化スポーツ局３か年のアクションプラン」について、局

がどのように策定し活用しているのか、「未来の東京」戦略と関連付けて局ホー

ムページに明示的に記載することを検討されたい。 

 

（２）生活文化スポーツ局内の内部統制 

ア 概要 

生活文化スポーツ局は、都の知事部局の一つとして、地方自治法第 150 条に

基づき、内部統制の取組を行っている。内部統制は、都の財務に関する事務を適

正に行うためにルールを決め、それに従って仕事を進め、点検や改善を行う取組

である。地方公共団体の内部統制は、総務省の「地方公共団体における内部統制

制度の導入・実施ガイドライン」によれば、全庁的な内部統制と業務レベルの内
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部統制に大別される。 

都は、「東京都内部統制基本方針」及び「東京都内部統制推進要綱」に基づき、

内部統制の整備・運用及び評価を実施している。生活文化スポーツ局は制度所管

部門ではないため、業務レベルの運用状況についての自己評価を行う。具体的に

は、評価対象期間における内部統制の対象とする会計・物品・契約・財産の４つ

の事務区分に応じた評価シートを作成し、事務の運用状況について自己点検に

より不備の有無を把握し、不備がある場合には、その後の不備の改善が適切に実

施されたかといった点を評価項目としている。 

局長は、評価シートに記載のある不備について、是正措置及び再発防止策を講

じた結果を制度所管部門の局等の長に提出する。制度所管部門の局等の長は、提

出された評価シートに記載のある不備について、必要と認めた場合には速やか

に是正措置及び再発防止策を講じることを求め、その結果を確認した上で自己

評価を行い、取りまとめて総務局長に提出する。 

令和５年度の生活文化スポーツ局の評価シートについて、自己評価の結果、不

備は識別されていない。なお、令和６年７月 16日に作成された令和５年度の東

京都内部統制評価報告書によると、推進要綱に規定する評価作業を実施した限

り、都の財務に関する事務に係る内部統制は、評価基準日において有効に整備さ

れ、評価対象期間において有効に運用されていると判断されている。また、不備

の是正に関する事項についても、記載すべき事項はない旨が記載されている。 

 

イ 監査の結果 

都の内部統制制度において、令和５年度の生活文化スポーツ局の自己評価の

結果、不備は識別されていない。 

しかしながら、自己評価は局内の事務処理における運用状況を点検し評価す

るものであり、結果的に内部統制制度上の不備と位置付けられなくとも、事務処

理の誤りなどを識別することがある。そうした事務処理の誤りについては、事務

執行における有効性や効率性の観点から課題を示唆する可能性があるため、令

和５年度における自己評価の詳細について、担当者にヒアリングを実施した。 

ヒアリングの結果、令和５年度における自己評価の過程で、内部統制制度上の

不備は識別されていないものの、東京都物品管理規則に基づく自己検査におい

て以下の事務処理誤りを識別したとのことであった。 
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表Ｂ－１－２ 令和５年度物品管理に関する自己検査における識別事項 

項目 内容 

出納手続 
物品受払簿について、物品管理者が受領しているのに受払簿への記載が

ないものがあった。 

出納手続 購入等に伴う受入れ時に「全品受け即払い」に○印が漏れていた。 

出納手続 物品出納通知書の誤記及び訂正印漏れがあった。 

出納手続 
印刷物の契約について、物品管理規則第 41条各号に該当しないにもかか

わらず、出納手続きが漏れていた。 

供用中の物品 
供用備品等状況確認実施計画書について、確認日・確認印や規則第 72条

に基づく例外措置の令和５年度分の別紙の作成が漏れていた。 

供用中の物品 
供用備品等状況確認実施計画書について、「照合方法・手順等」欄が記

載されていなかった。 

帳簿と状況確認 物品受払簿と物品の現在高（数量）が一致していなかった。 

帳簿と状況確認 

・消耗品出納簿（タクシーチケット）で、保管枚数の記帳が漏れていた。 

・物品受払簿の訂正印が漏れていた。 

・物品管理者別物品一覧表で、引き継ぎの署名が漏れていた。 

帳簿と状況確認 物品受払簿（郵券・備品管理者別物品一覧表）の引き継ぎが漏れていた。 

都提供資料より監査人作成 

 

上記の事務処理誤りについて、担当者によると要因はいずれも単純なケアレ

スミスであり影響も大きくないため、統制上の不備を示唆するものではないと

のことであった。また、それぞれの事務処理誤りについて、発生した経緯や有効

な防止策などを局内で展開するようなことは実施していないとのことであった。 

しかし、上記の事務処理誤りについて発生部署を確認すると、同様の事案が複

数の部署で発生していた。個々の事案について単純なケアレスミスであるとし

ても、複数の部署で同様の発生が確認されているため、適切なチェック体制や運

用上の留意がなければ、今後も同様の誤りが発生し続けることが想定される。 

こうした状況については、内部統制制度上の不備があるとまでは言えないと

しても、運用上の留意点として再発防止策等を局内に周知することが、適切な対

応であると考えられる。 

 

（意見１－２）自己検査における検出事項の周知について 

令和５年度の物品管理の分野の自己検査において識別された事務処理誤りに

ついて、担当者によると要因はいずれも単純なケアレスミスであるため、それぞ

れの事務処理誤りについて各部署において再発防止の取組を実施していたが、

発生した経緯や有効な防止策等を文書等により局内で展開することは実施して

いないとのことであった。 
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しかし、事務処理誤りの項目及び発生部署を一覧すると、同様の事案が複数の

部署で発生している事実が確認された。個々の事案について単純なケアレスミ

スであるとしても適切なチェック体制や運用上の留意がなければ、今後も同様

の誤りが発生し続けることが想定される。 

こうした状況については、内部統制制度上の不備があるとまでは言えないと

しても、運用上の留意点として再発防止策等を局内に周知することが適切な対

応であると考えられる。また、誤りの事例を局内に周知することで、事務処理の

誤りを極力減らすことに努める組織風土、統制環境の醸成にもつながる。 

したがって、局全体の事務手続の効率性を向上させる観点からも、自己検査に

おける検出事項の周知を検討されたい。 

 

（３）生活文化スポーツ局所管施設の施設別財務情報 

ア 概要 

生活文化スポーツ局は、「生活文化局 事業概要 令和３年版」の別紙として、

令和５年 11月に「施設別財務情報」を公表している。 

この施設別財務情報の公表は、平成 27 年度の包括外部監査報告書の「（意見

２－３）生活文化局所管の施設別の財務情報について」を受けての改善措置であ

る。平成 27 年度の包括外部監査の意見２－３では、施設別財務情報を作成する

体制の構築、及び施設別財務情報の適切な利活用が意見として付されている。当

該意見の背景として、同報告書意見２－37 において、指定管理者の財務情報に

は、当該指定管理者の資産や費用のみが計上されているに過ぎず、都に帰属する

資産などのストック情報や費用などのフロー情報が計上されていないことから、

コストの規模、利用者１人当たりのコスト分析、固定資産の規模や老朽化率など

財務情報に関する分析を行うことができない状況にあり、ＰＤＣＡサイクルに

おける Check及び Actionが十分に機能しているとは言えない。したがって各施

設単位での課題の把握やコスト意識の向上も適切に活用されておらず、各施設

の管理運営の財源を負担している都民に対して説明責任を十分に果たしていな

いとの認識が示されている。 

令和５年 11月に公表された施設別財務情報は、生活文化スポーツ局（令和３

年度時点では生活文化局）が所管する施設について、令和３年度の都の財務情報

を基に作成しているものであり、博物館や美術館などの文化施設については、指

定管理者である歴史文化財団の財務情報を合算して作成しているものである。 

施設別財務情報にて公表されている内容と、貸借対照表及び行政コスト計算

書の勘定科目は、以下のとおりである。 

 

  



65 

 

表Ｂ－１－３ 施設別財務情報（令和３年度） 

 
都提供資料より監査人一部改変 

 

平成 27 年度包括外部監査の意見２－３については、施設別財務情報の公表を

もって令和６年２月に改善済となっており、その措置内容は「施設の管理担当部

署及び指定管理者と協議しながら検証を重ね、局が所管する全ての施設別の令

和３年度決算の財務情報を作成し、令和５年 11月に公表した。都民に公開する

ことで、広くその理解を図っていく。」とされている。 

 

イ 監査の結果 

生活文化スポーツ局の令和３年度の「施設別財務情報」（都の財務情報と、文

化施設については指定管理者である歴史文化財団の財務情報を合算）が令和５

年 11月に公表されたことで、都民や一般情報利用者は、同局が所管する施設ご

との資産・負債・正味財産・収入・費用・支出の数値を利用できるようになった。 

しかし、貸借対照表と行政コスト計算書について、資産・負債・正味財産・収

入・費用・支出の内訳を示す勘定科目は公表されておらず、例えば、施設別の建

【貸借対照表】 （単位：千円）

流動資産 固定資産 流動負債 固定負債

旅券課（パスポートセンター） 0 0 0 281,028 27,385 253,644 △ 281,028

東京ウィメンズプラザ 73,418 0 73,418 87,216 8,499 78,717 △ 13,798

大田記念館 1,421,987 0 1,421,987 6,299 614 5,685 1,415,688

消費生活総合センター 106,156 0 106,156 339,172 33,051 306,122 △ 233,017

計量検定所 5,232,335 0 5,232,335 600,819 58,547 542,273 4,631,516

東京都江⼾東京博物館* 46,208,569 1,669,965 44,538,604 807,135 800,273 6,862 45,401,434

東京都写真美術館* 4,697,692 559,435 4,138,257 153,267 144,956 8,311 4,544,425

東京都現代美術館* 23,544,743 741,181 22,803,563 221,701 199,139 22,561 23,323,043

東京都美術館* 12,911,579 1,183,764 11,727,815 332,654 292,378 40,276 12,578,924

東京文化会館* 864,606 675,433 189,173 742,782 724,368 18,413 121,825

東京芸術劇場* 23,265,822 1,015,701 22,250,122 924,187 903,826 20,361 22,341,635

東京都庭園美術館* 13,584,772 193,788 13,390,984 177,034 171,846 5,188 13,407,737

【行政コスト計算書】 （単位：千円）

旅券課（パスポートセンター） 284,570 1,417,573 △ 1,133,003

東京ウィメンズプラザ 18,626 1,073,546 △ 1,054,920

大田記念館 6,255 48,787 △ 42,532

消費生活総合センター 11,271 809,065 △ 797,795

計量検定所 111,472 1,134,594 △ 1,023,122

東京都江⼾東京博物館* 3,239,471 4,433,560 △ 1,194,089

東京都写真美術館* 1,067,382 1,269,263 △ 201,881

東京都現代美術館* 1,486,298 2,490,217 △ 1,003,919

東京都美術館* 1,157,331 1,200,388 △ 43,058

東京文化会館* 1,607,388 1,767,000 △ 159,612

東京芸術劇場* 2,650,356 2,700,739 △ 50,383

東京都庭園美術館* 646,862 671,356 △ 24,493

＊博物館や美術館等の文化施設については指定管理者と都の財務情報を合算して作成

施設名称 資産 負債 正味財産

施設名称 収入 費用 収支
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物等の資産の内訳、対外的に負っている債務等の負債の内訳、各施設の収入（入

場料、施設利用料、都税、寄附金等）や各施設での費用の内訳についての把握や

比較などを、都民や一般情報利用者が行うことができないと考えられる。加えて、

令和３年度時点ではスポーツ関連部署は異なる組織であったためスポーツ関連

施設は含まれておらず、現行の生活文化スポーツ局としての所管施設全体は網

羅されていない形となっている。 

以上を踏まえつつ、都における他の財務情報の開示状況をみると、会計管理局

が公表している「東京都の財務諸表（概要版）」では、企業会計の手法にならい

複式簿記・発生主義による新公会計制度に基づいて作成された都の財務諸表に

ついて、「新公会計制度を導入することにより、単式簿記・現金主義による従来

の官庁会計制度に比べ、行政運営の結果に関する説明責任をより一層果たすこ

とができ、施策内容の検証など、マネジメントへの活用も可能となる」との趣旨

説明とともに、財務諸表のポイント、貸借対照表・行政コスト計算書の主な内容

や前年度との比較が説明されている。加えて、財務諸表から分かる指標として、

有形固定資産減価償却率（減価償却累計額／有形固定資産の取得原価）などの指

標の 10 年間の推移と共に都の分析・評価結果が公表されている。 

また、建設局では、政策連携団体の財務情報を含めた駐車場・公園・動物園・

霊園に係る施設別財務情報を公表しており、貸借対照表の固定資産や負債、行政

コスト計算書の行政収入や行政費用について、以下のような勘定科目が区分掲

記されている。 

 

・貸借対照表 

固定資産：有形固定資産・無形固定資産・その他（重要物品、建設仮勘定等） 

負債  ：都債・借入金等、賞与引当金、退職給与引当金 

 

・行政コスト計算書 

行政収入：利用料・使用料・手数料等、その他（分担金・負担金・諸収入等） 

行政費用：給与関係費、物件費、維持補修費、補助費等、投資的経費、 

その他（扶助費、減価償却費等） 
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（意見１－３）施設別財務情報の公表内容の充実について 

生活文化スポーツ局の令和３年度の施設別財務情報（都の財務情報と、文化施

設については指定管理者である歴史文化財団の財務情報を合算）が、令和５年 11

月に公表されたことで、都民は、同局が所管する施設ごとの資産・負債・正味財

産・収入・費用・支出の数値を利用できるようになった。 

しかし、貸借対照表と行政コスト計算について、資産・負債・正味財産・収入・

費用・支出の内訳を示す勘定科目は公表されておらず、例えば、施設別の建物等

の資産の内訳、対外的に負っている債務等の負債の内訳、各施設の収入源（入場

料、施設利用料、都税、寄附金等）や各施設での費用の内訳についての把握や比

較などを、都民や一般情報利用者が行うことができないと考えられる。加えて、

令和３年度時点ではスポーツ関連部署は異なる組織であったためスポーツ関連

施設は含まれておらず、現行の生活文化スポーツ局としての所管施設全体は網

羅されていない形となっている。 

都民や一般情報利用者へ有用性のある情報提供を行い、生活文化スポーツ局

の事業に対する理解を促す説明責任を更に果たすために、令和４年度以降のス

ポーツ関連施設も含めた施設別財務情報についても毎年度、作成及び公表され

たい。 

作成する上では、より理解に資するよう貸借対照表と行政コスト計算書の勘

定科目について、例えば、建物等の資産の内訳、対外的に負っている債務等の負

債の内訳、主要な収入源（入場料、施設利用料、都税、寄附金等）、主要な費用

の内訳をより明瞭に開示することを検討されたい。また、「利用者１人当たりの

コスト」、「固定資産の老朽化率」などの指標も併せて開示するなど、都民や一般

情報利用者の目線に寄り添った公表内容も検討されたい。 
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Ⅱ 都民生活部の事業について 

１ 多文化共生に係る施策 

（１）多文化共生推進指針 

ア 概要 

「多文化共生推進指針～世界をリードするグローバル都市へ～」（以下「多文

化共生推進指針」という。）は、東京都の在住外国人の増加を受け、東京都がグ

ローバル都市として持続的に発展するためには、外国人が日本人と共に東京の

一員として活躍していくことが必要であるとの考えから、多文化共生推進の基

本的な考え方及び施策の方向性を示すものとして、平成 28 年２月に策定された

ものである。指針の概要は、以下のとおりである。 

 

図Ｂ－２－１ 多文化共生推進指針の概要 

 
都提供資料より監査人抜粋 

 

まず基本目標として、「多様性を都市づくりに活かし、全ての都民が東京の発

展に向けて参加・活躍でき、安心して暮らせる社会の実現」を掲げ、その下で具

体的に３つの施策目標が掲げられている。 

第一の施策目標は、「日本人と外国人が共に活躍できる環境の整備」である。

展開例としては、外国人の次世代育成や日本語学習支援の充実等が挙げられて

いる。 
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第二の施策目標は、「全ての外国人が安心して暮らすことができ、また生活を

より楽しむために必要なサポートの充実」であり、具体的な施策として、生活情

報や防災情報等の一元的な提供や区市町村の実施する外国人支援施策の充実支

援を例に挙げている。 

第三の施策目標として、「グローバル都市にふさわしい、多様性を尊重し、共

に支え合う意識の醸成」が掲げられており、世界で活躍できる人材の育成に向け

た教育の充実や多様な価値観を受け入れる意識の醸成などを施策の展開例とし

ている。 

また、指針では、各主体（都、区市町村、国などの行政や、関連団体や都民、

企業など）の役割分担を明確にするとともに、推進体制の整備を進めていくこと

についても言及されている。 

指針の改定については、生活文化スポーツ局が設置する多文化共生推進委員

会にて令和５年度より検討が実施されている。多文化共生推進委員会は、外国人

に係る都の施策の推進に関する事項について検討し、生活文化スポーツ局長に

進言及び助言するものとされ、外国人及び日本人の学識経験者、ＮＧＯ等で構成

されている。 

 

イ 監査の結果 

多文化共生推進指針について、指針がどのように多文化共生社会実現に向け

た事業に活用されているか、また、指針の効果検証がなされているかを確かめる

観点から、令和５年度の取組について担当者へのヒアリング及び関連資料の閲

覧を実施した。 

まず、指針の活用に関して担当者にヒアリングを実施したところ、指針は都の

多文化共生社会づくり推進のための基本的な考え方を示したものであり、生活

文化スポーツ局は、指針に掲げる基本目標及び施策目標に基づき、多文化共生社

会づくりの施策を展開しているとの回答があった。一方、指針に記載のある施策

は一例であって、全ての施策を実施するものではないとのことであった。 

また、指針の効果検証を実施しているか若しくは実施予定であるかに関して

担当者にヒアリングを実施したところ、基本的な考えを示したものであり、そも

そも指針には効果検証の視点は入っていないとのことであった。また、施策は

様々な局にまたがっており、総括自体も難しく、各事業で効果検証すべきと考え

ているとのことであった。 

さらに、指針は作成から８年以上が経過していることから、記載項目の見直し

が検討されているかについて質問を行ったところ、近年の在住外国人を取り巻

く社会情勢や生活環境等の変化を踏まえ、現在、多文化共生推進委員会において

指針の見直しについて議論しているとのことであった。 
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一方、多文化共生推進委員会について、令和５年度の議事録及び会議資料を確

認したところ、会議資料には、「都の主な多文化共生施策（全体像）」として施策

の一覧は記載されているものの、委員会の場で全ての事業に関して網羅的に議

論することは困難であると考えられる。 

 

（意見２－１）多文化共生推進委員会への情報提供について 

担当者によると、多文化共生推進指針は、都の多文化共生社会づくり推進のた

めの基本的な考え方を示したものであり、指針に掲げる基本目標及び施策目標

について効果検証の視点は入っていないとのことである。また、施策は様々な局

にまたがっており、総括自体も難しく、各事業で効果検証すべきと考えていると

のことであり、こうした指針の性質からすると、指針そのものの効果検証が困難

という点は否めない。 

他方、都の多文化共生施策の推進に関する事項について検討し、生活文化スポ

ーツ局長に進言及び助言するものとして多文化共生推進委員会があり、多文化

共生推進指針が効果検証になじまないとしても、同委員会の機能を充実させる

ことは重要であると考えられる。 

ここで、令和５年度の委員会の資料を確認すると、「都の主な多文化共生施策

（全体像）」として施策の一覧が記載されているものの、委員会の場で全ての事

業に関して網羅的に議論することは困難である。そのため、例えば「コミュニケ

ーション支援」「外国人の生活支援」といった分野ごとに都の取組の内容や進捗

状況、課題などを委員会の場で紹介することで、今後の施策の検討に有意義なフ

ィードバックを得ることができると考えられる。 

したがって、多文化共生推進委員会の機能をより充実したものとできるよう、

多文化共生推進委員会における都からの情報提供を拡充させることを検討され

たい。 

 

（２）太田記念館の運営 

ア 概要 

太田記念館は、故太田宇之助氏が日中友好に役立てることを目的として都に

寄贈した土地に建設した留学生宿舎である。 

平成２年４月の開設後、北京市との交流事業の一環として、北京市出身の留学

生を受け入れてきた。平成 14 年度からは、この趣旨を発展させ、他のアジア諸

都市との友好も図るため、アジア諸都市出身の留学生も受け入れている。 

太田記念館の令和３年度から令和５年度までの収支実績は、以下のとおりで

ある。 
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表Ｂ－２－１ 太田記念館の収支実績（令和３年度～令和５年度） 

（単位：円） 

区分 区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

歳出 太田記念館建物維持管理    

  一般需用費 3,695,359 4,699,680 3,468,074 

  役務費 122,350 115,752 269,526 

  備品購入費 0 413,600 0 

  委託料 39,820 38,720 14,190 

 会館管理運営委託 22,536,019 22,834,130 24,184,380 

  委託料 22,536,019 22,834,130 24,184,380 

 合計 26,393,548 28,102,212 27,936,170 

歳入 特定財源内訳 6,255,362 7,773,370 7,526,307 

  財産収入 5,803,200 7,147,700 6,908,600 

  諸収入 452,162 625,670 617,707 

 合計 6,255,362 7,773,370 7,526,307 

都提供資料より監査人作成 

 

歳出は、外部業者への管理運営業務の委託が大部分を占めている。 

歳入は、宿舎の利用者による賃借料の支払が財産収入として計上されている。 

また、宿舎の稼働状況は以下のとおりである。 

 

表Ｂ－２－２ 太田記念館の稼働状況（令和３年度～令和５年度） 

（単位：人） 

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

定員（a） 41 41 41 41 41 

入居者数（b） 40 6 12 22 20 

稼働率（b/a） 98％ 15％ 29％ 54％ 49％ 

都提供資料より監査人作成 

 

イ 監査の結果 

太田記念館の財務状況を確認すると、歳出に対して歳入が少なく、令和４年度

及び令和５年度は、賃貸料を主とする歳入が歳出の３割程度となっている。 

そこで、賃貸料の算定の考え方について担当者にヒアリングを実施したとこ

ろ、周辺の留学生宿泊施設の利用料との均衡を考慮しつつ、満室の場合に委託費

等の２分の１の水準となるように設定しているとのことであった。 
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また、太田記念館の稼働状況が、現状おおむね半数程度しか入居がない点につ

いて見解をヒアリングした。担当者によると、新型コロナウイルス感染症の影響

で留学生の人数が大きく減少し、その影響で一時的に稼働率が著しく減少した

ものの、現在は回復途上であるとのことであった。 

これらについては、以下の２点において課題があると考えられる。 

まず、賃貸料の水準について、委託費等の２分の１の水準を一貫して用いてい

るとのことだが、日本での生活における経済的負担を軽減し、安心して充実した

留学生活を送ってもらうという留学生寮の趣旨を踏まえた上で、歳出の超過分

は政策的に徴収しないと決定する範囲が生じること自体は一定の合理性がある。

しかし、現在の賃貸料は満室を想定した水準であるため、近年稼働率が５割を下

回っており、２分の１の水準を満たせない状況にある。上記のとおり、令和４年

度及び令和５年度は、賃貸料を主とした歳入が歳出の３割程度となっている。 

また、稼働率についても、新型コロナウイルス感染症の影響はあったにせよ、

令和４年から令和５年度においては人流の回復がみられていることから、稼働

率の低下については新型コロナウイルス感染症の影響以外の要因を十分検討し、

対応を行う必要があるものと考えられる。 

 

（意見２－２）太田記念館の賃貸料及び稼働率について 

太田記念館における賃貸料の水準について、委託費等の２分の１の水準を一

貫して用いている。日本での生活における経済的負担を軽減し、安心して充実し

た留学生活を送ってもらうという留学生寮の趣旨を踏まえた上で、歳出の超過

分は政策的に徴収しないこと自体に異論はない。しかし、現在の賃貸料は満室を

想定した水準であるため、近年稼働率が５割を下回っており、２分の１の水準を

満たせない状況にある。 

また、稼働率についても、新型コロナウイルス感染症の影響はあったにせよ、

令和４年度から令和５年度においては人流の回復がみられていることから、稼

働率の低下については新型コロナウイルス感染症の影響以外の要因を十分検討

し、対応を行う必要があるものと考えられる。 

したがって、今後の賃貸料の算定に当たっては、改めて考え方を整理するとと

もに、太田記念館の本来の設立目的を達成した上で、稼働率の向上に向けて有効

な取組を検討されたい。 
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２ 男女平等に係る施策 

（１）東京都男女平等参画推進総合計画 

ア 概要 

都は、平成 12 年３月に東京都男女平等参画基本条例（以下「基本条例」とい

う。）を制定し、男女平等参画の促進に関し、基本理念並びに都、都民及び事業

者の責務を明らかにするとともに、平成 14 年１月には、都の施策並びに都民及

び事業者の取組を総合的かつ計画的に推進するための行動計画を策定し、以降

５年ごとに計画の改定を行い、取組を進めてきた。 

令和３年４月、都は知事の附属機関である東京都男女平等参画審議会に対し

て、令和４年度から令和８年度までを計画期間とする「東京都男女平等参画推進

総合計画」（以下「総合計画」という。）の改定に当たっての基本的考え方を諮問

し、令和４年１月に答申を受けた。当該答申を踏まえ、令和４年３月に改定版の

総合計画が公表されている。 

総合計画は、女性活躍推進法第６条に基づく「女性活躍推進計画」と、配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第２条の３第１項に基づく

「配偶者暴力対策基本計画」の両計画を合わせて、男女共同参画社会基本法第 14

条に基づく都道府県男女共同参画計画及び基本条例第８条に基づく行動計画と

して策定しているものである。 

令和４年３月の改定では、「男女平等参画推進に向け、企業の取組を加速させ

るとともに、家庭・職場などあらゆる場面での意識改革等を促していく」を計画

の基本的な考え方とするとともに、以下３つの柱を掲げ、具体的な施策・事業を

都及び都民・事業者の別にまとめている。 

 

【第１の柱】ライフ・ワーク・バランスの実現と働く場における女性の活躍推進 

【第２の柱】男女平等参画の推進に向けたマインドチェンジ 

【第３の柱】配偶者暴力対策 

 

生活文化スポーツ局では、男女平等参画施策の総合的な推進に資するため、男

女平等参画の状況、男女平等参画施策の実施状況等について、年次報告を作成し

公表している。年次報告は、東京都の男女平等参画データ、都民・事業者の取組

事業、東京都の男女平等参画施策等で構成されている。 

また、都の推進体制は総合計画で以下のとおり定められており、生活文化スポ

ーツ局都民生活部男女平等参画課が所管部署となっている。 
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表Ｂ－２－３ 東京都男女平等参画推進総合計画における都の推進体制 

番号 事業名 事業概要 

302 
男女平等参画審議会

の運営 

基本条例に基づき、知事の附属機関として設置し、行動計画及

びその他男女平等参画に関する重要事項を調査審議する。 

303 
男女平等参画推進会

議の運営 

都における男女平等参画の促進に関する施策を総合的かつ効

果的に推進するため、関係各局部長を委員とする男女平等参

画推進会議を運営する。 

304 年次報告の公表 

基本条例第 11条に基づき年次報告を作成し、東京の男女平等

参画の状況及び男女平等施策の実施状況等を公表する。加え

て、データと施策を分かりやすくまとめたパンフレットの作

成及び配布を行う。 

都提供資料より監査人作成 

 

イ 監査の結果 

（ア）総合計画における局の施策及び数値目標 

総合計画は都及び都民・事業者の取組から構成されており、都の施策に関して

も各部局が所管する施策が挙げられている。また、事業の一部については数値目

標と目標年度を定めている。このうち、生活文化スポーツ局が所管する事業につ

いてみると、女性活躍推進計画において生活文化スポーツ局が関連する数値目

標は、各局が共通で取り組む「審議会等における女性委員の任用率 40％以上」

（目標年度：令和４年度末）のみである。 

 

番号 事業名 数値目標 目標年度 令和４年度実績 

222 
審議会等への女性

委員の任用促進 

審議会等における女

性委員の任用率 40％

以上 

令和４年度末 45.7％ 

（令和５年４月１日現在）

 

総合計画の女性活躍推進計画において生活文化スポーツ局が所管する事業に

は、例えば以下のようなものがある。 

 

番号 事業名 事業概要 

181 区市町村への支援 
区市町村支援の一環として、区市町村と連携し、住民向けの普

及啓発を行う。 

224 
防災（語学）ボラン

ティア 

災害時に語学能力を活用して被災外国人等を支援するため、

「東京都防災（語学）ボランティア」を募集・登録し、災害時

の体制を整備する。 

266 
シニアスポーツ振興

事業 

高齢者のスポーツ実施率向上を図り、その健康維持・増進に寄

与することを目的に、高齢者を対象としたスポーツ振興事業

を実施する。 
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また、総合計画には、「未来の東京」戦略に記載のある数値目標として総合計

画に関連があると思われる数値目標が列挙されているが、当該数値目標が総合

計画及びその事業・数値目標とどのように関連しているかが記載されていない。

「未来の東京」戦略は基本的に令和 12 年（2030 年）までを計画期間とする基本

計画である一方、総合計画は令和８年度（2026 年度）までを計画期間とするた

め、目標期間も異なる。 

他方、配偶者暴力対策基本計画に関しては、生活文化スポーツ局が所管する数

値目標は、以下のとおりである。 

 

番号 項目 数値目標 目標年度 令和５年度実績 

１ 
区市町村における配偶者暴力相談

支援センター機能整備団体数 
27 団体 令和８年度末 20 団体 

２ 

配偶者暴力相談支援センター整備

促進等に向けて、訪問して働きか

けを行う区市町村数 

年間目標 

20 団体 
- 19 団体 

 

配偶者暴力対策基本計画に関する数値目標について、担当者に目標の根拠を

ヒアリングしたところ、区市町村における配偶者暴力相談支援センター機能整

備団体数については、計画策定時、設置済 17 団体と検討の考えがある 10 団体

を合わせた 27 団体を、令和８年度までの目標としたとのことであった。 

また、配偶者暴力相談支援センター整備促進等に向けて、訪問して働きかけを

行う区市町村数については、計画策定時、配偶者暴力対策の庁内連絡会議を設置

している 47団体から上記の 27団体を除いた 20団体を目標としたとのことであ

った。 

 

（意見２－３）東京都男女平等参画推進総合計画における女性活躍推進計画の

数値目標について 

東京都男女平等参画推進総合計画における女性活躍推進計画では、生活文化

スポーツ局が関連する数値目標は各局が共通で取り組む「審議会等における女

性委員の任用率 40％以上」（目標年度：令和４年度末）のみである。 

事業ごとの進捗管理及び計画期間終了後の評価を行い、以後の計画を改善す

るというＰＤＣＡサイクルが確実に回るようにするためには、個々の事業に可

能な限り定量的な目標を設定し、目標値と実績値との乖離を把握することが必

要となる。また、総合計画にも記載のとおり、都民に分かりやすい目標を設定し、

東京都男女平等参画基本条例に基づいて、年次報告を作成し公表することで計

画に対する都民・事業者の理解の促進や取組の活性化にもつながるものと思わ

れる。 
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目標の設定に際しては、事業の結果としてのアウトプット指標、事業の成果と

してアウトカム指標の両方を設定することが一般的には望ましい。一方で、総合

計画は都のみならず都民・事業者が主体として事業を構成するものであるため、

都が政策目標を立てて主体的に行うものと、都及び都民・事業者全体の事業活動

の結果として成果が表れるものがあり、アウトプット指標やアウトカム指標を

設定できる事業と設定が困難な事業とが存在することを考慮することが求めら

れる。 

したがって、より有効なＰＤＣＡサイクルの仕組みを構築し、都民の理解を促

進する観点から、事業ごとの性質に応じて可能な限り目標設定を行うことを検

討されたい。 

 

（意見２－４）東京都男女平等参画推進総合計画と「未来の東京」戦略の関連性

について 

東京都男女平等参画推進総合計画には、「未来の東京」戦略に記載のある数値

目標として総合計画に関連があると思われる数値目標が列挙されているが、当

該数値目標が総合計画及びその事業・数値目標とどのように関連しているかが

明記されていない。 

「未来の東京」戦略は基本的に令和12年（2030年）までを計画期間とする基本

計画である一方、総合計画は令和８年度（2026年度）までを計画期間とするため、

目標期間も異なる。しかし、政策目標やその実現に向けた施策は都民に対して整

合的に示されることが望ましい。 

現状はそれぞれの計画の数値目標が並列されており、相互の関連性が明確で

ないと言えるため、両計画の位置付けと関連性が都民の目線から明瞭となるよ

う、総合計画において整理し説明を加えることを検討されたい。 

 

（イ）年次報告 

総合計画における数値目標の達成状況を含む都の男女平等参画施策の実施状

況報告は、年次報告として都のホームページに公表されているが、現在公表され

ているものは令和３年度が最新となっており、令和４年度及び令和５年度は計

画値として女性活躍推進関連の主な施策、男女平等参画事業一覧が公表されて

いるにとどまる。 

今後の公表予定について担当者に確認したところ、現在内容の精査中で具体

的な公表予定は未定とのことであった。 
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（意見２－５）東京都男女平等参画推進総合計画における年次報告について 

東京都男女平等参画推進総合計画における数値目標の達成状況を含む都の男

女平等参画施策の実施状況報告は、年次報告として都のホームページに公表さ

れているが、現在公表されているものは令和３年度が最新となっており、令和４

年度及び令和５年度は計画値として女性活躍推進関連の主な施策、男女平等参

画事業一覧が公表されているにとどまる。 

年次報告においては、都民・事業者の取組実績は令和５年度まで公表されてお

り、都の取組実績が公表されていない現状は、都民・事業者による計画やその進

捗に対する理解の観点からも、計画に対する都の取組姿勢を示す観点からも妥

当でない。 

したがって、令和４年度及び令和５年度における各局の事業実績を取りまと

め、早急に公表することを検討されたい。 

 

（ウ）生活文化スポーツ局の総合調整機能 

総合計画において、都における計画の推進体制は以下のとおり定められてお

り、生活文化スポーツ局都民生活部男女平等参画課が所管部署となっている。 

 

番号 事業名 事業概要 

302 
男女平等参画審議会

の運営 

基本条例に基づき、知事の附属機関として設置し、行動 計画

及びその他男女平等参画に関する重要事項を調査審議する。 

303 
男女平等参画推進会

議の運営 

都における男女平等参画の促進に関する施策を総合的かつ効

果的に推進するため、関係各局部長を委員とする男女平等参

画推進会議を運営する。 

304 年次報告の公表 

基本条例第 11条に基づき年次報告を作成し、東京の男女平等

参画の状況及び男女平等施策の実施状況等を公表します。加

えて、データと施策を分かりやすくまとめたパンフレットの

作成及び配布を行う。 

  

ここで、総合計画における数値目標や事業の策定に係る所管局としての役割

について担当者にヒアリングを実施したところ、基本的には各局が所管する計

画等における男女平等参画関連施策やその目標を照会し、計画に盛り込むこと

が可能と回答があった事業を３本の柱の各項目に分類して計画を構成している

とのことであった。 
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（意見２－６）東京都男女平等参画推進総合計画における局の役割について 

担当者によると、東京都男女平等参画推進総合計画における都の数値目標や

事業の策定に係る所管局としての役割は、基本的には各局が所管する計画等に

おける男女平等参画関連施策やその目標を照会し、計画に盛り込むことが可能

と回答があった事業を３本の柱の各項目に分類して計画を構成しているとのこ

とである。 

各局の事業は、それぞれの局が所管する計画等に由来するものであるため、総

合計画の所管が生活文化スポーツ局であるとはいえ、一方的に他局における事

業の改廃や数値目標の設定を促すまでの役割を果たすことは難しいと思われる。 

しかし、単純に各局の計画等に由来する事業を合算するのみでは、各施策が総

合計画の政策目標を達成する上で効果的かつ効率的な編成となっているか評価

することが困難である。 

そのため、制度所管局である生活文化スポーツ局が、各局の事業を３本の柱の

各項目に分類するだけではなく、そこから一歩進み、都内部における計画の取り

まとめ及びＰＤＣＡサイクルの実施に際して主体的に総合調整機能を果たして

いく必要があると考えられる。 

したがって、次期計画の改定に当たっては、局として一層の取組を検討された

い。 

 

（２）女性も男性も輝くＴＯＫＹＯ会議 

ア 概要 

生活文化スポーツ局は、東京都男女平等参画推進総合計画（以下「総合計画」

という。）の推進に関して、都の男女平等参画の状況に関する調査、情報収集及

び分析を行い、その達成状況を把握する第三者機関として、女性も男性も輝くＴ

ＯＫＹＯ会議（以下「輝くＴＯＫＹＯ会議」という。）を設置している。これは

「東京都男女平等参画を進める会」及び「東京都女性活躍推進会議」を整理・統

合したもので、平成 29 年度から各年度１回から２回実施されている。 

輝くＴＯＫＹＯ会議は、その設置要綱で以下の所掌事項を挙げている。 

 

第２ 輝くＴＯＫＹＯ会議の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１）総合計画の取組及び進行管理に関すること。 

（２）総合計画の推進に向けた第三者機関としての達成状況の把握、意見及び助

言に関すること。 

（３）女性活躍推進の気運醸成に向けた情報発信に関すること。 

（４）女性活躍推進に向けた取組に関する検討及び提案に関すること。 

（５）その他、設置目的の達成のために必要と認められること。 
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輝くＴＯＫＹＯ会議の委員は、主に男女平等参画分野に関連する業界団体や

民間団体に所属する者から構成されており、コーディネーターとして学識経験

者も参画している。事務局である生活文化スポーツ局都民生活部の職員、オブザ

ーバーとして総合計画に関連する各局の職員も参加している。 

会議の進め方は、女性活躍推進計画及び配偶者暴力対策基本計画の各章をテ

ーマとして設定した上で、事務局である生活文化スポーツ局が事前にコーディ

ネーター及び各委員に概要報告、意見・提案の聴取を行い、会議へ報告する。輝

くＴＯＫＹＯ会議は、第三者機関として総合計画の達成状況を把握する。また、

生活文化スポーツ局は、概要報告の内容及び会議での意見・提案を公表するとと

もに、当該年度の事業や翌年度の事業に反映する。 

 

イ 監査の結果 

令和５年７月６日に開催された令和５年度第１回輝くＴＯＫＹＯ会議の議事

録及び会議資料を確認した結果、次の３点を確認した。 

１点目として、同会議は総合計画の３つの柱のうち【第２の柱】「男女平等参

画の推進に向けたマインドチェンジ」をテーマとしているが、それ以外の柱に関

する報告は特段なされていない。確かに女性活躍推進計画及び配偶者暴力対策

基本計画の各章、すなわち３つの柱からテーマを設定することは令和４年度第

２回輝くＴＯＫＹＯ会議により決定された方針であるが、令和５年度の輝くＴ

ＯＫＹＯ会議の開催実績は１回であり、３つの柱がテーマとして一巡するのに

２年以上かかることが想定される。この状況は、総合計画の達成状況をタイムリ

ーに把握するという第三者機関の役割を果たす上で十分とは言えない可能性が

ある。 

２点目として、総合計画の進捗状況として報告されている現状・課題について、

「未来の東京」戦略における数値目標に対する現状の数値が報告されている一

方、総合計画に定める数値目標の進捗は特段報告されていない。確かに「未来の

東京」戦略における数値目標も総合計画に記載はされているものの、前述のとお

り総合計画における数値目標との関連性は明記されていない。輝くＴＯＫＹＯ

会議は総合計画の達成状況を把握するための第三者機関である以上、その役割

を果たす上では、総合計画の事業として直接数値目標を定めている事業につい

て進捗状況を報告する必要があると言える。 

３点目として、輝くＴＯＫＹＯ会議の議事録には、外部委員の意見・提案が記

載されており、過年度の意見・提案が当該年度の事業や翌年度以降の事業にフィ

ードバックされている事例があるものの、それが会議資料として参照できるよ

うになっていない。 
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（意見２－７）女性も男性も輝くＴＯＫＹＯ会議におけるテーマ設定について 

令和５年度第１回女性も男性も輝くＴＯＫＹＯ会議は、東京都男女平等参画

推進総合計画の３つの柱のうち【第２の柱】「男女平等参画の推進に向けたマイ

ンドチェンジ」をテーマとしているが、それ以外の柱に関する報告は特段なされ

ていない。令和５年度の同会議の開催実績は１回であり、３つの柱がテーマとし

て一巡するのに２年以上かかることが想定される。この状況は、同会議が、同計

画の達成状況をタイムリーに把握するという第三者機関の役割を果たす上で十

分とは言えない可能性がある。 

したがって、女性も男性も輝くＴＯＫＹＯ会議が東京都男女平等参画推進総

合計画の進捗を適時適切に把握できるよう、事務局として、同計画の達成状況を

タイムリーに把握できるように運営方法の見直しをされたい。また、同会議の開

催頻度については、開催回数を複数回とすることや、テーマとなっている柱以外

にも現状や課題の概要を把握できる会議資料を付すことを検討されたい。 

 

（意見２－８）女性も男性も輝くＴＯＫＹＯ会議における現状・課題の報告につ

いて 

女性も男性も輝くＴＯＫＹＯ会議において東京都男女平等参画推進総合計画

の進捗状況として報告されている現状・課題について、「未来の東京」戦略にお

ける数値目標に対する現状の数値が報告されている一方、総合計画に定める数

値目標の進捗は特段報告されていない。確かに「未来の東京」戦略における数値

目標も総合計画に記載はされているものの、総合計画における数値目標との関

連性は明記されていないため、総合計画の進捗を把握する上で、「未来の東京」

戦略における数値目標は必ずしも妥当な指標とは言えないと思われる。 

同会議は、総合計画の達成状況を把握するための第三者機関である以上、その

役割を果たす上では、総合計画の事業として直接数値目標を定めている事業に

ついて、進捗状況を報告する必要がある。 

したがって、女性も男性も輝くＴＯＫＹＯ会議に、総合計画において数値目標

を掲げている事業の進捗状況を報告することを検討されたい。 

 

（意見２－９）女性も男性も輝くＴＯＫＹＯ会議における外部委員の意見・提案

のフィードバックについて 

女性も男性も輝くＴＯＫＹＯ会議の議事録には、外部委員の意見・提案が記載

されている。過年度の意見・提案を当該年度の事業や翌年度以降の事業にどのよ

うに反映したかというフィードバックの事例はあるものの、当該事例について

議事録や会議資料において具体的な記載がなされていない。 

同会議の機能として、意見・提案を公表するとともに、都や事業者がその意見・
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提案を当該年度の事業や翌年度の事業に反映することが挙げられている以上、

外部委員が計画の進捗状況を把握した上で発した意見・提案をどのように次の

アクションへ反映させたかを明示することは、東京都男女平等参画推進総合計

画全体のＰＤＣＡサイクルを有効に機能させる上で重要であると考えられる。 

したがって、都において女性も男性も輝くＴＯＫＹＯ会議における過去の意

見・提案をどのように事業に反映したかというフィードバックの内容を議事録

に記載し、公表することを検討されたい。 

 

（３）男女平等参画施策に係るウェブサイトの運営 

ア 概要 

都民生活部では、男女平等参画施策の情報提供や、女性活躍推進に向けた機運

醸成等の目的から、複数のウェブサイトを運営している。 

 

イ 監査の結果 

都民生活部では、男女平等参画施策のため複数のウェブサイトを運営してお

り、それぞれの役割・機能について担当者にヒアリングを実施したところ、以下

の回答を得た。 

・東京都女性活躍推進ポータルサイト 

都の女性活躍推進に関する情報を紹介するサイト 

・ＴＯＫＹＯライフ・ワーク・バランス 

都・国・区市町村等のライフ・ワーク・バランスに関する取組等の情報発信

をするサイト 

・ＴＯＫＹＯメンターカフェ 

女性のちょっとした悩みや不安を気軽に都民メンターに相談できるサイト 

・ＴＥＡＭ家事・育児 

男性が積極的に家事・育児に取り組む契機となるような具体的な実践方法

や意識啓発を促す様々な情報発信をするサイト 

・ＷＩＬＬキャリッジ 

若者が気軽に楽しみながらキャリアデザインを知るための情報発信をする

サイト 

 

なお、令和５年度に各サイトの役割の見直しを実施した結果、上記のうち「東

京都女性活躍推進ポータルサイト」、「ＴＯＫＹＯライフ・ワーク・バランス」及

び「ＷＩＬＬキャリッジ」は、都民生活部が運営している他のサイトと内容が重

複しているため、運営を終了している。 

各サイトの開設を検討するに当たって既に都が運営しているサイトの内容や
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役割と比較し重複の有無を確認する手順について担当者にヒアリングを実施し

たところ、特段の手順はないとのことであった。 

また、「東京都女性活躍推進ポータルサイト」の運営終了に伴い、都の男女平

等参画施策に係るポータルの機能を果たすサイトは都の男女平等参画のホーム

ページとなっているが、同サイトでは各種リンクが一覧されているものの、それ

ぞれのリンク先でどのような情報が得られるかという記載に乏しく、都民に対

するガイドの機能は、必ずしも十分ではないと考えられる。 

 

（意見２－１０）男女平等参画施策に係るウェブサイトの運営について 

事業に係る施策を実施するに当たり、当該施策に関連する情報を広く発信し

たり収集したりするためにサイトを運営することは有用である。しかし、同様の

目的を有したサイトを複数運営することによって、それぞれのサイト間で情報

の重複や齟齬が生じ、利用者の利便性を阻害する要因になり得る。また、サイト

の運営に必要な予算や人員が分散することになり、効果的・効率的な施策の実施

の面からも問題がある。 

ウェブサイトの開設に当たっては、既に運営されているサイトとの比較を行

い、その内容や役割が重複していないか、確認するポイントを整理することが望

ましい。その上で、現行運営するサイトについても、都民の利便性を高めるため

に、それぞれのサイトでどのような情報が得られるかという記載を、都のホーム

ページ運営方針の範囲内で充実させることを検討されたい。 
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３ 東京ウィメンズプラザの運営 

（１）計画及び目標管理 

ア 概要 

東京ウィメンズプラザ処務規程第９条において、東京ウィメンズプラザ所長

は、毎年３月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、生活文化スポーツ局都

民生活部長（以下「都民生活部長」という。）の承認を受けなければならないと

定められている。 

年間事業計画の具体的な内容は、東京都男女平等参画推進総合計画（以下「総

合計画」という。）に記載の事業と紐づいており、総合計画の年次報告における

都の男女平等参画事業一覧としてホームページでも公表されている。 

また、同規程第 10条において、所長は、前月分の事業の実績及び概要を都民

生活部長に報告することとされている。東京ウィメンズプラザでは、当該規定に

基づき、毎月の各種相談件数及び施設の利用率を同一の表で報告している。 

 

イ 監査の結果 

（ア）東京ウィメンズプラザの事業計画について 

東京ウィメンズプラザの年間事業計画は、総合計画に記載の事業と紐づいて

いるため、総合計画のうち東京ウィメンズプラザの事業と記載されている箇所

を閲覧し、東京ウィメンズプラザ全体の事業に係る進捗管理に資する内容とな

っているかを確認した。 

総合計画における女性活躍推進関連施策において、東京ウィメンズプラザに

関連する事業は、以下のとおりである。 

 

表Ｂ－２－４ 東京都男女平等参画推進総合計画における 

東京ウィメンズプラザに関連する事業 

番号 事業名 事業概要 令和５年度事業規模 

189 
インターネットによ

る情報提供 

「東京都女性活躍推進ポータル

サイト」、「ＴＯＫＹＯライフ・

ワーク・バランス」により、効果

的な情報発信を行っていく。加え

て、東京ウィメンズプラザのホー

ムページにおいて、プラザ施設の

予約、開催する講座の申込みや図

書類の予約・検索サービスを実施

する。 

・Web サイト「東京都女性

活躍推進ポータルサイ

ト」、「ＴＯＫＹＯライフ・

ワーク・バランス」によ

り、情報を発信 

・ホームページ、エックス

等を利用して、情報提供 

191 
東京ウィメンズプラ

ザ図書資料室の運営 

都民の自己啓発、自主研究などを

支援するため、関連図書、行政資

料等を収集し、提供する。 

蔵書数 約 7.0万冊 
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番号 事業名 事業概要 令和５年度事業規模 

192 女性団体との交流 

都民・団体・行政が交流を深めな

がら、男女平等参画社会の実現に

ついて考える場を提供する。 

東京ウィメンズプラザフ

ォーラム 年１回 

212 自主学習活動の支援 

東京ウィメンズプラザの施設の

利用・貸出を通じて、男女平等参

画に関する学習活動を支援する。 

ホール、会議室、保育室、

ワーキングルーム等の貸

出等 

299 
男女平等参画に関す

る総合相談 

東京ウィメンズプラザにおいて、

男女平等参画に関する様々な悩

み 相談、法律に関する相談など

総合相談を実施する。 

・総相談件数 28,000 件 

（DV相談 5,000件含む） 

・一般相談 

・特別相談 

・男性相談 

都提供資料より監査人作成 

 

ここで、上記施策については、東京ウィメンズプラザの運営に係る目標管理と

いう観点から、掲載されている事業について、総合計画の性質上、定量的な目標

がないものが散見される。 

 

（意見２－１１）東京ウィメンズプラザの計画及び進捗管理について 

東京ウィメンズプラザの事業計画は、東京都男女平等参画推進総合計画に記

載の事業と紐付いているが、総合計画においては、その性質上、数値目標や定量

化された事業規模の記載も限定的である。 

この点、組織としての東京ウィメンズプラザの計画及び進捗管理を考慮した

場合、東京ウィメンズプラザの事業計画と総合計画の記載事項を同一のものと

して捉えると、定量的な目標設定が十分ではないと考えられる。 

東京ウィメンズプラザの事業を網羅的に総合計画に掲載することは難しいと

考えられるが、定量的な目標設定が可能な事業については、事業計画において目

標設定を行うことが、ＰＤＣＡサイクルの実施に資するものと考えられる。 

したがって、東京ウィメンズプラザ処務規程に基づく事業計画について、上記

の視点を踏まえて策定することを検討されたい。 

 

（イ）東京ウィメンズプラザの事業報告 

東京ウィメンズプラザの事業報告は、東京ウィメンズプラザ処務規程によれ

ば、前月分の事業の実績及び概要を都民生活部長に報告することとされている。

東京ウィメンズプラザでは、当該規定に基づき、毎月の各種相談件数及び施設の

利用率を同一の表で報告している。 

監査人が令和５年度の事業報告を閲覧したところ、相談件数及び施設の利用

率が記載されており、前年度同月比の増減は記載されているものの、前年度から
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の増減理由や推移の分析は特段なされていない。 

 

（意見２－１２）東京ウィメンズプラザの事業報告について 

東京ウィメンズプラザの事業報告は、前月分の事業の実績及び概要を生活文

化スポーツ局都民生活部長に報告することとされており、同報告には相談件数

及び施設の利用率と、それぞれ前年度同月比の増減は記載されているものの、前

年度からの増減理由や推移の分析は特段なされていない。 

事業報告をより有効に活用する観点から、事業報告を毎月のＰＤＣＡサイク

ルの実施と位置付け、前年同月や前月の実績と比較して分析を実施することで、

次月以降の事業実施に有用な視点が得られるものと思われる。 

上記を踏まえ、事業報告のより有効な活用方法について検討されたい。 

 

（２）施設利用 

ア 概要 

（ア）概要 

東京ウィメンズプラザは、ホール、会議室、視聴覚室等の施設を、男女平等参

画社会の実現のための活動の場として提供している。貸出施設等を使用できる

団体・グループは、次の２つの要件を満たすものとされている。 

ａ 東京都内に活動の拠点があること。 

ｂ 非営利の団体・グループであること。 

 

ただし、ホール及びその附帯設備については、営利団体であっても、営利を目

的としていない事業を実施する場合は、使用可能となっている（目的外利用）。 

令和５年度の総入館者数は 118,771 人、施設別の利用状況は以下のとおりで

ある。 

 

表Ｂ－２－５ 東京ウィメンズプラザの施設利用状況（施設別） 

 利用件数（件） 利用人員（人） 利用率（％） 

ホール 366 38,852 44.1 

視 聴 覚室 1,534 20,357 52.4 

第一会議室 1,076 12,283 55.2 

第二会議室 1,048 7,479 54.0 

第三会議室 500 2,340 51.3 

合計 4,524 81,311 52.0 

都提供資料より監査人作成 
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東京ウィメンズプラザの貸出施設の利用に当たっては、利用団体・グループ登

録制度が存在する。以下の登録要件を満たす団体（以下「登録団体」という。）

は、施設予約システムによる電子抽選に参加可能となるとともに、同システムに

より使用申請を行うことが可能となる。また、登録していない団体・グループよ

り使用申請受付開始月が早くなるといったメリットを享受できる。 

ａ 東京都内に活動の拠点があること。 

ｂ 非営利団体・グループであること。 

ｃ 男女平等参画に関する活動を行っていること。 

 

令和５年度における利用状況を、団体区分別、目的別で集計した結果は、以下

のとおりである。 

 

表Ｂ－２－６ 東京ウィメンズプラザの施設利用状況（団体の登録区分別、目的別） 

（単位：件） 

 目的内 目的外 全体 

登録団体 893 129 1,022 

未登録団体 893 773 1,666 

都関係団体 212 13 225 

合計 1,998 915 2,913 

都提供資料より監査人作成 

 

（イ）施設の利用方法 

東京ウィメンズプラザの利用方法については、東京ウィメンズプラザ運営要

綱に定められている。 

貸出施設等の使用申請受付開始日は以下のとおりであり、登録団体について

は受付開始日が早くなっている。 

 

表Ｂ－２－７ 東京ウィメンズプラザの貸出施設等の使用申請受付開始日 

貸出施設等 使用申請受付開始日 

ホール及びその附帯設備 使用月の６月前の月の初日。ただし、登録団体にあっては、

使用月の 12月前の月の初日 

視聴覚室、会議室、ビデオ

編集室、保育室及びそれら

の附帯設備 

ホールと併せて使用するときは使用月の６月前の月の初

日、その他の場合は使用月の３月前の月の初日。ただし、登

録団体にあっては、ホールと併せて使用するときは使用月

の 12 月前の月の初日、その他の場合は使用月の６月前の月

の初日 
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講師控室 ホールと併せて使用するときは使用月の６月前の月の初

日、視聴覚室、会議室と併せて使用するときは使用月の３月

前の月の初日。ただし、登録団体にあっては、ホールと併せ

て使用するときは使用月の 12 月前の月の初日、その他の場

合は使用月の６月前の月の初日。単独で使用するときは、使

用月の１月前の初日 

都提供資料より監査人作成 

 

貸出施設等を使用しようとする者は、使用申請受付開始日の午後１時以降に、

電話により仮予約を行うことができる。また、電話により貸出施設等の仮予約を

行った者は、仮予約をした日から２週間後の日（その日が使用日よりも後の場合

には、使用日）までに、来館して東京ウィメンズプラザ所長に使用申請書を提出

しなければならない。 

この際、登録団体は施設予約システムによる使用申請及び電子抽選に参加す

ることができる。登録団体は、使用申請受付開始月の前月 20日から電子抽選に

応募でき、使用申請受付開始月の初日に抽選結果を確認し、10 日以内に使用申

請を行う。 

一方、登録団体以外は、使用申請受付期間内で貸出施設が空いている場合、利

用することができる（空室利用）。具体的には、施設予約窓口へ電話又は来館に

よる仮予約を行い、２週間以内に使用申請を行う必要がある。 

使用料の納入期限及び納入方法は、以下のとおりである。期限までに納入がな

い場合は、申請者の責めによらない事情等の特別な事情がある場合を除き、予約

は取り消される。 

 

貸出施設等 使用料納入期限 納入方法 

ホール 

・使用日の 90日前の日 

・申請日から使用日までの期間が 90 日に満たな

い場合は、申請日から 14日以内 

・申請日が使用日まで 14日以内の場合は、使用日 

窓口入金 

又は 

口座振込 

視聴覚室、会議室、ビデオ

編集室及び講師控室並びに

附帯施設 

使用日 窓口入金 

 

窓口入金は、東京ウィメンズプラザに来所して支払うこととなるが、現金払い

以外にキャッシュレス決済（クレジットカード、交通系ＩＣカード、ＱＲコード

決済）を備えている。 

使用申請後、使用料が支払われた後（口座振込により支払われた場合は口座入

金を確認した後）に、使用承認書が交付される。 
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（ウ）施設の使用料 

東京ウィメンズプラザの貸出施設等の使用料は、東京ウィメンズプラザ条例

第５条にて別表に定める額の範囲内において規則で定めるとされている。具体

的には、東京都ウィメンズプラザ条例施行規則第４条に定められており、以下の

とおりである。 

 

表Ｂ－２－８ 東京ウィメンズプラザの施設使用料 

・施設使用料                          （単位：円） 

施設名 
全日 

9～21 時 

午前 

9～12 時 

午後 

13～17 時 

夜間 

18～21 時 

ホール（246席） 146,200 48,700 60,900 60,900 

視聴覚室 

100 名 

分割しないで使用 19,600 6,500 8,100 8,100 

分割して使用 

A 6,600 2,200 2,700 2,700 

B 6,600 2,200 2,700 2,700 

C 6,400 2,100 2,700 2,700 

第一会議室 

80 名 

分割しないで使用 10,400 3,400 4,300 4,300 

分割して使用 
A 4,800 1,600 2,000 2,000 

B 5,600 1,800 2,300 2,300 

第二会議室 

50 名 

分割しないで使用 8,000 2,600 3,300 3,300 

分割して使用 
A 3,500 1,100 1,400 1,400 

B 4,500 1,500 1,900 1,900 

第三会議室（和室） 20 名 3,500 1,100 1,400 1,400 

第一講師控室 4 名 1,100 300 400 400 

第二講師控室 8 名 1,900 600 800 800 

ビデオ編集室 1,200 400 500 500 
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・附帯設備使用料                        （単位：円） 

施設名 付帯設備名 
全日 

9～21 時 

午前 

9～12 時 

午後 

13～17 時 

夜間 

18～21 時 

ホール 

拡大投影装置（OHC） 4,500 1,500 1,800 1,800 

映写装置（ビデオ） 8,300 2,700 3,400 3,400 

映像投影機 

（プロジェクター） 
13,900 4,600 5,800 5,800 

ビデオカメラ・調整卓 12,800 4,200 5,300 5,300 

ピアノ 7,300 2,400 3,000 3,000 

視聴覚室 

映写装置（天吊りプロ

ジェクター、ビデオ） 
28,500 9,500 11,800 11,800 

卓上映写機 

（プロジェクター） 
400 100 200 200 

第一 

会議室 

卓上映写機 

（プロジェクター） 
400 100 200 200 

音響装置 1,500 500 600 600 

第二 

会議室 

卓上映写機 

（プロジェクター） 
400 100 200 200 

音響装置 1,500 500 600 600 

第三 

会議室 

卓上映写機 

（プロジェクター） 
400 100 200 200 

東京ウィメンズプラザホームページより監査人作成 

 

（エ）施設の稼働率 

東京ウィメンズプラザにおける貸出施設及び附帯設備の利用率の推移は、表

Ｂ－２－９及び表Ｂ－２－１０のとおりである。 

 

表Ｂ－２－９ 東京ウィメンズプラザの貸出施設利用率の推移 

（単位：％） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ホ ー ル 22.0 38.3 44.1 

視 聴 覚 室 35.3 46.0 52.4 

第一会議室 32.2 48.3 55.2 

第二会議室 34.0 53.1 54.0 

第三会議室 31.3 48.3 51.3 

合計 32.4 47.5 52.4 

都提供資料より監査人作成 
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表Ｂ－２－１０ 東京ウィメンズプラザの附帯設備利用率の推移 

（単位：％） 

施設名 付帯設備名 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ホール 

拡大投影装置（OHC） 3.0 1.2 1.0 

映写装置（ビデオ） 0.0 0.0 0.0 

映像投影機（プロジェクター） 55.1 52.6 56.1 

ビデオカメラ・調整卓 0.0 0.0 0.0 

ピアノ 33.8 22.8 20.6 

視聴覚室 

映写装置（天吊りプロジェクター、

ビデオ） 
4.1 5.9 7.1 

卓上映写機（プロジェクター） 11.9 14.8 13.4 

第一会議室 音響装置 13.7 18.4 21.0 

第二会議室 音響装置 6.4 10.0 8.6 

（注）卓上映写機（プロジェクター）は視聴覚室と各会議室の利用実績の合算である。 

都提供資料より監査人作成 

 

また、東京ウィメンズプラザにおける貸出施設及び附帯設備の貸出による施

設使用料収入の推移は、表Ｂ－２－１１及び表Ｂ－２－１２のとおりである。 

 

表Ｂ－２－１１ 貸出施設の貸出による使用料収入の推移 

（単位：千円） 

施設名 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ホール 8,946 18,622 16,978 

視聴覚室 2,069 2,577 2,756 

第一会議室 1,009 1,454 1,773 

第二会議室 777 1,142 1,246 

第三会議室 346 532 572 

第一講師控室 126 147 171 

第二講師控室 185 302 310 

合計 13,458 24,777 23,806 

都提供資料より監査人作成 

 

表Ｂ－２－１２ 附帯設備施設の貸出による使用料収入の推移 

（単位：千円） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

付帯設備の使用料収入合計 884 1,500 1,900 

（注）施設予約システムにおいて項目別の集計をしていないため、内訳別の使用料収入は不明。 

都提供資料より監査人作成 
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イ 監査の結果 

（ア）施設の利用方法 

貸出施設等の利用方法について、都民の利用のしやすさや効果的かつ効率的

な施設運営の観点から、関連規程の閲覧及び実務上の運用に関して担当者にヒ

アリングを実施した。 

アに記載のとおり、使用料の支払について、ホール以外の利用に関しては窓口

での支払となっている。これは実務上、貸出施設等の使用日に来所して支払を行

い、そのまま使用承認を得て施設を使用するという流れを想定しているが、仮に

事前に支払を行おうとする場合も窓口にて支払を行う必要があり、利用者の利

便性と窓口業務の効率化の観点で改善の余地があると判断した。 

 

（意見２－１３）東京ウィメンズプラザの施設利用に係る支払方法について 

東京ウィメンズプラザの貸出施設等の使用料の支払について、ホール以外の

使用に関しては窓口での支払となっている。これは実務上、貸出施設等の使用日

に来所して支払を行い、そのまま使用承認を得て施設を使用するという流れを

想定しているが、仮に事前に支払を行おうとする場合も窓口にて支払を行う必

要がある。 

これでは、使用者の利便性という観点からは、事前支払のために来所すること

による移動コストや振込以外の事務処理を行う事務コストを負担させることと

なり、東京ウィメンズプラザ側の窓口業務の効率化の観点でも、窓口における現

金の準備や精算、管理、預金口座への預入等の事務コストが生じるため、課題が

ある。 

「未来の東京」戦略においても都民が実感できるＱＯＳ（クオリティ・オブ・

サービス）向上への重点的な改革の推進が強調されており、使用者の利便性の向

上は、施設の稼働率向上のみならず、都民やその団体による男女平等参画社会実

現に向けた活動の後押しにもつながることとなる。 

したがって、東京ウィメンズプラザにおける使用料の支払について、口座振込

やクレジットカード払いなど、来所せずとも事前に支払ができるよう、使用者の

ニーズをアンケートなどで把握し、それに応じて運営要綱の改定やオンライン

決済手段の導入を検討されたい。 
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（イ）施設の稼働率について 

東京ウィメンズプラザの貸出施設等の稼働率については、平成 27 年の包括外

部監査報告書において以下の意見が付されている。 

 

（意見２－１６）貸出施設の利用率について 

東京ウィメンズプラザでは、ホールや会議室等の貸出事業を実施している

が、その施設全体の利用率がここ数年 60％前後と低迷しているため、この利

用率を改善すべく、ホームページのデザインを一新するなどの対策を講じて

いる。しかしながら、その貸出施設が好立地であり、平成 27 年度において利

用率の上昇の兆しが見られるものの、改善策の効果はいまだ十分ではないこ

とから、有効性・経済性の観点より、貸出施設の利用率を向上させるために、

更なる改善策を講じる体制を構築することとされたい。 

 

この点、直近３年の施設の稼働率は、令和３年度が 32.4％、令和４年度が

47.5％、令和５年度が 52.4％となっている。 

確かに直近は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、公共施設等の利用は

一般的に落ち込んだと言えるが、人流の回復が見られた令和５年度の実績も

52％と、平成 27 年度包括外部監査報告書の意見が前提とした 60％前後の稼働率

の状況と大きく変わってはいないものと思われる。 

 

（意見２－１４）東京ウィメンズプラザの施設の稼働率について 

東京ウィメンズプラザにおける貸出施設等の稼働率は、令和３年度が 32.4％、

令和４年度が 47.5％、令和５年度が 52.4％となっている。 

確かに直近は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、公共施設等の利用は

一般的に落ち込んだと言えるが、人流の回復が見られた令和５年度の実績も

52.4％と、平成 27 年度における包括外部監査で意見が付された 60％前後の稼働

率の状況と大きく変わってはいないものと思われる。一方、ここ数年、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、ライフスタイルは大きく変化してきている。 

これらを踏まえると、従来同様の取組だけでは利用者の利便性の観点からは

十分とは言えない。 

したがって、稼働率の向上のため、利用者に対するアンケートなどにより導入

が望ましい設備といったよりきめ細かなニーズを把握し、それに応じた対応や

広報の強化を検討されたい。 
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（３）相談事業 

ア 概要 

（ア）相談事業 

東京ウィメンズプラザでは、一般相談（電話及び面接）、特別相談（面接、精

神科医及び弁護士）、男性のための悩み相談（電話及び面接）、ＤＶ専用相談（電

話）、ＬＩＮＥ ＤＶ相談、多言語によるＤＶ相談という大きく６つの相談業務

を実施している。なお、相談事業には、東京ウィメンズプラザ相談員向けのケー

スカンファレンスと、区市町村相談員向けに外部の専門家を招いて指導・助言を

提供するスーパーバイズも含まれる。 

相談業務のうち、男性のための悩み相談、ＬＩＮＥ ＤＶ相談、多言語による

ＤＶ相談の通訳については外部業者へ委託し、それ以外については都が直接雇

用する相談員が業務に当たっている。 

 

（イ）相談実績 

以下のとおり、相談実績は年々増加傾向にある。東京ウィメンズプラザでは、

相談数の増加を受け、令和３年度から電話相談を１回線増（計５回線）したほか、

相談体制強化として誰もが相談しやすい体制の整備を目指し、外国語によるＤ

Ｖ相談及びＬＩＮＥ ＤＶ相談を開始した。また、ＤＶ専用ダイヤルも新設して

いる。 

 

表Ｂ－２－１３ 東京ウィメンズプラザ相談事業の対応件数 

（単位：件） 
 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

一般・ＤＶ・多言語 26,274 26,963 29,357 

特別相談 102 137 125 

男性相談 753 997 1,319 

ＬＩＮＥ ＤＶ相談 1,193 1,091 920 

合計 28,322 29,188 31,721 

都提供資料より監査人作成 

 

（ウ）スーパーバイズ実績 

令和５年度は、区市町村の女性相談支援員等が参加するスーパーバイズを毎

月１回開催しており、それぞれの女性相談支援員が担当する困難事例等につい

て、外部専門家からのアドバイスも踏まえた事例検討や意見交換等を行うほか、

参加した女性相談支援員同士が相互に情報交換等を実施している。 
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イ 監査の結果 

相談需要が増えている中で、相談需要に適切に対応できる相談体制が整備さ

れているかという観点から、関連書類の閲覧と担当者にヒアリングを実施した。 

まず、令和５年度の電話応答率を確認したところ、一般相談は 22.6％、男性

相談は 60.7％であった。電話相談事業に関しては、おおむね 50％程度の応答率

を目標としているとのことであり、一般相談については、目標に比して非常に低

い数値となっている。原因としては、スキルの高い相談専門員の新たな確保が困

難であること、特定の時間帯への集中、１件当たりの相談時間の長さが挙げられ、

抜本的な対策が求められる。 

 

（意見２－１５）一般相談の電話応答率の向上について 

一般相談の応答率は、令和５年度でわずか 22.6％であり、都民からのニーズ

に応えられている状況とは言えない。よって、応答率の向上を含む相談業務の質

の向上に向けて更なる体制の強化が必要と考える。 

応答率の向上には、まずは架電に関する詳細なデータを分析した上で、現状の

不足部分を洗い出し、適切な対応を検討することから着手されたい。 

 

（４）女性活躍推進事業 

ア 概要 

東京ウィメンズプラザでは、女性活躍推進事業の一環として都民向けに各種

セミナーを企画・開催している。令和５年度の実績については、以下のとおりで

ある。 

 

 日付 セミナー名 対象者 参加者数 

男性の家事・育児参画

促進セミナー 

６月 17日（土) 「男性の家事・育

児 なぜ？いつ？

なにをすれば？の

ヒント」 

男性の家事・育児参

画についてもっと

知りたい方、育業を

活用したいプレパ

パ・プレママなど 

156 名 

女性のためのキャリ

アアップセミナー 

９月 30日（土) 

10月 14日（土) 

10月 15日（日) 

リーダーに向けて

一歩踏み出すあな

たを応援！女性の

ためのキャリアア

ップセミナー 

リーダー・管理職に

なることに迷いや

不安を感じる女性 

計 217 名 
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東村山市共催 女性

活躍推進事業 

２月３日（土） 「”ねばならない”

にとらわれない！

わたしたちの家事

分担」 

パートナーとの家

事分担について見

直しにつながるヒ

ントが欲しい方な

ど、テーマに興味が

ある方 

69 名 

働く女性のメンタル

ヘルス講演会 

３月３日（日） 「ありのままの自

分を認める！折れ

ない、ブレない「自

分」の育て方」 

働いている女性、企

業の人事担当者な

どテーマに関心の

ある方 

324 名 

 

イ 監査の結果 

セミナーの企画から実施、結果の分析及び次回セミナーへの反映について、Ｐ

ＤＣＡサイクルが有効に回り、都民のニーズに見合ったセミナーが企画、実施さ

れているのかという観点から、セミナーの企画書や報告書の閲覧及び関連する

事項についてヒアリングを実施した。 

担当者によると、まずは年度予算を要求し、その後、企画書を作成していると

のことであった。なお、企画書を作成する際には、前回のセミナーの報告書を踏

まえ改善点を洗い出すことに留意しているとのことであった。また、実施に当た

っては外部業者へ委託し、実施後には委託先に詳細な実施報告書の提出を求め

ているとのことである。 

ここで、実際に令和５年度の企画書を閲覧したところ、セミナー開催の背景や

概要、講師の詳細などの記載がある一方、予算の記載や目標参加人数の記載がな

いことが分かった。この場合、会場や講師の候補といった企画書の内容が予算の

範囲内か、目標参加人数を達成する上で十分かといった点について同一の企画

書上で検討できず、業務の効率性に課題があると思われる。 

 

（意見２－１６）予算や目標参加人数の記載について 

現状において、セミナー企画書には予算の記載や目標参加人数の記載がない。

セミナーの企画段階では、既にセミナーごとに予算配分や目標参加人数は設定

されているが、当該情報は、企画書とは別の資料に記載されている。 

そのため、会場や講師の候補といった企画書の内容が予算の範囲内か、目標参

加人数を達成する上で十分かといった点について同一の企画書上で検討できな

いことは、業務の効率性に改善の余地があると思われる。 

したがって、予算や参加人数を企画書に記載することを検討されたい。 
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（５）災害時対応 

ア 概要 

東京ウィメンズプラザでは、災害時の来訪者の安全確保など、緊急時の職員の

適切、迅速な対応に資するため、「東京ウィメンズプラザ緊急対応の手引き」（以

下「手引き」という。）を策定している。手引きには、以下のマニュアルが含ま

れている。 

（ア）東京ウィメンズプラザ防災マニュアル（火災） 

（イ）東京ウィメンズプラザ防災マニュアル（地震） 

（ウ）傷病事故の対応 

（エ）個人情報等に関する事故の対応 

（オ）土曜・日曜・祝日及び夜間の緊急時対応マニュアル 

（カ）その他 

・ＤＶ加害者等の対応について 

・窓口等における対応について 

 

また、各マニュアルには伝達・報告図が含まれており、事故等が発生した際の

伝達・報告経路が記載されている。 

 

イ 監査の結果 

手引きを閲覧し、その改訂状況や訓練への適用状況について担当者にヒアリ

ングを実施した。手引きには緊急時の伝達・報告に資するための伝達・報告図が

含まれているが、その日付はそれぞれ以下のとおりであり、連絡先として記載さ

れているのは、当時の所長等の役職者の連絡先となっている。 

・火災発生時等における対応 平成 28 年４月１日 

・事故発生時の伝達・報告図 平成 28 年４月１日 

・個人情報等に関する事故発生時の伝達・報告図 平成 27 年 12月１日 

 

（意見２－１７）「東京ウィメンズプラザ緊急対応の手引き」の改訂について 

「東京ウィメンズプラザ緊急対応の手引き」について、緊急対応時の伝達・報

告図に記載されている各連絡先が現在のものでない。記載されている情報が変

更された際は、その都度か、都度でないにしても頻度をもって定期的に更新する

必要がある。 

上記手引きについて、各連絡先の情報を最新のものに更新するとともに、定期

的な更新を行う旨及び具体的な更新頻度を手引きの一項目として定めることを

検討されたい。 
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（６）財産管理 

ア 概要 

都では、所有する物品の照合について、東京都物品管理規則第 42条に「会計

管理者は、第６条第２項の規定により定める重要物品について、毎年度３月末日

現在の状況を取りまとめて整理しなければならない。」と規定されており、重要

物品のみ毎年度末に照合することとしている。ここで、重要物品とは、同規則第

６条第２項より「会計管理者は、前項に規定する物品の区分を明らかにするとと

もに、重要な物品（以下「重要物品」という。）を定めなければならない。」とさ

れており、実際の運用としては、取得価格 100 万円以上の物品を重要物品とし

て取り扱っている。 

東京ウィメンズプラザの管理する物品のうち重要物品は総額 34百万円（帳簿

価額）であり、ホール内のピアノ、図書資料室内の絵画、マイクロフィルムなど

がある。 

また、物品の保管に当たっては、同規則第 20条第２項「出納員は、備品の保

管に当たっては、当該備品に備品表示票を貼り付け、又は会計管理者が別に定め

る方法により、必要な表示をしなければならない。」とされている。実際の照合

に当たっては、物品と物品に貼付された備品表示票が物品台帳と一致している

かを突合することとなる。 

 

イ 監査の結果 

（ア）物品の照合 

東京ウィメンズプラザにおける物品の現物照合について、令和５年度の実施

状況を確認するため、担当者へのヒアリング及び関連資料の閲覧を実施した。 

その結果、東京ウィメンズプラザでは、複数の担当者が担当ごとに物品と備品

表示票が物品台帳と一致しているかを確認し、最終的には全ての重要物品の突

合結果を報告書に取りまとめ、上長まで回覧していた。 

 

（イ）物品の実在性 

物品台帳に登録のある物品について、その実在性及び管理を確かめる観点か

ら、東京ウィメンズプラザに所在する以下５件の現物と物品台帳との整合性を

確認した結果、重要物品であるピアノ、絵画及びマイクロフィルムについては、

適切に管理されていることを確認した。 

しかし、物品のうち移動ラックについては、物品台帳と異なる番号の備品表示

票が貼付されていた。 
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表Ｂ－２－１４ 東京ウィメンズプラザにおいて監査人が手続の対象とした物品等 

物品管理番号 品目 取得価格 

L01-000671 移動ラック 412,000 

J95-002784 ピアノ 12,540,250 

J95-002644 絵画 12,000,000 

J96-003267 マイクロフィルム 1,305,800 

L01-000037 長机 235,664 

都提供資料より監査人作成 

 

異なる番号の備品表示票が貼付されている理由を担当者に質問したところ、

平成 13 年度に東京ウィメンズプラザの管理・運営が財団法人東京女性財団への

委託から都の直営に変更された際、都の管理シールへの貼り替え漏れが生じた

ためであり、認識はしていたが貼り替えを失念していたとの説明があった。 

 

（指摘２－１）備品表示票の貼付について 

物品台帳と現物との整合性を確認した結果、移動ラックについて物品台帳と

異なる番号の備品表示票が貼付されていた。 

備品表示票は、東京都物品管理規則第 20 条第２項に規定されているとおり、

全ての物品に正しく貼付される必要があり、今回の発見事項は同規定違反の状

態である。また、そもそも備品表示票は現物が物品台帳に登録されたものと同一

であることを示すものであり、貼付されていなかったり、別の番号が貼付されて

いたりする場合には、不正に流用された場合に発見できないリスクがある。 

したがって、早期に正しい備品表示票の貼付を行うとともに、改めて全ての物

品について正確な備品表示票が貼付されているか確認されたい。 
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４ 補助・助成事業 

（１）実績報告に係る審査等 

ア 概要 

都民生活部が有する補助・助成事業のうち、令和５年度の補助金及び助成金の

交付決定額と確定額の一覧は、以下のとおりである。 

 

表Ｂ－２－１５ 都民生活部における補助金・助成金の交付決定額・確定額（令和５年度） 

事業名 
交付決定額

（千円） 

確定額 

（千円） 

執行率 

（％） 

東京都地域日本語教育の総合的な体制づく

り推進事業費補助金 
50,000 9,583 19.2 

多文化キッズコーディネーター設置支援補

助金 
32,000 7,584 23.7 

東京都在住外国人支援事業助成金 30,000 25,907 86.4 

東京都配偶者暴力被害者等セーフティネッ

ト強化支援交付金 
30,000 27,035 84.5 

配偶者暴力加害者プログラム事業費補助金 2,000 438 21.9 

東京ウィメンズプラザ配偶者暴力防止等民

間活動助成事業助成金 
14,000 10,491 74.9 

公益財団法人東京都つながり創生財団事業

費補助金 
649,465 519,454 80.0 

公益財団法人東京都つながり創生財団管理

費補助金 
183,519 127,138 69.3 

都提供資料より監査人作成 

 

イ 監査の結果 

各補助金については、事業実施後に補助対象団体より実績報告がなされ、都民

生活部が審査を行うことにより最終的な補助金の額を確定する。審査は必要に

応じて現地調査等を伴うこととされるが、この審査は補助業務の成果が交付決

定の内容及び条件に適合するかを確認する重要な手続であり、例えば補助対象

外の経費が実績報告に含まれていないかなどについて、十分なチェックが求め

られる。 

つながり創生財団に対する補助金は、「公益財団法人東京都つながり創生財団

事業費補助金交付要綱」及び「公益財団法人東京都つながり創生財団管理費補助

金交付要綱」に定められている。 

いずれの要綱でも、補助業務が完了した際には実績報告の提出を求め、審査及

び必要に応じて現地調査等を行った上で補助金の額を確定することを定めてい

る。 
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また、「東京都補助金等交付規則の施行について」では、実績報告書のみでは

判断の資料として不充分な場合は、必要な書類を添付せしめるものとされてい

る。 

これらの規定を踏まえ、つながり創生財団からの実績報告を閲覧し、審査の実

施について担当者にヒアリングを実施したところ、審査に係るチェックリスト

やマニュアルは作成されていないとのことであった。また、審査の過程で現地調

査を行い、証憑の確認やヒアリング等も実施して確認書を作成しているが、確認

書にはつながり創生財団から提出された収支報告書と、同財団が保有する領収

書等の証憑記載金額とが一致している旨の記載があるものの、実施した手続き

の内容や対象範囲は記載されていなかった。 

 

（意見２－１８）補助金の実績報告に係る審査等について 

つながり創生財団に対する補助金に関して、「公益財団法人東京都つながり創

生財団事業費補助金交付要綱」及び「公益財団法人東京都つながり創生財団管理

費補助金交付要綱」では補助業務が完了し、実績報告を受けた場合には、審査及

び必要に応じて現地調査等を行う旨が定められている。 

この点、当該審査に係るチェックリストやマニュアルは作成されておらず、審

査の過程で現地調査を行い、証憑の確認やヒアリング等も実施して確認書を作

成しているが、確認書にはつながり創生財団から提出された収支報告書と、同財

団が保有する領収書等の証憑記載金額とが一致している旨の記載があるものの、

実施した手続の内容や対象範囲は記載されていなかった。 

実績報告の審査を実効性あるものとする上で、例えば、一定額（割合）以上の

支出については証憑を直接確認するなど、具体的な実施手続をあらかじめチェ

ックリストやマニュアルで定めることは有用であると考えられる。また、現地調

査については、実施した手続、範囲及びその結果を残すことで、審査に有用な資

料となるだけでなく、将来の審査及び現地調査の際に参照することもできる。 

以上の点を踏まえ、補助金の実績報告に係る審査について、チェックリストや

マニュアルの整備を行うとともに、現地調査の確認書については記載を充実さ

せることを検討されたい。 
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Ⅲ 私学部の事業について 

（１）中長期計画な事業計画の策定 

ア 概要 

私学部は、都内私立学校の振興のため、学校教育法、私立学校法及び私立学校

振興助成法を基本として、以下に示す各種の事務事業を推進している。 

・私立学校の認可・指導 

・私立学校教育への助成（経常費補助、保護者負担軽減補助、その他補助） 

・東京都育英資金（育英資金の貸付・返還事務） 

 

これらの事業を効果的かつ効率的に推進するに当たっては、具体的な数値目

標を設定した中長期的な事業計画を策定することが有用である。平成 27 年度包

括外部監査においても以下の意見が付されており、平成 30 年２月には「包括外

部監査の結果に基づき知事等が講じた措置の通知内容」にて、以下に示す措置が

講じられていた。 

 

平成 27 年度包括外部監査報告書 

（意見２－３６）中長期的な事業計画の策定とＰＤＣＡサイクルによる事業管

理について 

（中略） 

私学部は、中長期的に達成すべき目標水準と、これを達成するための具体的な

数値目標を設定した補助事業に関する事業計画を策定した上で、事業計画や長

期の見通し等の情報を提供することとされたい。また、私学部は、年度ごとに計

画と実績を比較・検討するなど補助事業の実績を評価し、適宜必要な改善策を講

ずるためのＰＤＣＡサイクルによる事業管理の体制を構築することとされた

い。 

 

包括外部監査の結果に基づき知事等が講じた措置の通知内容 

（措置の概要） 

平成 29 年度に、私学部としての目標水準を設定した事業計画を策定するとと

もに、私学財団に情報提供を行った。また、私学部としての事業計画の内容を盛

り込んだ生活文化局の中長期計画を平成 29 年度内に策定する。 

平成 30 年度から、目標に対する進捗状況を年度ごとに評価し、結果を次年度

以降の事業に反映していく。また、それらの情報についても、随時私学財団と情

報共有していく。 
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イ 監査の結果 

平成 27 年度包括外部監査の意見に対する措置としては、私学部としての目標

水準を設定した事業計画を策定するとともに、目標に対する進捗状況を年度ご

とに評価し、結果を次年度以降の事業に反映していくことが定められていた。担

当者に措置の実行状況を確認したところ、３か年のアクションプラン（令和５～

７年度）を作成して目標水準・計画の進捗を確認しているとのことであった。 

 

表Ｂ－３－１ 私学部における３か年のアクションプラン（令和５～７年度） 

プロジェクト名 取組名 
年次計画、課題及び方向性 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

妊娠・出産・子育て

全力応援プロジェ

クト 

私立高等学校等にお

ける授業料支援等 

支援等の実施、

新たに私立中

学校授業料支

援を開始 

支援等の実施 支援等の実施 

新たな「東京型教育

モデル」推進プロジ

ェクト 

私立学校におけるデ

ジタル教育環境整備 
経費を補助 経費を補助 経費を補助 

新たな「東京型教育

モデル」推進プロジ

ェクト 

体験活動の充実（私

立学校分） 

チームビルデ

ィング系の体

験や他者理解・

共生社会を育

む体験等、各学

校における体

験活動の機会

を提供 

継続実施 継続実施 

「GLOBAL Student」
プロジェクト 

海外留学支援  

※都による留学支援 

1,461 人 
(都立・私立高校、都立産

技高専、都立大) 

1,443 人 
(都立・私立高校、都立産

技高専、都立大) 

1,345 人 
(都立・私立高校、都立産

技高専、都立大) 

「GLOBAL Student」
プロジェクト 

私立高等学校海外留
学推進補助等 

補助等の実施 補助等の実施 補助等の実施 

学校や社会全体で

子供を支えるプロ

ジェクト 

私立高等学校等にお

ける授業料支援等 

支援等の実施、

新たに私立中

学校授業料支

援を開始 

支援等の実施 支援等の実施 

耐震化徹底プロジ

ェクト 
私立学校等の耐震化 経費を補助 経費を補助 経費を補助 

TOKYO Data Highway

プロジェクト 

私立学校におけるデ

ジタル教育環境整備 
経費を補助 経費を補助 経費を補助 

都庁デジタルガバ

メントプロジェク

ト 

私立高等学校等就学

支援金の申請手続等

の電子化 

電子申請開始・

運用 

システムを運

用 

システムを運

用 

夢に向かって羽ば
たける土壌づくり

プロジェクト 

海外留学支援  

※都による留学支援 

1,461 人 
(都立・私立高校、都立産

技高専、都立大) 

1,443 人 
(都立・私立高校、都立産

技高専、都立大) 

1,345 人 
(都立・私立高校、都立産

技高専、都立大) 

都提供資料より監査人作成 
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担当者によれば、この３か年のアクションプランは、私学部としての目標水準

を設定した中長期的な事業計画に該当するものであり、私学部の実施する事業

のうち、学校規模等に応じて運営費の補助を行う経常費補助や、学校設置者から

の申請や届出に基づいて認可等の事務処理を行う事業など、目標を設定した進

捗管理には馴染まない事業を除いて策定したとのことであった。 

なお、平成 27 年度包括外部監査の意見に対する措置としては、目標に対する

進捗状況を年度ごとに評価する必要があるが、アクションプランでは「支援等の

実施」や「経費を補助」といった簡易な記載となっている。 

 

（意見３－１）私学部全体としての中長期的な事業計画の策定について 

私学部は、都内私立学校の振興のため、学校教育法、私立学校法及び私立学校

振興助成法を基本として、各種の事務事業を推進しているが、事業の効果的かつ

効率的な推進に当たっては、具体的な数値目標を設定した中長期的な事業計画

を策定することが有用である。平成 27 年度包括外部監査の意見に対する措置で

も、私学部としての目標水準を設定した事業計画を策定し、目標に対する進捗状

況を年度ごとに評価して結果を次年度以降の事業に反映していくとされていた。 

担当者によれば、中長期的な事業計画として３か年のアクションプラン（令和

５～７年度）を作成して目標水準・計画の進捗を確認しているとのことだが、ア

クションプランでは「支援等の実施」や「経費を補助」といった簡易な記載であ

ることに加えて、全ての事業が掲げられているわけでもない。 

目標管理を行うことで継続的な事業の改善につながり、ひいては都内私立学

校の振興に資するため、アクションプランに掲げる事業をはじめとして、その他

の事業についても可能な限りで具体的な数値目標を設定して、進捗状況の評価

や改善ができるように中長期的にＰＤＣＡサイクルを回す仕組みを強化された

い。 
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（２）学校法人に対する現地指導・調査 

ア 概要 

私学部では、私立学校の経理の合理化及び会計処理の適正化を図るため、昭和

48 年度から学校法人会計基準（昭和 46 年文部省令第 18号）による会計処理を

全面適用し、現地指導を行っている。当該現地指導は、主として私立学校振興助

成法第 12条を根拠として実施するものであり、私学部では主に都が補助金を交

付する学校法人に対する現地調査と同時に実施している。 

 

イ 監査の結果 

学校法人会計基準の現地指導及び都が補助を交付する学校法人に対する現地

調査については、定期的な指導・調査の対象とする母集団が限定的であることに

加え、実施計画（実施スケジュール、件数等を含む）に関する明文化されたルー

ルがなく、実務上の慣習に従って各年度の実施対象が決定されていた。 

 

（ア）現地指導・調査の対象 

私学部が経常費補助金を交付した学校法人（令和５年度においては 607法人）

のうち、数年間で一巡予定とする定期的な現地指導・調査を行う対象とされてい

たのは、小中高を設置して大学等は設置しない都所轄法人（123 法人）のみであ

った。担当者によれば、大学等を設置する国所轄法人（105 法人）は、法令等で

計算書類に公認会計士又は監査法人による監査報告書の添付が求められている

こと、幼稚園のみを設置する学校法人（379 法人）は相対的に規模が小さいこと

などから、限られた職員で現地指導・調査を行うために、定期的に行う対象を限

定しているとのことであった。 

 

（イ）現地指導・調査の実施計画 

現地指導・調査の実施計画（実施方針、スケジュール、件数を含む）について

は、明文化されたルールがなく、定期的な指導・調査の対象である小中高を設置

して大学等は設置しない都所轄法人については、おおむね３年から５年で現地

指導・調査を一巡するとの説明であった。しかし、一巡させるための実施スケジ

ュールが作成されておらず、実態としては長期にわたって実施していない法人

もあった。 

また、過去の実績は以下のとおりであり、年度ごとに実施件数が異なっていた。

幼稚園のみを設置する学校法人については、数年間で一巡予定とする定期的な

指導・調査の対象ではないものの、必要に応じて指導・調査を実施している状況

であった。 
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表Ｂ－３－２ 現地指導・調査の実績（都所轄法人） 

（単位：法人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

小中高設置 40 38 26 14 3 

幼のみ設置 20 20 20 4 49 

合計 60 58 46 18 52 

 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

小中高設置 0 0 30 25 

幼のみ設置 0 0 19 17 

合計 0 0 49 42 

（注）新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度及び令和３年度は実施せず。 

都提供資料より監査人作成 

 

（意見３－２）学校法人に対する現地指導・調査の実施状況について 

私学部では、私立学校の経理の合理化及び会計処理の適正化を図るため、昭和

48 年度から学校法人会計基準（昭和 46 年文部省令第 18号）による会計処理を

全面適用し、主に私学部が補助金を交付する学校法人に対する現地調査と同時

に現地指導を行っている。 

当該指導・調査については、定期的に指導・調査を行う対象が限定的であるこ

とに加え、実施計画に関する明文化されたルールがなく、実務上の慣習に従って

当年度の実施対象を決定している状況であった。具体的には、幼稚園のみを設置

する学校法人と大学等を設置する国所轄法人は、数年間で一巡予定とする定期

的な指導・調査の対象から除かれていた。また、定期的に行う対象である小中高

を設置して大学等は設置しない都所轄法人についても、数年間で一巡させるス

ケジュールは作成しておらず、結果として実施件数は年度ごとに異なっていた。 

現地指導・調査は、私立学校の業務、財産の状況、帳簿などについて検査を行

う重要な取組である。また、特に幼稚園のみを設置する学校法人の場合、規模が

小さいために会計処理や補助金業務等を行う人員体制が十分でない可能性があ

り、管理が不十分であっても看過されるリスクがある。 

以上のことから、現地指導・調査の実効性を担保するため、定期的な指導・調

査の対象とする母集団の妥当性について慎重に検討した上で、指導・調査対象ご

との実施方針（定期的に実施するか否かを含む）、スケジュール、件数などを定

めた実施計画を策定することを検討されたい。 
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（３）多額の不用額が生じた補助事業 

ア 概要 

補助事業ごとに令和５年度予算額（当初・最終補正）と決算額を比較したとこ

ろ、以下に示す事業では不用額が多額に生じている。 

 

表Ｂ－３－３ 令和５年度における不用額（一部事業のみ） 

（単位：百万円） 

 
予算額 決算額 

不用額 

金額 割合 

私立高等学校等就

学支援金 
23,356 19,407 3,949 16.9％ 

私立学校安全対策

促進事業費補助 

当初：3,996 

補正：2,849 
1,888 

対当初：2,108 

対補正： 960 

対当初：52.7％ 

対補正：33.7％ 

（注）四捨五入の関係で端数が合わない場合がある。 

都提供資料より監査人作成 

 

各補助事業の概要については、以下のとおりである。 

 

（ア）私立高等学校等就学支援金 

私立高等学校等就学支援金は、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」

に基づき、都内の私立高等学校等の生徒に対し、高等学校等就学支援金として授

業料について一定額を助成するものである。 

平成 29 年度からは、高等学校等を中途退学した者が再び学び直す場合に、高

等学校等就学支援金の支給期間経過後も継続して授業料の助成を行う私立高等

学校等学び直し支援金を実施している。令和２年度からは、高等学校等専攻科に

通う低所得世帯の生徒の授業料を軽減する制度として私立高等学校等専攻科支

援金を実施している。令和５年度からは家計が急変した世帯も対象としている。 

なお、高等学校等就学支援金、学び直し支援金及び専攻科支援金は学校設置者

が代理受領する。 

 

（イ）私立学校安全対策促進事業費補助 

私立学校安全対策促進事業費補助は、園児・児童・生徒の学習環境の安全強化

を図るため、私立学校における校舎等の耐震診断、耐震化工事（非構造部材の耐

震対策工事を含む）及びアスベスト対策工事に要する経費の一部を補助するも

のである。 

令和３年度からは、体育館における空調設備設置工事に要する経費等の一部
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も補助しており、令和４年度からは送迎バス等への安全装置の設置等について

補助している。また、令和５年度からは災害時における非常用食品の整備に要す

る費用を補助している。 

 

イ 監査の結果 

（ア）私立高等学校等就学支援金 

私立高等学校等就学支援金については、令和５年度の予算額 23,356百万円に

対して決算額が 19,407百万円で 3,949百万円の不用額が生じており、内訳は以

下のとおりである。 
 

表Ｂ－３－４ 「私立高等学校等就学支援金」令和５年度予算額の内訳 

  推定認定者数

（人） 

予算額 

（百万円） 

決算額 

（百万円） 

不用額 

（百万円） 

基準額分 94,850 11,268 9,251 2,017 

加算分 44,550 12,349 10,153 2,196 

学校による授業料の

減免見込 
1,600 △633 - △633 

家計急変世帯見込 940 372 3 369 

都提供資料より監査人作成 

 

「基準額分」と「加算分」については、特に予算額と決算額の差異が大きいた

め、その理由を確認したところ、以下のとおり認定者数の推定値と実績値との乖

離による影響が大きいことが分かった。令和５年度においては、基準額分で

15,422 人、加算分で 6,453 人の乖離が生じていた。 

 

表Ｂ－３－５ 生徒数と認定者数の経年推移（推定値と実績の比較） 

（単位：人） 

 

認定者数 

基準額分 加算分 

推定値 実績 差異 推定値 実績 差異 

令和２年度 97,900 85,273 12,627 47,100 42,113 4,987 

令和３年度 95,400 84,264 11,136 43,598 41,385 2,213 

令和４年度 95,600 83,039 12,561 45,410 40,638 4,772 

令和５年度 94,850 79,428 15,422 44,550 38,097 6,453 

都提供資料より監査人作成 
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予算策定時と決算時の認定者数が乖離する原因を明らかにするため、令和５

年度の認定者数の推定値の算出方法を確認したところ、算出方法は以下のとお

りであった。 

 

ａ 基準額分の算出方法 

① 予算要求時の直近年度である令和３年度の情報を基に、「認定者数実績

93,693 人÷生徒数実績 186,394 人」の算式により、推定認定率（50.3％）

を算出する。 

② 令和５年度の生徒数推定値 188,351 人を基に、これに①で算出した推定

認定率を乗じ、認定者数の推定値（94,850 人※）を算出する。 

ｂ 加算分の算出方法 

③ 令和３年度の情報を基に、「住民税基準額未満の認定者数実績 44,036 人

÷認定者数実績 93,693 人」の算式により、加算分の推定認定率（47.0％）

を算出する。 

④ 令和５年度の認定者数の推定値（②で算出した 94,850 人）に、③で算出

した推定認定率を乗じ、認定者数の推定値（44,550 人※）を算出する。 

※ 学種ごとに端数処理の計算を行うため、当該人数になる。 

 

ここで、算出方法のうち、基準額分の推定認定率の計算において令和３年度の

認定者数実績には 93,693 人という数値を用いており、当該推定認定率の計算結

果が基準額分及び加算分の認定者数の推定値に影響しているが、この認定者数

（93,693 人）は、私立高等学校等就学支援金を令和３年度のうち一定期間でも

支給した場合は１名として計算した数値とのことであった。一方で、表Ｂ－３－

５にも示すように、国に提出する実績報告書を基に「年間支給延べ人数÷12」で

算出した場合の認定者数実績は 84,264 人であり、現状の認定者数の推定値との

間に 9,429 人の差異が生じている。 

なお、生徒数については推定値 188,351 人に対して実績 187,638 人であり、

差異は 713 人（差異の割合：0.4％程度）とほぼ見込みどおりであった。 

 

（意見３－３）私立高等学校等就学支援金の不用額の発生について 

私立高等学校等就学支援金事業では、都内の私立高等学校等の生徒に対し、高

等学校等就学支援金として、授業料について一定額を助成している。私立高等学

校等就学支援金の令和５年度の予算額と決算額を比較したところ、金額的影響

の大きい基準額分と加算分で合計 4,213 百万円の不用額が生じていたため、不

用額が生じた主な理由を確認したところ、認定者数の推定値と実績値の乖離に

よる影響が大きいことが原因であった（基準額分：推定値 94,850 人に対して実
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績 79,428 人、加算分：推定値 44,550 人に対して実績 38,097 人）。そこで、予算

策定時と決算時の認定者数が乖離する原因を明らかにするため、令和５年度の

認定者数の推定値の算出方法を確認したところ、基準額分については令和３年

度の実績に基づく推定認定率（認定者数実績÷生徒数実績、50.3％）に、令和５

年度の生徒数推定値 188,351 人を乗じて算出されており、加算分の認定者数の

推定値は、基準額分の計算結果を基に算出されていた。 

ここで、推定認定率の分子である認定者数実績については、令和３年度の実績

93,693 人を用いているが、この認定者数実績は、私立高等学校等就学支援金を

令和３年度のうち一定期間でも支給した場合には１名として計算した数値であ

った。 

一方で、「年間支給延べ月数÷12 か月」で算出した割合を勘案して計算した場

合の認定者数実績は 84,264 人であり、9,429 人の差異が生じていた。 

私立高等学校等就学支援金の予算額を算出する際に用いる認定者数実績につ

いて、一定期間でも就学支援金を支給した場合は１名として計算した場合、予算

額が支給の実態よりも過大に計上されるおそれがある。認定者数実績の算定に

当たっては、例えば年度のうち６か月間のみの支給であれば 0.5 人分とカウン

トするなど、支給月数に基づく係数を乗じて算出することを検討されたい。 

 

（イ）私立学校安全対策促進事業費補助 

令和５年度の私立学校安全対策促進事業費補助の内訳は以下のとおりである。 

 

表Ｂ－３－６ 令和５年度私立学校安全対策促進事業費補助の不用額内訳 

（単位：百万円） 

 当初 

予算額 
決算額 

不用額 

金額 割合 

耐震工事 1,884 246 1,638 87％ 

耐震改築工事 1,651 4 1,647 100％ 

耐震補強工事 233 234 △1 0％ 

耐震診断 0 9 △9 - 

促進啓発 7 2 5 68％ 

アスベスト 57 11 45 80％ 

非構造部材耐震対策 246 372 △126 △51％ 

空調設備設置工事 117 117 0 0％ 

PCR 検査 0 2 △2 - 

送迎バス 1,271 910 361 28％ 

防災力向上（非常用） 414 228 187 45％ 

（注）四捨五入の関係で端数が合わない場合がある。 

都提供資料より監査人作成 
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当事業のうち最も不用額の多い「耐震工事」に着目すると、不用額が多額に発

生した理由は、令和５年度耐震工事の予定棟数 19棟に対して実績は２棟と大幅

に減少しているためであった。過去５年度の耐震工事の予算及び実績は以下に

示すとおりであり、各年度において多額の不用額が生じている。 

 

表Ｂ－３－７ 耐震工事の棟数と金額の経年推移（予定と実績の比較） 

（耐震改築・補強工事）※事務費を除く 

 
棟数（棟） 金額（百万円） 

予定 実績 差異 予算額 決算額 不用額 不用割合 

平成 30 年度 61 31 30 5,182 905 4,277 83％ 

令和元年度 68 20 48 4,182 975 3,207 77％ 

令和２年度 47 16 31 3,483 740 2,743 79％ 

令和３年度 20 15 5 2,617 1,026 1,590 61％ 

令和４年度 23 11 12 2,323 410 1,913 82％ 

令和５年度 19 2 17 1,882 236 1,646 87％ 

（注）四捨五入の関係で端数が合わない場合がある。 

都提供資料より監査人作成 

 

耐震工事について、予定棟数に対して実績が大幅に減少した理由について担

当者にヒアリングを実施したところ、予定棟数は各学校の耐震改修状況等を調

査し、耐震工事を実施予定とした学校を基に決められた単価を乗じて計上して

いるが、資材価格の高騰（輸入価格の高騰や円安等によるもの）や学校法人の資

金収支状況の変化等の影響を受けて、多額の経費を要する耐震工事は見送られ

てしまうためとのことであった。また、耐震改修状況等の調査の回答とヒアリン

グに基づいて予算を積算しているものの、当該ヒアリングでは学校側での予算

措置の状況や中長期的な資金繰りの計画など、資金面から実施の蓋然性を検討

するための項目については確認していないとのことであった。 

 

（意見３－４）私立学校安全対策促進事業費補助の不用額の発生について 

私立学校安全対策促進事業費補助事業では、園児・児童・生徒の学習環境の安

全強化を図るため、私立学校における校舎等の耐震化工事に要する経費の一部

を補助している。当事業のうち耐震改築・補強工事について、令和５年度の予算

額（当初予算）1,882百万円と決算額 236百万円を比較したところ、1,646百万

円の不用額が生じていた。 

不用額が多額に発生した理由は、令和５年度耐震工事の予定棟数 19棟に対し

て実績は２棟と大幅に減少しているためであった。過去５年度もあわせて確認
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したところ、当初予算に対して多額の不用額（1,590百万円～4,277百万円）が

発生しており、不用割合も 61％から 87％と高い傾向が続いている。 

予算の算定に当たっては、耐震改修状況等の調査結果に基づいて各学校にヒ

アリングを実施しているとのことだが、結果的に多額の不用額及び不用割合が

生じている現状に鑑みると、ヒアリングの内容には改善の余地がある。ヒアリン

グにおいては、学校側における予算措置の状況や中長期的な資金繰りの計画な

ど、資金面から実施の蓋然性を検討するための項目も十分に確認することで、耐

震工事の実施可能性について慎重に検討されたい。 

 

（４）補助金の執行における流用手続 

ア 概要 

（ア）私立高等学校等奨学給付金事業費補助 

私立高等学校等奨学給付金事業費補助とは、授業料以外の教育費負担が大き

い私立高等学校等の生徒を持つ低所得者層の世帯について、その費用負担の軽

減を図るため、私学財団が実施する「私立高等学校等奨学給付金助成事業」に対

し補助を行う事業であり、令和２年度からは家計が急変した世帯も対象として

いる。 

令和５年度の事業費と事務費の内訳は以下のとおりであり、事務費について

は交付申請額（132百万円）を上回る実績額（152百万円）が生じていた。 

 

表Ｂ－３－８ 令和５年度私立高等学校等奨学給付金事業費補助の内訳 

（単位：百万円） 

事業費 事務費 

交付申請 実績 差額 交付申請 実績 差額 

1,444 1,048 396 132 152 △20 

都提供資料より監査人作成 

 

（イ）私立中学校等特別奨学金補助 

私立中学校等特別奨学金補助では、都内に居住する都内及び都外の私立中学

校等に在学する生徒の保護者に年額 10万円まで助成している私学財団の「私立

中学校等授業料軽減助成金事業」に対して補助を行っている。なお、令和６年度

からは所得制限を撤廃している。 

令和５年度の事業費と事務費の内訳は、以下のとおりである。 
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表Ｂ－３－９ 「令和５年度私立中学校等特別奨学金補助の内訳」 

（単位：百万円） 

事業費 事務費 

交付申請 実績 差額 交付申請 実績 差額 

3,600 1,439 2,161 400 388 12 

都提供資料より監査人作成 

 

イ 監査の結果 

（ア）私立高等学校等奨学給付金事業費補助における事務費 

私立高等学校等奨学給付金事業費補助の事務費について、実績額が交付申請

額を上回った主な理由は、以下のとおりである。 

 

表Ｂ－３－１０ 交付申請額と実績額を比較した場合の主な増減理由 

（単位：百万円） 

性質別内訳 交付申請 実績 差額 主な増減理由 

維持費 60 89 △29 
令和 6年度所得制限撤廃に向けた

システム改修等による経費増 

交付実績人数に

基づく経費 
12 7 5 郵送関係・振込費用等の実績減 

当初想定規模に

基づく費用 
55 50 5 

不測の事態に対応するための追加

契約を行わなかったため 

その他の費用 5 6 △1   

合計 132 152 △20   

都提供資料より監査人作成 

 

なお、私立高等学校等奨学給付金交付要綱によれば、交付決定内容の変更につ

いては、以下のとおり定められている。 

 

私立高等学校等奨学給付金交付要綱 

第７ 交付決定内容の変更  

１ 申請者は、第６の規定による通知を受けた後、交付決定内容を変更しようと

するときは、変更交付申請書（別記第２号様式）を提出しなければならない。  

２ 知事は、１に規定する変更交付申請書の提出があったときは、当該申請書の

内容を審査の上、交付の可否を決定し、その決定の内容及び交付の条件を申請

者に通知する。 
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担当者によれば、事業費と事務費間の流用を行っても補助金額の総額は変わ

らず、補助事業の目的・内容は変わっていないため、軽微な変更であって、変更

交付申請が必要であるとは認識していないとのことであった。 

 

（イ）私立中学校等特別奨学金補助における事務費 

私立中学校等特別奨学金補助の場合、事務費の実績額（総額）では交付申請額

を上回らないものの、事務費の費目別内訳では、委託費について実績額（282百

万円）が交付申請額（215百万円）を上回っていた。 

 

表Ｂ－３－１１ 事務費の費目別内訳 

（単位：百万円）   

項目 交付申請 実績 差額 

旅費交通費 0 0 0 

通信運搬費 5 5 0 

消耗品費 40 23 17 

印刷製本費 5 3 3 

光熱水費 1 0 0 

賃借料等 68 46 0 

租税公課 0 0 22 

委託費 215 282 △67 

 審査・コール業務費 108 174 △66 

 事務所移転費用 0 21 △21 

 事務所移転工事費用 0 35 △35 

 システム構築費 98 39 59 

 その他 9 12 △3 

雑支出 29 28 1 

人件費 35 - 35 

合計 400 388 12 

（注）四捨五入の関係で端数が合わない場合がある。 

都提供資料より監査人作成 
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私立中学校等特別奨学金補助における事務費について、交付申請額と実績額

を比較した場合の主な増減理由は、以下のとおりである。 

 

表Ｂ－３－１２ 交付申請額と実績額を比較した場合の主な増減理由 

（単位：百万円） 

性質別内訳 交付申請 実績 差額 主な増減理由 

初度・維持経費 210 176 35 
都からのあっせん物品の利用等に

よる経費削減 

交付実績人数に

基づく費用 
12 5 7 郵送関係・振込費用等の実績減 

当初想定規模に

基づく費用 
112 178 △66 

コールセンターの前倒し開設、申

請期間延長対応、事業内容の精査

に伴う審査業務等の増加等による

審査・コール業務の経費増 

その他 65 28 37 
有給都派職員の措置等による人件

費減 

合計 400 388 12  

（注）四捨五入の関係で端数が合わない場合がある。 

都提供資料より監査人作成 

 

なお、私立中学校等特別奨学金交付要綱によれば、交付決定内容の変更につい

ては、以下のとおり定められている。 

 

私立中学校等特別奨学金交付要綱 

第７ 交付決定内容の変更  

１ 財団は、第６の規定による通知を受けた後、交付決定内容を変更しようとす

るときは、変更交付申請書（別記第１号様式）を提出しなければならない。  

２ 知事は、１に規定する変更交付申請書の提出があったときは、当該申請書の

内容を審査の上、交付の可否を決定し、その決定の内容及び交付の条件を申請

者に通知する。 

 

担当者によれば、事務費内訳の費目間の流用を行っても補助金額の総額は変

わらず、補助事業の目的・内容は変わっていないため、軽微な変更であって、変

更交付申請が必要であるとは認識していないとのことであった。 
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（意見３－５）事業費・事務費の執行における流用手続について 

私立高等学校等奨学給付金事業費補助では、令和５年度の事務費について、交

付申請額（132百万円）を上回る実績額（152百万円）が生じており、事業費か

ら充当されていた。私立中学校等特別奨学金補助では、事務費のうち委託費につ

いて、実績額（282百万円）が交付申請額（215百万円）を上回っていた。 

ここで、いずれの補助についても交付要綱において、交付決定内容を変更しよ

うとするときは、申請者は変更交付申請書を提出し、知事は当該申請書の内容を

審査の上で交付の可否を決定することが定められている。一方、担当者によれば、

当該流用を行っても補助金額の総額は変わらず、補助事業の目的・内容は変わっ

ていないため、軽微な変更として変更交付申請は不要とのことであった。しかし、

「軽微な変更」については金額による判断基準が設けられていないため、担当者

によって解釈に違いが生じる可能性がある。 

交付申請時に予定していた補助事業の実施を担保するとともに不要な経費の

支出を防ぐため、変更交付申請を行う必要のない「軽微な変更」について、一定

金額又は一定割合以下という金額基準を定めて明文化し、質的な側面のみなら

ず金額面からも検討されたい。 

 

（５）私学財団に対する補助事業に係る検査 

ア 概要 

私学部は、私立学校の教育条件の維持・向上、保護者の負担軽減、経営の健全

化等を図るために、以下の私立学校教育助成を実施している。 

 

種類 内容 

経常費補助 
私立学校振興助成法に基づき、私立の幼・小・中・高（全日・

定時）・特別支援・通信制に対し経常費補助を行う。 

保護者負担軽減 保護者の経済的負担の軽減を目的とする助成を行う。 

その他補助 学校施設設備に関する補助等、各種補助を行う。 

 

私学部が行う助成には、私学財団に対する補助事業が多くあるが、形態として

は、私学財団を通じて学校を交付先とする補助事業と、私学財団を最終的な交付

先とする補助事業の２種類がある。いずれの形態についても、私学部が私学財団

からの提出書類を審査した上で私学財団に交付するが、私学財団を通じて学校

を交付先とする補助事業では、最終的な交付先である学校からの提出書類を私

学財団が審査しているのに対し、私学財団を最終的な交付先とする補助事業で

は、最終的な交付先である私学財団からの提出書類を私学部が初めて審査する

立場にある。 
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私学部では、私学財団に対する補助事業について、公益財団法人東京都私学財

団検査基本計画（以下「検査基本計画」という。）を策定し、検査を実施してい

る。検査計画の内容は表Ｂ－３－１３のとおりであり、令和５年度における検査

の概要は表Ｂ－３－１４のとおりである。 

 

表Ｂ－３－１３ 私学部による私学財団の実施する事業に対する検査の内容 

検査目的 私学財団が、交付先からの提出書類を適正に審査した上で助成金を交付して

いることを確認することで、適正な事業執行を担保する。また、財団が締結し

た契約が適正に実施されていること及び購入した物品が適正に管理されてい

ることを確認する。 

検査対象年度 原則として前年度分 

検査対象 （１）財団が東京都から経費補助を受けて執行した助成事業 

（２）財団が東京都から補助を受けた事務費で締結した契約及び購入した物

品 

検査内容 検査対象（１）（２）の区分に応じ、以下の点を確認 

（１）財団が、財団の各交付要綱に則り、交付先からの提出書類を適正に審査

した上で助成金を交付していること 

（２）財団が、公益財団法人東京都私学財団財務規程に則り、契約を適正に行

っていること及び物品を適正に管理していること 

検査項目 

（毎年度検査

する項目） 

（１）補助事業  

ア 私立高等学校等授業料軽減助成金事業  

イ 私立高等学校等奨学給付金事業  

（２）契約・物品等  

ア 財団が、東京都から補助を受けた事務費で締結した契約及び購入した

物品等 

検査項目 

（各年度で定

める項目） 

【事業の選定基準】 

① 財団の新規事業のうち東京都から経費補助を受けているもの 

② 財団が東京都から新規受託した事業 

③ ①、②以外の財団事業のうち制度改正初年度のもの（軽微な改正を除く） 

④ 過去５年検査対象になっていない事業 

⑤ その他私学部が指定する事業 

【交付先の選定基準】  

① 交付金額の大きい交付先  

② その他私学部が指定する交付先 

事前提出する

資料 

検査対象事業に係る要綱、審査用チェックリスト、その他私学部が指定する資

料 

検査する書類 原則として検査対象事業の意思決定に係る書類一式とし、必要に応じてその

他の資料（審査に当たり参考とした資料等） 

物品検査 現品照合を行う 

都提供資料より監査人作成 
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表Ｂ－３－１４ 令和５年度における私学財団検査の概要 

検査日時 令和６年１月 19日（金）   

午前 10 時 00分から午後４時 30分まで 

検査事項 （１）毎年度検査する項目 

ア 補助事業（私立高等学校等授業料軽減助成金／奨学給付金事業） 

・特別申請案件がある２校（各校 20件程度） 

・奨学給付金申請を含む案件を半数程度含む 

イ 契約・物品等（私立高等学校等授業料軽減助成金／奨学給付金事業、

計４件） 

（ア）最高額案件（リース契約・購入物品、各１件）  

（イ）（ア）と対象が異なる案件（リース契約・購入物品、各１件）  

（ウ）現物照合（台帳記載の全件） 

（２）各年度で定める項目 

ア 私立高等学校新入生端末整備費助成事業（令和４年度新規事業）：交付

金額等が大きい案件４件  

イ 私立学校省エネ設備等導入事業費助成事業（令和４年度制度改正：補

助率の変更） 

（ア）空調設備導入費助成のうち交付金額等が大きい案件３件（大規模工

事に係る案件１件含む） 

（イ）LED等導入費助成のうち交付金額等が大きい案件３件 

指摘事項等 なし 

都提供資料より監査人作成 

 

イ 監査の結果 

（ア）検査基本計画の目的及び検査対象 

私学部では、私学財団に対する補助事業について、検査基本計画に基づいて検

査を実施している。検査の対象について担当者に確認したところ、私学財団を通

じて学校を交付先とする補助事業と、私学財団を最終的な交付先とする補助事

業のいずれの形態についても対象に含んでいるとのことであった。一方で、検査

基本計画の「検査目的」及び「検査対象」は表Ｂ－３－１３のとおりであり、検

査の対象について、私学財団を通じて学校を交付先とする補助事業に限定して

いるように読める。そのため、担当者の交代などで引き継ぎが十分になされない

場合に、本来であれば検査の対象に含めるべき私学財団を最終的な交付先とす

る補助事業が対象から除かれてしまうおそれがある。 

したがって、検査基本計画の検査目的及び検査対象について、私学財団を最終

的な交付先とする補助事業を含むことを明確にすべきと考える。 
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（意見３－６）検査基本計画の目的及び検査対象の明確化について 

私学部では、公益財団法人東京都私学財団検査基本計画（以下「検査基本計画」

という。）に基づいて私学財団に対する補助事業の検査を実施している。 

私学財団に対する補助事業の形態には、私学財団を通じて学校を交付先とす

る補助事業と、私学財団を最終的な交付先とする補助事業があるが、いずれの形

態についても検査の対象としているとのことである。一方で、検査基本計画にお

ける検査目的及び検査対象によれば、検査の対象について、私学財団を通じて学

校を交付先とする補助事業に限定しているように読める。 

したがって、私学財団を最終的な交付先とする補助事業も検査の対象である

ことが明確になるよう、検査基本計画の検査目的及び検査対象を見直されたい。 

 

（イ）検査する事業選定 

私学部では、検査基本計画に基づき私学財団に対する補助事業について検査

を実施しており、各年度で検査する「事業の選定基準」及び「交付先の選定基準」

として、表Ｂ－３－１３における「検査項目（各年度で定める項目）」の内容が

定められている。 

ここで、検査する事業の選定について、選定過程が記された文書「令和５年度 

財団検査対象事業について」を確認したところ、当該事業の選定基準を基に選定

しているものの、以下の 14 事業は、基準の一つに定められている「過去５年検

査対象になっていない事業」に該当するが、令和５年度の検査対象に含まれてい

なかった。 

担当者によれば、過去５年検査対象とされていない事業が 14 事業あることに

ついて、当該事業の選定基準に示された５項目は、検査する事業を選定するため

の目安であること、検査を実施できる期間が限られていること、各事業について

チェックリスト等を基に適切に審査が実施されており誤謬も見られないことか

ら、新規事業や制度改正のあった事業を優先的に選定したとのことであった。 

 

表Ｂ－３－１５ 過去５年検査対象になっていない事業 

内容 事業名 

（１）施設設備資金及び運営資

金の長期低利な融資 
・振興資金融資事業（※） 

（２）教育環境等の改善・充実の

ための助成 

 

・私立専修学校教育環境整備費助成事業 

・私立専修学校等耐震化事業費助成事業 

・私立学校非構造部材耐震対策工事費助成事業 

・私立学校耐震化普及啓発事業 

・私立学校外国語指導助手活用事業費助成事業 

・私立学校教員海外派遣研修事業費助成事業 

・私立高等学校外部検定試験料助成事業 
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（３）都民の教育費負担を軽減

するための融資及び助成 

・入学支度金貸付資金融資事業 

・私立高等学校定時制及び通信教育振興奨励費助

成事業 

・東京都育英資金貸付事業 

・私立高等学校海外留学推進助成事業 

（４）教職員の退職金支給に必

要な資金の交付 
・教職員退職資金事業（※） 

（５）教職員に対する研修会及

び公開講座の企画及び実施 
・教職員研修事業（※） 

（注）表中の（※）は、私学財団を最終的な交付先とする補助事業である。 

都提供資料より監査人作成 

 

また、私学財団を最終的な交付先とする補助事業については、検査基本計画に

おける各年度で定める項目に該当すると整理されているが、表Ｂ－３－１５に

示すとおり、いずれも過去５年検査対象になっていない事業に含まれている。 

しかし、私学財団を最終的な交付先とする補助事業は、私学財団が補助金を直

接使用し、私学財団からの提出書類を私学部が初めて審査する立場にあること

からすれば、私学財団が提出書類の審査を行う立場にある私学財団を通じて学

校を交付先とする補助事業と同程度の検査では十分とは言えず、当該立場とし

ての説明責任を果たせるように毎年度検査を実施する必要があると考える。 

 

（意見３－７）検査対象の選定方法の適切性及び内容・件数の十分性について 

私学部では、公益財団法人東京都私学財団検査基本計画（以下「検査基本計画」

という。）に基づき私学財団に対する補助事業について検査を実施している。 

検査基本計画では、各年度で検査する「事業の選定基準」の一つに「過去５年

検査対象になっていない事業」を定めているが、該当する事業を選定したことは

過年度を含めて一度もなく、令和５年度時点において、そのような事業が 14 事

業存在した。検査基本計画で選定基準として定めている以上、過年度から一度も

選定されていない状況は当該計画に沿った運用が実施されているとは言い難く、

長期にわたって検査が実施されなければ、誤りが生じるリスクも増大する。 

また、過去５年検査対象になっていない事業には私学財団を最終的な交付先

とする補助事業が含まれるが、私学財団が補助金を直接使用し、私学財団からの

提出書類を私学部が初めて審査する立場にあることからすれば、私学財団が提

出書類の審査を行う立場にある私学財団を通じて学校を交付先とする補助事業

と同程度の検査では十分とは言えず、当該立場としての説明責任を果たせるよ

うに毎年度検査を実施する必要があると考える。 

したがって、「事業の選定基準」に則した運用がなされるように、検査件数の
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十分性や対象選定の適切性について検討するとともに、必要に応じて選定基準

を見直されたい。また、私学財団を最終的な交付先とする補助事業を、毎年度検

査する補助事業に含めるように検査基本計画を見直されたい。 

 

（ウ）検査内容 

私学部では、私学財団に対する補助事業について、検査基本計画に基づいて検

査を実施しており、担当者によれば、私学財団を最終的な交付先とする補助事業

についても検査の対象に含んでいるとのことであった。一方で、検査基本計画の

「検査内容」は表Ｂ－３－１３のとおりであり、検査内容について、私学財団を

通じて学校を交付先とする補助事業の内容に限定しているように読める。した

がって、検査基本計画の検査内容について、私学財団を最終的な交付先とする補

助事業を含むことを明確にすべきと考える。 

また、私学部は、私学財団に対する補助事業について、検査基本計画に基づく

検査項目チェックリストを活用して検査を行っているが、チェックリストには

手続や書類などの確認に関する項目はあるものの、「財団が、東京都から補助を

受けた事務費で締結した契約及び購入した物品等」の確認に係る項目を除いて、

金額の確認に関する項目がなかった。担当者によれば、金額の適切性や支出内容

の妥当性の確認は、過年度から実施していないとのことである。しかし、当該検

査が補助事業の検査であることを踏まえると、手続や書類などの確認だけでは

十分でなく、金額の適切性や支出内容の妥当性についても証憑類を基に確認す

ることが必要と考える。 

なお、私学財団に対する補助事業のうち、私学財団を最終的な交付先とする補

助事業については、私学財団が補助金を直接使用し、私学財団からの提出書類を

都が初めて審査する立場にあることから、私学財団を通じて学校を交付先とす

る補助事業と同程度の検査では十分とは言えず、当該立場としての説明責任を

果たせるような検査内容を定める必要があると考える。 

 

（意見３－８）検査基本計画に基づく検査内容の妥当性について 

私学部では、公益財団法人東京都私学財団検査基本計画（以下「検査基本計画」

という。）に基づいて私学財団に対する補助事業の検査を実施しており、検査の

対象には、私学財団を最終的な交付先とする補助事業も含んでいるとのことだ

が、検査基本計画における検査内容によれば、私学財団を通じて学校を交付先と

する補助事業に限定しているように読める。 

また、私学部は、検査基本計画に基づき検査項目チェックリストを活用して検

査を行っているが、チェックリストには「財団が、東京都から補助を受けた事務

費で締結した契約及び購入した物品等」の確認に係る項目を除いて、金額の確認
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に関する項目がなく、金額の適切性や支出内容の妥当性の確認は過年度から行

われていないとのことである。しかし、当該検査が補助事業の検査であることを

踏まえると、手続や書類などの確認だけでは十分でなく、金額の適切性や支出内

容の妥当性についても証憑類を基に確認することが必要と考える。 

なお、私学財団を最終的な交付先とする補助事業については、私学財団が補助

金を直接使用し、私学財団からの提出書類を私学部が初めて審査する立場にあ

ることから、私学財団を通じて学校を交付先とする補助事業と同程度の検査で

は十分とは言えず、当該立場としての説明責任を果たせるような検査内容を定

める必要があると考える。 

したがって、検査基本計画の検査内容について、私学財団を最終的な交付先と

する補助事業を含むこと、及び同補助事業についてはより慎重な検査が必要で

あることを明確にされたい。また、私学財団を通じて行われる補助事業と最終的

な交付先とする補助事業のいずれについても、説明責任を十分に果たせるよう、

金額の適切性や支出内容の妥当性について証憑類を基に確認することを検査項

目チェックリストに追加されたい。 

 

（６）高等学校等就学支援金等支給事務に関する委託 

ア 概要 

高等学校等就学支援金制度は、授業料に充てるための就学支援金を支給する

ことにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教

育の実質的な機会均等に寄与することを目的としたものである。国公私立を問

わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯（年収約 910万円未満の世帯）

の生徒に対して、授業料に充てるため、国から高等学校等就学支援金が支給され

るが、支給事務については各都道府県が主体で実施している。 

私学部では、私立学校に係る支給事務を担当しており、私学財団との間で、「令

和５年度高等学校等就学支援金等支給事務に関する委託（概算契約）」（以下「令

和５年度就学支援金等事務委託」という。）を締結している。当該契約は、都が

行う東京都私立高等学校等就学支援金等の支給事務の執行に当たり、各学校の

実情に配慮しつつ、申請スケジュールに応じて効率的、安定的な執行体制を確保

し、年間を通じて業務が滞りなく行われることを目的としている。 

令和５年度就学支援金等事務委託は契約締結後に概算払により委託料を支払

い、委託業務の完了後に委託完了届及び精算報告書の提出を受け、金額の確定及

び精算を行っている。なお、令和５年度の東京都私立高等学校等就学支援金（以

下「令和５年度就学支援金」という。）に係る精算報告書は、以下のとおりであ

る。 
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表Ｂ－３－１６ 令和５年度就学支援金精算報告書 

経費の区分 内訳 金額（円） 精算内容 

１． 

申請書類確認

業務 

作業費 

印刷製本費 

 

旅費交通費 

通信運搬費 

備品・消耗品費 

賃借料 

諸経費 
 

小計 

185,240,924 

4,825,927 

 

15,224 

6,090,705 

3,608,596 

454,069 

41,942,229 
 

242,177,674 

申請書類確認作業費 

資格認定・交付決定等通知書印刷代等、

事業パンフレット印刷代等 

事務連絡用旅費 

各種印刷物送付用郵券及び発送代 

事務機器・事務用品等購入代 

事務機器・事務用品等レンタル代 

実施計画等の企画・検討に要する経費等 

２． 

事務処理デー

タベース構築 

・管理業務 

作業費 

備品・消耗品費 

通信運搬費 

賃借料 

諸経費 
 

小計 

95,380,453 

1,804,294 

0 

227,033 

20,971,103 
 

118,382,883 

データベース構築、管理作業費 

事務機器・事務用品等購入代 

各種書類発送代 

事務機器・事務用品等レンタル代 

実施計画等の企画・検討に要する経費等 

３． 

年間生徒異動

状況整理業務 

作業費 

備品・消耗品費 

通信運搬費 

賃借料 

諸経費 
 

小計 

15,436,738 

300,715 

0 

37,837 

3,495,180 
 

19,270,470 

生徒数報告受付・集計作業費 

事務機器・事務用品等購入代 

各種書類発送代 

事務機器・事務用品等レンタル代 

実施計画等の企画・検討に要する経費等 

４． 

説明会開催補

助及び問い合

わせ対応業務 

作業費 

備品・消耗品費 

通信運搬費 

賃借料 

諸経費 
 

小計 

15,436,738 

300,715 

0 

37,837 

3,495,180 
 

19,270,470 

生徒数報告受付・集計作業費 

事務機器・事務用品等購入代 

各種書類発送代 

事務機器・事務用品等レンタル代 

実施計画等の企画・検討に要する経費等 

合計（税抜き） 399,101,497  

賃借料・建物維持管理費 73,025,470  

消費税（10％） 47,212,695  

合計（税抜み） 519,339,662  

都提供資料より監査人作成 

 

また、私学部では、令和５年度就学支援金等事務委託の仕様書に基づき、委託

業務の履行上必要な物品として、書庫、テーブル、椅子、パソコンなどを私学財

団に貸与している。 
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イ 監査の結果 

（ア）平成 27 年度包括外部監査の意見と措置 

 平成 27 年度包括外部監査では、「平成 26 年度高等学校等就学支援金支給事務

に関する委託（概算契約）」について以下の意見が付されており、平成 30 年２月

には「包括外部監査の結果に基づき知事等が講じた措置の通知内容」にて、以下

に示す措置が講じられていた。 

 

平成 27 年度包括外部監査報告書 

（意見２－３２）支出計画の検証について  

「平成 26 年度高等学校等就学支援金支給事務に関する委託（概算契約）」の

委託に要する経費には、様々な費目が含まれているが、私学財団が私学部に提出

した「支出計画書」においては、経費区分の内訳のみであり、詳細な費目（例え

ば、作業費や諸経費の内訳など）が記載されていない。 

このような状況では、契約締結時に両者合意した支出計画と私学財団が業務

を行った結果としての実績との比較検証を適時適切に実施したとする私学部の

主張及びその実効性には疑念を持たざるを得ない。 

少なくとも、私学部は明瞭性の観点から、「支出計画書」の経費の区分を適切

に定義し、これを「支出計画書」などの様式に反映させることとされたい。その

上で、委託費用の精算の合理性を確認するため、計画と実績の比較を行うととも

に、事後的に私学部が適時適切な検証を行っていることを疎明できる体制を構

築することとされたい。 

 

包括外部監査の結果に基づき知事等が講じた措置の通知内容 

（措置の概要） 

「生活文化局私学部における委託契約に係る規定」において、委託料の構成費

目の内容及び積算について定めるとともに、支出計画書の提出及び精算に当た

っては、経費の区分ごとの内訳書を提出させることとした。 

このことにより、計画と実績の比較・検証を適切に行っていくこととした。 

 

措置によれば、「支出計画書の提出及び精算に当たっては、経費の区分ごとの

内訳書を提出させることとした。」との記載があり、令和５年度就学支援金等事

務委託の仕様書には以下の記載もあるものの、支出計画書の提出及び精算にお

いて内訳書が作成されておらず、平成 27 年度包括外部監査の意見への対応とし

て講じた措置が、当初から実行されていなかった。 
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令和５年度就学支援金等事務委託 仕様書 

６ 支出計画 

 本件委託業務の契約に当たり、都の契約相手方となる事業者（以下「受託者」

という。）は、経費の見積りのほか、支出計画書（様式１）及び年間支出計画表

（様式２）を都に提出すること。 

また、支出計画書の提出に当たっては、同時に内訳書を提出すること。 

（中略） 

９ 精算 

 受託者は精算に当たっては、支出計画書に対応した内訳書を付けることとす

る。 

 

（指摘３－１）平成 27 年度包括外部監査の意見に係る措置の未実施について 

平成 27 年度包括外部監査における「高等学校等就学支援金支給事務に関する

委託（概算契約）」についての意見を踏まえ、措置として「支出計画書の提出及

び精算に当たっては、経費の区分ごとの内訳書を提出させることとした。このこ

とにより、計画と実績の比較・検証を適切に行っていくこととした。」とされて

いた。しかし、令和５年度においては支出計画書の提出及び精算において内訳書

が作成されておらず、担当者によれば、措置を講じた当初から内訳書を作成・使

用していなかったとのことである。 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 252条の 38第６項の規定によって知

事が講じた措置が当初から実行されていないため、早急に措置の内容を実行す

べきである。また、本件に限らず、今後同様の状況を生じさせないために、講じ

た措置の実行状況については、私学部において定期的に確認することをルール

として明文化した上で運用されたい。 

 

（イ）私学部による精算報告書の審査 

令和５年度就学支援金等事務委託は、精算報告書に基づいて金額の確定を行

っているため、私学部においては、精算報告書の内容について十分に審査を行う

必要がある。ここで、令和５年度の精算報告書を閲覧したところ、以下のとおり、

経費の区分「３．年間生徒異動状況整理業務」と「４．説明会開催補助及び問い

合わせ対応業務」に金額や精算内容も含めて全く同じ内容が記載されていた。 
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表Ｂ－３－１７ 令和５年度就学支援金精算報告書（一部抜粋） 

経費の区分 内訳 金額（円） 精算内容 

３． 

年間生徒異動

状況整理業務 

作業費 

備品・消耗品費 

通信運搬費 

賃借料 

諸経費 

 

小計 

15,436,738 

300,715 

0 

37,837 

3,495,180 

 

19,270,470 

生徒数報告受付・集計作業費 

事務機器・事務用品等購入代 

各種書類発送代 

事務機器・事務用品等レンタル代 

実施計画等の企画・検討に要する経費等 

４． 

説明会開催補

助及び問い合

わせ対応業務 

作業費 

備品・消耗品費 

通信運搬費 

賃借料 

諸経費 

 

小計 

15,436,738 

300,715 

0 

37,837 

3,495,180 

 

19,270,470 

生徒数報告受付・集計作業費 

事務機器・事務用品等購入代 

各種書類発送代 

事務機器・事務用品等レンタル代 

実施計画等の企画・検討に要する経費等 

都提供資料より監査人作成 

 

まず、精算内容が同じである点について、支出計画書を閲覧したところ、「４．

説明会開催補助及び問い合わせ対応業務」の作業費は、「説明会開催等補助・問

合せ対応作業費」とされていた。一方で、精算報告書では誤って「生徒数報告受

付・集計作業費」と記載されていたが、私学部は当該誤りに気付いていなかった。

次に、金額が同じである点については、「３．年間生徒異動状況整理業務」は仕

様書の別紙１の４（６）及び別紙５に対応する業務、「４．説明会開催補助及び

問い合わせ対応業務」は仕様書の別紙３、別紙４及び別紙５に対応する業務との

ことで、業務内容が異なるにもかかわらず、全く同じ金額（19,270,470 円）と

いう不自然な状況であった。なお、本委託では、仕様書に基づき、賃料、光熱水

費及び建物維持管理費は実費精算とすることになっている。 

ここで、精算報告書をどのように審査しているかについて担当者にヒアリン

グを実施したところ、委託額の範囲で執行されたことを確認するのみとのこと

であった。すなわち、不適当な経費が含まれていないかといった観点も含めて、

金額を裏付ける根拠資料や実費精算に係る証憑類の確認は行っておらず、十分

な審査が行われていると言えるかには懸念がある。 

 

（意見３－９）精算報告書に係る審査の十分性について 

「令和５年度高等学校等就学支援金等支給事務に関する委託（概算契約）」は、

精算報告書に基づいて金額の確定を行っているため、精算報告書の内容につい

て十分に審査を行う必要があるが、令和５年度の精算報告書を確認したところ、
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「精算内容」欄の記載に誤りが生じていた。また、「３．年間生徒異動状況整理

業務」と「４．説明会開催補助及び問い合わせ対応業務」は、それぞれ仕様書の

異なる箇所に対応する業務であるにもかかわらず、金額や精算内容も含めて全

く同じ内容が記載されていた。 

担当者によれば、前者については当該誤りを認識しておらず、後者については

委託額の範囲で執行されたことを確認するのみで、内訳について金額を裏付け

る根拠資料の確認はしておらず、実費精算に係る証憑類の確認も実施していな

いとのことであった。そのため、精算報告書の内容について十分な審査が行われ

ていると言えるかには懸念がある。 

したがって、本委託に限らず、概算払を行う委託契約の精算金額の確定に当た

っては、不適当な経費が含まれていないかといった観点も含めて、精算内容につ

いて十分に審査を行われたい。特に金額については、内訳書等の根拠資料により

積算過程を確認すること、中でも実費精算を行う経費については証憑類により

確認することを、内規等のルールとして明文化した上で運用されたい。 

 

（ウ）精算報告書の様式 

令和５年度就学支援金等事務委託のうち就学支援金について精算報告書の様

式を確認したところ、「経費の区分」に示される４つの項目は、令和４年度まで

の仕様書の内容とは対応しているものの、令和５年度における仕様書の大幅な

見直しが反映されていない様式であった。そこで、精算報告書の「経費の区分」

と仕様書との対応関係について担当者にヒアリングを実施したところ、以下の

とおりとのことであった。 

 

表Ｂ－３－１８ 私学部から提示された「経費の区分」と仕様書との対応関係 

精算報告書の「経費の区分」 仕様書 

１．申請書類確認業務 別紙１、別紙２、別紙５ 

２．事務処理データベース構築・管理業務 別紙１の４（１）～（７）、別紙５ 

３．年間生徒異動状況整理業務 別紙１の４（６）、別紙５ 

４．説明会開催補助及び問合せ対応業務 別紙３、別紙４、別紙５ 

都提供資料より監査人作成 

 

ここで、別紙１には下表の委託業務が含まれるが、例えば、「４（11）家計急

変制度申請に係る対応」については、「本制度についても、e-Shienによる申請・

審査を予定する」という記載があるため、別紙１の４（１）から（７）までと同

様に「２．事務処理データベース構築・管理業務」にも含むべきである。この点

については、監査人からの指摘により対応関係表の誤りが判明した。また、別紙
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１や別紙５については、精算報告書の「経費の区分」の複数の項目に関連してい

るため、どの区分にどの経費を計上するかについて、判断に恣意性が入りかねな

い。 

 

別紙１ 就学支援金に係る審査等業務 

１ 業務の概要 

  令和５年度より、就学支援金については高等学校等就学支援金オンライン

申請システム「e-Shien」を導入する。これに伴い、就学支援金に係る審査等

の業務は e-Shien 上で行うこととなる。ただし、一部 e-Shien 外で実施する

業務も生じる。 

（中略） 

４ 主要な委託業務（抜粋） 

（１）「宛名新規発番依頼ファイル」及び「税額照会依頼ファイル」等の出力 

（２）課税証明書による申請案件に係る課税標準額等の入力 

（３）住民税情報等の照会に係るエラー分の不備修正対応 

（４）e-Shien上における「審査完了」及び「通知発出」処理 

（５）申請者宛て通知書の作成と発出 

（６）各交付に係る実績報告 

（７）支給者台帳一覧の出力 

（８）困難案件等への対応 

（９）特定個人情報に係る対応 

（10）過年度処理に係る対応 

（11）家計急変制度申請に係る対応 

   令和５年度より、保護者等において、自己の責めに帰すべき理由によらな

い離職などにより収入が著しく減少した場合に、前年の住民税情報によら

ずに就学支援金を支給する制度が新設された。 

   受託者は、本制度に係る審査等、一連の事務を実施すること。なお、本制

度についても、e-Shienによる申請・審査を予定するが、受給要件や審査フ

ローが通常分と異なるため、留意して対応すること。 

（12）受託者におけるその他保護者負担軽減制度業務担当との情報共有 

 

精算報告書の「経費の区分」と仕様書との対応関係が複雑であり、前述のよう

に対応関係の整理を誤っていたことを踏まえると、私学部が審査を行うに当た

っても、仕様書の内容に鑑みて不要な経費を支払っていないか、及び仕様書の内

容が全て実施されて該当する支出が生じているかの両面から、金額の適切性や

支出内容の妥当性を確認することが困難な様式であるといわざるを得ない。 
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（意見３－１０）精算報告書の様式の適切性について 

「令和５年度高等学校等就学支援金等支給事務に関する委託（概算契約）」の

うち就学支援金について精算報告書の様式を確認したところ、「経費の区分」に

ついて、令和５年度における仕様書の大幅な見直しが反映されていなかった。 

精算報告書を審査する立場にある私学部からは、精算報告書の「経費の区分」

と仕様書との対応関係について説明を受けたが、監査人からの指摘によって対

応関係の一部に誤りがあったことが判明した。また、対応関係が複雑であるため、

私学部が審査を行うに当たっても、仕様書の内容に鑑みて不要な経費を支払っ

ていないか、及び仕様書の内容が全て実施されて該当する支出が生じているか

の両面から、金額の適切性や支出内容の妥当性を確認することが困難な様式で

あるといわざるを得ない。 

支払うべき金額の適切性を担保するため、仕様書の内容との明確な対応関係

が確認できるように精算報告書の様式を見直されたい。 

 

（エ）委託契約に基づいて私学財団に貸与する物品 

私学部は、委託業務の履行上必要な物品として、書庫、テーブル、椅子、パソ

コンなどを受託者である私学財団に貸与しており、令和５年度就学支援金等事

務委託の仕様書では、「受託者は、備品を購入後、物品が使用・管理されている

ことについて、年に一回、都の物品管理規定に基づく検査に協力すること」が定

められている。私学部では、貸与物品一覧を基に都の所有物品について毎年確認

しているとのことであった。 

担当者によれば、仕様書に記載の都の物品管理規定とは、東京都物品管理要綱

を指しており、私学財団は同要綱第 30条第１項三で定める指定管理者等に該当

するため、同要綱に基づく物品管理を行う必要がある。 

 

東京都物品管理要綱第 30条 

（指定管理者等における物品管理） 

２ 都の所管部署は、指定管理者等との協定又は契約（以下「協定等」という。）

を締結するときは、次に掲げるところにより事務を行わなければならない。 

 一 協定等の際、物品取扱要領等を定め、当該協定等に係る業務の遂行のため

当該施設等に備えてある備品（以下「都の所有物品」という。）の管理が適

正に行われるよう、指定管理者等を指導すること。なお、新たに物品取扱要

領等を定めるときは、その内容について会計管理局に確認すること。 

 二 都の所有物品の一覧表（物品管理者別物品一覧表又はそれに代わる台帳

等）を作成した上、指定管理者等に提示し、都の所有物品の数量、使用場所、

使用状況等を把握させること。 
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 三 都の所有物品の管理が適正に行われるよう、指定管理者等に物品管理の

責任者を設置させること 

 四 指定管理者等と協議し、都の所有物品についても規則第 26条第２項に定

める状況確認実施計画に盛り込み、指定管理者等に都の所有物品の照合を

することにより状況確認をさせ、その結果を報告させた上、第 18条に定め

る手続きを行うこと。なお、指定管理者等が行う状況確認は、協定等の期間

満了時に行う都の所有物品の現在高確認に併せて実施することができる。  

（中略） 

３ 都の所管部署は、都の所有物品の管理について、必要に応じて検査を行うこ

とができる。 

 

東京都物品管理要綱によれば、指定管理者等との協定又は契約を締結すると

きは、物品取扱要領等を定める必要がある（第 30条第２項一）が、物品取扱要

領等は作成されていなかった。 

また、同要綱では、都の所有物品の一覧表を作成して指定管理者等に提示し、

都の所有物品の数量、使用場所、使用状況等を把握させるとともに（第 30条第

２項二）、指定管理者等に都の所有物品の照合をすることにより状況確認をさせ

る必要がある（同四）旨が定められているが、令和５年度就学支援金等事務委託

の仕様書に基づいて貸与された物品を監査人が確認したところ、貸与物品一覧

と現物との対応関係が明瞭ではなかった。すなわち、同要綱第 30条第２項二に

照らして適切な状況とは言えず、同四に定める所有物品の照合を行う際の障害

になることも懸念される。 

 

（指摘３－２）東京都物品管理要綱に基づく物品取扱要領等の作成について 

「令和５年度高等学校等就学支援金等支給事務に関する委託（概算契約）」に

おいて、私学部は、委託業務の履行上必要な物品を受託者である私学財団に貸与

している。私学財団は、東京都物品管理要綱第 30条第１項三で定める指定管理

者等に該当するため、同要綱に基づく物品管理を行う必要がある。 

東京都物品管理要綱によれば、指定管理者等との協定又は契約を締結すると

きは、物品取扱要領等を定める必要があるが、物品取扱要領等は作成されていな

かった。 

私学部においては、貸与物品一覧表を基に物品の照合を毎年実施しているも

のの、物品取扱要領等が作成されていない状況は、委託契約に係る業務の遂行の

ために備える備品の管理を適正に行うために必要な対応が実施されているとは

言えないため、東京都物品管理要綱の定めに則って早急に作成されたい。 
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（意見３－１１）委託契約の物品管理について 

東京都物品管理要綱によれば、都の所有物品の一覧表を作成して指定管理者

等に提示し、都の所有物品の数量、使用場所、使用状況等を把握させるとともに、

指定管理者等に都の所有物品の照合をすることにより状況確認をさせる必要が

ある旨が定められている。 

「令和５年度高等学校等就学支援金等支給事務に関する委託（概算契約）」に

ついて、都から私学財団に貸与された物品を監査人が確認したところ、貸与物品

一覧と現物との対応関係が明瞭ではなかった。すなわち、東京都物品管理要綱に

照らして適切な状況とは言えず、同要綱に定める所有物品の照合を行う際の障

害になることも懸念される。 

担当者が替わっても貸与物品一覧と現物との対応関係を識別できるように、

資産番号、貸与日付及び使用場所等を記載したラベルを貸与物品に貼付し、貸与

物品一覧との対応関係を明確化されたい。 

 

（７）東京都育英資金貸付事業 

ア 概要 

東京都育英資金貸付事業は都内在住で高等学校、高等専門学校、専修学校（高

等課程・専門課程）に在学しており、勉学意欲がありながら経済的理由により修

学が困難な生徒・学生に対して、無利息で奨学金を貸し付ける制度である。 

本制度は昭和 29 年度から都で実施されているが、平成 17 年度の新規貸付分

以降は、私学財団に事業を移管して実施し、私学部は、平成 20 年度に貸付事業

を終了している。 

 

（ア）東京都育英資金貸付事業に関する補助金 

私学部は、東京都育英資金貸付事業を実施する私学財団に対し、東京都育英資

金貸付事業に係る補助金として貸付事業費と貸付事務費を補助している。貸付

事業費は年々増加しているものの、返還金が貸付金額を上回っていることから、

私学財団から余剰分が返還されている。 

 

補助対象経費 交付額の算定方法 

貸付事業費 
当該年度に必要な貸付原資の総額から当該年度に私学財団が

収入した返還金の総額及び前年度繰越金を控除した額 

貸付事務費 
補助対象事業の実施に必要な経費の合算額（人件費を含み、貸

付原資を除く。） 
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表Ｂ－３－１９ 東京都育英資金貸付事業（事業費・事務費）の経年推移 

（単位：千円） 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

貸付事業費 1,042,545 943,369 857,103 792,976 723,105 

貸付事務費 249,197 250,013 252,587 266,374 240,059 

都提供資料より監査人作成 

（イ）育英資金貸付状況 

東京都育英資金貸付事業は、平成 17 年度の新規貸付分以降は、私学財団が所

管しており、都内在住の生徒・学生を対象に高等学校等の修業期間に毎月下表の

金額を無利子で貸し付けている。ここ数年は支給型の奨学金の拡充や各種補助

金の拡大により、貸付額及び貸付人員は減少傾向にある。 

 

表Ｂ－３－２０ 貸付月額及び貸付実績の推移 

・貸付月額（令和５年度） 

区分 貸付月額（円） 

国公立 私立 

高等学校 18,000 35,000 

高等専門学校 18,000 35,000 

専修学校（高等課程） 18,000 35,000 

専修学校（専門課程） 45,000 53,000 

・貸付実績の推移 

 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

貸付額（千円） 1,604,778 1,297,370 1,042,545 

貸付人員（人） 4,042 3,261 2,599 

内

訳 

高校・高専 3,471 2,798 2,239 

専修（高等） 137 136 123 

専修（専門） 434 327 237 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

貸付額（千円） 943,369 857,103 792.976 

貸付人員（人） 2,351 2,135 1,962 

内

訳 

高校・高専 2,043 1,874 1,700 

専修（高等） 110 91 106 

専修（専門） 198 170 156 

都提供資料より監査人作成 

学校種別 
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（ウ）育英資金回収状況 

育英資金の返還は、貸付終了後６か月は据え置いた上で、所定の期間内に年賦

又は半年賦の方法により行う。なお、平成 16 年度までに採用した奨学生に対す

る返還事務は都が実施しており、それ以降は私学財団が実施している。 

最近の返還状況については、以下のとおりである。「要回収額」は該当年度中

に返還期日が到来した割賦金及び前期末までに返還期日が到来した割賦金の集

計金額、「要回収債権総額」は、返還期日未到来分を含む要回収債権額、「延滞債

権額」は、延滞のある返還者の未返還債権残高の集計である。 

 

表Ｂ－３－２１ 東京都育英資金回収額等の経年推移 

・東京都所管                         （単位：千円） 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

要回収額 863,256 776,462 681,246 592,417 515,510 

実際回収額 185,776 150,925 109,154 83,989 65,527 

要回収債権

総額 
1,087,146 898,476 743,792 625,125 535,629 

延滞債権額 674,585 621,778 562,578 502,922 438,793 

延滞率(延滞

債権額/要回

収債権総額) 

62.1％ 69.2％ 75.6％ 80.5％ 81.9％ 

・私学財団所管                       （単位：千円） 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

要回収額 2,051,118 2,102,372 2,068,255 2,023,423 1,954,032 

実際回収額 1,734,069 1,812,560 1,768,753 1,757,137 1,649,345 

要回収債権

総額 
13,364,285 12,572,533 11,685,223 10,834,369 9,930,561 

延滞債権額 1,883,458 1,731,507 1,637,364 1,563,734 1,520,488 

延滞率(延滞

債権額/要回

収債権総額) 

14.1％ 13.8％ 14.0％ 14.4％ 15.3％ 

都提供資料より監査人作成 

 

イ 監査の結果  

（ア）第一連帯保証人 

育英資金貸付の申込時点では、第一連帯保証人の設定が必要となっている。第

一連帯保証人の要件については育英資金貸付事業規程第６条第１項に記されて
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おり、親権者若しくはそれに準ずるものであること、かつ、奨学金の貸付けに伴

う債務を保証する能力があることとされている。 

 

東京都育英資金貸付事業規程 

（申込時の連帯保証人） 

第６条 申込者は、次の要件を備えた連帯保証人を一名立てなければならない。 

（１）申込者の父若しくは母又はこれらに準ずる者であること。 

（２）この奨学金の貸付けに伴う債務を保証する能力があること。 

（中略） 

３ 前二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する要件を備えていない

者であっても、理事長が適当と認めたときは、その者を連帯保証人とすること

ができる。 

 

私学部及び私学財団の担当者に対し、「債務を保証する能力」の定義について

ヒアリングを実施したところ、弁済可能な資力については要件としておらず、親

権者として子である生徒・学生の債権債務関係の樹立を承認する能力であると

のことであった。また、当該解釈に基づき、第一連帯保証人の設定に当たって弁

済可能な資力を有していることは確認していないとのことであった。 

 

（意見３－１２）第一連帯保証人の要件について 

第一連帯保証人の要件に関しては、東京都育英資金貸付事業規程において、親

権者等であること及び債務を保証する能力があることと定められている。私学

部及び私学財団では、「債務を保証する能力」とは弁済可能な資力を有する能力

ではなく、親権者として子である生徒・学生の債権債務関係の樹立を承認する能

力であると解しており、第一連帯保証人の設定時には、弁済可能な資力の有無は

確認していない。 

しかし、「債務を保証する能力」とは、字句上、弁済可能な資力を有すると解

釈することが通常と考える。この点、東京都育英資金貸付事業は経済的理由によ

り修学が困難な生徒・学生に対し奨学金を貸し付ける制度であるという趣旨に

鑑みれば、弁済可能な資力を有する連帯保証人を設定することは確かに困難で

あると言える。 

したがって、私学部及び私学財団における「債務を保証する能力」に関する運

用について、規程の文言を見直すか、少なくとも引継書等によって明文化された

い。 
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（イ）第二連帯保証人 

奨学金の貸付額について全額を受領した後には、奨学生は私学財団に借用証

書を提出する必要があるが、その際には第二連帯保証人を設定することが求め

られる。第二連帯保証人の要件に関しては、育英資金貸付事業規程第 15条第３

項において、職業を有し、独立の生計を営んでいること、奨学金の貸付けを受け

た者又は第一連帯保証人と生計を同一にする者でないこと、奨学金の返還につ

いて保証する能力があること、未成年でないこと、貸付終了日に満 65歳を超え

ないことなどが定められている。 

 

東京都育英資金貸付事業規程 

（借用証書提出時の連帯保証人） 

第 15条 借用証書には、連帯保証人二人が連署しなければならない。 

２ 前項に規定する連帯保証人のうち一人は、第６条に規定する連帯保証人と

する。 

３ 第１項の連帯保証人のうち、前項の連帯保証人（以下「第一連帯保証人」と

いう。）を除く他の一人は、次の要件を備えた者でなければならない。 

（１）第６条第１項第１号に該当する者でないこと。 

（２）職業を有し、独立の生計を営んでいること。 

（３）奨学金の貸付けを受けた者（以下「借受者」という。）又は第一連帯保証

人と生計を同一にする者でないこと。 

（４）奨学金の返還について保証する能力があること。 

（５）未成年者でないこと。 

（６）奨学金の貸付けを終了した日において満 65歳を超えないこと。 

（７）日本国籍を有しない場合は、第３条第２項に該当する者であること。 

４ 前項第２号に規定する職業要件については、借用証書の提出時に限るもの

とする。 

５ 第６条第３項及び第４項の規定は第１項の連帯保証人について準用する。 

 

ここで、私学部及び私学財団の担当者に対し、「奨学金の返還について保証す

る能力があること」の解釈についてヒアリングを実施したところ、最終的な弁済

義務を含みつつも、滞納時に連絡を取っていただくなど、広く返還について責任

を持つといった意味合いであり、弁済可能な資力を有することに限らないとの

ことであった。また、第二連帯保証人の要件の充足に関する実務上の確認方法と

しては、借用証書において第二連帯保証人による生年月日や職業等の必要事項

の自署及び実印の押印を求めるほか、印鑑証明の添付も求めることで要件の充

足を確認しているとのことであった。 
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（意見３－１３）第二連帯保証人の要件について 

東京都育英資金貸付事業規程では、第二連帯保証人の要件として、職業を有し、

独立の生計を営んでいること、奨学金の貸付けを受けた者又は第一連帯保証人

と生計を同一にする者でないこと、奨学金の返還について保証する能力がある

こと、未成年者でないこと、奨学金の貸付けを終了した日において満 65歳を超

えないことなどの定めがある。 

要件のうち「奨学金の返還について保証する能力」については、私学部及び私

学財団の担当者によれば、最終的な弁済義務を含みつつも、滞納時に連絡を取っ

ていただくなど、広く返還について責任を持つといった意味合いであり、弁済可

能な資力を有することに限らないとのことである。しかし、「奨学金の返還につ

いて保証する能力」とは、字句上、弁済可能な資力を有すると解釈することが通

常と考える。 

したがって、私学部及び私学財団における「奨学金の返還について保証する能

力」に関する運用について、規程の文言を見直すか、少なくとも引継書等によっ

て明文化されたい。 

 

（ウ）育英資金回収業務遂行における管理の妥当性 

育英資金のうち私学部が所管する債権について、要回収債権総額を確認した

ところ、個人別の台帳で要回収債権額を管理しているものの、システム上で期日

未到来の債権総額を出すことが難しいとのことから、システム管理会社に確認

するまでは要回収債権総額の集計結果を持ち合わせていなかった。 

私学部が所管する育英資金については、令和５年度における延滞債権額は 439

百万円であるが、その内訳は、①「住所不定」42百万円（約 200 件）、②「破産

等」66百万円（約 200 件）、③「分割で返還中」132百万円（約 300 件）、④「返

還なし」198百万円（約 800 件）であり、④のうち 116百万円（約 300 件）の回

収について弁護士法人に電話督促等業務委託を行っていた。 

ここで、育英資金の回収目標の設定状況について、担当者にヒアリングを実施

したところ、①②は目標設定が困難であり、③は返済が滞った場合は電話連絡を

行うため目標設定は不要との考えから、④のうち弁護士法人への業務委託分に

ついてのみ想定回収金額 15百万円という目標値を設定しており、当該委託を増

やせるように毎年度予算額を増額しているとのことであった。 

一方で、令和元年度から令和５年度にかけて、延滞債権額は毎年度 50～60百

万円程度減少している。令和５年度の延滞債権減少額は 64百万円であるが、そ

の内訳は、回収額 66 百万円、不能欠損額 11 百万円、年度調定額 13 百万円で、

弁護士法人への業務委託分の目標値 15百万円を上回る回収実績であった。 
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（意見３－１４）育英資金回収業務の管理について 

東京都育英資金貸付事業において、平成 16 年度の貸付分までは私学部が所管

している。私学部の所管分に係る要回収債権総額を確認したところ、個人別の台

帳で要回収債権額を管理しているものの、期日未到来の債権総額についてはシ

ステム上の集計結果を持ち合わせておらず、すぐに回答できない状態であった。 

ここで、債権回収を担当する所管先が要回収債権総額を適時に把握できない

状況は、管理面で不適切であるといわざるを得ない。特に、令和５年度時点で延

滞金額が４億円を超えている状況下では、延滞金額を少しでも回収するための

前提として、債権総額を分母とした延滞率を把握することも重要である。 

私学部が所管する貸付分についても、要回収債権総額を適時に把握して適切

な管理を実施されたい。 

 

（意見３－１５）育英資金回収に係る目標設定について 

私学部が所管している育英資金債権については、弁護士法人と締結している

延滞債権 116百万円（約 300 件）に係る電話督促等業務委託の想定回収金額 15

百万円という目標値を除いて、回収に係る目標値が設定されていなかった。しか

し、その他の延滞債権についても可能な限りで目標値を設定しなければ、回収業

務が円滑に実施されているか否かを判断することが困難である。また、目標を立

てることにより、回収業務の問題点を把握して改善すべき点を見出すことがで

き、最終的には回収率の改善にもつながると考えられる。 

したがって、令和５年度における延滞債権額 439 百万円のうち、住所不定や

破産等の理由なしに返還がなく弁護士法人にも業務委託を実施していない延滞

債権 82 百万円（約 500 件）についても、例えば過去の回収実績等を踏まえて、

回収に係る目標値を設定されたい。 

 

（エ）文書管理 

東京都育英資金貸付事業について、私学財団では文書管理基準表において借

用証書の保存期間を完済後５年と定めている。一方で、完済後５年が過ぎている

案件 2,847 件について借用証書が破棄されずに保存されていた。 

 

（指摘３－３）文書管理基準で定める年数を超えた借用証書の保管について 

東京都育英資金貸付事業について、私学財団では、文書管理基準表で定められ

た完済後５年という期限を超えて借用証書を保管しており、文書管理の状況が

不適切であるといわざるを得ない。 

保存期限を超えた文書の保管は、業務の効率性や生産性に影響を及ぼすだけ

でなく、債務者及び連帯保証人の個人情報の漏洩リスクを無用に抱えることに
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もつながる。よって、私学財団においては、保存期限が過ぎた借用証書について

は早期に破棄することとされたい。 

 

（意見３－１６）私学財団における文書管理の取扱いに関する私学部の管理体

制について 

私学財団が所管する東京都育英資金について、都として貸付けに対する補助

を行っている以上は、私学部においては私学財団の文書管理の取扱いにも一定

の責任を有すると言える。特に保存年限を超えた文書の保管については、情報漏

洩のリスクを無用に抱えることになるが、私学部では私学財団の管理状況を特

段把握しておらず、積極的な指導も行っていない。 

私学部においては、文書管理や個人情報の取扱いに関して、私学財団に適切な

指導及び管理を行う体制を構築することを検討されたい。 
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Ⅳ 文化振興部の事業について 

（１）東京文化戦略 2030 

ア 概要 

生活文化スポーツ局は、東京 2020 大会が終了し、新型コロナウイルス感染症

の影響、持続・共生社会へのシフト、デジタル化の進展など、社会環境が大きく

変化しているタイミングを捉え、2030 年度までの都の文化行政の方向性や重点

的に取り組む施策を示した東京文化戦略 2030 を策定している。東京文化戦略

2030は、東京都文化振興条例第 17条に基づき設置された知事の附属機関である

東京芸術文化評議会での議論を経て策定され、「未来の東京」戦略とも連動して

いるものである。 

東京文化戦略 2030 の方向性としては、文化プログラムのレガシーやコロナ禍

での知見や経験を都市のレガシーとして発展させるため、「都内各所で実施する

まちなかアートやオンラインなど新たな手法を用いて、誰もがどこでも気軽に

芸術文化を楽しめる取組を強化する。」、「国内外のアートのハブとなる芸術文化

の拠点を形成し、ネットワークを構築する。」、「新技術により都民自ら創造・発

信するなど、コロナ禍で生まれた新たな楽しみ方を拡大する。」、「コロナ禍を踏

まえ、アーティストや芸術文化団体等が継続的に活動できる仕組みを構築する。」

ことが整理されている。そして、「芸術文化で躍動する都市東京」を目指す 2040

年代の東京の姿（将来像）として、４つの「戦略」が策定され、この戦略実行の

ために 10 の「推進プロジェクト」が掲げられている。 

そして、この４つの戦略の進捗度合いを確認し、10 の推進プロジェクトの施

策の評価や見直しに反映するため、目標の達成度合いを計測・監視するための定

量的な指標としてＫＰＩ（重要業績評価指標）が設定されている。 

ＫＰＩは、「若者の鑑賞割合」や「鑑賞に関心があるが鑑賞していない人の割

合」など、各戦略に応じて計 19個が設定されており、2021 年度のＫＰＩの状況

は、生活文化スポーツ局による「新文化戦略に関する都民アンケート」（2021 年

９月調査）や「新文化戦略に関する芸術文化団体・アーティスト等アンケート」

（2022 年１月調査）などにより計測され、東京文化戦略 2030 の中で公表されて

いる。 

 

表Ｂ－４－１ 東京文化戦略 2030 ４つの「戦略」と 10 の「推進プロジェクト」 

戦略 推進プロジェクト 

戦略１ 

誰もが芸術文化に身近に触れられる

環境を整え、人々の幸せに寄与する 

〜人々のウェルビーイングの実現に

貢献する〜 

地域活性化プロジェクト（芸術文化の敷居を低くす

る取組） 

だれもが文化でつながるプロジェクト 

キッズ・ユース（Kids and Youth）・プロジェクト 
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戦略 推進プロジェクト 

戦略２ 

芸術文化の力で、人々に喜び、感動、

新たな価値の発見をもたらす 

〜人々をインスパイアする〜 

スマート・カルチャー・プロジェクト（デジタルテ

クノロジーを活用する取組） 

「アートのある生活」プロジェクト 

アート＆エンターテインメント・プロジェクト 

戦略３ 

国内外のアートシーンの中心として、

世界を魅了する創造性を生み出す 

～芸術文化のハブ機能を強化する～ 

アート・ハブ（Art Hub）・プロジェクト 

海外発信プロジェクト 

戦略４ 

アーティストや芸術文化団体等が継

続的に活動できる仕組みをつくる 

〜持続性のある芸術文化エコシステ

ムを構築する〜 

アーティスト・ステップアップ・プロジェクト 

担い手育成・支援＆創作環境向上プロジェクト 

東京文化戦略 2030 より監査人作成 

 

表Ｂ－４－２ 東京文化戦略 2030 の戦略とＫＰＩの関係 

戦略 ＫＰＩ 概要 
2021 年度

の状況 

関連する推進 

プロジェクト 
出所 

戦略１ 若者の鑑賞割合 都内在住の若者（19歳～25歳）

が特定の芸術文化の分野※を

文化施設等にて１年間に鑑

賞・事業参加した割合※美術、

音楽（オーケストラ等）、演劇

（現代演劇等）、バレエ・現代

舞踊、伝統芸能 

21.8％ 

※鑑賞は

2019 年３

月～ 2020

年２月の

状況 

キッズ・ユー

ス（Kids and  

Youth）・プロ

ジェクト 

東京都「新文

化戦略に関す

る都民アンケ

ート」（2021

年９月調査） 

鑑賞に関心があ

るが鑑賞してい

ない人の割合 

何らかの分野を鑑賞したり事

業に参加することに関心はあ

るが、文化施設等にて１年間

に鑑賞・事業参加しなかった

都民の割合 

24.5％ 

※鑑賞は

2019 年３

月～ 2020

年２月の

状況 

各プロジェク

トに関連 

物理的な理由に

より鑑賞してい

ない人の割合 

芸術文化の鑑賞には関心があ

るが、「近くで展覧会・公演等

を行っていなかったから」鑑

賞しなかった都民の割合 

9.3％ 地域活性化プ

ロ ジ ェ ク ト

（芸術文化の

敷居を低くす

る取組） 

金銭的な理由に

より鑑賞してい

ない人の割合 

芸術文化の鑑賞には関心があ

るが、「入場料・交通費などの

費用がかさみ負担だから」鑑

賞しなかった都民の割合 

19.1％ 地域活性化プ

ロ ジ ェ ク ト

（芸術文化の

敷居を低くす

る取組） 
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戦略 ＫＰＩ 概要 
2021 年度

の状況 

関連する推進 

プロジェクト 
出所 

育児・介護の理由

により鑑賞して

いない人の割合 

芸術文化の鑑賞には関心があ

るが、「育児や介護を行ってい

るので行くことが難しいか

ら」鑑賞しなかった都民の割

合 ※15 歳以下の子あり・介

護ありの方 

14.8％ だれもが文化

でつながるプ

ロジェクト 

戦略２ 関心がある事業

がなく鑑賞して

いない人の割合 

芸術文化の鑑賞には関心があ

るが、「関心がある展覧会・公

演等がなかったから」鑑賞し

なかった都民の割合 

16.5％ アート＆エン

ターテインメ

ント・プロジ

ェクト 

東京都「新文

化戦略に関す

る都民アンケ

ート」（2021

年９月調査） 芸術文化が人々

の創造力を豊か

にする力がある

と考える人の割

合 

芸術文化が「人々の創造力を

豊かにさせること」に重要な

役割を持つと考える都民の割

合 

71.4％ アート＆エン

ターテインメ

ント・プロジ

ェクト 

オンラインが芸

術文化鑑賞の入

り口となってい

ると考えられる

人の割合 

特定の芸術文化の分野※の鑑

賞に関心はないが、オンライ

ンで１年間これらの分野を鑑

賞した都民の割合 

※美術、音楽（オーケストラ

等）、演劇（現代演劇等）、バレ

エ・現代舞踊、伝統芸能 

2.3％ 

※鑑賞は

2020 年３

月～ 2021

年２月の

状況 

スマート・カ

ルチャー・プ

ロ ジ ェ ク ト 

(デジタルテ

クノロジーを

活 用 す る 取

組） 

オンライン鑑賞

割合 

特定の芸術文化の分野※をオ

ンラインで１年間に鑑賞した

都民の割合 

※上記と同様 

12.4％ 

※鑑賞は

2020 年３

月～ 2021

年２月の

状況 

スマート・カ

ルチャー・プ

ロ ジ ェ ク ト

(デジタルテ

クノロジーを

活 用 す る 取

組） 

アーティストと

接する機会 

芸術家・アーティストと直接

会話したり・接したりする機

会があると考える都民の割合

（「しばしばある」＋「たまに

ある」の合計） 

14.4％ 「アートのあ

る生活」プロ

ジェクト 

戦略３ 国内外アーティ

スト等の活動場

所に関する東京

の評価 

東京は国内外のアーティス

ト・芸術関係者が積極的に集

まり、活動したいと思う場所

となっていると考えるアーテ

ィスト・従事者の割合（「なっ

ている」＋「どちらかというと

なっている」の合計） 

48.3％ アート・ハブ

（Art Hub）・

プロジェクト 

東京都「新文

化戦略に関す

る芸術文化団

体・アーティ

スト等アンケ

ート」（2022

年１月調査） 
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戦略 ＫＰＩ 概要 
2021 年度

の状況 

関連する推進 

プロジェクト 
出所 

東京における国

内外アーティス

ト等のネットワ

ーキングの事業・

インフラの充実

度の評価 

東京は国内外のアーティス

ト・芸術関係者同士がネット

ワーキングを行うための環境

が整っていると思うアーティ

スト・従事者の割合（「整って

いる」＋「どちらかというと整

っている」の合計） 

26.6％ アート・ハブ

（Art Hub）・

プロジェクト 

国内外の知名度・

評価向上を重視

している芸術文

化団体・アーティ

ストの割合 

芸術文化に関する活動・仕事

を行うに当たって「団体・個人

や作品の知名度の向上」、「国

内外の専門家・関係者からの

評価の向上」を重視している

団体・アーティストの割合 

61.5％ 海外発信プロ

ジェクト 

世界のアートマ

ーケットにおい

て存在感を示す

現代 アーティス

トの数 

世界のオークション市場にお

いて、年間の落札額がトップ

500 位（1945 年以降生まれの

アーティスト）までに含まれ

る日本生まれのアーティスト

の数 

29 人 

※2020 年 

海外発信プロ

ジェクト 

Artprice「The 

Contemporary 

Art 

MarketReport 

2021」 

戦略４ 芸術文化団体・ア

ーティスト等の

今後の活動継続

意向 

今後の芸術文化に係る活動を

継続したいと考える団体・ア

ーティスト等の割合（「できる

だけ継続したい」から「必ずし

も継続したいとは思わない」

の７段階のうち「できるだけ

継続したい」を選択した割合） 

86.6％ 担い手育成・

支援プロジェ

クト 

東京都「新文

化戦略に関す

る芸術文化団

体・アーティ

スト等アケー

ト」 （2022 年

１月調査） 

アーティスト等

による東京の制

作環境の評価 

芸術文化の創作や実演を行う

際の東京都の環境（創作・練習

場所、発表場所の充実度等）が

整っていると考えるアーティ

スト・従事者の割合（「充実し

ている」＋「どちらかというと

充実している」の合計） 

36.4％ 創作環境向上

プロジェクト 

芸術を対象とし

た寄付をしたこ

とがある・今後し

たい人の割合 

「芸術文化施設」、「芸術文化

団体」、「芸術家・アーティス

ト」、「芸術文化の事業・イベン

ト」、「その他の芸術文化の対

象」のいずれかの対象に「寄付

をしたことがある」・「寄付を

したことがないが、今後は寄

付をしたい」都民の割合 

20.0％ 担い手育成・

支援プロジェ

クト 

東京都「新文

化戦略に関す

る都民アンケ

ート」（2021

年９月調査） 
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戦略 ＫＰＩ 概要 
2021 年度

の状況 

関連する推進 

プロジェクト 
出所 

芸術を対象とし

たボランティア

をしたことがあ

る・今後したい人

の割合 

同上の対象にボランティアを

「経験したことがある」・「経

験したことがないが、今後は

経験したい」都民の割合 

20.5％ 担い手育成・

支援プロジェ

クト 

TOKYO 

Contemporary 

Art Award※受賞

者の海外展覧会

への出展数（累

計） 

本受賞者が支援終了後に海外

展覧会へ出展した数 

－ ア ー テ ィ ス

ト・ステップ

アップ・プロ

ジェクト 

東京都「令和

３(2021)年度

政策評価」 

東京文化戦略 2030、都提出資料より監査人作成 

 

また、東京文化戦略 2030 の 10 の推進プロジェクトに基づき、都、歴史文化財

団及び都響が重点的に実施する事業の３か年計画である「東京文化戦略 2030 ア

クションプラン」（以下「アクションプラン」という。）が定められている。 

アクションプランでは、10 の推進プロジェクトごとに文化戦略プロジェクト

事業が定められており、令和５年度までの実績を踏まえて令和６年度から令和

８年度までの３年間の計画や目標が設定されている。そして、生活文化スポーツ

局は、令和６年度に各事業の評価・検証を行い、令和７年度から令和８年度の事

業に反映することを計画している。 

 

表Ｂ－４－３ 東京文化戦略 2030 に基づき令和６年度に実施する事業一覧 

戦略 プロジェクト 文化戦略プロジェクト事業 

【戦略１】 

人々のウェ

ルビーイン

グの実現に

貢献する 

№1 

地域活性化 

1-1 東京大茶会 

1-2 伝承のたまてばこ〜多摩伝統文化フェスティバル〜 

1-3 ヘブンアーティスト 

1-4 大人のための伝統文化・芸能体験事業 

1-5 地域で芸術文化に親しめる環境創出事業 

1-6 地域芸術文化活動応援助成 

1-7 伝統芸能体験活動助成 

1-8 アート・カルチャー体験 100 

1-9 工事現場をキャンバスとした東京都の新たな魅力創

出事業 

再掲 ベイエリアにおける芸術文化イベント 



143 

 

戦略 プロジェクト 文化戦略プロジェクト事業 

№2 

だれもが文化で

つながる 

2-1 クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョー 

2-2 アール・ブリュット 

2-3 芸術文化による社会支援助成 

2-4 芸術文化へのアクセシビリティ向上 

2-5 世界陸上・デフリンピックに向けたアートプロジェ

クト 

№3 

キッズ・ユース 

3-1 キッズ伝統芸能体験 

3-2 子どものための伝統文化・芸能体験事業 

3-3 パフォーマンスキッズ・トーキョー 

3-4 Shibuya StreetDance Week 

3-5 TACT フェスティバル 

3-6 Music Program TOKYO（ミュージックワークショップ

他） 

3-7 Museum Start あいうえの 

3-8 ウェルカムユース 

3-9 若年層が主体的に芸術文化を体験する取組   

【戦略２】 

人々をイン

スパイアす

る 

№4 

スマート・カル

チャー 

4-1 ＴＯＫＹＯ スマート・カルチャー・プロジェクト 

4-2 シビック・クリエイティブ・ベース東京 

4-3 文化振興のＤＸにおける発信力強化 

再掲 芸術文化魅力創出助成 

№5 

「アートのある

生活」 

5-1 現代アートの振興 

5-2 ライフウィズアート事業 

ライフウィズアート助成 

5-3 東京アートブックフェア 

№6 

アート＆エンタ

ーテインメント 

6-1 TOKYO MET SaLaD MUSIC FESTIVAL（サラダ音楽祭） 

6-2 東京芸術祭 

6-3 神楽坂まち舞台・大江戸めぐり 

6-4 六本木アートナイト 

6-5 恵比寿映像祭 

6-6 芸術文化魅力創出助成 

6-7 ベイエリアにおける芸術文化イベント 

再掲 伝承のたまてばこ〜多摩伝統文化フェスティバル〜 

再掲 世界陸上・デフリンピックに向けたアートプロジェ

クト 
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戦略 プロジェクト 文化戦略プロジェクト事業 

【戦略３】 

芸術文化の

ハブ機能を

強化する 

№7 

アート・ハブ 

7-1 東京アートハブの検討 

7-2 東京芸術文化相談サポートセンター「アートノト」 

再掲 シビック・クリエイティブ・ベース東京 

№8 

海外発信 

8-1 Instagramを活用した戦略的海外広報 

8-2 海外都市とのネットワーク形成 

8-3 海外の劇場とのネットワーク形成 

8-4 海外の博物館とのネットワーク形成 

8-5 海外の美術館等諸機関とのネットワーク形成 

8-6 THE TOKYO PASS 

8-7 アートマネジメント人材等海外派遣事業 

再掲 ベイエリアにおける芸術文化イベント 

再掲 文化振興のＤＸにおける発信力強化 

【戦略４】 

持続性のあ

る芸術文化

エコシステ

ムを構築す

る 

№9 

アーティスト・

ステップアップ 

9-1 TOKYO Contemporary Art Award（ＴＣＡＡ） 

9-2 ＴＯＫＡＳ本郷「Emerging」「Open Site」 

9-3 ＴＯＫＡＳ「キュレーターインレジデンス」「国内レ

ジデンス」 

9-4 スタートアップ助成 

9-5 東京芸術文化創造発信助成 

9-6 東京音楽コンクール 

No.10 

担い手育成・支

援＆創作環境向

上 

10-1 タレンツ・トーキョー 

10-2 とびらプロジェクト 

10-3 担い手育成の体系整理 

10-4 芸術系大学等との連携 

10-5 芸術文化団体等とのネットワーク会議 

10-6 アート・プロボノ等 

10-7 TOKASレジデンシー 

10-8 アーティストの創作環境の整備 

10-9 東京ライブ・ステージ応援助成 

再掲 東京芸術文化相談サポートセンター「アートノト」 

アクションプランより監査人作成 

 

イ 監査の結果 

東京文化戦略2030の４つの戦略のＫＰＩに対して定量的な目標値や達成時期

を設定することは、10 の推進プロジェクトの各施策の進捗状況や効果を測定し、
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各施策の有効性を確認する上で重要であると考えられる。 

各施策の有効性が確認されない場合は、当該プロジェクトの継続性を再考す

べきであり、一方で有効な施策であると評価できる場合は、当該施策に都の行政

資源（ヒト（人的資源）、モノ（物的資源）、カネ（財務資源））をより集中的に

投入し、プロジェクトを更に邁進させる検討材料となり得ると考えられる。 

そのため、まず、東京文化戦略 2030 のＫＰＩがどのような考え方により設定

されているかロジックモデルを確認したところ、東京文化戦略 2030 の４つの戦

略は、定性的な内訳項目を有しており、その内訳項目がそれぞれ連動する関係と

なっており、この内訳項目の進捗状況や効果を測定するためにＫＰＩが設定さ

れている構造となっていた。戦略１の「人々のウェルビーイングの実現に貢献す

る」を例に挙げると、「経済的状況が不利な人々のアクセシビリティ向上」（ＫＰ

Ｉ：金銭的な理由により鑑賞していない人の割合）、「地理的状況が不利な人々の

アクセシビリティ向上」（ＫＰＩ：物理的な理由により鑑賞していない人の割合）、

「子供・若者のアクセシビリティ向上」（ＫＰＩ：若者の鑑賞割合）、「その他の

人々のアクセシビリティ向上」（ＫＰＩ：育児・介護の理由により鑑賞していな

い人の割合）が、「誰もが芸術文化に身近に触れられる環境の整備」につながっ

ている。そして、「様々な人々が楽しむプログラムの開発・充実」（ＫＰＩ：鑑賞

に関心があるが鑑賞していない人の割合）と合わせ、人々の幸せに貢献していく

関係となっている。なお、ロジックモデルは、個別施策ごとに、投入する行政資

源から、行政の活動とその過程、活動によって提供される財・サービス、直接的・

最終的な結果に至るまでの論理的なパスを個別具体的に描いたものと一般的に

いわれており、プログラムセオリーとも呼ばれている。 

「未来の東京」戦略の戦略 15「文化・エンターテインメントと都市戦略」の

政策目標では、2030 年度（令和 12 年度）の設定目標として、「東京の文化環境

を楽しんでいる人の割合を 70％まで向上」（令和５年度の割合 46.0％。中間目

標として令和８年度 60.0％）、「直近 1 年間で文化活動を行った人の割合を 40％

まで向上」（令和５年度の割合 25.9％。中間目標として令和８年度 32.0％）とい

う定量的な目標値や達成時期が掲げられている。この点、ＫＰＩの定量的目標値

や達成時期の設定に関して担当者にヒアリングを実施した。 

担当者からは、「多様な価値観や解釈が伴う文化分野ではその質的な特性から

定量化が困難であり、数値目標で評価することが適切でない場合がある。また、

政策効果の時間的測定が難しく、例えば文化芸術の普及や担い手の育成支援で

は成果が長期的な時間の中で外的要因も含みながら現れるため、具体的な達成

時期の設定が困難である。」との回答があり、ＫＰＩの定量的な目標値や達成時

期の設定は行われていないとのことである。 

確かに、文化振興事業の文化芸術の普及や担い手の育成支援等において、定量
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的目標値や具体的な達成時期の設定が容易ではないことは考慮事項であると考

えられる。また、東京文化戦略 2030 のＫＰＩのうち、例えば「育児・介護の理

由により鑑賞していない人の割合」（戦略１のＫＰＩの一つ）については、都民

の育児・介護の置かれる状況に左右され、文化振興事業の施策のみではＫＰＩの

目標を定めることが難しい側面は理解できる。 

一方、10 の推進プロジェクトの各アクションプランにおいては、令和６年度

に実施が計画されている事業の評価・検証を通じて令和７年度から令和８年度

の計画に反映することとされている。ＫＰＩのうち、例えば「関心がある事業が

なく鑑賞していない人の割合」（戦略２のＫＰＩの一つ）は、「芸術文化の鑑賞に

は関心があるが、関心がある展覧会・公演等がなかったから鑑賞しなかった都民

の割合」であり、生活文化スポーツ局の文化振興事業の施策内容の巧拙が反映さ

れていく面があると考えられる。 

当該アクションプランのＰＤＣＡサイクル機能の有効性を高めるため、都民

に対するアンケート調査等によりＫＰＩの再測定を実施するなど、令和３年度

のＫＰＩの測定結果からの状況変化を把握し、アクションプランの各事業がＫ

ＰＩにどのように影響を与えたのか分析・評価し、その結果を今後の各事業に反

映することは文化振興事業に行政資源を有効的に投入していく上で重要である。 

 

（意見４－１）東京文化戦略 2030 のＫＰＩの測定結果による事業評価について 

東京文化戦略 2030では、「芸術文化で躍動する都市東京」を目指す 2040 年代

の東京の姿（将来像）として、４つの戦略が策定され、この戦略実行のために 10

の推進プロジェクトが掲げられている。 

この４つの戦略の進捗度合いを確認し、10 の推進プロジェクトの施策の評価

や見直しに反映するため、目標の達成度合いを計測・監視するための定量的な指

標としてＫＰＩ（重要業績評価指標）が設定されている。そして、東京文化戦略

2030 の 10 の推進プロジェクトに基づき、都、歴史文化財団及び都響が重点的に

実施する事業の３か年計画である「東京文化戦略 2030 アクションプラン」（以

下「アクションプラン」という。）が定められている。 

都の掲げる 2040 年代の東京の姿（将来像）を実現するためには、10 の「推進

プロジェクト」に都の行政資源（ヒト（人的資源）、モノ（物的資源）、カネ（財

務資源））を有効的に投入し、アクションプランのＰＤＣＡサイクル機能の有効

性を高める必要がある。 

そのため、都民へのアンケート調査等によりＫＰＩの再測定を実施するなど、

令和３年度のＫＰＩの測定結果からの状況変化を把握し、アクションプランの

各事業がＫＰＩにどのように影響を与えたのか分析・評価し、その結果を今後の

各事業の実施方針等に反映されたい。 



147 

 

（２）文化振興事業の財務情報 

ア 概要 

（ア）文化施設の施設別財務情報 

都の文化施設に係る管理運営の財務情報としては、指定管理者である歴史文

化財団が公益法人として作成が求められる法人の財産及び損益の状況を表した

財務諸表がある。 

歴史文化財団の財務諸表には、指定管理先（博物館・美術館等の文化施設）に

おける都に帰属する資産等のストック情報や費用などのフロー情報が計上され

ていない。この点、施設別に都の財務情報と指定管理者である歴史文化財団の財

務情報を合算した施設別財務情報が、令和５年 11 月に公表されている。この施

設別財務情報については、Ⅰ（３）にて詳述している。 

 

（イ）文化振興事業財務等連結情報 

平成 27 年度の包括外部監査では、意見２-37「文化施設に係るＰＤＣＡサイ

クルと情報開示について」において、文化振興部、歴史文化財団及び都響が実施

する組織・人員情報や財務情報などを結合（連結）したセグメント情報を作成す

ること、またセグメント情報のＰＤＣＡサイクルによる経営管理及び都民への

情報開示の活用に関する意見が付されている。 

生活文化スポーツ局は、令和５年 11 月に、この意見への措置として、文化振

興部、歴史文化財団及び都響を連結した令和３年度決算のセグメント情報であ

る「令和３年度文化振興事業財務等連結情報」を公表している。 

この連結情報の公表内容は、以下のとおりである。 

 

表Ｂ－４－４ 文化振興事業財務等連結情報（令和３年度） 

 

都ホームページより監査人抜粋 
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イ 監査の結果 

文化振興事業財務等連結情報では、「資産と負債」として令和３年度末の資産

（流動資産・固定資産）、負債（流動負債・固定負債）及び正味財産の金額が、

「収入と費用」として令和３年度中の収入（経常収入・特別収入）、費用（経常

費用・特別費用）及び収支の金額が公表されている。 

しかし、これ以上の内訳を示す勘定科目は公表されておらず、例えば、文化振

興部、歴史文化財団及び都響という文化振興事業全体での資産の内訳（所有する

建物等）、負債の内訳（対外的に負っている債務等）、収入（入場料、施設利用料、

演奏事業に係る収益、都税、寄附金等）や費用の内訳について、都民や一般情報

利用者が把握や比較などを行うことができないと考えられる。 

ここで、参考になるものとしては、Ⅰ（３）で述べた会計管理局や建設局など

のものがある。建設局では、政策連携団体を連結の範囲に含めた、道路・河川・

公園に係る事業別の連結財務情報を公表しており、行政コスト計算書の行政費

用では、給与関係費、扶助費、補助費等、投資的経費、減価償却費の勘定科目が

区分掲記され、金融費用では公債費（利子）の勘定科目が区分掲記されている。

また、貸借対照表の固定資産では、行政財産、インフラ資産、建設仮勘定、負債

については都債の勘定科目が区分掲記されている。さらに、１規模当たりの行政

コストとして、行政コスト（行政コスト計算書の行政費用と金融費用の合計）を

都人口で除した「都民１人当たりの行政コスト」も公表されている。 

 

（意見４－２）文化振興事業の財務情報の公表内容の充実について 

文化振興部、歴史文化財団及び都響の令和３年度の財務情報等を連結した文

化振興事業財務等連結情報については、令和５年 11月に公表され、資産（流動

資産・固定資産）、負債（流動負債・固定負債）、正味財産、収入（経常収入・特

別収入）、費用（経常費用・特別費用）の金額が開示されている。しかしながら、

これ以上の内訳を示す勘定科目は公表されておらず、都民や一般情報利用者が

文化振興事業全体の財務情報の把握・分析・評価を十分に行うことができていな

いと考えられる。 

都民や一般情報利用者へ有用性のある情報提供を行い、都の文化振興事業へ

の理解を更に促すために、令和４年度以降の決算情報に関しても毎年度、文化振

興事業財務等連結情報を作成及び公表するとともに、会計管理局や建設局が公

表している財務情報も参考にしつつ、文化振興事業財務等連結情報の貸借対照

表と行政コスト計算の勘定科目について、より明瞭に開示することを検討され

たい。 

また、都民や一般情報利用者の文化振興事業の財務状況等の理解に資するた

めに、都民や一般情報利用者の目線に更に寄り添った公表内容も検討されたい。 
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（３）文化施設の管理運営の方法 

ア 概要 

文化振興部の所管施設については、地方自治法第 244 条の２第３項及び各館

設置条例の規定により、指定管理者制度を導入している。 

令和５年度の都の文化施設における指定管理者制度の対象施設は、７施設（東

京都江戸東京博物館、東京都写真美術館、東京都現代美術館、東京都美術館、東

京都庭園美術館、東京文化会館、東京芸術劇場）であり、指定管理者は、歴史文

化財団である。 

歴史文化財団は、令和３年度から令和８年度までの６年間の指定管理者とし

て特命にて選定されている。この特命選定の条件は、「東京都指定管理者制度に

関する指針」にて定められている。 

公の施設の管理については、平成 15 年度の地方自治法の改正により、普通地

方公共団体が指定する者に管理権限を委任する指定管理者制度が導入され、公

の施設の管理は、直営か指定管理者制度のいずれかに移行しなければならない

ことになった。また、平成 25 年 10月に地方独立行政法人法施行令が改正され、

政令に定める公共的な施設に「博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館」が

追加されたことで、これらの施設については、地方独立行政法人による設置及び

管理が可能となっている。 

 

表Ｂ－４－５ 指定管理者制度と地方独立行政法人 制度比較 

項目 指定管理者制度 地方独立行政法人制度 

制度概要 地方公共団体が指定する法人その

他の団体に公の施設の管理を行わ

せる。 

 

 

地方公共団体が直接行っている事

務・事業のうち一定のものについて、

地方公共団体とは別の法人格を持つ

法人を設立し、この法人に当該事務・

事業を担わせることにより、より効

果的・効率的な行政サービスの提供

を目指す。 

業務範囲 公の施設の管理 

（道路・学校等、個別法において地

方公共団体に管理者を限定してい

る施設については対象外） 

○試験研究 

○大学の設置・管理 

○公営企業相当事業（病院事業等） 

○社会福祉事業 

〇窓口関連業務 

○公共的な施設の設置・管理（博物

館、動物園等） 

公権力の行使 施設の使用許可を行うことが可能 法律上の根拠が必要 
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項目 指定管理者制度 地方独立行政法人制度 

職員の身分 

（公務員/非公務員） 

非公務員 

（みなし公務員等の規定なし） 

○特定地方独立行政法人：公務員 

（ただし、特定地方独立行政法人職

員には地方公営企業等の労働関係に

関する法律が適用され、地方公共団

体の一般の行政職員と比較して、給

与・勤務条件について団体交渉で決

定する等の違いがある。） 

○一般型地方独立行政法人：非公務

員（みなし公務員等の規定あり） 

ガ

バ

ナ

ン

ス

の

仕

組

み 

設立・認可・ 

指定の手続 

○指定管理者の指定に係る条例（指

定の手続、管理の基準、業務の範囲

等）、利用料金に係る条例の制定 

○議会の議決 

○指定管理者の指定 

○利用料金の承認 

○設立団体の議会の議決 

○定款の制定 

○総務大臣又は都道府県知事の認可 

その他 ○設立団体の議会の議決 

○定款の制定 

○総務大臣又は都道府県知事の認

可 

○目標による管理と評価の仕組み 

・中期目標は、設立団体の長が議会

の議決を経て定める。 

・中期計画は、法人が作成し、設立団

体の長が認可 

・毎事業年度終了後、法人の業務実

績を設立団体の長が評価。評価委

員会は、各年度及び中期目標期間

の事業実績を評価。結果を法人・設

立団体の長に通知し、公表 

・設立団体の長は、法人に対して評

価結果を通知・公表、議会に報告 

・法人は評価結果を中期計画、業務

運営の改善等に適切に反映・公表 

・設立団体の長は、中期目標期間終

了時までに、業務継続、組織存続の

必要性等を検討・所要の措置を講

じる。 

○財務・会計 

・法人は、毎事業年度、財務諸表等を

作成、公表。設立団体の長が承認 

○定款変更、解散及び合併に当たっ

ては、総務大臣又は都道府県知事の

認可等が必要 等 
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項目 指定管理者制度 地方独立行政法人制度 

管理者、法人の長等の

権限 

 

〇指定管理者が管理運営の業務を

実施する。 

〇仕様書、協定書等に基づき、民間

事業者等の裁量によりそのノウハ

ウを活用して業務を実施 

理事長が置かれ、法人を代表してそ

の業務を総理する。 

職員の任命・人事管理 指定管理者が定める。 理事長が定める。 

組織・定数 指定管理者が定める。 理事長が定める。 

財源措置 必要な指定管理料を地方公共団体

から支払 

地方公共団体が、業務財源の全部又

は一部を交付することが可能 

予算制度 指定管理者が収支計画等を作成し、

地方公共団体と協議 

〇中期計画で予算、収支計画及び資

金計画を定め、これに基づき年度計

画を定め設立団体の長に届出 

〇利益を翌事業年度の使途に充てる

ことが可能 

運営コスト等 地方公共団体から支払われる管理

料及び施設利用者の支払う使用料

から、指定管理者が運営経費を負担 

地方公共団体から独立した法人とし

ての運営が求められる。 

（注）地方独立行政法人制度には、公立大学法人・公営企業型地方独立行政法人・申請等関係事務処理法人に関

する特例は記載していない。 

総務省ホームページ「地方独立行政法人制度の改革に関する研究会」報告書（参考資料）・「令和５年度地方財政

審議会（６月 13日）議事要旨」説明資料、長野県ホームページ「第２回民間協働専門部会」資料３より監査人作

成 

 

ここで、平成 27 年度の包括外部監査報告書において都の博物館・美術館に係

る地方独立行政法人の設置及び管理について検討が促されているが、生活文化

スポーツ局（当時は生活文化局）の見解は、指定管理者制度と地方独立行政法人

の制度を比較した結果、指定管理者制度に替え、地方独立行政法人の設立や財産

整理、様々な制度改正など時間や大きなコストをかけて地方独立行政法人制度

を導入する意義は乏しいというものであった。 

 

イ 監査の結果 

（ア）地方独立行政法人大阪市博物館機構の設立を受けて 

大阪市において、博物館・美術館の公共的な施設の管理運営における地方独立

行政法人の初めての実例となる「地方独立行政法人大阪市博物館機構」（以下「機

構」という。）が、平成 31 年４月１日に設立された。 

機構は、大阪市立科学館、大阪市立東洋陶磁美術館、大阪歴史博物館、大阪市

立自然史博物館、大阪市立美術館及び大阪中之島美術館を運営している。 

大阪市立科学館については、平成 18 年から平成 30 年度まで大阪科学振興協

会を指定管理者として運営がなされており、大阪市立東洋陶磁美術館、大阪歴史
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博物館、大阪市立自然史博物館及び大阪市立美術館については、大阪市博物館協

会を指定管理者として平成 22年から平成 30年度まで管理運営がなされていた。 

都以外の地方公共団体において、指定管理者が管理運営していた博物館・美術

館に対して地方独立行政法人の設立がなされた初めての実例が生じたことを受

け、都の文化施設のうち博物館・美術館に対する地方独立行政法人の設置及び管

理に関する見解について、担当者にヒアリングを実施した。 

生活文化スポーツ局の見解としては、「知事の附属機関である東京芸術文化評

議会に諮った東京文化戦略 2030 において、戦略を実現するための推進体制とし

て、歴史文化財団は戦略的かつ効果的な政策連携を行うイコールパートナーと

して位置付けられている。また、同様に都立文化施設の運営指針も同評議会に諮

ったものであり、指定管理者である歴史文化財団は、運営指針に基づき７館（東

京都江戸東京博物館、東京都写真美術館、東京都現代美術館、東京都美術館、東

京都庭園美術館、東京文化会館、東京芸術劇場）やアーツカウンシルと一体にな

って戦略の実現に向けた取組を行っている。」とのことであった。 

また、「東京文化戦略 2030 の実現に向け、都立文化施設は、芸術文化の創造発

信拠点として中核的役割を果たすものであり、その運営を行うに当たっては、都

の方向性に連動し、時代の要請に柔軟かつ迅速に対応することが求められてい

る。また、都立文化施設は、幅広い分野における資料・作品の収集、保存、管理

や調査研究を行うとともに、魅力的で創造性豊かな事業の展開等を行う必要が

あり、専門性・学術性が極めて高く、運営者には幅広い分野の専門人材、ノウハ

ウ、他機関とのネットワークを豊富に有することが求められる。そのため現時点

では歴史文化財団が指定管理者として管理運営を行うことが最善であると考え

られ、地方独立行政法人制度の導入に関しては、平成 27 年度の包括外部監査の

時点から方針の変更はない。」とのことであった。 

 

（イ）指定管理者の特命選定 

歴史文化財団は、都の文化施設の指定管理者であるとともに、都の政策連携団

体である。政策連携団体とは、都の事業協力団体（事業活動範囲が主に都内であ

るもの又は事業活動目的が主に都内の発展に寄与するものであり、かつ、都が展

開する政策の一端を担うなど、主体的に都と事業協力を行う団体）であって、「東

京都政策連携団体の指導監督等に関する基準」において定める要件を満たす団

体のうち、都と協働して事業等を執行し、又は提案し、都と政策実現に向け連携

するなど、特に都政との関連性が高い団体で、全庁的に指導監督を行う必要があ

る団体と位置付けられている。 

都の文化施設の令和３年度から令和８年度までの指定管理者の候補者選定に

当たって歴史文化財団が特命により選定されている理由として、指定管理先の
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文化施設が「都の政策等との密接な関連性及び施設の管理運営における団体の

適格性の観点から、東京都政策連携団体による管理運営が適切である施設」に該

当しているとの判断である。 

ここで、歴史文化財団は、指定管理者の選定時に都に提出している提案書類

（事業計画書）及び指定期間に行う中間見直しの事業計画書に基づいた達成目

標を設定し、各施設の達成目標の進捗状況等を管理しているが、特命で選定され

ている以上、他の民間事業者が指定管理者として参入する余地は排除されてお

り、歴史文化財団において文化施設の管理運営を自律的に行うインセンティブ

が生じ難くなる可能性もあると考えられる。 

この点、生活文化スポーツ局の見解では、指定管理者の管理運営の内容は、指

定管理先の各館の外部評価や都の指定管理者評価などにより適正な評価を行っ

ており、評価に基づくＰＤＣＡサイクルにより自律的なインセンティブが働い

ているとのことであった。 

しかし、歴史文化財団の指定管理者の指定期間は６年間の長期であり、指定管

理の提案時の設定目標を尊重するあまり直近の把握された諸条件を踏まえたＰ

ＤＣＡサイクルとならないのであれば、ＰＤＣＡの効果も損なわれかねない。よ

り自律的なインセンティブを期待する上では、毎年度、歴史文化財団の自主的か

つ専門的な事業予測に基づいた目標を定めることが有用である。歴史文化財団

の予算についても事業予測に基づいた目標を反映させることが望まれるが、都

の予算との連動の必要などから毎年度の対応が難しい場合、指定管理の中間の

見直しなどの機会を捉えて、適時かつ適切に反映させることが重要となる。 

 

（ウ）収蔵品の購入予算の取扱い 

ａ 収蔵品の状況について 

都が保有する令和５年度末時点の収蔵品（美術品、生活民俗資料等の資料の

総称）の状況は、以下のとおりである。 

 

表Ｂ－４－６ 都が保有する収蔵品の状況（令和５年度末） 

文化施設名 収蔵点数（点） 

東京都江戸東京博物館 347,988 

東京都写真美術館 37,849 

東京都現代美術館 5,825 

東京都美術館 49 

東京都庭園美術館 198 

（注）東京都江戸東京博物館の収蔵品は、江戸東京たてもの園の復元建造物 30棟を含む。 

歴史文化財団提供資料より監査人作成 
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担当者によると、幅広い分野における資料・作品の収集、保存、管理や調査研

究を行うため、歴史文化財団を指定管理者とする管理運営を継続しているとの

ことであり、収蔵品の収集に関しては、文化振興部が直接購入するのではなく、

美術作品等の学術的価値や市場の動向に係る専門的な知見を有する歴史文化財

団に対して委託する形をとっている。 

具体的には、「東京都江戸東京博物館、東京都写真美術館、東京都現代美術館

及び東京都庭園美術館収蔵品購入経費に関する協定」を歴史文化財団と締結し

ている。 

歴史文化財団は、都が館ごとに定める収集方針に従い、情報収集、調査及び折

衝を行い、収蔵すべきと判断した資料をリスト化し、都に報告する。都は、報告

に基づき、学識経験者により構成する収蔵委員会に必要な案件を付議し、資料の

購入等に係る調査検討や資料の価格評価などを行う。収蔵委員会の結果を考慮

し、都が購入すべき資料や購入価格の上限等を決定して、歴史文化財団に通知す

る。歴史文化財団は、通知に基づき購入すべき資料の所有者等と折衝し、都から

の指示に基づき購入を行う。協定は年度ごとの締結であり、各年度の計画額と実

績額との差額は、都に返還される。 

上記のフローに基づき、収蔵品の収集に関して、委託料として歴史文化財団に

措置された令和５年度の予算額と実績額の推移は、以下のとおりである。 

 

表Ｂ－４－７ 令和５年度 収蔵品収集に係る計画と実績 

（単位：円） 

施設 計画額 実績額 差引返還額 

東京都江戸東京博物館 30,000,000 29,860,365 139,635 

東京写真美術館 50,000,000 49,999,400 600 

東京現代美術館 70,000,000 69,709,666 290,334 

東京庭園美術館 3,000,000 3,000,000 0 

計 153,000,000 152,569,431 430,569 

都提供資料より監査人作成 

 

ｂ 収蔵品の予算編成について 

収蔵品については、一般的な市場価格が存在しないものが多く、購入予算の編

成に当たっては見積の要素が存在すると考えられるが、担当者によると、毎年度

の収蔵品の購入の予算額（歴史文化財団への委託料の予算額）は、１億 5,300万

円を基本にしているとのことである。 

この収蔵品の購入予算は、都の単年度予算主義により単年度で精算され、未執

行額は歴史文化財団から都に返還されるが、美術品等は市場に出回る点数やそ



155 

 

の価値の変動が大きく、計画額の策定後に突発的なニーズや調達価格の変更が

生じる可能性がある。こうした状況においては、単年度の予算では十分に対応で

きないことが想定される。また、予算が単年度であることで、その執行に重点を

置くあまり短期的なニーズが優先され、中長期的な視点での収集が難しくなる

ことも想定される。例えば、特定の芸術家の作品を数年間かけて収集することを

計画する場合に、各年度に計画額を分割した場合、特定の期に集中的に入手する

機会があっても、予算上対応することができない。 

一方、地方独立行政法人の場合は、使途制限のない運営費交付金等の交付につ

いて、中期目標期間内において財源の繰越しは可能となっており、収蔵品の購入

予算の中期的な活用に関して地方独立行政法人の制度に利点はあると考えられ

る。 

この点、生活文化スポーツ局の見解としては、都民の宝であるコレクションを

継続的に充実していけるよう、都立文化施設運営指針において収集・保管・活用

に関する方針を打ち出しており、都と歴史文化財団では、都のコレクション全体

を横断的に管理し、都の収集方針に基づき中長期的な視点で毎年度の収集を行

えるようにするほか、保管や活用についても見直し等を行うなど、既に検討を開

始し、調整を進めているとのことであり、収蔵品の購入予算の単年度措置の弊害

に対する取組を行っているとのことである。そうした取組については評価でき

るものの、やはり、単年度予算主義により収蔵品の購入予算（歴史文化財団への

委託料の予算）の繰越しを行うことができない点は、突発的なニーズや中長期的

な収集方針に沿った収蔵品の購入の制約とならないか、当該取組の実効性を今

後見極める必要はある。 

 

（エ）文化施設の管理運営から生じた利益の使途に係るガバナンス 

公益法人は、公益目的事業を行うに当たり、当該事業の実施に要する適正な費

用を償う額を超える収入を得てはならないという収支相償が求められ、損益計

算書（正味財産増減計算書）における公益目的事業会計の収益は、費用を上回ら

ないように法人経営を行うことが基本となる。 

収益が費用を上回り黒字となる場合には、特定費用準備資金への積立てを行

うことにより収支相償を達成することはできる。特定費用準備資金への積立て

は、公益法人において認められている取扱いであり、黒字の結果として増加する

正味財産を財源とするものである。 

歴史文化財団の特定費用準備資金は、令和５年度末残高で約 16億７千万円で

あり、財源としては正味財産から全て充当されている。 
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表Ｂ－４－８ 特定費用準備資金（令和５年度末） 

（単位：円） 

勘定科目 残高 

東京都写真美術館 30周年記念事業積立資産 65,000,000 

東京都現代美術館 30周年記念事業積立資産 17,019,296 

東京都美術館 100周年記念事業積立資産 50,279,504 

東京都江戸東京博物館大規模改修中特別展積立資産 63,000,000 

東京都美術館展覧会・アートコミュニケーション事業積立資産 49,000,000 

発信力強化事業積立資産 762,465,874 

芸術文化未来共創事業積立資産 667,666,250 

合計 1,674,430,924 

                      歴史文化財団提出資料より監査人作成 

 

特定費用準備資金のうち、令和５年度末残高が１億円を超えている発信力強

化事業積立資産、芸術文化未来共創事業積立資産の内容及び使用計画は、歴史文

化財団によると以下のとおりである。 

 

ａ 発信力強化事業積立資産 

東京 2020 大会終了後、各館連携事業の実施及び広報の拡大、展覧会・公演

等の文化事業の更なる充実などに取り組むことにより、東京における芸術文

化の一層の振興とともに、歴史文化財団の認知度やブランド力の向上を図り、

また、展覧会と連動したコンサートなど美術館とホール等複数施設が企画実

施に携わる連携事業の新規実施、新規の広報媒体等を活用した財団運営施設

全体の一括広報の実施、展覧会等の海外巡回の企画実施など、事業の更なる拡

大、充実を図っていくもの。 

 

表Ｂ－４－９ 発信力強化事業積立資産 使用計画 

（単位：円） 

令和６年度 令和 7年度 令和８年度 

176,463,000 242,092,850 343,910,024 

歴史文化財団提出資料より監査人が作成 

 

ｂ 芸術文化未来共創事業積立資産 

東京文化戦略 2030 を推進するために、芸術文化の輝く未来を創出する。そ

のために芸術文化の継承、次世代の育成、先端的取組への挑戦、連携による活

性化、共生社会の実現などの取組を充実・拡大することで、芸術文化により新
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たな発想を促し、東京の持続可能な発展を支え、また、これらの取組による芸

術文化の力で人々の想像力を高め、誰もが互いの違いを認めあい、一人ひとり

が自分らしく居られる社会の実現につなげていくもの。 

 

表Ｂ－４－１０ 芸術文化未来共創事業積立資産 使用計画 

（単位：千円） 

令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 令和 13 年度 令和 14 年度 

341,500 321,500 319,500 333,300 357,500 326,700 

歴史文化財団提出資料より監査人が作成 

 

公益目的事業会計で生じた単年度の黒字は特定費用準備資金（令和５年度末

残高は約 16億円）へ積立てを行っているが、歴史文化財団内の意思決定により

完結するものであり、都側で都の文化振興政策（東京文化戦略 2030 等）と整合

した積立状況・使用計画となっているかの検討が十分に機能するとは限らない

と考えられる。 

一方、地方独立行政法人は、設立団体の長が議会の議決を経て定めた中期目標

により中期計画を作成し、設立団体の長の認可を受け、設立団体の長への届出を

行った年度計画に基づき経営を行うが、毎事業年度、財務諸表（貸借対照表、損

益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他設立団体の規則で定

める書類及びこれらの附属明細書）を作成し、設立団体の長に提出及びその承認

を受けることになっている。また、地方独立行政法人は、地方独立行政法人法に

基づき、毎事業年度に損益計算で利益が生じたときは、前事業年度から繰越した

損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は積立金として整理しなけれ

ばならないが、設立団体の長の承認を受け、残余の額の全部又は一部を翌事業年

度に係る認可中期計画の剰余金の使途に充てることができるとされている。さ

らに、中期目標の期間の最後の事業年度に積立金があるときは、設立団体の長の

承認を受けて、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る認可中期計画

の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における業務の財源に充てる

ことができるとされており、それでもなお残余がある場合は、残余の額を設立団

体に納付しなければならないとされている。 

このように、地方独立行政法人では、毎事業年度に損益計算で生じた利益につ

いては積立金として整理され、中期目標の期間を超えて積立金を繰越しする場

合には、設立団体の長の承認までが必要となり、さらに、その際に残余額がある

場合は設立団体へ納付する仕組みがある。文化施設の管理運営から生じた利益

の使途について、歴史文化財団内の意思決定で完結する特定費用準備資金の積

立てと比べ、地方独立行政法人制度においては設立団体の長までの承認を得る
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必要があり、文化施設の管理運営から生じた利益の使途に対して、都民により高

い透明性をもって説明責任を果たすことができると考えられる。 

この点、生活文化スポーツ局の見解としては、特定費用準備資金を活用する事

業について、都の施策と連動性を持たせ、戦略的な文化事業の原資として活用し

ていくため、令和４年度より新たに開始した生活文化スポーツ局と歴史文化財

団との政策連携会議に都の施策に資する事業への活用を協議する機能を持たせ

ているとのことである。この点、そもそも特定費用準備資金の活用の検討以前に、

収支の均衡を基調とした決算を見据えた予算となるよう、十分な議論も期待さ

れる。 

ただ、政策連携会議における協議の機能が、地方独立行政法人制度の利益の使

途に係るガバナンスと比較し得るものであることが必要であり、そのためには、

生活文化スポーツ局のしかるべき責任者が適切な会議体で協議を行い、協議に

当たっては、予算についての議論も含め、特定費用準備資金の積立理由及び使用

計画の妥当性、特に都の施策との整合性などの観点で十分な検討が行われ、その

検討内容を文書で残すことが必要である。 

 

（意見４－３）文化施設の管理運営について 

都の文化施設である東京都江戸東京博物館、東京都写真美術館、東京都現代美

術館、東京都美術館及び東京都庭園美術館は、指定管理者制度により管理運営さ

れており、東京文化会館及び東京芸術劇場と併せ、令和３年度から８年度までの

期間の指定管理者として、歴史文化財団が特命にて選定されている。地方公共団

体が所有する博物館・美術館については、地方独立行政法人を設置して管理する

ことが地方独立行政法人法令上で可能となっており、大阪市では、美術館・博物

館の管理運営を、地方独立行政法人である大阪市博物館機構が行っている。この

ように、他の地方公共団体において博物館・美術館の管理運営を行う地方独立行

政法人の設立実例があるものの、生活文化スポーツ局としては、博物館・美術館

の管理運営について現時点では歴史文化財団が指定管理者として管理運営を行

うことが最善の見解としている。この点、歴史文化財団は、特命で指定管理者と

して選定されており、他の民間事業者の指定管理者としての参入余地が排除さ

れ、文化施設の管理運営を自律的に行うインセンティブが生じ難くなる可能性

もあると考えられる。生活文化スポーツ局の見解では、都の指定管理者評価など

に基づくＰＤＣＡサイクルにより自律的なインセンティブが働いているとのこ

とであった。しかし、歴史文化財団の指定管理者の指定期間は６年間の長期であ

り、指定管理の提案時の設定目標を尊重するあまり直近の把握された諸条件を

踏まえたＰＤＣＡサイクルとならないのであれば、ＰＤＣＡの効果も損なわれ

かねない。より自律的なインセンティブを期待する上では、毎年度、歴史文化財
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団の自主的かつ専門的な事業予測に基づいた目標を定めることが有用である。

歴史文化財団の予算についても事業予測に基づいた目標を反映させることが望

まれるが、都の予算との連動もあり毎年度の対応が難しい場合、指定管理の中間

の見直しなどの機会を捉えて、適時かつ適切に反映させることが重要となる。 

また、収蔵品（美術品、生活民俗資料等の資料の総称）の購入予算については、

生活文化スポーツ局から歴史文化財団に委託料として単年度で措置されており、

収蔵品の中期的な購入計画の立案や突発的なニーズへの対応の点で課題もある

と考えられる。地方独立行政法人の場合は、使途制限のない運営費交付金等の交

付について中期目標期間内において財源の繰越しは可能となっており、収蔵品

の購入予算の中期的な活用に関して地方独立行政法人の制度に利点はあると考

えられるが、生活文化スポーツ局と歴史文化財団では、都のコレクション全体を

横断的に管理し、都の収集方針に基づき中長期的な視点で毎年度の収集を行え

るようにするほか、保管や活用についても見直し等を行うなど、取組の検討を進

めているとのことであり、当該取組の実効性を今後見極める段階である。 

さらに、歴史文化財団は、公益認定上で要求される収支相償を図るため、公益

目的事業会計で生じた利益を特定費用準備資金として積立てを行っているが、

歴史文化財団内で利益使途の意思決定が完結するため、都側で都の文化振興政

策（東京文化戦略 2030 等）と整合した積立状況・使用計画となっているかの検

討が十分に機能するとは限らない。一方、地方独立行政法人制度では、毎年度の

利益を積立金として中期目標期間を超えて繰越しをする際には設立団体の長ま

での承認が必要であり、利益使途のガバナンスの面で、都民に対してより透明性

の高い利益使途の説明責任が果たせると考えられるが、生活文化スポーツ局は、

令和４年度より新たに開始した歴史文化財団との政策連携会議に都の施策に資

する事業への活用を協議する機能を持たせているとのことである。また、そもそ

も特定費用準備資金の活用の検討以前に、収支の均衡を基調とした決算を見据

えた予算となるよう、十分な議論が期待される。やはり当該取組の実効性を今後

見極める段階である。 

以上、都の文化施設の指定管理者制度での管理運営について、収蔵品の購入予

算の繰越しなど対応が難しい課題を残しつつも、生活文化スポーツ局は、地方独

立行政法人制度の利点を実質的に取り込む形で様々な取組を図っている。博物

館・美術館とホール系文化施設（東京文化会館・東京芸術劇場）との一体的な管

理運営という強みもあるとすれば、博物館・美術館について直ちに地方独立行政

法人化の検討を行う必要は必ずしもないと言えるが、一方、各々の取組の成否に

よっては、地方独立行政法人化の検討も有用と言える。 

したがって、各々の取組において、より実効性のある対応を図られたい。 
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（４）寄附金 

ア 概要 

文化振興部において、都民等から寄附金を直接受け入れる独自の取組は特段

設けられていない。 

一方で、文化振興部における寄附に関する取組として、東京文化戦略 2030で

は、戦略４「持続性のある芸術文化エコシステムを構築する」において、ＫＰＩ

として「芸術を対象とした寄付をしたことがある・今後したい人の割合」が掲げ

られている。また、戦略実行のための推進プロジェクトとして、「担い手育成・

支援＆創作環境向上プロジェクト」が設定され、プロジェクトの方向性として、

芸術文化活動を支えていくため、都民や民間企業の支援を後押しするとともに、

企業で培った経験やスキルを生かしたボランティア活動であるプロボノを増や

す取組を推進すると記載されている。 

さらに、東京文化戦略 2030 に基づき実施する事業の３か年計画（アクション

プラン）の 2023-2025 年版では、上記プロジェクトの方向性を具体化した「10-

７アート・プロボノ等」事業が策定されている。同事業では、３年後に芸術文化

活動を支えるための効果的な施策を検討し、事業構築を行うことを目標として

おり、令和５年度の実績として「アート・プロボノ事業について検討」と記載さ

れている。 

 

イ 監査の結果 

（ア）都民や民間企業の支援を後押しする取組 

芸術・文化については、行政のみならず、企業や篤志家による芸術・文化団体

や個人の芸術家への支援も重要である。 

その観点では行政による支援には限界があり、むしろ行政が企業や篤志家に

よる支援を後押しし、芸術・文化の分野における寄附の文化を東京都に根付かせ

るための取組を行う必要があると考えられる。 

例えば、京都市では文化芸術の振興に活用する寄附の受け皿についての情報

をまとめたポータルサイト「Kyoto Art Donation」を開設している。同サイトに

は、京都市の文化施策に対する寄附のみならず、企業や個人からの寄附のうち

70％をアーティスト等の活動へ補助金として交付し、30％を京都市が行う文化

芸術振興策へ活用する「Arts Aid KYOTO（京都市連携・協働型文化芸術支援制

度）」という制度も紹介されている。また、「Kyoto Art Donation」のポータルサ

イトでは、施設を管理する公益法人への寄附も併せて紹介しており、自治体が企

業・個人と芸術・文化団体や個人の芸術家を結ぶハブの機能を果たしていると言

える。 

この点、東京文化戦略 2030では戦略４「持続性のある芸術文化エコシステム
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を構築する」において、ＫＰＩとして「芸術を対象とした寄付をしたことがある・

今後したい人の割合」が掲げられており、東京文化戦略 2030 に基づき実施する

事業の３か年計画（アクションプラン）でも「10-７アート・プロボノ等」事業

が策定されている。そのため、同事業において都民や民間企業による支援の後押

しがどのように実行されているか、事業の有効性について担当者にヒアリング

を実施したところ、令和５年度の実績としてアート・プロボノ事業について検討

と記載されているものの、具体的に都民や民間企業による支援の後押しとして

実施または検討された取組は存在しなかった。 

 

（意見４－４）都民や民間企業による支援を後押しする取組について 

東京文化戦略 2030では、戦略４「持続性のある芸術文化エコシステムを構築

する」において、ＫＰＩとして「芸術を対象とした寄付をしたことがある・今後

したい人の割合」が掲げられており、東京文化戦略 2030 に基づき実施する事業

の３か年計画（アクションプラン）でも「10-７アート・プロボノ等」事業が策

定されている。 

しかしながら、同事業の令和５年度の実績として、アート・プロボノ事業につ

いて検討と記載されているものの、具体的に都民や民間企業による支援の後押

しとして実施または検討された取組は存在しなかった。 

持続性のある芸術文化エコシステムを構築する上で、行政の役割には限界が

あり、都としては企業・個人と、芸術・文化団体や個人の芸術家を結ぶハブの機

能を果たすことで、企業や篤志家による支援を後押しし、芸術・文化の分野にお

ける寄附を含む支援の裾野を広げる取組を行う必要があると考えられる。 

したがって、上記の観点から、都民や民間企業による支援の後押しとなる取組

を実施することを検討されたい。 

 

（イ）寄附の取組に関する政策連携団体との連携 

上記のとおり、文化振興部において、寄附金を直接受け入れる取組は特段設け

られていない。 

一方で、政策連携団体である歴史文化財団と都響は、それぞれ美術・工芸等と

音楽の分野で寄附金の制度を設け、企業及び個人からの支援を集めている（歴史

文化財団の制度については、「政策連携団体（公益財団法人東京都歴史文化財団、

公益財団法人東京都交響楽団及び公益財団法人東京都つながり創生財団）の経

営管理について」第３,Ⅱ,（５）にて詳述している）。 

歴史文化財団が管理する博物館・美術館等の施設や館内で展示等されている

美術・工芸品等の収蔵品は都の保有物であり、また、都響の活動を支える運営費

は都から補助金が拠出されている。このように、東京文化戦略 2030 においてイ
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コールパートナーとも位置付けられる両団体と都は、政策連携団体として美術・

工芸等と音楽の分野で密接に結びついている。 

そのため、両団体に対する寄附や支援についても、都と一体的に連携すること

が効果的かつ効率的と考えられるが、現状は都と両団体において寄附の取組に

関する連携は特段取られておらず、それぞれ独自の取組を実施しているにとど

まる。 

 

（意見４－５）寄附の取組に関する政策連携団体との連携について 

文化振興部において、寄附金を直接受け入れる取組は特段設けられていない。 

一方で、政策連携団体である歴史文化財団と都響は、それぞれ美術・工芸等と

音楽の分野で寄附金の制度を設け、企業及び個人からの支援を集めている。 

歴史文化財団が管理する博物館・美術館等の施設や館内で展示等されている

美術・工芸品等の収蔵品は都の保有物であり、また、都響の活動を支える運営費

は都から補助金が拠出されている。このように、東京文化戦略 2030 においてイ

コールパートナーとも位置付けられる両団体と都は、政策連携団体として美術・

工芸等と音楽の分野で密接に結びついているが、現状は都と両団体において寄

附金に関する連携は特段取られておらず、それぞれ独自の取組を実施している

にとどまっている。 

両団体に対する寄附や支援についても、都と一体的に連携することが効果的

かつ効率的と考えられることから、両団体と寄附金制度に関して連携していく

ことを検討されたい。 

 

（５）補助金・助成金の手続 

ア 概要 

文化振興部が所管する補助・助成事業のうち、令和５年度の補助金及び助成金

の交付決定額と確定額の一覧は、以下のとおりである。 

 

表Ｂ－４－１１ 補助金・助成金の交付決定額・確定額（令和５年度） 

（単位：円） 

事業名 交付決定額 確定額 

東京都歴史文化財団自主事業の実施に係る

運営費補助金 
1,703,442,000 1,457,397,399 

東京都歴史文化財団東京文化会館の事業に

係る補助金 
81,553,000 64,518,144 

東京都歴史文化財団財団本部アーツカウン

シル東京の事業に係る補助金 
783,052,000 734,645,195 
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地域の文化・芸術活動助成事業等に関する助

成金（文化会館） 
10,000,000 10,000,000 

地域の文化・芸術活動助成事業等に関する助

成金（芸術劇場） 
5,000,000 5,000,000 

東京都交響楽団運営費補助金 1,023,000,000 1,023,000,000 

隅田川花火大会事業補助金 67,788,000 60,576,804 

地区花火大会事業補助金 13,250,000 13,000,000 

合計 3,687,085,000 3,368,137,542 

都提供資料より監査人作成 

 

文化振興部が所管する補助金・助成金では、事業ごとに交付要綱が定められて

おり、当該要綱に基づき交付申請、交付決定、実績報告、精算などが行われる。

補助事業を実施する団体は、補助・助成事業の完了時・精算時に実績報告書・精

算報告書を文化振興部へ提出する。 

 

イ 監査の結果 

文化振興部が管轄する補助金・助成金に関する資料を閲覧した結果、「東京都

歴史文化財団東京文化会館の事業に係る補助金」について、補助事業者である歴

史文化財団から提出された精算報告書に記載されている補助金交付決定額が、

正しくは 81,553,000 円であるべきところ、783,052,000 円となっており、記載

の不備が確認された。 

 

（意見４－６）補助金の精算報告書の記載誤りについて 

「東京都歴史文化財団東京文化会館の事業に係る補助金」について、補助事業

者である歴史文化財団から提出された精算報告書に記載されている補助金交付

決定額が 783,052,000円となっていたが、正しくは 81,553,000円であった。 

補助金額が確定する精算報告書の審査で、金額誤りにより正確な補助金の精

算が行われない可能性があることから、精算報告書の記載金額は、文化振興部に

おける補助金・助成金の審査等の手続において重点的に確認されるべき事項で

あると考えられる。 

精算報告書の記載金額に誤りが確認されたことを鑑みて、補助・助成事業の審

査・補助金支給の手続上の誤りを防止・発見するため、審査手続等において誤り

が生じないよう再発防止策を検討し、補助金・助成金の審査等の手続や書類記載

上の誤りの防止・発見に努められたい。  
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Ⅴ スポーツ総合推進部及びスポーツ施設部の事業について 

（１）東京都スポーツ推進総合計画 

ア 概要 

（ア）東京都スポーツ推進総合計画の概要 

生活文化スポーツ局は、平成 30 年３月にスポーツを通じてどのような都市を

目指していくのかという考えの下、東京都スポーツ推進計画及び東京都障害者

スポーツ振興計画を見直し、スポーツを通じて東京の未来を創造していくため

の羅針盤となるものとして「東京都スポーツ推進総合計画」を策定した。同計画

に基づき、都は引き続き「スポーツ都市東京」の実現を目指し、スポーツ振興施

策を推進していくこととしている。 

東京都スポーツ推進総合計画は、平成 30 年度から令和６年度までを計画期間

としており、「スポーツ都市東京」の実現に向け、「スポーツの力で東京の未来を

創る」を基本理念として、３つの政策目標を設定している。また、３つの政策目

標の実現に向けては、「するスポーツ」、「みるスポーツ」、「支えるスポーツ」の

３つの視点から課題を整理し、30 の政策指針を示している。これらの政策目標

と政策指針は、以下のとおりである。 

 

政策目標１ スポーツを通じた健康長寿の達成 

将来イメージ 都民の誰もが、気軽にスポーツに親しむことによって、心身の健康が

維持・増進し、いきいきと生活している。 

するスポーツ 

・スポーツをすることへの

関心喚起 

・スポーツを始める機会の

創出 

・スポーツを身近でできる

場の確保 

・成長段階にある児童・生

徒の体力向上 

・競技力向上の取組を通じ

たスポーツ実施の推進 

みるスポーツ 

・スポーツをみることの魅

力発信 

・スポーツをみる機会の創

出 

支えるスポーツ 

・スポーツを支える人材の

育成 

・スポーツによる事故防止

等の推進 

・スポーツを支える都民の

顕彰等 

 

政策目標２ スポーツを通じた共生社会の実現 

将来イメージ 障害の有無や年齢、性別、国籍等を問わず、全ての人が分け隔てなく

スポーツを楽しみ、互いを理解・尊重しながら共生している。 

するスポーツ 

・誰もが楽しめるスポーツ

への理解促進 

・障害の有無に関わらない

スポーツ振興 

みるスポーツ 

・障害者スポーツの更なる

魅力発信 

・誰もが気軽に観戦できる

スポーツ環境の整備 

支えるスポーツ 

・多様なスポーツの振興に

向けた人材の育成 

・多様なスポーツを支える

基盤づくり 
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・幼児・子供のスポーツ振

興 

・高齢者のスポーツ振興 

・性別に関わらないスポー

ツ振興 

・スポーツを通じた被災地

支援 

 

政策目標３ スポーツを通じた地域・経済の活性化 

将来イメージ 都民が様々なスポーツを日常的に楽しむとともに、企業・地域団体等

もスポーツの楽しさを実感できるサービス等を提供し、地域や経済が活性化してい

る。 

するスポーツ 

・スポーツクラスターを核

とした地域の活性化 

・官民連携によるスポーツ

気運の醸成 

・東京を活性化させるスポ

ーツイベント等の展開 

・地域におけるスポーツ活

動の推進 

みるスポーツ 

・スポーツ観戦の魅力発信 

・アスリートの活躍を通じ

たスポーツ気運の醸成 

・スポーツ施設における顧

客の満足度向上 

支えるスポーツ 

・スポーツに関する技術開

発・市場開拓への支援 

・地域や経済の活性化に寄

与した団体等の顕彰 

・スポーツを通じた国際交

流 

 

（イ）計画全体の目標値と９つの達成指標 

東京都スポーツ推進総合計画における計画全体の目標値は、令和２年までに

スポーツ実施率を 70％にまで引き上げ、それ以降はこれを維持することとして

いる。この目標は、世界でスポーツ実施率がトップと言われているオーストラリ

ア（69.5％）やスウェーデン（69.1％）を超えて、世界一を目指そうとするもの

である。 

また、当該全体目標の下に、それぞれの政策目標においても、進捗状況を的確

に把握するため、達成指標を３つずつ設定し、合計９つの達成指標を掲げている。

９つの達成指標は、以下のとおりである。 

 

表Ｂ－５－１ 東京都スポーツ推進総合計画の達成指標 

 達成指標 

項目 
令和２年 

（目標値） 

令和６年度 

（目標値） 

政策目標１ 

１年間にスポーツを実施しなかっ

た都民（18歳以上）の割合 
7.5％ 7.5％を維持 

スポーツが「嫌い」「やや嫌い」と

回答する中学２年生の割合 
－ 

男子 ５％ 

女子 10％ 

１年間にスポーツを支える活動

（注１）を行った都民（18歳以上）

の割合 

20％ 20％を維持 
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 達成指標 

項目 
令和２年 

（目標値） 

令和６年度 

（目標値） 

政策目標２ 

障害のある都民（18 歳以上）のス

ポーツ実施率 
－ 

40％ 

（注２） 

20～30 歳代女性（都民）のスポー

ツ実施率 
50％ 55％ 

60 歳以上の都民のスポーツ実施率 75％ 75％を維持 

政策目標３ 

１年間にスポーツを直接観戦した

都民（18 歳以上）の割合 
50％ 50％を維持 

東京 2020 大会に出場する都が 

発掘・育成・強化したアスリート数 

オリンピック 

100 人 

パラリンピック 

25 人 

成果等を 

踏まえ検討 

都内のスポーツ市場規模 

（スポーツ GDP） 
1.04 兆円 1.46 兆円 

（注１）スポーツを支える活動：スポーツの指導やスポーツボランティアの実施、子供のスポーツの見守

り等、スポーツを行う人を支援する活動 

（注２）令和３年までの達成を目指す 

「東京都スポーツ推進総合計画」より監査人作成 

 

イ 監査の結果 

（ア）東京都スポーツ推進総合計画に関する進捗管理について 

東京都スポーツ推進総合計画における計画全体の目標値である都民のスポー

ツ実施率について、令和５年度実績は 66.3％である。なお、都民のスポーツ実

施率の推移は、以下のとおりである。 

 

図Ｂ－５－１ 都民のスポーツ実施率の推移 

 

都提供資料より監査人抜粋 
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また、令和５年度における達成指標の実績は、以下のとおりである。なお、こ

れら９つの達成指標は、中間年度の令和２年度と最終年度の令和６年度にのみ

目標値が設定されている。そのため、令和５年度の実績と令和６年度の目標を比

較している。 

 

表Ｂ－５－２ 東京都スポーツ推進総合計画の達成指標の進捗状況 

 達成指標 

項目 
令和５年度 

（実績値） 

令和６年度 

（目標値） 

政策目標１ 

１年間にスポーツを実施しなかっ

た都民（18歳以上）の割合 
5.1％ 7.5％を維持 

スポーツが「嫌い」「やや嫌い」と

回答する中学２年生の割合 

男子 11.5％ 

女子 22.7％ 

男子 ５％ 

女子 10％ 

１年間にスポーツを支える活動を

行った都民（18歳以上）の割合 
14.8％ 20％を維持 

政策目標２ 

障害のある都民（18歳以上）のス

ポーツ実施率 
46.3％ 40％ 

20～30歳代女性（都民）のスポー

ツ実施率 
54.5％ 55％ 

60歳以上の都民のスポーツ実施率 74.9％ 75％を維持 

政策目標３ 

１年間にスポーツを直接観戦した

都民（18歳以上）の割合 
42.7％ 50％を維持 

「東京のアスリートの競技力を高

め、アスリートの経験を地域に還

元し、スポーツの裾野拡大や世界

最高水準のスポーツ実施率につな

げる」（注１） 

― 
定量的な 

指標なし 

都が発掘・育成・強化したアスリー

トで、新たな JPC 強化指定選手・

次世代育成選手数（注１） 

41 人 

（注２） 

75 人 

（注２） 

都内のスポーツ市場規模 

（スポーツ GDP） 
非公表 1.46兆円 

（注１）東京 2020 大会の成果等を踏まえ、新たな目標を設定している。 

（注２）令和５年度実績は、令和４年度から５年度までの累計人数。令和６年度目標は、令和４年度から

６年度までの累計人数。 

都提供資料より監査人作成 

 

令和５年度における達成指標の進捗状況を見てみると、「１年間にスポーツを

実施しなかった都民（18 歳以上）の割合」及び「障害のある都民（18 歳以上）

のスポーツ実施率」は、令和５年度の実績時点において令和６年度に掲げた指標

を達成している。また、「20～30歳代女性（都民）のスポーツ実施率」は、目標

値 55.0％に対して 54.5％と目標値に近い水準であり、「60 歳以上の都民のスポ



168 

 

ーツ実施率」も、目標値 75.0％に対して 74.9％と目標値に近い水準であった。 

一方、「スポーツが「嫌い」「やや嫌い」と回答する中学２年生の割合」は、男

子で目標値 5.0％に対して 11.5％、女子で目標値 10.0％に対して 22.7％であっ

た。生活文化スポーツ局としては、生涯を通じてスポーツに親しむ都民の増加に

向け、学齢期から運動習慣を身に付けさせ、男子・女子共にスポーツ好きを増や

していくことが必要であると認識している。 

 「１年間にスポーツを支える活動を行った都民（18 歳以上）の割合」は、目

標値 20％に対して 14.8％であった。生活文化スポーツ局としては、コロナ禍で

の落ち込みから復調傾向にあるものの目標値には達しておらず、引き続き情報

や機会の提供、研修会の開催などにより、ボランティアや指導者など支える人材

の増加や質の向上を図っていくことが必要であると認識している。 

「１年間にスポーツを直接観戦した都民（18歳以上）の割合」は、目標値 50％

に対して 42.7％であった。生活文化スポーツ局としては、スマートフォン等の

デジタル機器を活用した観戦環境の整備が一層進んできているため、多様なメ

ディアで観戦する都民の割合も含めて総合的に分析する必要があると認識して

いる。 

また、「東京のアスリートの競技力を高め、アスリートの経験を地域に還元し、

スポーツの裾野拡大や世界最高水準のスポーツ実施率につなげる」については、

定量的な達成目標が設定されていないため、実績についても定量的な評価はさ

れていない。 

スポーツＧＤＰについては、定量的な達成目標が示されているものの、当該目

標に対する実績値が公表されていなかった。東京都スポーツ推進総合計画に記

載されているスポーツＧＤＰの現状（2012 年実績値）は、計画策定当時（2017

年度）において政府関係金融機関が推計したものであったが、その後、2018 年

にスポーツＧＤＰの新たな推計方法を同金融機関が開発し、それ以降、新たな推

計方法によって日本国内全体のスポーツＧＤＰを公表している。一方、都のスポ

ーツＧＤＰについては、都が推計することになるが、新たな手法において全国の

推計から東京都内の推計値を測定する手法が確立されていない。担当者による

と、目標に対する実績値が公表されていなかったのは、正確な成果分析を行うこ

とが困難な状況となったためとのことである。 

 

（意見５－１）次期計画における政策目標に対する定量指標の設定について 

平成 30 年に策定された東京都スポーツ推進総合計画において、「スポーツを

通じた地域・経済の活性化」という政策目標に対し、東京 2020 大会に出場する

都が発掘・育成・強化したアスリート数をオリンピック 100 人、パラリンピック

25 人とする定量的な達成指標を掲げていた。 
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東京 2020 大会後、「①東京 2020 大会に向けて構築した競技力向上施策の体系

を大会のレガシーとして活用し、引き続き、アスリートの競技力を向上する、②

アスリートが地元や地域に応援され、また都のスポーツ推進に貢献できるよう、

活躍する場を創出する」とする方向性の下、新たな目標として「東京のアスリー

トの競技力を高め、アスリートの経験を地域に還元し、スポーツの裾野拡大や世

界最高水準のスポーツ実施率につなげる」が設定された。 

当該目標は定性的なものであり、定量的な目標は設定されなかった。取組をよ

り効果的なものとするためには、定量的な達成指標を設定し、目標達成状況を見

える化した上でＰＤＣＡサイクルを運用することが望ましい。 

次期計画における政策目標（政策の柱）に係る指標を設定する際には、可能な

限り定量的な達成指標を設定することを検討されたい。 

 

（意見５－２）成果分析が可能な指標の設定について 

東京都スポーツ推進総合計画において、「スポーツを通じた地域・経済の活性

化」という政策目標に対し、定量的な達成指標として都内のスポーツ市場規模で

ある「スポーツＧＤＰ」を掲げ、令和２年度には 1.04兆円、令和６年度には 1.46

兆円を目標としている。 

しかし、生活文化スポーツ局は、政府関係金融機関の推計方法の変更により、

新たな手法において全国の推計から東京都内の推計値を測定する手法が確立さ

れていないためスポーツＧＤＰの実績を公表していなかった。 

本来であれば、目標と実績を比較の上、成果分析を行い、その結果を公表する

ことが望ましい。次期計画における政策目標（政策の柱）に係る指標を設定する

際には、可能な限り目標と実績を比較し、成果分析を行うことが可能な指標とす

ることを検討されたい。 

 

（イ）個別事業における進捗管理 

政策目標を達成するための個々の事業については、表Ｂ－５－２に掲げる達

成指標とは別に、事業ごとに目標、取組予定、実績、効果・課題の区分で整理さ

れ、効果分析が行われている。 

しかし、目標については、定量的な数値目標が掲げられている事業もあるが、

一部には実績では定量的な実施結果が記載されているにもかかわらず、以下の

ように定性的な記載にとどまっており、目標になじまないものがあった。 

「継続的な協力先の確保」 

「パンフレット等を引き続き配布」 

「区市町村等におけるマニュアルの活用を促進」 

また、効果・課題についても一部の事業においては、当該年度の取組内容の記
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載にとどまり、効果・課題に触れられていないものや、目標として定量的な数値

が設定されている場合であっても定性的なコメントにとどまっているものがあ

った。これらは、取りまとめ部署と事業担当部署との間の調整を経た上で整理を

しているが、その粒度は様々で、必ずしも比較分析の手法が統一されているとは

言えない状況であった。 

 

（意見５－３）各事業の目標と実績との比較分析の実施について 

政策目標を達成するための個々の事業については、それぞれ目標、取組予定、

実績、効果・課題の区分で整理され、効果分析が行われている。しかし、実績で

は定量的な実施結果が記載されているにもかかわらず目標は定性的な記載にと

どまっているものや、目標値になじまないもの（目標「継続的な協力先の確保」、

「パンフレット等を引き続き配布」、「区市町村等におけるマニュアルの活用を

促進」）など、その粒度は様々であった。また、効果・課題についても、一部の

事業においては、当該年度の取組内容の記載にとどまり、効果・課題に触れられ

ていないものや、目標として定量的な数値が設定されている場合であっても実

績では定性的なコメントにとどまっているものなどがあり、必ずしも比較分析

の手法が統一されているとは言えない状況であった。 

定量的な数値データをもって分析結果を深掘りすることによって、当該分析

結果を次年度以降の施策により効果的に反映させることが可能になる。施策の

事業内容によっては、定量的な目標設定が難しいケースがあることも理解でき

るが、可能な限り定量的な目標設定を行った上で、目標と実績との比較分析は定

量的な数値データをもって行うことを検討されたい。 

 

（意見５－４）東京都スポーツ推進総合計画における未達成の政策目標に対す

る取組について 

東京都スポーツ推進総合計画の政策目標のうち「スポーツが「嫌い」「やや嫌

い」と回答する中学２年生の割合」、「１年間にスポーツを支える活動を行った都

民（18 歳以上）の割合」、「１年間にスポーツを直接観戦した都民（18 歳以上）

の割合」については、令和５年度実績の段階で令和６年度の目標に届いていない

状況にある。 

それぞれの政策目標には複数の事業が紐づいている。例えば、「１年間にスポ

ーツを支える活動を行った都民（18 歳以上）の割合」を増加させるという政策

目標のためには、「スポーツイベントにおける活動機会の提供」等の事業が関連

している。 

そのため、政策目標と各事業の関連性を整理し重要な事業を把握した上で、政

策目標達成に向けた取組を検討されたい。 
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（２）ＴＯＫＹＯスポーツレガシービジョン 

ア 概要 

生活文化スポーツ局は、東京2020大会の成果を今後のスポーツ振興に活かし、

都市の中で根付かせていくため、令和４年１月に「ＴＯＫＹＯスポーツレガシー

ビジョン」を策定した。ＴＯＫＹＯスポーツレガシービジョンでは、以下の７つ

の方向性が示されている。 

それぞれの項目における今後の取組は、以下のとおりである。 

 

１．都立スポーツ施設の戦略的活用 

・18 施設のネットワークでポテンシャルを最大限発揮 

発信力の強化、ニーズ対応力の強化、一体的取組によるスポーツ振興 

・各施設を最大限活用するための３つの取組 

スポーツでの更なる活用、多様な活用による新たな体験の提供、施設・地域

との連携 

・各施設の特性を活かし、多様な活用を推進 

最新の国際水準の設備を有する新規恒久施設、長年都民に親しまれてきた

既存施設、それぞれの特性を活かし、多様な活用を推進 

２．国際スポーツ大会の誘致・開催 

・多種多様な国際スポーツ大会の誘致に向けて都立スポーツ施設を戦略的に

活用 

・国際スポーツの誘致・開催を促進 

・観戦機会の拡大のためスポーツの力に触れる場を広げる 

・東京のプレゼンス向上のため国際スポーツ都市・東京の魅力をＰＲ 

３．スポーツの場を東京の至る所に拡大 

・これまでの取組を発展させ、スポーツの魅力を拡大 

・パートナーと協力し、オール東京でスポーツを推進 

・様々なニーズに応じて、スポーツとの新たな接点を創出 

４．パラスポーツの振興 

・幅広いパラスポーツの普及と人材の育成のためファンの拡大と交流 

・きっかけを提供するためパラスポーツに取り組む障害のある人を応援 

・場を確保するため「だれでも、どこでも、いつまでも」を実現 

５．東京のアスリートの活躍 

東京のアスリートを強化し､競技力向上の成果を､アスリートの地域での活躍

に活かす 
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・競技人口の拡大 

・アスリートの発掘・育成 

・東京のアスリートの強化 

・アスリートが、その経験をもとに地域で活躍 

６．ボランティア文化の定着 

・ボランティア気運をつなげるため多彩な情報・活動フィールドの提供 

・スポーツを支える活動の充実のためスポーツ分野の活動機会の確保 

・ボランティアマインドの更なる醸成のため各学校でのボランティア活動の

実施 

・大会で得られた経験・ノウハウの発信 

７．未来へのメッセージ 

・身近な場所で大会の記憶に触れる場を創出 

・大会のアーカイブ資産とメッセージを後世に伝達 

・大会のメモリアルとして「東京レガシーハーフマラソン」の創設 

・大会で得た知識や知見を他都市と分かち合う 

 

イ 監査の結果 

ＴＯＫＹＯスポーツレガシービジョンでは、東京 2020 大会の実施の振り返り

と今後の取組、将来の方向性を示している。例えば、７つの方向性のうち「１．

都立スポーツ施設の戦略的活用」においては、大会のレガシーを活かし、スポー

ツ振興の拠点として更なる活用を図りつつ、エンターテインメントやユニーク

ベニュー、最先端技術の活用などで新たな体験を提供するとともに､施設や地域

との連携を進め、施設が持つポテンシャルを最大限発揮するために、「スポーツ

での更なる活用」、「多様な活用による新たな体験の提供」、「施設・地域との連携」

などの観点から具体的な取組を示しているところが特徴である。 

一方で、ＴＯＫＹＯスポーツレガシービジョンは将来に向けたスポーツ施策

の方向性を示すものであり、各取組に対して成果指標等は設定されていない。 

 

（意見５－５）ＴＯＫＹＯスポーツレガシービジョンの次期東京都スポーツ推

進総合計画への反映について 

ＴＯＫＹＯスポーツレガシービジョンでは、今後都が取り組むべき事業や施

策の方向性が示されている。その上で、各方向性について具体的な取組を示して

いるところが特徴である。しかし、ＴＯＫＹＯスポーツレガシービジョンは将来

に向けたスポーツ施策の方向性を示すものであり、各取組に対して成果指標等

が掲げられているわけではない。 
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東京 2020 大会の成果を今後のスポーツ振興に活かし、都市の中で根付かせて

いくため、ＴＯＫＹＯスポーツレガシービジョンで示されている取組内容につ

いて、取組の進行状況を振り返り、現在検討されている次期東京都スポーツ推進

総合計画において反映した上で、各事業に取り組まれたい。 

 

（３）スポーツ施設の利用促進 

ア 概要 

（ア）都のスポーツ施設 

都のスポーツ施設のうち以下の６施設（以下「東京アクアティクスセンター外

５施設」という。）は、東京 2020 大会の開催において新規に整備した施設であ

る。 

・東京アクアティクスセンター 

・海の森水上競技場 

・有明アリーナ 

・カヌー・スラロームセンター 

・大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場 

・夢の島公園アーチェリー場 

 

また、東京アクアティクスセンター外５施設以外の都立スポーツ施設は、以下

の 10 施設（以下「東京体育館外９施設」という。）である。 

・東京体育館 

・駒沢オリンピック公園総合運動場 

・東京武道館 

・有明テニスの森公園テニス施設 

・若洲海浜公園ヨット訓練所 

・武蔵野の森総合スポーツプラザ 

・味の素スタジアム 

・東京都障害者総合スポーツセンター 

・東京都多摩障害者スポーツセンター 

・東京都パラスポーツトレーニングセンター 

 

令和５年度におけるそれぞれの施設のコスト、利用者数、利用者数一人当たり

コストの状況は、以下のとおりである。 
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表Ｂ－５－３ 都が保有するスポーツ施設のコスト等 

 
（注１）有明アリーナは PFI 事業であり、味の素スタジアムは財産貸付であるため、指定管理料は発生してい

ない。 

（注２）端数処理の関係上、表に記載の指定管理料、減価償却費から算出した額とは一致しない場合がある。 

都提供資料より監査人作成 

 

（イ）「新規恒久施設の施設運営計画」の概要 

生活文化スポーツ局は、平成 26 年 12 月、外部有識者等で構成するアドバイ

ザリー会議を設置し、民間事業者、競技団体、地元自治体等の意見を幅広く聴き

ながら、東京 2020 大会後の施設の活用方策について検討を進め、さらに、平成

28 年９月から都政改革本部のオリンピック・パラリンピック調査チームと連携

しながら詳細な検討を重ねた。「新規恒久施設の施設運営計画」は、こうした検

討結果を取りまとめたものであり、大会後の施設運営の指針となるものである。 

同計画は、①点（施設）から面（地域）へ、②コストから将来への投資へ、③

官から民へ、という３つの視点の下、東京アクアティクスセンター外５施設につ

いて施設別に大会開催数と競技利用及び一般利用等に区分された年間来場者数

が目標として設定されている。  

指定

管理料

（百万円）

減価

償却費

（百万円）

合　計

（百万円）

注２

年間

利用者数

（人）

一人当たり

指定管理料

（千円）注２

一人当たり

コスト

（千円）注２

東京アクアティクスセンター 505 2,282 2,787 696,652 0.7 4.0

海の森水上競技場 171 1,317 1,488 58,357 2.9 25.5

有明アリーナ - 1,326 1,326 1,282,350 - 1.0 注１

カヌースラロームセンター 159 170 329 52,363 3.0 6.3

大井ふ頭中央海浜公園

ホッケー競技場
72 221 293 97,403 0.7 3.0

夢の島公園アーチェリー場 13 15 28 10,583 1.2 2.7

東京体育館 219 677 897 1,066,879 0.2 0.8

駒沢オリンピック公園

総合運動場
641 316 957 935,779 0.7 1.0

東京武道館 277 152 429 319,563 0.9 1.3

有明テニスの森公園

テニス施設
50 172 222 578,081 0.1 0.4

若洲海浜公園ヨット訓練所 54 23 78 1,437 37.8 54.1

武蔵野の森総合

スポーツプラザ
269 687 956 773,610 0.3 1.2

味の素スタジアム - 680 680 1,565,974 - 0.4 注１

東京都障害者総合

スポーツセンター
564 123 686 81,346 6.9 8.4

東京都多摩障害者

スポーツセンター
369 205 574 73,188 5.0 7.8

東京都パラスポーツ

トレーニングセンター
211 60 271 14,293 14.8 19.0
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表Ｂ－５－４ 東京アクアティクスセンター外５施設で設定されている目標

（「新規恒久施設の施設運営計画」作成時） 

 設定されている目標 

大会開催数 

（回） 

年間来場者数（人） 

競技利用 一般利用 

東京アクアティクス 

センター 
100 850,000 150,000 

海の森水上競技場 30 310,000 40,000 

カヌー・スラローム 

センター 
７ 30,000 70,000 

 

 設定されている目標 

大会開催数 

（回） 

年間来場者数（人） 

メインアリーナ 

（スポーツ大会） 

スポーツ大会以外の

メインアリーナ利用、 

サブアリーナ利用他 

有明アリーナ 10 90,000 1,310,000 

 

 設定されている目標 

大会開催数 

（回） 

年間来場者数（人） 

大会利用 練習・合宿等利用 

大井ふ頭中央海浜 

公園ホッケー競技場 
23 130,000 70,000 

 

 設定されている目標 

大会開催数 

（回） 

年間来場者数（人） 

競技利用 多目的利用 

夢の島公園 

アーチェリー場 
20 3,000 30,000 

「新規恒久施設の施設運営計画」より監査人作成抜粋 

 

一方で、東京体育館外９施設については、指定管理者制度による民間事業者の

活用等により、利用者の満足度を高めるサービスの提供に努めているが、「新規

恒久施設の施設運営計画」のような目標は設定されていない。 
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イ 監査の結果 

（ア）東京アクアティクスセンター外５施設 

東京アクアティクスセンター外５施設の令和５年度における大会開催数と来

場者数の目標と実績の状況は、以下のとおりである。なお、年間来場者数の実績

については競技利用と一般利用等に区分して集計されていないため、両者を合

算した来場者数となっている。 

 

表Ｂ－５－５ 東京アクアティクスセンター外５施設の大会開催数目標と実績の比較 

（単位：回） 

 目標 
令和５年度 

実績 
比較 

東京アクアティクスセンター 100 82 △18 

海の森水上競技場 30 31 ＋1 

有明アリーナ 10 17 ＋7 

カヌー・スラロームセンター 7 8 ＋1 

大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場 23 40 ＋13 

夢の島公園アーチェリー場 20 41 ＋21 

都提供資料より監査人作成 

 

表Ｂ－５－６ 東京アクアティクスセンター外５施設の入場者数目標と実績の比較 

（単位：人） 

 
年間来場者数目標 令和５年度 

実績 
比較 

競技利用 一般利用等 

東京アクアティクス 

センター 
850,000 150,000 696,652 △303,348 

海の森水上競技場 310,000 40,000 58,357 △291,643 

カヌー・スラローム 

センター 
30,000 70,000 52,363 △47,637 

（単位：人） 

 

年間来場者数目標 

令和５年度 

実績 
比較 メインアリーナ 

（スポーツ大会）

スポーツ大会以

外のメインアリ

ーナ利用、サブ

アリーナ利用他 

有明アリーナ 90,000 1,190,000 1,282,350 2,350 
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（単位：人） 

 

年間来場者数目標 
令和５年度 

実績 
比較 

大会利用 
練習・合宿等

利用 

大井ふ頭中央海浜公園 

ホッケー競技場 
130,000 70,000 97,403 △102,597 

（単位：人） 

 
年間来場者数目標 令和５年度 

実績 
比較 

競技利用 多目的利用 

夢の島公園 

アーチェリー場 
3,000 30,000 10,583 △22,417 

（注）有明アリーナの「スポーツ大会以外のメインアリーナ利用、サブアリーナ利用他」に含まれる「レス

トラン・カフェ」利用者数（12万人：集計困難）を除いている。同利用者数を含めると新規恒久施設

の施設運営計画の年間来場者数目標の 1,310,000 人となる。 

都提供資料より監査人作成 

 

大会開催数では、東京アクアティクスセンターが目標を下回ったが、海の森水

上競技場、有明アリーナ、カヌー・スラロームセンター、大井ふ頭中央海浜公園

ホッケー競技場、夢の島公園アーチェリー場については目標を上回った。一方で、

年間来場者数（競技利用及び一般利用等の合計数）については、東京アクアティ

クスセンター、海の森水上競技場、カヌー・スラロームセンター、大井ふ頭中央

海浜公園ホッケー競技場、夢の島公園アーチェリー場において目標を下回った。 

年間来場者数については、計画時と同様の区分で実績を集計していないため、

各施設において競技利用に関連する来場者数が少ないのか、一般利用等の来場

者数が少ないのかは把握できない。そのため、競技利用の来場者数の増加に注力

すればよいのか、一般利用等の来場者数の増加に注力すればよいのか、両方に注

力する必要があるのかは実績データからは判明しない状況である。なお、担当者

によると、現在は各施設とも競技利用や一般利用等にとどまらず、イベントやロ

ケ撮影など多様な利用の促進を進めており、同様の区分で集計・分析することが、

必ずしも現状にはなじまないと考えているという説明であった。 

ここで、表Ｂ－５－３の利用者一人当たりコストを見ると、若洲海浜公園ヨッ

ト訓練所については主に指定管理者によるヨット教室の開催を目的とする施設

であるため議論に適さないが、その他の施設では、海の森水上競技場の利用者数

一人当たりコストが高い状況にある。これは、減価償却費負担が大きいにもかか

わらず利用者数が少ないことが理由と考えられる。一方で、同施設も計画におい

て目標としている年間来場者数の水準に到達すると利用者数一人当たりコスト
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は約 4,300 円の水準になるため、年間来場者数の拡大に努めることで利用者数

一人当たりコストの低下が見込まれる。 

海の森水上競技場、カヌー・スラロームセンター、大井ふ頭中央海浜公園ホッ

ケー競技場、夢の島公園アーチェリー場については、大会数の実績が目標を上回

っているものの、年間来場者数の実績が目標を下回っているため、特に一般利用

等、多目的利用を含めて来場者数の底上げを図ることで年間来場者数の拡大に

努めることが考えられる。 

有明アリーナについては、ＰＦＩ（コンセッション）方式を採用し、運営権者

が独立採算で運営を行っている施設であることから、都の定める要求水準書に

おいて施設の利用実態や稼働率など年間来場者数とは異なる指標で評価してい

る。都は事業に係るモニタリングを通じて、要求水準の未達状態がないかなど確

認を行っている。 

東京アクアティクスセンターについては、大会開催数の実績及び年間来場者

数の実績が目標を下回っているが、施設利用日数が多い状況にある。そのため、

年間来場者数の実績について、計画と同様に競技利用及び一般利用等に区分し

て集計・分析した上で、効果的な対応が検討・実施される必要がある。 

 

（意見５－６）年間来場者数の集計・分析及び年間来場者数の拡大について 

東京アクアティクスセンター、海の森水上競技場、カヌー・スラロームセンタ

ー、大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場、夢の島公園アーチェリー場について、

計画公表時には、大会開催数と競技利用及び一般利用等に区分された来場者数

を目標値としているが、年間来場者数の実績については、目標と同じ区分で集計

されていない。 

ＰＤＣＡサイクルを効果的に運用するためには、目標とその達成度合いを測

るための実績を同一の基準で集計し、分析を行うことが望ましい。担当者による

と、現在は各施設とも競技利用や一般利用等にとどまらず、イベントやロケ撮影

など多様な利用の促進を進めており、同様の区分で集計・分析することが、必ず

しも現状にはなじまないと考えているということである。 

実績集計方法の工夫などにより効果的な分析方法を検討されたい。その上で、

これまでの枠組みに囚われない利用実態に応じた目標値を設定するなど、競技

利用等のほか多目的利用を含めて来場者数の底上げを図る取組を推進されたい。 
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（イ）東京体育館外９施設 

東京体育館外９施設については、指定管理者制度による民間事業者の活用等

により、利用者の満足度を高めるサービスの提供に努めているが、東京アクアテ

ィクスセンター外５施設のような運営目標は設定されていない。 

各施設の状況としては、例えば、東京体育館、駒沢オリンピック公園総合運動

場、東京武道館などのようにコストが相対的に低く、来場者数も多いスポーツ施

設や、若洲海浜公園ヨット訓練所、東京都パラスポーツトレーニングセンターの

ようにコストが相対的に高く、来場者数の少ないスポーツ施設など、様々な状況

にある。なお、味の素スタジアムについては、都が株式会社東京スタジアムに無

償で貸し付け、運営費は収益で賄わせる事業スキームをとっていることから、目

標等の設定も含めた経営に係る事項は同社の経営権の範疇となっている。 

 

（意見５－７）東京体育館等の目標値の設定について 

東京アクアティクスセンター、海の森水上競技場、有明アリーナ、カヌー・ス

ラロームセンター、大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場、夢の島公園アーチェ

リー場については、施設ごとに大会開催数、年間来場者数の目標値を設定してい

たが、東京体育館、駒沢オリンピック公園総合運動場、東京武道館、有明テニス

の森公園テニス施設、若洲海浜公園ヨット訓練所、武蔵野の森総合スポーツプラ

ザ、東京都障害者総合スポーツセンター、東京都多摩障害者スポーツセンター、

東京都パラスポーツトレーニングセンターについては、目標値は設定されてい

ない。 

都立スポーツ施設は、スポーツを通じた健康長寿の達成、共生社会の実現、地

域・経済の活性化を実現するためには不可欠な施設であることから、東京体育館

等においても、目標値を設定することを検討されたい。 

なお、目標値の設定に当たっては、各施設のコストや施設稼働率、来場者数が

様々な状況であることから、例えば、施設稼働率が高く、来場者数も多い施設に

おいては、苦情件数の削減による利用者満足度向上や安全な施設運営のための

指標を設定するなど、適切な目標値を設定することを検討されたい。 

 

（ウ）スポーツ施設の利用状況 

各スポーツ施設の利用状況は以下のとおりである。 

・東京体育館 

 メインアリーナ サブアリーナ  

施設稼働率（％） 99.5 99.8  

 陸上競技場 
プール・トレー 

ニングルーム 

月額固定 

利用者 

健康体力 

相談室 
合計 

個人利用者数（人） 21,252 294,410 68,657 391 384,710 
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・駒沢オリンピック公園総合運動場 

 体育館 屋内球技場 第一球技場 第二球技場 補助球技場 

施設稼働率（％） 改修中 96.2 84.1 99.3 98.1 

 トレーニングルーム 弓道場 合計  

個人利用者数（人） 154,695 2,729 157,424  

・東京武道館 

 大武道場     

施設稼働率（％） 93.7     

 トレーニング 

ルーム 
弓道場 第一武道場 第二武道場 合計 

個人利用者数（人） 57,604 2,727 1,115 1,207 62,653 

・有明テニスの森公園テニス施設 

 体育館 屋内球技場 

施設日数（日） 157 232 

 テニスコート（47面） 

年間利用者数（人） 243,538 

・武蔵野の森総合スポーツプラザ 

 メインアリーナ サブアリーナ  

施設稼働率（％） 86.3 96.2  

 プール・トレーニングルーム 月額固定利用者 合計 

個人利用者数（人） 137,336 35,219 172,555 

 

・年間利用者数（その他の施設） 

施設名称 集計区分 人数（人） 

若洲海浜公園ヨット訓練所 ヨット訓練所 1,437 

海の森水上競技場 施設合計 58,357 

夢の島公園アーチェリー場 芝生広場 10,583 

カヌー・スラロームセンター 施設合計 52,363 

大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場 施設合計 97,403 

東京アクアティクスセンター 施設合計 696,652 

東京都パラスポーツトレーニングセンター 施設合計 14,293 

東京都障害者総合スポーツセンター 施設合計 81,346 

東京都多摩障害者スポーツセンター 施設合計 73,188 
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これらの施設使用率の算出方法は、使用コマ数の扱いについて、１日を１コマ

としてカウントしている場合や、料金体系で設定される使用枠に合わせて使用

コマ数としている場合など、施設ごとに若干異なる状況であった。担当者にヒア

リングを実施したところ、使用率の算定方法は施設ごとの利用形態に合わせて

いるとのことであった。 

一方、個人利用については使用率ではなく利用者数のみで管理されている場

合もあり、また、競技人口の多くないスポーツ施設もあることから、使用率のみ

では各施設の利用実態を正確に把握することができず、施設間で比較しても、一

概に各施設利用の多寡を論ずることができない状況であった。 

 

（意見５－８）都立スポーツ施設の使用率の算定方法について 

施設使用率の算出方法は、使用コマ数の扱いなどが施設ごとに若干異なる状

況であった。また、個人利用については使用率ではなく利用者数のみで管理され

ている場合もあり、競技人口の多くないスポーツ施設もあることから、使用率の

みでは各施設の利用実態を正確に把握することができず、施設間で比較しても、

一概に各施設利用の多寡を論ずることができない状況であった。 

比較可能性の観点からは、他の施設と同じ使用率の算定方法を採用すること

も考えられる。また、競技人口が少なく、全国的にも類似施設の少ない場合には、

他県との比較可能性も考慮した使用率の算定方法を採用することも考えられる。 

本格開業から間もない施設も複数あることから、今後、各施設の利用状況を確

認の上、使用率の算定方法が利用実態と適合していないのであれば、算定方法を

再検討されたい。 

 

（意見５－９）東京都パラスポーツトレーニングセンターの有効活用について 

令和５年３月より稼働している東京都パラスポーツトレーニングセンターの

年間利用人数は、低い状況にある。本施設は、障害者スポーツセンターとは異な

り障害者専用施設ではないため、パラスポーツの拠点としての機能を確保しつ

つ、健常者の利用促進も力を入れている。 

稼働から間もない施設であるため、引き続き関連団体と連携を強化して施設

利用者の拡大に努めるとともに、近隣施設との連携や近隣住民への広報活動に

よる認知度向上などにより、パラスポーツの拠点としての機能を確保しつつ、健

常者利用の拡大についても更に取り組まれることを検討されたい。 
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（４）スポーツ施設の改修 

ア 概要 

都のスポーツ施設の改修計画は、施設の規模に合わせて計画が策定されてい

る。 

都の財務局は、令和４年に「第三次 主要施設 10 か年維持更新計画」を策定し

ている。同計画においては、二次計画から事業継続中の施設のほか、①おおむね

築 35 年、延床面積 3,000㎡以上の施設（大規模改修又は改築により維持更新を

検討）、②おおむね築 10 年、延床面積 10,000㎡以上の施設（設備機器等の改修

を中心に維持更新を検討）、③その他、維持更新が特に必要な施設（改修・改築

の必要性が上記と同等として検討）を検討対象としている。 

次に、一定規模の建築物がある施設については、政府のインフラ長寿命化基本

計画に定める長寿命化計画（個別施設計画）により個別施設計画を策定している。 

上記以外の施設（付帯施設等）では、本体施設の改修計画に合わせて修繕する

等それぞれの状況に応じて対応することとしている 

これらを要約すると以下のとおりである。 

 

表Ｂ－５－７ 都が保有するスポーツ施設の改修計画 

改修計画 対象となるスポーツ施設 

第三次主要施設 10

か年維持更新計画 

・有明テニスの森公園テニス施設 

・駒沢オリンピック公園総合運動場（体育館、陸上競技場） 

・東京武道館 

・東京体育館 

・東京スタジアム（味の素スタジアム） 

・東京辰巳アイスアリーナ 

長寿命化計画 

（個別施設計画） 

・海の森水上競技場 

・カヌー・スラロームセンター 

・大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場 

・東京アクアティクスセンター 

・有明アリーナ 

・武蔵野の森総合スポーツプラザ 

・東京都障害者総合スポーツセンター 

・東京都多摩障害者スポーツセンター 

長寿命化計画（個別

施設計画）対象外 

・夢の島公園アーチェリー場 

・若洲海浜公園ヨット訓練所 

・東京都パラスポーツトレーニングセンター 

・有明アーバンスポーツパーク 

都提供資料より監査人作成 
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イ 監査の結果 

スポーツ施設の改修計画の策定状況について担当者にヒアリングを実施した

ところ、長寿命化計画（個別施設計画）の対象となる施設の区分に該当するカヌ

ー・スラロームセンターについては、現在、個別施設計画を策定中とのことであ

った。 

また、長寿命化計画（個別施設計画）の対象外となる施設の区分に該当する施

設のうち、東京都パラスポーツトレーニングセンターについては、東京スタジア

ムと併せて修繕計画が策定されるものであり、夢の島公園アーチェリー場は、付

帯施設であるため長期修繕計画が必要とされるような施設ではないとのことで

あった。また、有明アーバンスポーツパークについては、アーバンスポーツ施設

（スケートボード、スポーツクライミング（ボルダリング）、３ｘ３バスケット

ボール施設）が対象となるが、令和５年６月 30日に有明アーバンスポーツパー

ク整備運営事業の契約を締結し、ＰＦＩ事業期間中は事業者修繕となるため、現

時点において、都としては長期修繕計画を策定していないとのことであった。 

一方、若洲海浜公園ヨット訓練所は、第一艇庫棟（建築、電気設備、機械設備）

については長期修繕計画が策定されているが、第二艇庫棟（建築、電気設備、機

械設備）については長期修繕計画が策定されていなかった。今後、施設の経年劣

化対応及びアクセシビリティ対応のため既存建物の改修が検討されており、当

該工事完了後に長期修繕計画を策定するとのことであった。 

 

（意見５－１０）若洲海浜公園ヨット訓練所の長期修繕計画の策定について 

若洲海浜公園ヨット訓練所の第二艇庫棟（建築、電気設備、機械設備）は、長

期修繕計画が策定されていなかった。しかし、今後、施設の経年劣化対応及びア

クセシビリティ対応のため予定している既存建物の改修後に長期修繕計画を策

定するとのことであるので、工程表等により実施計画を明確にすることを検討

されたい。 
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（５）スポーツ施設の指定管理 

ア 概要 

平成 15 年の地方自治法改正によって導入された指定管理者制度により、公の

施設である体育施設の管理を民間の団体にも行わせることができるようになり、

都のスポーツ施設については、現在、以下の施設に指定管理者制度を導入してい

る。 

 

東京体育館 

駒沢オリンピック公園総合運動場 

東京武道館 

有明テニスの森公園テニス施設 

若洲海浜公園ヨット訓練所 

武蔵野の森総合スポーツプラザ 

海の森水上競技場 

夢の島公園アーチェリー場 

カヌー・スラロームセンター 

大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場 

東京アクアティクスセンター 

東京都パラスポーツトレーニングセンター 

東京都障害者総合スポーツセンター 

東京都多摩障害者スポーツセンター 

 

直近では、令和６年度に東京辰巳アイスアリーナ、令和４年度にそれ以外の施

設の指定管理者を公募しており、選定委員会の審査を経て、指定管理者が決定、

公表されている。 

指定管理者の決定後は、都と指定管理者とが事業開始に当たって協定を締結

し、業務の内容や指定管理料の額など、管理運営に関する詳細な事項を確定する。

協定は、指定期間を通じた事項を定める基本協定と、各年度の管理運営に関する

事項を定める年度協定の２種類がある。 

また、指定管理者は、応募時に提出した事業計画を踏まえ、年度ごとに実施す

る具体的な業務の内容やスケジュールなどを記載した年度計画を、当該事業年

度開始前に作成し、都に提出している。 

業務の運営に当たって、都は、指定管理者に対して施設管理の業務又は経理の

状況について報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることがで

きる。指定管理者の報告は、履行確認書を毎月又は四半期ごとに都に提出すると

ともに、年度終了後には、事業報告書と財務諸表を都に提出することで行われて

いる。また、実地について調査し、又は必要な指示をすることができるため、所

管局は各指定管理者に対して実地調査を行っている。 

月次報告書では、施設別利用状況報告が提出される。四半期報告書では、報告

書概要（各項目の結果分析、今後の取り組み又は改善策）、四半期別収支計画・

実績報告、年間業務実施計画・報告、施設別利用状況報告、苦情等の状況報告、

スポーツ振興事業四半期毎実施計画・実績報告、スポーツの日記念事業四半期毎

実施計画・実績報告、自主事業四半期毎実施計画・実績報告、周辺連携事業四半

期毎実施計画・実績報告、提案事項等への実施状況報告、工事・修繕等実績報告、
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エネルギー使用量・使用料金実績等報告が提出される。事業報告書では、四半期

報告書の内容に加えて、利用者サービス事業実施計画・実績報告が提出される。 

指定管理者の管理運営状況については、都と指定管理者が協定で合意した管

理業務の実施及び安全管理、関係法令の遵守、個人情報保護といった指定管理者

が守るべき事項、サービス実施状況や利用者満足度等を確認の上で評価が行わ

れる。当該評価は、一次評価及び二次評価を経た上で、総合評価により確定して

いる。 

一次評価者は局が各確認項目について「水準を上回る」、「水準どおり」、「水準

を下回る」の３段階で評価した上で、各確認項目の評価の得点の合計点に基づき、

「Ｓ」、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の４段階で評価を行う。 

その後、指定管理者の管理運営状況を外部の視点を活用して客観的・専門的に

評価するため、局は評価委員会を設置し二次評価を行っている。評価委員会は、

各種資料を基に一次評価の内容について検証し、管理運営状況、事業効果その他

について客観的・専門的な評価を行い、「Ｓ」、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の４段階で評

価を行う。 

最終的に、所管局は、一次評価結果及び二次評価結果に基づき、総合評価を決

定している。 

これら評価の仕組みは、以下のとおりである。 

 

図Ｂ－５－２ 指定管理者の管理運営状況評価 

  
都ホームページより監査人抜粋 
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イ 監査の結果 

（ア）指定管理施設の提案課題のモニタリング 

指定管理者の公募において、応募者は施設ごとに定められた提案課題に基づ

いて事業計画書を作成して５年間の事業の提案を行い、都の選定委員会の審査

を経て、指定管理者が選定される。指定管理者は、応募時に作成した事業計画書

の提案内容に基づいて、年度ごとに事業計画書を作成し、都に提出の上、業務を

実施している。また、指定管理者の管理運営状況評価は、指定管理者が提出した

各年度の事業計画書と実績の記載がされた事業報告書等を踏まえて実施されて

いる。 

ここで、武蔵野の森総合スポーツプラザの提案課題が記載された事業計画書

においては、「プールスタッフが初級障がい者スポーツ指導員の資格を取得する」

と記載されているが、各年度に作成される事業計画書及び事業報告書を閲覧し

たところ、提案内容が実施されていることを確認することができなかった。なお、

別途担当者にヒアリングを実施したところ、年度の事業計画書への記載内容は、

提案課題が記載された事業計画書を念頭に都と指定管理者とで調整するもので

あり、また、当該事項については、実地調査の際に確認したとのことであった。 

 

（意見５－１１）指定管理施設における提案課題の実施状況の確認について 

都では、指定管理者の選定に当たり、提案課題が記載された事業計画書の提案

内容等を審査して選定を行っている。そのため、応募の際の提案内容が実施され

ているか確認する必要がある。 

しかし、武蔵野の森総合スポーツプラザの提案課題が記載された事業計画書

においては、「プールスタッフが初級障がい者スポーツ指導員の資格を取得する」

と記載されているが、各年度に作成される事業計画書及び事業報告書を閲覧し

たところ、提案内容が実施されていることを確認することができなかった。そこ

で担当者にヒアリングを実施したところ、年度の事業計画書への記載内容は、提

案課題が記載された事業計画書を念頭に都と指定管理者とで調整するものであ

り、また、当該事項については、実地調査の際に確認したとのことであった。 

指定管理者が応募時に作成した事業計画書には多くの提案項目が記載されて

いるが、提案項目の実施状況をモニタリングできるようにするため、提案事項に

ついては年間の事業計画書に適切に記載し実績を報告するよう、指定管理者と

調整されたい。 

 

（イ）事業報告書の結果分析 

指定管理者から都へ提出される事業報告書の報告書概要（別記第 10 号様式）

では、収支実績、施設利用状況、事業実施状況及び施設維持管理状況について、

結果分析と今後の取組又は改善策について報告される。結果分析の項目では、収
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支実績、施設利用状況、事業実施状況、施設維持管理状況について指定管理者が

自身の分析を記載しており、結果分析の収支実績の項目では、予算と実績の差異

分析が記載される。 

しかし、一部において、人件費について「給与規程等に基づき、適切に執行し

た。」との記載のみで計画額と実績額の分析がされていない、人件費について計

画額と実績額の差額が 30百万円以上あるにもかかわらず「おおむね予定とおり

の支出で収まった。」とされている、管理運営費について計画額と実績額の差額

が60百万円以上あるにもかかわらず「おおむね予定とおりの支出で収まった。」

とされているなど、分析が記載されていなかった。 

 

（意見５－１２）事業報告書の記載について 

指定管理者から都へ提出される事業報告書の報告書概要（別記第 10 号様式）

には、予算と実績の差異に関する指定管理者自身の分析を記載する項目として、

「収支実績」欄が設けられている。 

しかし、一部において、人件費について「給与規程等に基づき、適切に執行し

た。」との記載のみで計画額と実績額の分析がされていない、人件費について計

画額と実績額の差額が 30百万円以上あるにもかかわらず「おおむね予定とおり

の支出で収まった。」とされている、管理運営費について計画額と実績額の差額

が60百万円以上あるにもかかわらず「おおむね予定とおりの支出で収まった。」

とされているなど、分析が記載されていないものがあった。 

事業報告書の報告書概要における「収支実績」欄について、指定管理者が予算

と実績に関する差異分析を行った結果を記載するように指導の上、モニタリン

グを実施することを検討されたい。 

 

（ウ）管理運営状況評価結果の事業報告書への反映 

指定管理者の管理運営状況評価においては、各施設の総合評価のほかに、特記

事項として「特に評価すべき点」、「改善が望まれる点」、「今後取り組むべき点」

が記載される。毎年９月の管理運営状況評価結果の公表を受け、「改善が望まれ

る点」及び「今後取り組むべき点」については、その直後の四半期報告書におい

て、「改善が望まれる点」及び「今後取り組むべき点」の内容と取組状況、今後

の取組又は改善策を記載して管理していく運用となっている。 

しかし、以下の施設については、令和５年度の管理運営状況評価において指摘

された「改善が望まれる点」及び「今後取り組むべき点」について、その直後の

四半期報告書では、エネルギー節約や利用促進など施設個別の課題などの一部

を除き記載がされていなかった。なお、各担当者におけるモニタリングは実施さ

れていた。 
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・有明テニスの森公園テニス施設 

・若洲海浜公園ヨット訓練所 

・海の森水上競技場 

・夢の島公園アーチェリー場 

・カヌー・スラロームセンター 

・東京都パラスポーツトレーニングセンター 

 

（意見５－１３）管理運営状況評価結果の事業報告書への反映について 

指定管理者の管理運営状況評価において「改善が望まれる点」及び「今後取り

組むべき点」に記載された内容については、その直後の四半期報告書において、

「改善が望まれる点」及び「今後取り組むべき点」の内容と取組状況、今後の取

組又は改善策を記載して管理していく運用となっている。 

しかし、以下の施設については、令和５年度の管理運営状況評価の結果が、直

後の四半期報告書では、エネルギー節約や利用促進など施設個別の課題などの

一部を除き、「改善が望まれる点」及び「今後取り組むべき点」の内容、取組状

況、今後の取組又は改善策が記載されていなかった。 

・有明テニスの森公園テニス施設 

・若洲海浜公園ヨット訓練所 

・海の森水上競技場 

・夢の島公園アーチェリー場 

・カヌー・スラロームセンター 

・東京都パラスポーツトレーニングセンター 

管理運営状況評価において「改善が望まれる点」及び「今後取り組むべき点」

とされた事項については、その直後の四半期報告書において取組状況、今後の取

組又は改善策を記載するよう指導・管理されたい。 

 

（６）補助金 

ア 概要 

（ア）スポーツ総合推進部の有する補助事業の概要 

スポーツ総合推進部で実施している補助金とその目的は以下のとおりである。 

 

ａ スポーツ空間バージョンアップ補助金 

誰もが身近な場所で安全に多様なスポーツを楽しめる空間を整備し、都民

の日常にスポーツが溶け込んでいる「スポーツフィールド・東京」と、スポー

ツを通じた共生社会の実現を目指すため、区市町村が地域のニーズ等に応じ

て行うスポーツ空間のバージョンアップに係る取組を支援することを目的と

する。 
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ｂ 区市町村スポーツ実施促進事業費補助金 

区市町村が「スポーツフィールド・東京」実現に向けた区市町村支援事業実

施要綱」に基づき、地域の実情に応じて主体的に実施する事業に要する経費の

一部について、都が補助することにより、事業の円滑な推進を図ることを目的

とする。 

 

ｃ 公益財団法人東京都体育協会（※）に対する補助金 

東京都におけるスポーツの普及とその健全な発展を図るため、公益財団法

人東京都体育協会が行う事業に対して補助金を交付する。 

※ 令和６年４月より「公益財団法人東京都スポーツ協会」に改称 

 

ｄ 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団自主事業（地域スポーツ振興事

業）に係る運営費補助金 

地域スポーツの振興を通じ、都民の生涯にわたるスポーツの普及振興を図

り、文化的生活の向上に寄与することを目的に補助金を交付する。 

 

ｅ 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団自主事業（参加型スポーツイベ

ントの開催によるスポーツ振興事業）に係る運営費補助金 

誰でも気軽に参加できる参加型スポーツイベントの開催により、スポーツ

の場を東京の至る所に拡げることを目的に補助金を交付する。 

 

ｆ 地域スポーツクラブ支援事業等に係る補助金 

公益財団法人が行う、都内地域スポーツクラブへの各種支援事業及び「公益

財団法人東京都体育協会総合型地域スポーツクラブ東京都協議会」諸規程に

基づく「総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度」の実施に対して補助金を

交付する。 

 

ｇ 公益社団法人東京都障害者スポーツ協会に対する補助金 

都における障害のある人の心身の健康の保持増進と自立、社会参加の促進

を図るため、パラスポーツの奨励振興を行う事業に関し補助金を交付する。 

 

ｈ デフスポーツ競技団体都内活動促進支援事業費補助金 

公益財団法人日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会に加盟して

いるデフスポーツ中央競技団体が都内で行う事業に要する経費の一部を補助

することにより、事業の円滑な推進を図ることを目的とする。 
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また、各補助金の令和５年度の当初予算額、執行額、執行率は以下のとおり

である。 

 

表Ｂ－５－８ 令和５年度の補助金の当初予算額、執行額、執行率一覧 

（単位：千円） 

No 補助金名称 
当初 

予算額 
執行額 執行率 

１ スポーツ空間バージョンアップ補助金 401,000 269,681 67.3％ 

２ 区市町村スポーツ実施促進事業費補助金 347,000 178,228 51.4％ 

３ 公益財団法人東京都体育協会に対する補助金 235,436 197,164 83.7％ 

４ 
公益財団法人東京都スポーツ文化事業団自主事

業（地域スポーツ振興事業）に係る運営費補助金 
126,861 119,770 94.4％ 

５ 

公益財団法人東京都スポーツ文化事業団自主事

業（参加型スポーツイベントの開催によるスポー

ツ振興事業）に係る運営費補助金 

148,817 125,935 84.6％ 

６ 地域スポーツクラブ支援事業等に係る補助金 68,816 54,465 79.1％ 

７ 
公益社団法人東京都障害者スポーツ協会に対す

る補助金 
127,606 111,383 87.3％ 

８ 
デフスポーツ競技団体都内活動促進支援事業費

補助金 
40,000 23,198 58.0％ 

都提供資料より監査人作成 

 

（イ）スポーツ総合推進部の有する補助事業に係る手続のデジタル化 

都では、「東京デジタルファースト推進計画（第二期）」に基づいて行政手続の

デジタル化を推進している。都では、行政手続のデジタル化の着実かつ計画的な

推進のため、行政手続のデジタル化の進捗状況、今後のデジタル化の予定、ＱＯ

Ｓ向上に向けた取組等について管理するために、棚卸調査を実施している。 

スポーツ総合推進部において、棚卸調査の対象のうち令和５年度時点におい

て、公印付の賞状の送付それ自体に価値があるものや申請者の私印が省略でき

ない文書を除くと、対応が完了していない項目は、以下のとおりである。 

・スポーツ空間バージョンアップ補助金 

・区市町村スポーツ実施促進事業費補助金 

・公益財団法人東京都体育協会に対する補助金 

・公益財団法人東京都スポーツ文化事業団運営費補助金 

・公益社団法人東京都障害者スポーツ協会に対する補助金 
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イ 監査の結果 

（ア）補助金の額の確定 

東京都補助金等交付規則第 16条において、都は「実績報告を受けた場合にお

いては、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に

係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に

適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補

助金等の額を確定」すると規定されている。 

その補助金の額の確定について担当者へのヒアリング及び関連資料の閲覧を

実施したところ、以下の補助金については現地調査を行っていた。 

・公益財団法人東京都体育協会に対する補助金 

・公益財団法人東京都スポーツ文化事業団自主事業（地域スポーツ振興事業）

に係る運営費補助金 

・公益財団法人東京都スポーツ文化事業団自主事業（参加型スポーツイベント

の開催によるスポーツ振興事業）に係る運営費補助金 

・地域スポーツクラブ支援事業等に係る補助金 

・公益社団法人東京都障害者スポーツ協会に対する補助金 

 

その現地調査では、サンプル抽出した上で、請求書などの証憑の閲覧、職員が

補助事業以外にも従事している場合の補助事業分の案分計算の正確性の確認、

補助対象外経費が含まれていないか支出内容の詳細の確認などを行っていると

のことであった。 

現地調査等の結果は、「共催分担金等に係る会計経理に関する監査（検査）報

告書」等によりまとめられている。しかし、現地調査の実施内容の記載は、「６

監査（検査）資料等」欄に「事業完了報告に係る以下の書類。補助金収支決算書。

事業実施報告書。」と閲覧した主な書類の記載があるのみであった。 

現地調査の具体的な手続を記載したマニュアル等の作成状況をサンプルで確

認したところ、公益財団法人東京都体育協会に対する補助金については現地調

査に関する検査チェックリストが作成されており、公益社団法人東京都障害者

スポーツ協会に対する補助金については「実地検査について」の案内において確

認事項が記載されていたが、以下の補助金については現地調査の具体的な手続

を記載した文書は作成されていなかった。 

・公益財団法人東京都スポーツ文化事業団自主事業（地域スポーツ振興事業）

に係る運営費補助金 

・公益財団法人東京都スポーツ文化事業団自主事業（参加型スポーツイベント

の開催によるスポーツ振興事業）に係る運営費補助金 

・地域スポーツクラブ支援事業等に係る補助金 
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（意見５－１４）補助金の額の確定に係る現地調査について 

スポーツ総合推進部で実施している補助金では、補助事業が完了し、その実績

報告を受けた場合、必要に応じて現地調査等を行うこととしており、その現地調

査等の結果は「共催分担金等に係る会計経理に関する監査（検査）報告書」等に

より報告がされている。 

監査（検査）報告書における現地調査の実施内容の記載は、「６監査（検査）

資料等」欄に「事業完了報告に係る以下の書類。補助金収支決算書。事業実施報

告書。」と閲覧した主な書類の記載のみにとどまっており、一部の補助金につい

ては、現地調査の際のマニュアル等が作成されていないため、実施された現地調

査手続が不明確であった。 

現地調査に必要な手続を明確化・可視化するため、現地調査に関するマニュア

ル等の体系的な整備を検討されたい。 

 

（イ）補助金の当初予算額に対する執行率 

補助金の当初予算額に対する執行率については、スポーツ空間バージョンア

ップ補助金（67.3％）、区市町村スポーツ実施促進事業費補助金（51.4％）、デフ

スポーツ競技団体都内活動促進支援事業費補助金（58.0％）の３つが低い状況で

あった。 

各補助金について確認すると、スポーツ空間バージョンアップ補助金（67.3％）

と区市町村スポーツ実施促進事業費補助金（51.4％）については、前年度から執

行率が大きく増加していた。また、デフスポーツ競技団体都内活動促進支援事業

費補助金は令和５年度に新たに行われた補助金であった。 

次年度の予算編成時において、補助対象先である区市町村への意向調査や補

助限度額の見直しなども行われており、所要の対応が図られていた。 

 

（ウ）補助事業に係る手続のデジタル化 

スポーツ総合推進部の有する補助事業に係る手続のデジタル化の状況につい

て確認したところ、都から区市町村や団体への書類（交付決定通知、額確定通知

など）の通知については、デジタル化が対応済であった。 

一方で、区市町村や団体から都への書類（交付申請、実績報告など）の提出に

ついてはデジタル化が未了であった。 

そのため、以下の補助事業については、手続のデジタル化が完全には完了して

いない状況であった。 

・スポーツ空間バージョンアップ補助金 

・区市町村スポーツ実施促進事業費補助金 

・公益財団法人東京都体育協会に対する補助金 



193 

 

・公益財団法人東京都スポーツ文化事業団自主事業（地域スポーツ振興事業）

に係る運営費補助金 

・公益財団法人東京都スポーツ文化事業団自主事業（参加型スポーツイベント

の開催によるスポーツ振興事業）に係る運営費補助金 

・公益社団法人東京都障害者スポーツ協会に対する補助金 

 

今後の方針について担当者にヒアリングを実施したところ、全庁的なデジタ

ル化の状況等を踏まえ、現在は、電子署名を用いた申請書等の利用について検討

しているとのことであり、東京デジタルファースト推進計画（第二期）の計画期

間内に対応する予定であるとのことであった。 

 

（意見５－１５）補助事業に係る手続のデジタル化について 

スポーツ総合推進部の有する補助事業に係る手続については、東京デジタル

ファースト推進計画（第一期）の計画期間中において、都から区市町村や団体へ

の書類の通知については、デジタル化が完了していた。 

しかし、区市町村や団体から都への書類の提出についてはデジタル化が未完

了であり、デジタル化が未完了の部分については、全庁的なデジタル化の状況等

を踏まえて課題整理を行っているとのことであった。 

したがって、東京デジタルファースト推進計画（第二期）の計画期間である令

和８年度内を目標に、着実にデジタル化への対応を進められたい。 
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（７）東京スタジアムの施設利用権 

ア 概要 

株式会社東京スタジアムは、三鷹、府中、調布の３市にまたがる調布基地跡地

における「武蔵野の森総合スポーツ施設」の中心施設である総合陸上競技場の建

設及び管理運営等を目的として設立された。その後、平成 12 年 10月に「東京ス

タジアム」建設工事が竣工し、平成 13 年３月 10日より開業している。 

事業としては、総合陸上競技場の建設及び管理運営、商業施設等の各種施設の

運営及び管理、施設内広告スペースの販売、各種イベントの企画及び開催等を行

っている。 

施設の配置は、以下のとおりである。 

 

図Ｂ－５－３ 東京スタジアムの配置図 

 

都提供資料より監査人抜粋 

 

平成 12 年 10月にメインスタジアムが竣工し、都は同年 12月にメインスタジ

アム及び商業施設（ポケットガーデン）等を株式会社東京スタジアムから約 307

億円で買い取っている。その際、都は同社に対して 44億円の施設利用権を設定

し、買取価格から相殺した。株式会社東京スタジアムは、その施設を平成 12 年

から 45 年間利用することになる。 

また、都は、メインスタジアム（味の素スタジアム）、セカンドフィールド（ア

ミノバイタルフィールド）、ＡＧＦフィールド、商業施設（ポケットガーデン、
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ユーロスポーツ）、スポーツ施設（ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム、

ミズノフットサルプラザ調布、駐車場、北側広場（あじペン広場）、南側広場（ア

ジパンダ広場）について株式会社東京スタジアムに貸付けを行っている。 

 

イ 監査の結果 

都は、株式会社東京スタジアムからメインスタジアム及び商業施設（ポケット

ガーデン）等を買い取り、同社に対して施設利用権を設定した後、主な追加整備

として以下を行っている。 

 

年度 内容 金額 

平成 22 年度 国体を見据えた整備 

フィールド陸上競技施設工事、ユニバーサルデザイ

ン工事、太陽光発電屋根工事等 

約 21.6億円 

平成 30 年度 ラグビーワールドカップを見据えた整備 

アクセシビリティ改修工事、水廻り改修工事、ラグ

ビーゴールポスト交換工事 

約 15.8億円 

平成 31 年度 オリンピックを見据えた整備 

車椅子席増設工事、サイン改修工事 
約 7.6億円 

 

これらの追加整備に対して施設利用権の金額変更は行っていない。その理由

について担当者にヒアリングを実施したところ、施設利用権の性格・金額の根拠

については基本協定に明示されていないため、追加整備分を個別に反映するこ

とはしていないとのことであった。 

施設利用権の性格や金額の根拠等の記録がなかったため、追加整備の際に施

設利用権の増額をする必要があるのか、増額しなくてよいのかが不明確な状態

である。 

 

（意見５－１６）東京スタジアムの施設利用権について 

都は、平成 12 年に株式会社東京スタジアムが建設したメインスタジアム及び

商業施設（ポケットガーデン）等を同社から買い取った。その際、都は同社に対

して 44億円の施設利用権を設定し、買取価格から相殺している。株式会社東京

スタジアムは、その施設を平成 12 年から 45 年間利用することになる。 

施設利用権の設定後、都は追加整備を行っているが、施設利用権の増額は行

っていない。しかし、施設利用権の性質や金額の根拠等の記録がないため、施

設利用権の増額を行わなかった根拠が不明確である。今後の追加整備に向け

て、施設利用権の性質を改めて確認の上、施設利用権の増額をする必要がある

のかどうかについて整理をされたい。 
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（８）一時滞在施設の備蓄品管理 

ア 概要 

都では、首都直下地震発生時において、駅周辺の滞留者等について帰宅が可能

となるまでの間、待機する場所がないことを想定し、そのような帰宅困難者を一

時的に受け入れる施設として一時滞在施設の指定を行っている。 

 

表Ｂ－５－９ 一時滞在施設の概要 

設置時期 発災から 72 時間程度まで 

目的 帰宅困難者等の受入れ 

施設管理者

の主な役割 

・施設の安全確認後、受入スペースに帰宅困難者を速やかに受け入れる。

・水や食料などの支援物資を配布する。 

・トイレやごみ処理などの施設の衛生管理を行う。 

・周辺の被害状況や鉄道の運行状況などの情報収集及び施設滞在者へ情

報提供を行う。 

備蓄品 ・備蓄品は都総合防災部が用意する。 

・施設管理者は、備蓄品の保管場所を確保するとともに、備蓄品の適切

な管理を行う。 

「都立施設を活用した一時滞在施設の運営マニュアル ver.3.5」より監査人作成 

 

イ 監査の結果 

「都立施設を活用した一時滞在施設の運営マニュアル ver.3.5」によると、そ

の一時滞在施設の施設管理者は、総務局総合防災部が配備した備蓄品の適切な

管理を行う必要がある。特に、非常用発電機については、年に１回以上、試運転

を行い発災時に使用可能な状態を保つことが求められている。 

一時滞在施設に指定されている東京都パラスポーツトレーニングセンターに

おいて、備蓄品の管理状況を確認したところ、非常用発電機の使用方法を施設担

当者が把握しておらず、当該発電機は令和５年３月に配備されてから令和５年

度中に試運転が実施されていない状況であった。 

 

（指摘５－１）非常用発電機の使用方法の把握について 

東京都パラスポーツトレーニングセンターは、発災時に帰宅困難者を一時的

に受け入れる一時滞在施設として都の指定を受けている。「都立施設を活用した

一時滞在施設の運営マニュアル ver.3.5」によると、一時滞在施設には、受入予

定の帰宅困難者の３日分の備蓄品が総務局総合防災部より配備され、施設管理

者はその備品の適切な保管が求められている。特に、非常用発電機については、

一年に１回以上、試運転を行い発災時に使用可能な状態を保つことが求められ

ている。 
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非常用発電機の使用方法について担当者にヒアリングを実施したところ、使

用方法を把握していない施設担当者もおり、また、令和５年３月に配備されてか

ら令和５年度中に試運転は実施されていないとのことであった。 

発災時に円滑に使用できるように、非常用発電機の使用方法を改めて周知徹

底するとともに、年に１回以上試運転を確実に行い、使用可能な状態に保たれて

いることを確認されたい。 

 

（９）公有財産台帳の管理 

ア 概要 

都の所有している財産は、公有財産、物品、債権、基金の４種類に分けられ、

このうち公有財産は土地、建物をはじめ、工作物、船舶、航空機、地上権、特許

権、株式、出資による権利、不動産の信託の受益権などの財産とされている。 

公有財産の取得、管理及び処分に関しては東京都公有財産規則において規定

されており、第 17条において、局長等は、その所管に属する公有財産について、

価格その他財務局長が別に定める事項を記録した公有財産台帳を整備し、変動

のあった都度、補正しなければならないとされている。同規則において、公有財

産台帳は、「財産情報システムに記録された、局長等の所管に属する公有財産の

価格その他の財務局長が別に定める公有財産の管理、運用等に必要な事項の電

磁的記録」と定義され、財産種類、台帳名称、施設管理名称、数量、取得年月日

などが登録されている。 

また、東京都公有財産台帳等処理要綱において、公有財産台帳に記録する内容

に数量等の増減や事項の補正等の必要が生じた場合は、速やかに財産情報シス

テムを用いて当該内容の増減登録や事項修正登録を行うこととされている。 

 

イ 監査の結果 

東京都公有財産規則第 17条において、局長等は、その所管に属する公有財産

について、価格その他財務局長が別に定める事項を記録した公有財産台帳を整

備しなければならないとされているが、スポーツ施設についてその記録状況を

確認したところ、東京辰巳国際水泳場昇降機棟やカヌー・スラロームセンター多

目的棟など計７件について、施設管理名称が空欄であった。 
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図Ｂ－５－４ 公有財産台帳（「施設管理名称」が空欄を抜粋） 

 
都提供資料より監査人抜粋 

 

また、以下のとおり、施設管理名称が旧調布飛行場用地、旧調布基地跡地整備

関連事業用地、調布基地跡地整備関連事業用地となっているものが計５件あり、

現況を表す表示となっておらず、適時に補正がされていなかった。 

 

図Ｂ－５－５ 公有財産台帳（「施設管理名称」が現況不一致を抜粋） 

 

都提供資料より監査人抜粋 

 

（指摘５－２）公有財産台帳の不備について 

公有財産台帳の記録状況を確認したところ、東京辰巳国際水泳場昇降機棟や

カヌー・スラロームセンター多目的棟など計７件について、施設管理名称が空欄

であった。また、施設管理名称が旧調布飛行場用地、旧調布基地跡地整備関連事

業用地、調布基地跡地整備関連事業用地となっているものが計５件あり現況を

表す表示となっていなかった。 

適切な財産管理の遂行のため、上記記録については是正されたい。また、公有

財産台帳については、正確かつ漏れのない記録となるよう、公有財産台帳の管理

方法について改めて局内及び部内に周知徹底をされたい。 

財産種名 台帳名称 施設管理名称 数量 単位 取得年月日

建物（本体） 東京辰巳国際水泳場昇降機棟 47.61 ㎡ 20190930

建物（本体） カヌー・スラロームセンター多目的棟 196.82 ㎡ 20230214

工作物 大井ふ頭中央海浜公園築庭（サブピッチ外周） 1.00 個 19960329

工作物 カヌー・スラロームセンター（看板） 2.00 個 20240328

建物（附属設備） カヌー・スラロームセンター多目的棟（電気設備） 1.00 式 20230214

建物（附属設備） カヌー・スラロームセンター多目的棟（給排水設備） 1.00 式 20230215

建物（附属設備） カヌー・スラロームセンター多目的棟（冷暖房設備） 1.00 式 20230214

財産種名 台帳名称 施設管理名称 数量 単位 取得年月日

土地 旧調布基地跡地整備関連事業用地 旧調布基地跡地整備関連事業用地 29,264.34 ㎡ 19390305

土地 旧調布基地跡地整備関連事業用地 旧調布基地跡地整備関連事業用地 12,022.18 ㎡ 19390305

土地 旧調布飛行場用地 旧調布飛行場用地 3,825.24 ㎡ 20020118

土地 調布基地跡地整備関連事業用地 調布基地跡地整備関連事業用地 7,590.12 ㎡ 19980605

土地 調布基地跡地整備関連事業用地 調布基地跡地整備関連事業用地 10,887.15 ㎡ 19980605
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政策連携団体（公益財団法人東京都歴史文

化財団、公益財団法人東京都交響楽団及び

公益財団法人東京都つながり創生財団）の

経営管理について 
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第１ 包括外部監査の概要 

１ 外部監査の種類 

地方自治法第 252 条の 37 第１項に基づく包括外部監査 

 

２ 選定した特定の事件（監査テーマ） 

政策連携団体（公益財団法人東京都歴史文化財団、公益財団法人東京都交響楽

団及び公益財団法人東京都つながり創生財団）の経営管理について 

 

３ 監査対象年度 

令和５年度（令和５年４月１日から令和６年３月 31 日まで） 

ただし、必要に応じて他の年度についても監査の対象とした。 

 

４ 監査対象団体 

公益財団法人東京都歴史文化財団 

公益財団法人東京都交響楽団 

公益財団法人東京都つながり創生財団 

 

５ 外部監査の実施期間 

令和６年６月 27 日から令和７年２月 12 日まで 

 

６ 包括外部監査人及び補助者 

（１）包括外部監査人 

公認会計士 山下  康彦 

 

（２）補助者 

公認会計士 浜田  陽介 

公認会計士 屋島  伸彦 

公認会計士 三枝  和臣 

公認会計士 遠部  佳孝 

公認会計士 川越  靖彦 

公認会計士 �田  崚介 

公認会計士 土屋 紗喜子 

公認会計士 柏﨑 あゆみ 

公認会計士 木子  裕美 

公認会計士 来栖  寛明 

公認会計士 平野  清秀 

公認会計士 太田  雅紀 

公認会計士 森田  省吾 

公認会計士 田  裕之 

そ の 他 髙橋  瑠美 
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７ 特定の事件を選定した理由 

生活文化スポーツ局の政策連携団体のうち、公益財団法人東京都歴史文化財

団は、局から 1,629百万円（令和４年度）の運営費補助や多くの文化施設の指定

管理料を受けつつ局と一体となって文化振興を行っており、公益財団法人東京

都交響楽団は、局から 1,023百万円（令和４年度）の 運営費補助を受けつつ文

化振興に重要な役割を果たしていることから、監査対象とすることが適当と考

えた。 

また、公益財団法人東京都つながり創生財団は、局から 513百万円（令和４年

度）の運営費補助を受けつつ局と一体となって多文化共生社会づくり等の推進

を行っていることから、監査対象とすることが適当と考えた。 

 

８ 外部監査の方法 

（１）基本的な視点 

政策連携団体（公益財団法人東京都歴史文化財団、公益財団法人東京都交響楽

団及び公益財団法人東京都つながり創生財団）の経営管理について、地方自治法

第２条第 14項及び第 15項の趣旨を達成するために、法規等準拠性（合規性）の

観点に加え、いわゆる３Ｅ（経済性、効率性及び有効性）の観点により監査を実

施する。 

法規等準拠性は、政策連携団体（公益財団法人東京都歴史文化財団、公益財団

法人東京都交響楽団及び公益財団法人東京都つながり創生財団）が実施する各

種事務・事業の手続が、各種規則や要綱等に沿って適切に行われているかという

視点である。例えば、使用料等の徴収、減免及び債権管理を、法規等に準拠して

実施しているかという視点である。法規等に準拠していない不適正な処理がな

されている場合には、当該団体に改善策を提案する。 

経済性、効率性とは、事務・事業の遂行に当たり、成果に対して最少の経費、

労力で事業が執行されているかという視点となる。政策連携団体（公益財団法人

東京都歴史文化財団、公益財団法人東京都交響楽団及び公益財団法人東京都つ

ながり創生財団）の各事業については、一定のコストでより大きな成果を上げて

いるか、又は一定の成果に対してより少ないコストで達成しているかについて

検討することとする。 

有効性とは、事務・事業の成果が十分に発現されているかという視点となる。

政策連携団体（公益財団法人東京都歴史文化財団、公益財団法人東京都交響楽団

及び公益財団法人東京都つながり創生財団）が行っている事業の中には、例えば、

文化振興のように、成果そのものに、より焦点を当てるべきものもある。 

各団体が、これら事業の成果実績を適切に評価し、その結果を将来の事業にフ

ィードバックしているかといったＰＤＣＡサイクルの観点も重要となる。 
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（２）主な監査手続 

ア ヒアリング 

各種事業の内容等について、政策連携団体（公益財団法人東京都歴史文化財団、

公益財団法人東京都交響楽団及び公益財団法人東京都つながり創生財団）の各

担当者に対して、事業運営全般の状況、業務内容等について、ヒアリングによっ

て確認する。 

 

イ 資料･文書の閲覧及び分析 

アのヒアリングに関連する各種資料を閲覧する。 

 

ウ 現場の視察、資産管理状況の確認 

政策連携団体（公益財団法人東京都歴史文化財団、公益財団法人東京都交響楽

団及び公益財団法人東京都つながり創生財団）を訪問し、当該団体が実施する事

業の概要や課題などを把握した。その上で、出納及び財産管理事務の実施状況を

把握し、現物確認を実施した。また、収入、支出、契約などの各種事務の執行状

況について、ヒアリング及び各種資料の閲覧により確認した。 

 

エ 監査意見の取りまとめ 

アからウまでの監査手続を実施することにより、経済性、効率性、有効性、さ

らには合規性の観点から、監査意見を取りまとめる。 

なお、本報告書では、監査の結論を「指摘」と「意見」とに分けて記載してい

る。指摘は、法規の誤った適用や違反等に該当すると考えられるため、適正性や

妥当性などの観点から早期に是正すべきと認められる事項である。 

また、意見は、事務事業の執行に関して、誤りではないが、地方自治法第２条

第 14項及び第 15項に定められている経済性や効率性、有効性などの観点から、

検討が必要と認められる事項である。つまり、住民の福祉の増進に寄与している

かといった視点、最少の経費で最大の効果を上げる努力をしているかといった

視点、組織及び運営の合理化・適正化がなされているかといった視点及び規模の

適正化を図っているかといった視点に関連して、改善が望まれる事項などに該

当するものである。 

 

オ 報告書の作成 

本報告書では、監査対象とした団体ごとに区分の上、指摘及び意見を記載して

いる。 

公益財団法人東京都歴史文化財団では、主に指定管理者としての対応や財団

の事業について取り上げている。 
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公益財団法人東京都交響楽団では、主に演奏会事業や事務執行について取り

上げている。 

公益財団法人東京都つながり創生財団では、主に経営計画や事務執行につい

て取り上げている。 

 

なお、これ以降の本文中における各団体等の記載については、表題を除き、以

下の略称を用いる。 

 

正式名称 略称 

公益財団法人東京都歴史文化財団 歴史文化財団 

公益財団法人東京都交響楽団 都響 

公益財団法人東京都つながり創生財団 つながり創生財団 

東京文化戦略 2030～芸術文化で躍動する都市 

東京を目指して～ 
東京文化戦略 2030 

 

９ 指摘・意見の件数 

テーマ 指摘 意見 合計 

政策連携団体（公益財団法人東京都歴

史文化財団、公益財団法人東京都交響

楽団及び公益財団法人東京都つなが

り創生財団）の経営管理について 

６ 16 22 

 

10 利害関係 

監査の対象とした事件につき、地方自治法第 252条の 29 の規定に定める利害

関係はない。 
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第２ 監査対象の事業内容 

Ⅰ 公益財団法人東京都歴史文化財団 

１ 歴史文化財団の概要 

歴史文化財団は、平成７年 10月に財団法人東京都文化振興会と財団法人江戸

東京歴史財団を統合し、「財団法人東京都歴史文化財団」として設立された団体

で、平成 22 年４月には、公益法人制度改革に伴い財団法人から公益財団法人に

移行している。 

歴史文化財団は、東京都における芸術文化の振興並びに都市の歴史及び文化

の継承とその発展を図り、もって創造性に満ち、潤いのある地域社会づくりに寄

与することを目的としている。  

 

表Ｃ－１－１ 歴史文化財団の概要 

設立 平成７年10月 財団法人東京都文化振興会と財団法人江戸東京歴史

財団が統合して財団法人東京都歴史文化財団として

発足  

平成22年４月 公益財団法人に移行 

基本財産 1,551,498 千円 

出捐者 東京都（200,000 千円 12.9％） 

理事長 日枝 久 

役員・評議員 理事 10 名、監事２名、評議員 13 名 

職員数 473 名（常勤 430 名、非常勤 43 名、令和６年４月１日現在） 

 （うち都派遣職員 34 名） 

歴史文化財団提供資料より監査人作成 

 

表Ｃ－１－２ 歴史文化財団の主な沿革 

昭和57年度 財団法人東京都文化振興会設立 

平成２年度 財団法人江戸東京歴史財団設立 

平成７年度 両法人が統合し財団法人東京都歴史文化財団が発足 

平成20年度 東京文化発信プロジェクトを開始 

平成22年度 都の公益認定を得て公益財団法人へ移行 

平成24年度 アーツカウンシル東京を設置 

歴史文化財団提供資料より監査人作成 
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２ 歴史文化財団の事業 

（１）公益目的事業 

ア 作品・資料の保存・活用、鑑賞機会の提供 

本事業は、都の所有する美術館、博物館、劇場等において、都民に美術品や歴

史遺産の鑑賞の機会や、音楽、演劇、歌劇、舞踊等の芸術文化の振興と、その国

際交流促進の場の提供と共に、次世代への継承を図り、もって、東京の文化の一

層の振興と文化遺産の継承、発展に寄与する事業である。 

 

（ア）常設展示、建物公開 

東京都江戸東京博物館は、令和４年４月から大規模改修工事に伴い休館中で

あるが、工事を計画どおり実施できるよう都と連携・協力するとともに、令和

８年春のリニューアルオープンに向け、常設展示の準備を行っている。 

江戸東京たてもの園では、現地保存が不可能な文化的・歴史的価値の高い建

造物 30棟を移築し、復元・保存・展示し、広く都民に公開するとともに、園の

特色に合わせた展覧会を開催している。 

東京都美術館では、都が所蔵する美術コレクションを中心に展示している。 

東京都庭園美術館では、朝香宮邸として建てられた建物の歴史と様式を紹介

する展覧会を開催している。また、四季の変化に応じた庭園の樹木等の管理・

育成を行い、庭園を公開している。 

東京都写真美術館では、37,000 点以上の収蔵作品からテーマに即し選定した

作品を公開している。また、ホールにて芸術性の高い上質な映画作品の上映等

を実施している。 

東京都現代美術館では、5,800 点以上の収蔵作品からテーマに即した収蔵品

を紹介する「ＭＯＴコレクション」を開催している。 

 

（イ）特別企画展示 

各館で独自の企画や新聞社等との共催等による展覧会を実施している。 

東京都江戸東京博物館は、令和４年４月から大規模改修工事に伴い休館中で

あるが、国際交流事業を実施のほか、令和８年春のリニューアルオープンに向け、

特別企画展示の準備を行っている。 

東京都美術館では、世界と日本の名品を紹介する特別展と、館の自主企画によ

る企画展等多彩な展覧会を開催している。 

東京都庭園美術館では、館の事業テーマである「装飾」を様々な視点から捉え

深める企画展を開催している。 

東京都写真美術館では、収蔵作家の個展や国内外の機関等と連携した展覧会、

恵比寿映像祭等を開催している。 
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東京都現代美術館では、幅広いテーマやジャンルにわたる企画展を開催して

いる。 

 

（ウ）新進若手アーティスト等による展示 

若手アーティスト等による様々な表現の展示等を行っている。 

東京都渋谷公園通りギャラリーでは、アール・ブリュット等の作品展示及び交

流事業等を実施している。 

トーキョーアーツアンドスペースでは、若手芸術家の発掘・育成のための展覧

会や企画公募、世界との文化交流や海外への発信を目指す展覧会等を開催して

いる。 

 

（エ）作品・資料の収集、保存管理 

美術、歴史、写真・映像文化など各館の特性に合致する作品・資料を収集し、

保存管理することにより、文化資産の伝承に努めている。また、作品・資料の状

態記録のため、二次媒体資料（写真や映像等）を作成したほか、これをデジタル

化してウェブサイト等で広く一般に公開している。なお、二次媒体資料は博物館、

美術館、検定教科書及び学術論文に活用できるよう無償貸出を行っている。 

 

（オ）調査研究、資料公開 

展示テーマに関する調査研究を行うほか、各館の専門領域における特定のテ

ーマや、保存 科学に関する研究等も実施し、その成果を図録や研究報告、書籍

等の発行、監修等を通じて公表している。また、図録や研究報告書は、博物館、

美術館、図書館及び研究機関へ無償で頒布しているほか、希望者には有償で頒布

し、成果を広く公表している。 

 

（カ）図書室の運営 

各館の専門領域に沿った文献資料のほか、一般書店に流通していない図録類

や洋書、古書等を多数収蔵する専門図書館を運営し、芸術文化や学術の振興に寄

与している。東京都江戸東京博物館、東京都美術館、東京都写真美術館、東京都

現代美術館、東京文化会館では、館の専門領域に沿った文献、資料を所蔵する図

書室を運営している。 

 

イ 音楽・舞台芸術の振興 

（ア）音楽・演劇・歌劇・舞踊等振興事業及び舞台芸術作品の創造発信 

ホールの特性に合わせたオーケストラや室内楽、オペラや演劇、ダンス等の公

演を実施している。また、発信力が高く実験的・前衛的な舞台芸術作品の企画制
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作を行っている。 

東京文化会館では、国内外の団体と連携しながら、発信力の高い実験的・前衛

的な舞台芸術作品を企画制作・公演するとともに、都民が身近に触れることがで

きる機会を提供している。 

東京芸術劇場では、音楽、演劇、舞踊等の舞台芸術を独自に企画・公演すると

ともに、国内外からの招聘も行い、優れた作品を鑑賞する機会を提供している。 

 

（イ）伝統芸能公演の普及継承等 

伝統芸能の発展と継承を目指し、多くの都民が伝統芸能に親しむ機会を提供

することを目的として、アーツカウンシル東京及び東京都江戸東京博物館によ

る伝統芸能に関する公演及びフェスティバルを開催している。 

 

ウ 人材育成・教育普及等 

（ア）教育普及事業 

美術館及び博物館では、展示解説のほか、専門知識の普及啓発を図っている。

また、展示に関連するワークショップを行っているほか、各館の特性に合致した

テーマの体験事業、ワークショップを学校団体や一般向けに実施している。 

アーツカウンシル東京では、子供や外国人を対象とした伝統芸能を体験する

事業を実施している。 

東京都美術館では、双方向的なコミュニケーションを重視した「アート・コミ

ュニケーション事業」等を行っている。 

東京文化会館及び東京芸術劇場では、多くの人に音楽を「聴く」「感じる」楽

しみを提供するコンサートや、ワークショップ等を企画制作している。 

また、美術館及び博物館で、展示解説やワークショップの実施を通して、歴史

及び芸術文化の知識の習得や異文化コミュニケーション等の能力の習得を支援

するために、ボランティアの育成を行い、東京都江戸東京博物館及び江戸東京た

てもの園友の会と協力関係を構築しながら、生涯学習の機会の拡充に努めてい

る。 

 

（イ）人材育成事業 

新人、若手をはじめとする作家・演奏家等アーティストへの発表の機会の提供

と、学芸員実習生やインターンの受入等、文化に携わる人材の養成のための事業

を行っている。 
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エ 芸術文化の基盤整備・発信等 

（ア）都立文化施設の維持管理運営 

来場者の安全を確保し、快適性を向上させるとともに、収蔵品等の貴重な作品

及び資料を適切に管理保管できるよう、施設の維持管理を行っている。 

 

（イ）芸術文化活動への施設貸出 

芸術文化の振興と歴史的遺産の継承と発展に資する事業を主催する団体に、

ホール、講堂、研修室、学習室等を貸し出し、都民に鑑賞や学習の機会を提供し

ている。 

 

（ウ）芸術文化活動への支援、助成 

東京の芸術文化の魅力を向上させ世界に発信していく創造活動や、地域の文

化の振興、社会や都市の様々な課題に取り組む芸術活動を支援している。 

 

（エ）文化創造拠点の形成及び芸術文化体験の機会提供 

各地での文化創造拠点の形成や、幅広い分野におけるフェスティバルの開催

等を通じて、新たな東京の文化を創造するとともに、多くの人が文化に触れるこ

とができる基盤の整備を進めている。 

 

（２）収益事業 

本事業は、来場者の利便性向上等を目的にショップ、飲食施設等、各館の特性

に合わせたサービスを提供する事業であり、以下の事業を実施している。 

なお、収益は公益目的事業の財源に充当している。 

 

ア 利用者サービスの向上 

（ア）ミュージアムショップの運営 

（イ）レストラン、カフェ等の飲食施設の運営 

（ウ）その他利用者への利便性向上のためのテナント等の運営（自動販売機・駐

車場・公衆電話等） 

 

イ 施設の有効活用 

（ア）収蔵作品写真商用貸出（イメージライセンス） 

（イ）施設商用撮影貸出（ロケ撮影） 

（ウ）芸術文化活動以外への施設貸出 

（エ）ユニークベニュー事業 
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３ 歴史文化財団の財務状況 

歴史文化財団の令和３年度から令和５年度までの財務状況は、表Ｃ－１－３

の正味財産増減計算書、表Ｃ－１－４の貸借対照表のとおりである。 

 

表Ｃ－１－３ 令和３年度から令和５年度の正味財産増減計算書の推移 

（単位：千円） 

科目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

Ⅰ 一般正味財産増減の部    

1.経常増減の部    

（1）経常収益    

① 基本財産運用益 2,211 2,211 2,211 

① 特定資産運用益 16 11 5 

② 事業収益 2,591,138 2,974,011 3,455,796 

③ 受取補助金 2,132,059 2,377,247 2,300,743 

④ 受取助成金 36,277 35,865 52,828 

⑤ 受取負担金 2,322,573 1,502,210 1,693,268 

⑥ 受託収益 8,338,873 8,735,152 8,146,387 

⑦ 受取寄付金 13,111 20,928 15,818 

⑧ 受取出えん金 1,803,427 360,184 1,008,237 

⑨ 雑収益 30,396 40,049 33,180 

経常収益 計 17,270,083 16,047,867 16,708,472 

（2）経常費用    

① 事業費 17,116,863 15,583,121 15,822,569 

② 管理費 26,137 23,732 25,258 

経常費用 計 17,143,001 15,606,854 15,847,828 

当期経常増減額 127,082 441,013 860,644 

2.経常外増減の部    

（1）経常外収益    

① 受取出えん金 0 466,675 58,032 

経常外収益 計 0 466,675 58,032 

（2）経常外費用    

① 棚卸資産減耗損 94 11 7 

② 棚卸資産評価損 5,918 430 1,091 

③ 棚卸資産除却損 1,833 4,246 163 

④ 固定資産除却損 0 25,593 5,407 

⑤ 固定資産寄贈額 0 0 5,500 

⑥ 出えん金返還額 0 466,675 58,032 

⑦ 過年度修正損 0 0 2,959 

経常外費用 計 7,845 496,955 73,159 
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当期経常外増減額 △7,845 △30,280 △15,127 

法人税等 31,349 49,067 70,032 

当期一般正味財産増減額 87,889 361,666 775,485 

一般正味財産期首残高 7,255,264 7,343,152 7,704,818 

一般正味財産期末残高 7,343,152 7,704,818 8,480,303 

Ⅱ 指定正味財産増減の部    

① 受取寄付金 400 1,600 60,734 

② 受取出えん金 508,705 906,000 1,297,000 

 ③一般正味財産への振替額 △1,804,627 △827,258 △1,067,869 

当期指定正味財産増減額 △1,295,522 80,342 289,865 

指定正味財産期首残高 2,467,431 1,171,909 1,252,250 

指定正味財産期末残高 1,171,909 1,252,250 1,542,115 

Ⅲ 正味財産期末残高 8,515,061 8,957,068 10,022,418 

歴史文化財団「財務諸表」より監査人抜粋 

 

表Ｃ－１－４ 令和３年度から令和５年度の貸借対照表の推移 

（単位：千円） 

科目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

Ⅰ 資産の部    

1.流動資産 6,490,184 6,145,487 6,698,328 

2.固定資産 5,683,866 6,053,338 7,760,689 

（1）基本財産 1,551,498 1,551,498 1,551,498 

（2）特定資産 3,705,920 3,901,047 4,536,179 

（3）その他固定資産 426,448 600,793 1,673,012 

資産合計 12,174,050 12,198,825 14,459,017 

Ⅱ 負債の部    

1.流動負債 2,995,859 2,629,119 2,839,577 

2.固定負債 663,130 612,639 1,597,021 

負債合計 3,658,989 3,241,757 4,436,599 

Ⅲ 正味財産の部    

1.指定正味財産 1,171,909 1,252,250 1,542,115 

2.一般正味財 7,343,152 7,704,817 8,480,303 

正味財産合計 8,515,061 8,957,068 10,022,418 

負債及び正味財産合計 12,174,050 12,198,825 14,459,017 

歴史文化財団「財務諸表」より監査人抜粋 
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Ⅱ 公益財団法人東京都交響楽団 

１ 都響の概要 

都響は、東京オリンピックの記念文化事業として都が昭和 40 年に設立してお

り、平成 23 年度に公益法人制度改革に伴い財団法人から公益財団法人に移行し

た団体である。 

都響は、交響楽を通じて都民の情操を豊かにするとともに音楽芸術の普及向

上を図り、首都の文化発展に寄与することを目的としている。 

 

表Ｃ－２－１ 都響の概要 

設立 昭和40年２月 東京オリンピックの記念文化事業として発足  

平成23年４月 公益財団法人に移行 

基本財産 22,951 千円 

出捐者 東京都（1,000 千円 4.4％） 

理事長 近藤 誠一 

役員・評議員 理事９名、監事２名、評議員９名 

職員数 129 名（令和６年３月 31 日現在） （うち都派遣職員４名） 

都響提供資料より監査人作成 

 

  



213 

 

２ 都響の事業 

（１）自主公演 

都響は、楽団が主催する自主公演を主たる事業としている。 

定期演奏会は、芸術活動の中軸をなすものとして、1965 年の楽団創立以来、

創造性に満ちた幅広い内容の企画による演奏会開催を目標とし、日本の音楽創

造活動の牽引力となるべく、公演を継続している。令和５年度は、Ａシリーズを

東京文化会館で８回、Ｂシリーズをサントリーホールで８回、Ｃシリーズを東京

芸術劇場で８回（うち３回は平日昼開催）、合計 24回開催している。 

プロムナードコンサートは、親しみやすい名曲と第一級の出演者がステージ

を彩る休日マチネのコンサートとして、令和５年度は、サントリーホールで５回

実施し、クラシック音楽入門者も楽しめるプログラムでオーケストラ音楽の一

層の浸透を図っている。 

また、特別演奏会として、令和５年度は都響スペシャルを５回、第九公演を３

回開催している。 

 

（２）共催・提携公演 

共催・提携公演として、都内を中心に他の団体と共同で公演を実施している。 

都響調布シリーズは、身近な会場での演奏会開催を求める音楽ファンのニー

ズに応えるとともに、多摩地域の活性化を意図したシリーズで、ホールと連携す

ることにより地域とのつながりを深めている。 

オーケストラキャラバンは、文化庁のアートキャラバン２（統括団体による文

化芸術需要回復·地域活性化事業）の一環として日本オーケストラ連盟に加盟す

るオーケストラが参加し、全国各地で開催された事業である。 

ボクとわたしとオーケストラは、東日本大震災後の 2012 年２月に、福島県い

わき市内全域の小中学生を対象とした初めてのオーケストラ公演を開催して以

来、いわき市の子供たちを音楽で励ます目的で実施している。 

ふれあいコンサートは、障害を持つ方やその家族を対象とした演奏会を、都及

び公益財団法人日本チャリティ協会と連携して実施している。 

また、地方公共団体や文化振興団体等からの依頼を受けてオーケストラを派

遣する依頼公演を実施している。 

令和５年度において、都内における依頼公演は計 15回実施しており、東京・

春・音楽祭（４月）、八王子「ドラゴンクエスト」公演（６月）、湯浅譲二 作曲

家のポートレート（８月）、メトロポリス・クラシックス公演（11 月）、日赤チ

ャリティコンサート（１月）、都民芸術フェスティバル公演（２月）、新国立劇場 

2023/2024 シーズンオペラ『トリスタンとイゾルデ』（３月）に出演している。

加えて、東京文化会館の「響の森」コンサート（５・１月）と「夏休み子ども音
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楽会」（７月）に出演している。 

地方・東京近郊における公演は計６回で、フェスタサマーミューザ KAWASAKI 

2023（７月）、福井公演（９月）、長野公演（10月）、静岡公演（11月）に出演し、

都響の認知拡大とともにオーケストラ音楽の一層の浸透と裾野の拡大を図って

いる。  

TOKYO MET SaLaD MUSIC FESTIVAL［サラダ音楽祭］は、東京 2020オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会を文化の面から盛り上げる取組「Tokyo Tokyo 

FESTIVAL」の一環として 2018 年に誕生した音楽祭である。サラダ=SaLaDの由来

である Sing and Listen and Dance〜歌う！聴く！踊る！をコンセプトに、誰も

が音楽の楽しさを体感・表現できるプログラムを展開している。 

 

（３）青少年のための演奏 

次代を担う子供たちに質の良い音楽を提供し、音楽・文化を愛する若者を育て

ていくことは、青少年育成に力を注ぐ都響の重要な使命の一つであるとして、小

中学生を対象に音楽鑑賞教室を実施している。令和５年度は都内 16区市の各小

中学生を対象に、各地のホールにて 38回実施している。 

また、都響の指揮者（マエストロ）自らが、楽員と共に都内小・中学校等を訪

問して特別授業を行い、子供たちとの対話を通じて音楽とオーケストラへの理

解と音楽を創り上げていく楽しさや興味を深めるマエストロ・ビジットを平成

16 年度より実施しており、令和５年度は音楽監督の大野和士氏が都立西高等学

校を訪問し、特別授業を行っている。 

 

（４）その他の事業 

その他の事業として、映像コンテンツの需要拡大に伴い、YouTube等での映像

配信を継続して実施し、自主公演における新規の収録配信のほか、過去公演の映

像等を配信。都響の演奏に触れる機会を創出し、ファンの拡大を図っている。ま

た、依頼公演（２公演）において、ライブ配信を実施している。 

また、顔の見えるオーケストラとしてより多くの方々へ音楽を届けることを

目指し、平成 14 年度から小規模アンサンブルを中心としたアウトリーチ型の演

奏会を積極的に実施している。東京都以外の地域にも出向いており、被災地支援

として岩手県野田村での演奏会を令和５年度に実施している。そのほか、八丈島、

御蔵島、新島、式根島、三宅島、青ヶ島、父島、母島、利島といった島しょ地域

や多摩地域等、様々な場所で演奏会を実施し、活動の幅を広げている。 

そのほか、ＴＭＳＯサポーターを対象とした公開ゲネプロを主催公演にて実

施している。 

また、放送・録音として、令和３年にスタートしたＴＯＫＹＯ ＭＸ２の番組
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『アンコール!都響』では、過去の演奏会から厳選した曲がノーカットで放送さ

れた（９回）。このほか、ＣＤ化を想定し同時録音を実施している。 
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３ 都響の財務状況 

都響の令和３年度から令和５年度の財務状況は、表Ｃ－２－２の正味財産増

減計算書、表Ｃ－２－３の貸借対照表のとおりである。 

 

表Ｃ－２－２ 令和３年度から令和５年度の正味財産増減計算書の推移 

（単位：千円） 

科目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

Ⅰ 一般正味財産増減の部    

1.経常増減の部    

（1）経常収益    

① 基本財産運用益 1 1 0 

③ 特定資産運用益 6 6 8 

④ 事業収益 344,656 530,226 569,251 

⑤ 受取補助金等 1,149,905 1,156,700 1,102,500 

⑥ 受取負担金 124,784 82,235 140,990 

⑦ 受取寄附金 28,817 44,268 34,050 

⑧ 雑収益 3,531 65 2,684 

経常収益 計 1,651,701 1,813,501 1,849,483 

（2）経常費用    

① 事業費 1,641,983 1,668,355 1,785,926 

③ 管理費 61,927 68,538 63,988 

経常費用 計 1,703,910 1,736,893 1,849,914 

当期経常増減額 △52,209 76,608 △431 

2.経常外増減の部    

（1）経常外収益    

① 固定資産売却益 220 1,161 0 

② 演奏会中止による入場料戻入益 0 0 4,348 

経常外収益 計 220 1,161 4,348 

（2）経常外費用    

① 固定資産除却損 0 0 0 

経常外費用 計 0 0 0 

当期経常外増減額 220 1,161 4,348 

法人税等 70 165 128 

当期一般正味財産増減額 △52,059 77,604 3,790 

一般正味財産期首残高 698,845 646,787 724,390 

一般正味財産期末残高 646,787 724,390 728,180 
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Ⅱ 指定正味財産増減の部    

当期指定正味財産増減額 0 0 0 

指定正味財産期首残高 1,000 1,000 1,000 

指定正味財産期末残高 1,000 1,000 1,000 

Ⅲ 正味財産期末残高 647,787 725,390 729,180 

都響「財務諸表」より監査人抜粋 

 

表Ｃ－２－３ 令和３年度から令和５年度の貸借対照表の推移 

（単位：千円） 

科目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

Ⅰ 資産の部    

1.流動資産 530,554 498,788 510,367 

2.固定資産 427,251 578,031 570,503 

（1）基本財産 22,951 22,951 22,951 

（2）特定資産 372,816 524,728 521,764 

（3）その他固定資産 31,484 30,353 25,788 

資産合計 957,805 1,076,820 1,080,870 

Ⅱ 負債の部    

1.流動負債 204,202 237,702 242,926 

2.固定負債 105,816 113,728 108,764 

負債合計 310,018 351,430 351,690 

Ⅲ 正味財産の部    

1.指定正味財産 1,000 1,000 1,000 

2.一般正味財 646,787 724,390 728,180 

正味財産合計 647,787 725,390 729,180 

負債及び正味財産合計 957,805 1,076,820 1,080,870 

都響「財務諸表」より監査人抜粋 
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Ⅲ 公益財団法人東京都つながり創生財団 

１ つながり創生財団の概要 

つながり創生財団は、都が令和２年度に設立しており、令和５年度に一般財団

法人から公益財団法人に移行した団体である。都は、政策連携団体としてその運

営に要する経費の補助を行っている。 

つながり創生財団は、多文化共生社会づくり及び共助社会づくりを推進する

事業を実施し、人と人とのつながりを育むことにより、地域コミュニティの活性

化を図り、もって都民一人ひとりが輝ける社会を実現することを目的としてい

る。 

 

表Ｃ－３－１つながり創生財団の概要 

設立 令和２年10月 一般財団法人として発足  

令和５年４月 公益財団法人に移行 

基本財産 88,675 千円 

出捐者 東京都（88,675 千円 100％） 

理事長 マリ クリスティーヌ 

役員・評議員 役員８名、評議員８名 

職員数 42 名（令和６年３月 31日現在）（うち都派遣職員 10 名） 

令和６年版生活文化スポーツ局事業概要、つながり創生財団ホームページより監査人作成 
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２ つながり創生財団の事業 

（１）多文化共生社会づくりに関する事業 

ア 東京都多言語相談ナビ 

都内の外国人からの相談を、やさしい日本語を含む 15言語で受け付けるとと

もに、各自治体窓口の依頼により電話等での通訳支援を行うことで相談者の課 

題解決を支援している。また、東京三弁護士会と連携した無料法律相談に加えて、

東京出入国在留管理局と連携した在留相談を実施し、相談機能の充実を図って

いる。 

財団の多言語支援員の技能向上のための研修や、区市町村等窓口の相談員向

け研修の実施に加え、「東京都外国人相談サポートサイト（T-NETs）」の構築を行

い、相談に役立つ最新情報等を提供することにより、地域の相談窓口を支援する

機能の強化に取り組んでいる。 

さらに、ウクライナ避難民ワンストップ相談窓口においては、引き続き避難民

や支援者からの相談に対応するとともに、東京都、日本ＹＭＣＡ同盟、つながり

創生財団の三者協定「ポプートヌィク・トーキョー」（東京都ウクライナ避難民

マッチング支援事業）により、避難民が地域で自立して安定した日常生活を送れ

るように、一人ひとりに寄り添った支援を実施している。 

 

イ 情報発信  

令和５年４月１日にリニューアル公開した「東京都多文化共生ポータルサイ

ト（Tokyo Intercultural Portal Site: ＴＩＰＳ）」の運営を通して、都内在住

外国人に向けて生活情報・防災情報・相談会の情報等を提供し、ＳＮＳ（Ｘ・

Facebook・ＬＩＮＥ）を活用して情報の展開を行っている。また、ニュースレタ

ーには、都内で多文化共生に携わる活動をしている団体の取材記事や東京で生

活する外国人の声を座談会形式で紹介する記事を毎月、掲載するなど、外国人支

援に携わる人や多文化共生に関心を持つ人たちに向けた情報を提供している。 

さらに、都知事のメッセージ動画や０１８サポート・オンライン申請用ガイド

動画のやさしい日本語版台本を作成するなど、都の在住外国人向け情報発信に

協力している。 

 

ウ 地域日本語教育の推進 

文化庁の「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」に都と参加し、財

団内に配置した総括コーディネーターが都の調整会議に参加して、東京都の地

域日本語教育について有識者と共に検討するほか、区市町村の地域日本語教育

コーディネーター等が参加する「地域日本語教育コーディネーター連携会議」を

実施している。地域日本語教育を担当している職員等を対象とした研修会や意
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見交換会も実施している。 

地域の日本語教室で活動する支援者等には、スキルアップを図る研修を実施

している。 

また、初期日本語教育のオンライン教室を昼夜２コースでモデル事業として

実施し、有識者と共に初期日本語教育の実施方法等について検討を行った。 

在住外国人やボランティア希望者が容易に都内の日本語教室を探すことがで

きる「東京日本語教室サイト」については、やさしい日本語のほか、英語・中国

語（簡体字・繁体字）・韓国語等に多言語化している。 

 

エ やさしい日本語の活用促進 

多様な組織・分野における活用事例を掲載した「やさしい日本語ブックレット」

を作成し、公的機関や外国人支援団体等に配布している。さらに、子育て・教育

分野の「やさしい日本語用語集・イラスト集」を新たに作成し、サイトで公開し

ている。 

また、やさしい日本語に関する講演と事例発表を行うオンラインイベント「や

さ日フォーラム」を開催している。 

さらに、やさしい日本語活用を推進するために、職場や活動の場において、そ

の取組をけん引する人材の育成研修として、「やさしい日本語リーダー」養成研

修を実施している。修了生から寄せられた勉強会・研修実施報告はサイトに掲載

し、普及啓発を図っている。 

 

オ 多文化共生コーディネーター研修 

地域における外国人の多様なニーズにきめ細かく対応し、多文化共生推進の

中核となる専門人材の育成を目的として、平成 28 年から継続している「多文化

共生コーディネーター研修」を開催し、「情報提供」、「災害対応」、「子どもの教

育」など様々な分野にわたる講義、フィールドワーク及びワークショップを実施

している。さらに、同研修の受講者を対象に、多文化共生分野における最新情報

を踏まえた講演や意見交換を行う「フォローアップ研修」を実施している。 

また、４月には多文化共生事業を新たに担当する行政職員等を主な対象とし

て、在住外国人を取り巻く課題に関する講義や事例紹介を行う「多文化共生基礎

研修」を実施している。 

 

カ 多文化共生社会を担う次世代の人材育成 

次世代を担う中高生に、国際理解・国際協力・多文化共生の意識を醸成して

もらう目的で、外務省・公益財団法人日本国際連合協会が主催する全国中学生

作文コンテスト及び高校生の主張コンクールの東京都大会を開催している。 
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キ 多文化共生を促進するためのネットワーク構築 

国際交流や多文化共生に関する事業の円滑な推進とその発展を目的に地域の

国際交流協会等が連携する「東京国際交流団体連絡会議」の事務局として、研修

会・総会・情報交換会・定例会を開催している。 

また、外国人支援活動を行う諸団体等で構成される「東京外国人支援ネットワ

ーク」の事務局として、運営会議を実施するとともに、地域の国際交流協会等が

実施するリレー専門家相談会に協力している。 

さらに、ＮＰＯ・ＮＧＯ、都及び区市の国際交流協会と共同で運営する「国際

交流・協力ＴＯＫＹＯ連絡会」において運営会議を実施するとともに、国際化市

民フォーラムを開催している。なお、令和５年度の同フォーラムでは、「こども

の成長を支える～ことばと文化～」、「外国につながる子どもたちが活躍できる

東京を目指して～進学・学習の環境を考える～」、「福祉の観点からみる在住外国

人の生活と課題～多文化ソーシャルワーカーの役割とその必要性について～」

の３つの分科会を設定して、幅広い層からの多くの参加者に多文化共生につい

て多角的に考察する機会とした。 

令和５年度から、近隣の複数自治体で多文化共生のネットワークを構築する

事業（多文化共生中域ネットワーク）に取り組み、北多摩南部ブロック（武蔵野

市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市）を形成している。初めてのブ

ロック会議には、６市５団体 19名が参加し、各自治体・団体の多文化共生事業

の取組紹介や情報交換を行った。また協働事業としては、武蔵野市国際交流協会

が提案する講演会を令和５年 12月に開催し、他の加盟自治体・団体は、同地域

内での広報活動に協力した。 

 

ク 災害時の外国人支援ネットワーク構築の検討 

自治体及び国際交流協会との災害時の外国人支援体制づくりの推進を目的に、

翻訳シミュレーション訓練及び翻訳シミュレーション振り返り研修を実施して

いる。 

その他、災害時に避難所での必要な対応を学ぶために、避難所における外国人

被災者支援の研修を実施している。 

また、災害時に発信する情報の多言語テンプレート地震編（全 16言語）を作

成し、自治体や支援者もダウンロードして活用できるよう東京都多文化共生ポ

ータルサイトに掲載している。さらに「災害時の外国人支援のためのＱ＆Ａマニ

ュアル」（旧東京都国際交流委員会作成）を改訂し、タイトルを「外国人のため

の災害時Ｑ＆Ａ集」（日本語版・英語版）と改め、東京都多文化共生ポータルサ

イトで公開している。改訂に当たっては、災害に備えた準備や風水害の情報を新

たに追加する等内容を見直すとともに、イラストや、ＵＲＬとＱＲコードを添付
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するなどして分かりやすくしている。 

 

ケ 多文化キッズコーディネーターの支援 

令和５年度から、日本語を母語としない子供等とその保護者への支援活動を

行う多文化キッズコーディネーターを設置する区市町村への補助事業が都によ

り新たに開始されている。この事業に取り組む多文化キッズコーディネーター

等を支援するために、専門的な内容を相談できるスーパーバイザーを設置し、寄

せられた相談についてアドバイスを行っている。 

また、多文化キッズコーディネーター制度の活用事例を紹介するとともに、担

当者間のネットワーク化を進めるために連絡会を開催している。さらに多文化

キッズが直面する課題について意見交換し、新たな知見やアイデアを取得する

ために研修を開催している。 

 

（２）財団の運営基盤の整備 

令和５年４月１日に一般財団法人から公益財団法人へ移行したことから、社

会的信用性を更に向上させるため、外部監査制度を新たに導入している。具体的

には、外部の監査法人によって四半期ごとの帳簿調査や期中・期末監査が行われ、

財務会計等が適切に事務処理されているかが確認された。また、情報セキュリテ

ィに関する規程類を整備するとともに、全職員を対象とした知的財産権に関す

る研修を開催し、情報資産等の取扱いに係る職員一人ひとりの意識啓発を図っ

ている。 

さらに、人脈の可視化を目的とした名刺管理ツールの導入や、イベントで使用

するのぼり・テーブルクロスの作成等、財団の認知度向上に向けた取組を推進す

るなど、職員からの意見を柔軟に取り入れながら、財団運営の基盤強化に継続し

て取り組んでいる。 
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３ つながり創生財団の財務状況 

つながり創生財団の令和３年度から令和５年度の財務状況は、表Ｃ－３－２

の正味財産増減計算書、表Ｃ－３－３の貸借対照表のとおりである。 

 

表Ｃ－３－２ 令和３年度から令和５年度の正味財産増減計算書の推移 

（単位：千円） 

科目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

Ⅰ 一般正味財産増減の部    

1.経常増減の部    

（1）経常収益    

① 基本財産運用益 0 0 0 

② 事業収益 0 0 45 

③ 受取補助金等 323,517 491,577 603,228 

④ 固定資産受贈益 3,413 10,055 2,575 

⑤ 流動資産受贈益 42 12 0 

⑥ 雑収益 13 2 45 

経常収益 計 326,986 501,647 605,893 

（2）経常費用    

⑩ 事業費 285,879 431,892 547,576 

⑪ 管理費 44,403 64,956 58,182 

経常費用 計 330,282 496,848 605,758 

当期経常増減額 △3,297 4,799 135 

2.経常外増減の部    

（1）経常外収益    

経常外収益 計 9,057 4,921 0 

（2）経常外費用    

経常外費用 計 9,057 4,921 0 

当期経常外増減額 0 0 0 

法人税等 70 70 0 

当期一般正味財産増減額 △3,367 4,729 135 

一般正味財産期首残高 △1,498 △4,864 △135 

一般正味財産期末残高 △4,864 △135 0 

Ⅱ 指定正味財産増減の部    

   受取補助金等 415,586 514,083 651,136 

   東京都補助金返還額 0 △16,813 △4,371 

   流動資産受贈益 18 0 0 

   一般正味財産への振替額 △336,029 △506,565 △605,803 
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科目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

当期指定正味財産増減額 79,575 △9,295 40,962 

指定正味財産期首残高 145,377 224,952 215,657 

指定正味財産期末残高 224,952 215,657 256,619 

Ⅲ 正味財産期末残高 220,088 215,521 256,619 

つながり創生財団「財務諸表」より監査人抜粋 

 

表Ｃ－３－３ 令和３年度から令和５年度の貸借対照表の推移 

（単位：千円） 

科目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

Ⅰ 資産の部    

1.流動資産 195,897 225,626 327,726 

2.固定資産 231,867 227,556 275,173 

（1）基本財産 88,675 88,675 88,675 

（2）特定資産 136,277 136,576 186,498 

（3）その他固定資産 6,915 2,305 0 

資産合計 427,765 453,182 602,900 

Ⅱ 負債の部    

1.流動負債 205,237 237,661 341,413 

2.固定負債 2,440 0 4,868 

負債合計 207,677 237,661 346,281 

Ⅲ 正味財産の部    

1.指定正味財産 224,952 215,657 256,619 

2.一般正味財 △4,864 △135 0 

正味財産合計 220,088 215,521 256,619 

負債及び正味財産合計 427,765 453,182 602,900 

つながり創生財団「財務諸表」より監査人抜粋 
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第３ 監査の結果 

Ⅰ 公益財団法人東京都歴史文化財団について 

１ 指定管理者としての対応 

（１）指定管理者の提案課題 

ア 概要 

歴史文化財団は、都の文化施設である７施設（東京都江戸東京博物館、東京都

写真美術館、東京都現代美術館、東京都美術館、東京都庭園美術館、東京文化会

館、東京芸術劇場）の令和３年度から令和８年度までにおける指定管理者候補者

選定の際、事業計画書を提出し各種の提案を行っている。 

その中で、総合調整・共通事項事業計画書において、財団全体の取組や文化施

設間の連携を提案課題としており、例えば、東京都庭園美術館と分けて提案され

ている６館の提案課題２〔運営戦略〕では、６館一括の規模的スケールメリット

として、「指定管理対象６館の連携にとどまらず、12 の都立文化施設と１機構の

連携協力によって、他の事業者ではなしえない事業面での複合効果」、「単館でな

しえない柔軟な資金投入」、「単独ではなしえない、幅広く、多彩で、複合的な事

業」が挙げられている。また、提案課題３〔事業等の連携〕においても、「各館

連携の促進、各館相互の連携により、ジャンル横断的な取組を機会に応じて行い、

東京都歴史文化財団のスケールメリットを発揮する」との記載がなされている。 

 

イ 監査の結果 

指定管理施設の７館を一括で管理することによるスケールメリットは、歴史

文化財団の事業計画における提案課題であり、指定管理者として選定を受ける

上で重要な要素を占めていることから、実際にスケールメリットを発揮するた

めにどのような取組がなされているか、担当者にヒアリングを実施した。 

ヒアリングの結果、事業間の連携として、若者向けの共通優待期間の設定や、

美術館・博物館を会場とした劇場ホール企画のコンサートなどが実施されてい

るとのことであった。また、設備投資の面では、財団本部での各館の予算調整の

中で、施設管理システムについて、複数の館で共通のシステムを一括調達する取

組がみられた。 

一方で、設備投資の意思決定は基本的に各館でなされており、調達に係る全館

横断的な面での検討や意思決定を目的とした会議体は存在していないとのこと

であった。 
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（意見６－１）指定管理施設の７館のスケールメリットについて 

指定管理施設の７館を一括で管理することによるスケールメリットは、歴史

文化財団の事業計画における提案課題であり、指定管理者として選定を受ける

上で重要な要素を占めている。 

この点、担当者によると、事業間の連携として、若者向けの共通優待期間の設

定や、美術館・博物館を会場とした劇場ホール企画のコンサートなどが実施され

ているとのことであった。また、設備投資の面では、財団本部での各館との予算

調整の中で、施設管理システムについて、複数の館で共通のシステムを調達する

取組がみられた。 

一方で、設備投資の意思決定は基本的に各館でなされており、調達に係る全館

横断的な面での検討や意思決定を行う会議体は存在していないとのことであっ

た。 

設備投資の面でのスケールメリットについて、例えばシステムの統合や物品

の一括発注など、全館横断的な会議体の設置により共通的な調達を検討し、財団

全体としてコストを抑制することが可能となると考えられる。 

指定管理施設の７館を一括で管理することによるスケールメリットをより効

果的・経済的に発揮していく観点から、全館横断的な目線で調達に係る協議を定

期的に行う会議体の設置、あるいは、既存の定期的な会議体の中での協議事項と

することを検討されたい。 
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２ 歴史文化財団の事業 

（１）各施設の管理運営目標と予算との関係 

ア 概要 

歴史文化財団は、都の文化施設である７施設（東京都江戸東京博物館、東京都

写真美術館、東京都現代美術館、東京都美術館、東京都庭園美術館、東京文化会

館、東京芸術劇場）の令和３年度から令和８年度までの６年間の指定管理者とし

て、各施設の事業の具体的な達成目標を定め、その実施結果を評価等するＰＤＣ

Ａサイクルにより管理運営を行っている。 

また、各施設の予算はその達成目標に基づき策定される。予算の策定スケジュ

ールは、おおむね以下のとおりである。各施設に収支予算の策定を依頼し、それ

を集約調整した上で、都に指定管理料や助成金などの収入予算を要求し、財団と

しての収支予算を策定する。歴史文化財団の理事会・評議員会で収支予算が承認

された後、都へも提出している。 

・各施設への収支予算の策定依頼：４月～６月頃 

・都へ指定管理料や助成金等の収入予算を要求：５月～１月頃 

・収支予算策定：５月～１月頃 

・収支予算承認：３月頃（理事会・評議員会） 

・都へ収支予算提出：３月頃（理事会・評議員会の終了後） 

 

収支予算の策定に当たって前提となるのが、指定管理者の選定時に歴史文化

財団が都に対して提出した提案書類（事業計画書）及び指定期間中に行う中間見

直しの事業計画書である。これらの事業計画書では、歴史文化財団の全体で力を

入れて取り組む方針を重点目標として設定しており、各施設では当該重点目標

を踏まえて各年度に取り組む事業と達成目標を設定している。 

歴史文化財団は、各施設の達成目標の進捗状況等を管理し、ＰＤＣＡサイクル

を回すために、ＰＤＣＡシートという資料を作成しており、このシートにて歴史

文化財団内で各施設の管理・運営状況を自己評価するとともに、外部の有識者で

構成する外部評価委員会等による外部評価にも利用されている。 

達成目標のうち収支に影響を与える目標値は、予算の基礎ともなっている。 

ここで、ホール系文化施設と美術館・博物館系文化施設に区分した各施設の令

和５年度の収支予算は、以下のとおりである。なお、収支予算は、各施設の経常

的な収支予算として「経常収益」及び「経常費用」、これらの差額である「当期

経常増減額」を記載している。また、収益事業等会計で計上された利益（当期経

常増減額）を公益目的事業会計で使用する場合の繰入額である「他会計振替額」

を記載している。 
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（ア）ホール系文化施設 

ａ 東京文化会館  

令和５年度収支予算は、下表のとおりである。 

受託事業は、指定管理者として都から委託を受けて行っている施設の維持

管理運営に係る業務であり、当該受託事業で生じたコストは、施設利用者から

収入する施設利用料等と、当該利用料等で賄うことができないコスト分は都

からの指定管理料をもって充てる予算となっている。 

自主事業は、「創造発信事業」、「人材育成事業」及び「教育普及・社会包摂

事業」という３つの柱で事業展開を行っており、具体的にはプログラムの制作、

東京音楽コンクール入賞者等の各事業への起用、シアター・デビュー・プログ

ラムの実施など、芸術文化の振興に積極的に貢献するための各種公演やワー

クショップを実施している。 

自主事業で生じた赤字は、収益事業（館内設置のレストランやショップ等の

管理手数料等）で生じた収入を全て充てる予算となっている。 

 

表Ｄ－１－１ 東京文化会館 令和５年度収支予算 

（単位：千円） 

事業・会計 経常収益 経常費用 
当期経常 

増減額 

他会計 

振替額 

受託事業 
公益目的事業会計 

収益事業等会計  
1,096,371 1,096,317 54  ― 

自主事業 公益目的事業会計 376,245 441,965 △ 65,720 43,179 

収益事業等 収益事業等会計 63,363 20,184 43,179 △ 43,179 

合計 1,535,979 1,558,466 △ 22,487 0 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 

 

ｂ 東京芸術劇場  

令和５年度収支予算は、下表のとおりである。 

受託事業は、指定管理者として都から委託を受けて行っている施設の維持

管理運営に係る業務であり、当該受託事業で生じたコストは、施設利用者から

収入する施設利用料等と、当該利用料等で賄うことができないコスト分は都

からの指定管理料をもって充てる予算となっている。 

自主事業は、「芸術文化の創造・発信の拠点」「人材育成の拠点」「教育普及

の拠点」「賑わいの拠点」を 4つの柱として事業展開を行っており、具体的に

は、オペラや演劇作品の国内外共同制作、国内外劇場との提携、海外演出家と

の協働、ファミリー向けフェスティバル開催など多彩なプログラムを提供し
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ている。また、稽古場としてのスタジオ貸出、地域のイベント実施運営への協

力を実施している。 

自主事業で生じた赤字は、収益事業（館内設置のレストランやショップの管

理手数料等）で生じた収入を全て充てる予算となっている。 

 

表Ｄ－１－２ 東京芸術劇場 令和５年度収支予算 

（単位：千円） 

事業・会計 経常収益 経常費用 
当期経常 

増減額 

他会計 

振替額 

受託事業 
公益目的事業会計 

収益事業等会計  
1,785,493 1,785,444 49   ― 

自主事業 公益目的事業会計 992,287 1,109,568 △ 117,281 78,085 

収益事業等 収益事業等会計 97,403 19,318 78,085 △ 78,085 

合計 2,875,183 2,914,330 △ 39,147 0 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 

 

（イ）美術館・博物館系文化施設 

ａ 東京都江戸東京博物館  

令和５年度収支予算は、下表のとおりである。令和４年４月１日から令和８

年春の期間において、大規模改修工事のため全館休館となっているが、館外や

他会場を活用した事業の実施、オンラインコンテンツの提供などを実施して

いる。 

受託事業は、指定管理者として都から委託を受けて行っている施設の維持

管理運営、収蔵品の収集・保管・管理・展示等に係る業務であり、当該受託事

業で生じたコストは、入館者から収入する入場料等と、当該入場料等で賄うこ

とができないコスト分は都からの指定管理料をもって充てている。 

自主事業は、各種展示を実施している。なお、大規改修工事に伴い、常設展

示室は休室しており、令和５年度においては、館外での特別展示等の実施のみ

となっている。 

自主事業で生じた赤字は、収益事業（オンラインショップの運営等）で生じ

た収入の一部（50％超）を充てる予算となっている。 
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表Ｄ－１－３ 東京都江戸東京博物館 令和５年度収支予算 

（単位：千円） 

事業・会計 経常収益 経常費用 
当期経常 

増減額 

他会計 

振替額 

受託事業 
公益目的事業会計 

収益事業等会計 
3,818,555 3,818,509 46   ― 

自主事業 公益目的事業会計 79,262 168,585 △ 89,323 6,057 

収益事業等 収益事業等会計 19,446 9,334 10,112 △ 6,057 

合計 3,917,263 3,996,428 △ 79,165 0 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 

 

ｂ 東京都写真美術館  

令和５年度収支予算は、下表のとおりである。 

受託事業は、指定管理者として都から委託を受けて行っている施設の維持

管理運営、収蔵品管理、収蔵展運営に係る業務であり、当該受託事業で生じた

コストは、入館者から収入する収蔵展の入場料等と、当該入場料等で賄うこと

ができないコスト分は都からの指定管理料をもって充てている。 

自主事業は、各種展覧会の実施、映像上映などの実施であり、展覧会による

入場料により収入を得る。 

自主事業で生じた赤字は、収益事業（ミュージアムショップ、カフェの管理

手数料、当館所蔵作品の画像利用によるライセンス料等）で生じた収入の一部

（50％超）を充てる予算となっている。 

 

表Ｄ－１－４ 東京都写真美術館 令和５年度収支予算 

（単位：千円） 

事業・会計 経常収益 経常費用 
当期経常 

増減額 

他会計 

振替額 

受託事業 
公益目的事業会計 

収益事業等会計  
988,435 989,532 △ 1,097   ― 

自主事業 公益目的事業会計 210,692 277,081 △ 66,389 1,778 

収益事業等 収益事業等会計 6,655 3,692 2,963 △ 1,778 

合計 1,205,782 1,270,305 △ 64,523 0 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 
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ｃ 東京都現代美術館 

令和５年度収支予算は、下表のとおりである。 

受託事業は、指定管理者として都から委託を受けて行っている施設の維持

管理運営、コレクション展示や美術館教育としての学校団体鑑賞等に係る業

務であり、当該受託事業で生じたコストは、入館者から収入する入場料等と、

当該入場料等で賄うことができないコスト分は都からの指定管理料をもって

充てている。 

自主事業は、展覧会事業として企画展等入場料、共催事業による収益を主な

収入源としている。 

自主事業で生じた赤字は、収益事業（ミュージアムショップ、レストラン・

カフェの管理手数料、当館所蔵作品の画像利用によるライセンス料等）で生じ

た収入の一部（50％超）を充てる予算となっている。 

 

表Ｄ－１－５ 東京都現代美術館 令和５年度収支予算 

（単位：千円） 

事業・会計 経常収益 経常費用 
当期経常 

増減額 

他会計 

振替額 

受託事業 
公益目的事業会計 

収益事業等会計  
1,287,353 1,287,394 △ 41   ― 

自主事業 公益目的事業会計 331,070 387,219 △ 56,149 15,869 

収益事業等 収益事業等会計 40,500 13,485 27,015 △ 15,869 

合計 1,658,923 1,688,098 △ 29,175 0 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 

 

ｄ 東京都美術館  

令和５年度収支予算は、下表のとおりである。 

受託事業は、指定管理者として都から委託を受けて行っている施設の維持

管理運営に係る業務であり、当該受託事業で生じたコストは、入館者から収入

する入場料等と、当該入場料等で賄うことができないコスト分は都からの指

定管理料をもって充てている。 

自主事業は、当館と新聞社及びテレビ局が共催する特別展（共催展）の実施、

その他各種企画展を実施することにより、入場料、共催による収益を主な収入

源としている。 

自主事業で生じた赤字は、収益事業（レストラン運営、特別展グッズ販売、

ロケ撮影による施設の一部貸出等）で生じた収入の一部（50％超）を充てる予

算となっている。 
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表Ｄ－１－６ 東京都美術館 令和５年度収支予算 

（単位：千円） 

事業・会計 経常収益 経常費用 
当期経常 

増減額 

他会計 

振替額 

受託事業 
公益目的事業会計 

収益事業等会計 
982,667 982,620 47   ― 

自主事業 公益目的事業会計 94,174 169,809 △ 75,635 42,935 

収益事業等 収益事業等会計 97,583 26,024 71,559 △ 42,935 

合計 1,174,424 1,178,453 △ 4,029 0 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 

 

ｅ 東京都庭園美術館 

令和５年度収支予算は、下表のとおりである。 

受託事業は、指定管理者として都から委託を受けて行っている施設の維持

管理運営に係る業務の他、旧朝香宮邸を紹介する建物公開展、庭園の公開であ

り、当該受託事業で生じたコストは、入館者から収入する入場料等と、当該入

場料等で賄うことができないコスト分は都からの指定管理料をもって充てて

いる。 

自主事業は、各種企画展の実施をすることで集客を図ることとしている。 

自主事業で生じた収支赤字は、収益事業（ミュージアムショップ・飲食施設

の管理、駐車場管理、施設の貸出等）で生じた収入の全部を充てる予算となっ

ている。 

 

表Ｄ－１－７ 東京都庭園美術館 令和５年度収支予算 

（単位：千円） 

事業・会計 経常収益 経常費用 
当期経常 

増減額 

他会計 

振替額 

受託事業 
公益目的事業会計 

収益事業等会計 
557,213 557,213 0   ― 

自主事業 公益目的事業会計 127,910 217,369 △ 89,459 22,772 

収益事業等 収益事業等会計 28,938 6,166 22,772 △ 22,772 

合計 714,061 780,748 △ 66,687 0 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 
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イ 監査の結果 

（ア）各施設の予算の策定上の仮定や条件等 

ＰＤＣＡサイクルの達成目標は、指定管理者の選定時に歴史文化財団が都に

提出した事業計画書の目標値（基準値）に基づいており、収支に影響を与える目

標は予算の基礎となっている。 

そこで、歴史文化財団の令和５年度の予算と実績を比較することで、目標値

（基準値）に基づいた予算の策定上の仮定や条件等が、歴史文化財団を取り巻く

経営環境等に即しているか検討を行った。 

 

ａ ホール系文化施設 

（ａ）東京文化会館  

令和５年度収支の予算実績対比は、表Ｄ－１－８のとおりである。 

受託事業は、大ホール稼働率が予算 90％に対して実績 94.0％、小ホール稼

働率が予算 80％に対して実績 85.2％となり、ホール貸出による施設使用料の

増加が主な要因となり、経常収益の実績値は予算比で増加している。なお、受

託事業の収入に関連する達成目標は「コマ稼働率」であり、コマ稼働率の目標

値と予算・実績の推移は表Ｄ－１－９のとおりである。 

自主事業は、予算策定時に申請していた補助金が不採択となったことによ

り経常収益は予算比で減少し、それに伴う実施事業の見直しにより経常費用

も予算対比で減少している。結果として、予算比で当期経常増減額の赤字は減

少し、その分、収益事業等会計からの他会計振替額が減少している。 

収益事業は、予算を上回る経常収益により、当期経常増減額は予算比で増加

し、さらに、自主事業への他会計振替額の充当額の減少もあり、予算を上回る

利益の繰越しが生じている。 

 

表Ｄ－１－８ 東京文化会館 令和５年度収支 予算実績対比 

・受託事業                             （単位：千円） 

 経常収益 経常費用 当期経常増減額 他会計振替額 

予算 1,096,371 1,096,317 54 ― 

実績 1,203,158 1,142,156 61,002 ― 

差異 106,787 45,839 60,948 ― 

・自主事業                             （単位：千円） 

 経常収益 経常費用 当期経常増減額 他会計振替額 

予算 376,245 441,965 △ 65,720 43,179 

実績 332,356 377,909 △ 45,553 22,760 

差異 △ 43,889 △ 64,056 20,167 △ 20,419 
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・収益事業                              （単位：千円） 

 経常収益 経常費用 当期経常増減額 他会計振替額 

予算 63,363 20,184 43,179 △ 43,179 

実績 76,158 19,049 57,109 △ 22,760 

差異 12,795 △ 1,135 13,930 20,419 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 

 

表Ｄ－１－９ 東京文化会館 コマ稼働率 

（単位：％） 

達成目標 目標値 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算 実績 予算 実績 予算 

コマ稼働率 
大ホール 90%以上 90% 86.2% 90% 94.0% 90% 

小ホール 80%以上 80% 84.9% 80% 85.2% 80% 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 

 

（ｂ）東京芸術劇場  

令和５年度収支の予算実績対比は、表Ｄ－１－１０のとおりである。 

受託事業は、舞台機構設備に係る工事を追加で実施し、工事費相当額を都か

ら指定管理料として収入した結果、経常収益、経常費用共に予算比で増加とな

っている。なお、東京芸術劇場の受託事業の収入に関連する達成目標は「コマ

稼働率」であり、コマ稼働率の目標値と予算・実績の推移は表Ｄ－１－１１の

とおりである。 

自主事業は、予算策定後の共催先との調整の結果、共催事業の内容が変更と

なり、予算策定時に申請していた補助金の不採択を受け、事業内容の見直しを

行ったことにより、想定していた出演料の支出が減少した。その結果、予算比

で経常費用が減少したことにより、当期経常増減額の赤字が減少した。 

収益事業は、他会計振替額が減少した。 

 

表Ｄ－１－１０ 東京芸術劇場 令和５年度収支 予算実績対比 

・受託事業                              （単位：千円） 

 経常収益 経常費用 当期経常増減額 他会計振替額 

予算 1,785,493 1,785,444 49 ― 

実績 1,951,253 1,913,601 37,652 ― 

差異 165,760 128,157 37,603 ― 
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・自主事業                              （単位：千円） 

 経常収益 経常費用 当期経常増減額 他会計振替額 

予算 992,287 1,109,568 △ 117,281 78,085 

実績 982,414 1,047,148 △ 64,734 41,667 

差異 △ 9,873 △ 62,420 52,547 △ 36,418 

・収益事業                              （単位：千円） 

 経常収益 経常費用 当期経常増減額 他会計振替額 

予算 97,403 19,318 78,085 △ 78,085 

実績 91,311 18,975 72,336 △ 41,667 

差異 △ 6,092 △ 343 △ 5,749 36,418 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 

 

表Ｄ－１－１１ 東京芸術劇場 コマ稼働率 

（単位：％） 

達成目標 目標値 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算 実績 予算 実績 予算 

コマ稼働率 

大ホール  70%以上 52% 83.9% 52% 76.8% 70% 

中ホール  87%以上 73% 96.3% 73% 99.2% 87% 

小ホール１ 96%以上 80% 95.9% 80% 97.0% 96% 

小ホール２ 94%以上 78% 95.6% 78% 97.2% 94% 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 

 

ｂ 美術館・博物館系文化施設 

（ａ）東京都江戸東京博物館  

令和５年度の予算実績対比は、表Ｄ－１－１２のとおりである。 

受託事業は、３年間の複数年契約による工事である常設展示室改修工事に

ついて、令和５年度分の支出（予算時は費用計上）を長期前払金に、その支出

に対応する指定管理料（予算時は管理運営受託収益に計上）を長期前受金とし

て会計処理したことにより、経常収益・経常費用共に予算比で減少となってい

る。その他、給与手当の支払実績の減少等により、予算比で当期経常増減額が

黒字となっている。  

自主事業は、経常費用のうち委託費が予算比で減少したことにより、当期経

常増減額の赤字は減少となっている。なお、東京都江戸東京博物館は、大規模

改修工事中であり、自主事業である常設展示の代替として特別展を実施して

いる。当該特別展の収入に関連する主な達成目標は「入場者数」であり、入場

者数の目標値と予算・実績の推移は表Ｄ－１－１３のとおりである。大規模改
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修工事による休館中であり、令和５年度以降の予算上の入場者数は見直しが

なされている一方で、令和５年度においては千代田区立日比谷文化図書館や

東京都美術館で出張展示を行った結果、予算を上回る実績となっている。 

 

表Ｄ－１－１２ 東京都江戸東京博物館 令和５年度収支 予算実績対比 

・受託事業                              （単位：千円） 

 経常収益 経常費用 当期経常増減額 他会計振替額 

予算 3,818,555 3,818,509 46 ― 

実績 2,579,527 2,347,675 231,852 ― 

差異 △ 1,239,028 △ 1,470,834 231,806 ― 

・自主事業                              （単位：千円） 

 経常収益 経常費用 当期経常増減額 他会計振替額 

予算 79,262 168,585 △ 89,323 6,057 

実績 76,101 108,379 △ 32,278 7,854 

差異 △ 3,161 △ 60,206 57,045 1,797 

・収益事業                              （単位：千円） 

 経常収益 経常費用 当期経常増減額 他会計振替額 

予算 19,446 9,334 10,112 △ 6,057 

実績 20,966 8,580 12,386 △ 7,854 

差異 1,520 △ 754 2,274 △ 1,797 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 

 

表Ｄ－１－１３ 東京都江戸東京博物館 入場者数 

（単位：人） 

達成目標 目標値 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算 実績 予算 実績 予算 

入場者数 

1,400,000 人/年 

（見直し後：

1,500,000 人/年） 

70,000 95,127 12,500 25,204 12,500 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 

 

（ｂ）東京都写真美術館  

令和５年度収支の予算実績対比は、表Ｄ－１－１４のとおりである。 

受託事業は、委託費の契約内容の実績差、電気・ガス価格激変緩和対策によ

る水道光熱費の減少により経常費用が予算比で減少し、予算策定時に赤字で

あった当期経常増減額は、黒字に転じている。 

自主事業は、経常費用のうち委託費が予算比で減少したことにより、当期経
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常増減額の赤字は減少している。自主事業の収入に関連する達成目標は「観覧

者数」であり、観覧者数の目標値と予算・実績の推移は表Ｄ－１－１５のとお

りである。目標値は 380,000 人であったが、新型コロナウイルス感染症の影響

を加味して令和５年度の予算上の観覧者数は見直しを行っていたところ、新

型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行の影響もあり、結果として観

覧者数は増加し、予算上の観覧者数を上回る実績となった。観覧者数には入場

料無料の恵比寿映像祭も含まれ、自主事業の入場料収入の増加の全てに寄与

したわけではなかったこと、さらに、協賛金等の収入実績が予算比で減少とな

ったことも重なり、経常収益全体で見ると結果的におおむね予算どおりの実

績となったことによる。 

収益事業は、自主事業の結果もあり、他会計振替額はゼロとなっている。 

 

表Ｄ－１－１４ 東京都写真美術館 令和５年度収支 予算実績対比 

・受託事業                              （単位：千円） 

 経常収益 経常費用 当期経常増減額 他会計振替額 

予算 988,435 989,532 △ 1,097 ― 

実績 983,570 917,691 65,879 ― 

差異 △ 4,865 △ 71,841 66,976 ― 

・自主事業                              （単位：千円） 

 経常収益 経常費用 当期経常増減額 他会計振替額 

予算 210,692 277,081 △ 66,389 1,778 

実績 201,561 244,496 △ 42,935 ― 

差異 △ 9,131 △ 32,585 23,454 △ 1,778 

・収益事業                              （単位：千円） 

 経常収益 経常費用 当期経常増減額 他会計振替額 

予算 6,655 3,692 2,963 △ 1,778 

実績 8,645 2,138 6,507 ― 

差異 1,990 △ 1,554 3,544 1,778 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 

 

表Ｄ－１－１５ 東京都写真美術館 観覧者数 

（単位：人） 

達成目標 目標値 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算 実績 予算 実績 予算 

観覧者数 380,000 228,000 318,262 225,000 335,721 380,000 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 
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（ｃ）東京都現代美術館  

令和５年度収支の予算実績対比は、表Ｄ－１－１６のとおりである。 

受託事業は、展覧会の入場者数等の実績が予算を上回ったことで経常収益

が増加、また、その他経費の実績減により、当期経常増減額は予算では赤字で

あったが、黒字に転じている。 

自主事業は、当期経常増減額は予算では赤字であったが、大きく黒字に転じ

た。これは、自主事業の収入に関連する達成目標は「観覧者数」であるが、観

覧者数の目標値と予算・実績の推移は表Ｄ－１－１７のとおりであり、令和５

年度は、観覧者数の実績が予算を上回る人数となったことによる。また、東京

都現代美術館の展覧会の経費が、共催先との調整の結果、共催先負担となった

ことも寄与している。 

収支事業は、自主事業の結果もあり、他会計振替額はゼロとなっている。 

 

表Ｄ－１－１６ 東京都現代美術館 令和５年度収支 予算実績対比 

・受託事業                              （単位：千円） 

 経常収益 経常費用 当期経常増減額 他会計振替額 

予算 1,287,353 1,287,394 △ 41 ― 

実績 1,320,047 1,240,917 79,130 ― 

差異 32,694 △ 46,477 79,171 ― 

・自主事業                              （単位：千円） 

 経常収益 経常費用 当期経常増減額 他会計振替額 

予算 331,070 387,219 △ 56,149 15,869 

実績 450,796 214,174 236,622 ― 

差異 119,726 △ 173,045 292,771 △ 15,869 

・収益事業                              （単位：千円） 

 経常収益 経常費用 当期経常増減額 他会計振替額 

予算 40,500 13,485 27,015 △ 15,869 

実績 66,395 14,325 52,070 ― 

差異 25,895 840 25,055 15,869 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 
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表Ｄ－１－１７ 東京都現代美術館 観覧者数 

（単位：人） 

達成目標 目標値 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算 実績 予算 実績 予算 

観覧者数 

企画展 300,000 300,000 359,433 300,000 504,602 300,000 

コレクシ

ョン展示 
130,000 130,000 104,290 130,000 160,243 130,000 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 

 

（ｄ）東京都美術館  

令和５年度収支の予算実績対比は、表Ｄ－１－１８のとおりである。 

受託事業は、経常収益がおおむね予算どおりの計上となっている一方で、経

常費用の実績が予算比で減少となり、当期経常増減額の実績は予算を上回っ

ている。 

自主事業は、当期経常増減額の赤字が予算比で減少している。これは、自主

事業の収入に関連する達成目標は「観覧者数」であるが、観覧者数の目標値と

予算・実績の推移は表Ｄ―１―１９のとおりであり、予算値は 850,000 人であ

ったが、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して予算の算定基礎とした

観覧者数は 550,000 人としていたところ、新型コロナウイルス感染症の５類

感染症への移行により、展覧会の観覧者数の実績が予算を大きく上回ったこ

とによる。 

収益事業は、経常収益の実績が予算を上回っている。また、自主事業の結果

もあり、他会計振替額も減少している。 

 

表Ｄ－１－１８ 東京都美術館 令和５年度収支 予算実績対比 

・受託事業                              （単位：千円） 

 経常収益 経常費用 当期経常増減額 他会計振替額 

予算 982,667 982,620 47 ― 

実績 965,441 931,812 33,629 ― 

差異 △ 17,226 △ 50,808 33,582 ― 

・自主事業                              （単位：千円） 

 経常収益 経常費用 当期経常増減額 他会計振替額 

予算 94,174 169,809 △ 75,635 42,935 

実績 158,880 206,639 △ 47,759 15,612 

差異 64,706 36,830 27,876 △ 27,323 
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・収益事業                              （単位：千円） 

 経常収益 経常費用 当期経常増減額 他会計振替額 

予算 97,583 26,024 71,559 △ 42,935 

実績 170,777 35,313 135,464 △ 15,612 

差異 73,194 9,289 63,905 27,323 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 

 

表Ｄ－１－１９ 東京都美術館 観覧者数 

（単位：人） 

達成目標 目標値 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算 実績 予算 実績 予算 

観覧者数 

850,000 

（令和 6年度以降

700,000） 

550,000 643,683 550,000 921,379 700,000 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 

 

（ｅ）東京都庭園美術館  

令和５年度収支の予算実績対比は、表Ｄ－１－２０のとおりである。 

受託事業は、経常収益の実績は予算比で増加、経常費用の実績は予算比で減

少となり、当期経常増減額は予算ではゼロであったが、黒字となっている。 

自主事業は、当期経常増減額の赤字が予算比で減少している。これは、自主

事業の収入に関連する達成目標は「観覧者数」であるが、観覧者数の目標値と

予算・実績の推移は表Ｄ－１－２１のとおりであり、令和４年度及び令和５年

度の予算では、新型コロナウイルス感染症の影響による観覧者数の減少を見

込み目標値から変更を行っていたところ、令和５年度の観覧者数の実績が予

算を大きく上回ったことで、経常収益の実績値が予算値を上回る結果となっ

たことによる。また、経常費用が予算比で減少となったことも寄与している。 

収益事業は、自主事業の結果もあり、他会計振替額が減少している。 

 

表Ｄ－１－２０ 東京都庭園美術館 令和５年度収支 予算実績対比 

・受託事業                              （単位：千円） 

 経常収益 経常費用 当期経常増減額 他会計振替額 

予算 557,213 557,213 0 0 

実績 563,438 545,421 18,017 0 

差異 6,225 △ 11,792 18,017 0 
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・自主事業                              （単位：千円） 

 経常収益 経常費用 当期経常増減額 他会計振替額 

予算 127,910 217,369 △ 89,459 22,772 

実績 142,337 174,392 △ 32,055 3,861 

差異 14,427 △ 42,977 57,404 △ 18,911 

・収益事業                              （単位：千円） 

 経常収益 経常費用 当期経常増減額 他会計振替額 

予算 28,938 6,166 22,772 △ 22,772 

実績 49,553 8,789 40,764 △ 3,861 

差異 20,615 2,623 17,992 18,911 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 

 

表Ｄ－１－２１ 東京都庭園美術館 観覧者数 

（単位：人） 

達成目標 目標値 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算 実績 予算 実績 予算 

観覧者数 
企画展 145,000 101,500 119,240 96,000 121,899 145,000 

建物公開 40,000 36,000 32,297 36,000 44,295 40,000 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 

 

（イ）公益目的事業会計の収支相償 

公益法人は、公益目的事業を行うに当たり、当該事業の実施に要する適正な費

用を償う額を超える収入を得てはならないという収支相償が求められ、損益計

算書（正味財産増減計算書）における公益目的事業会計の収益が費用を上回らな

いように法人経営を行うことが基本となる。 

収益が費用を上回り黒字となる場合には、特定費用準備資金への積立てを行

うことにより収支相償を達成することはできる。特定費用準備資金への積立て

は、公益法人において認められている取扱いであり、黒字の結果として増加する

正味財産を財源とするものである。 

例えば、歴史文化財団では、令和５年度において単年度に収支相償となるよう

に予算を策定していたが、実績は経常収益が経常費用を上回り黒字となってい

る。この要因の一つは、東京都現代美術館において予算の策定の前提とした展示

会の観覧者数の目標値に対し、実績の集客が上回ったことが考えられる。このよ

うに予算上は単年度で収支相償を図る一方、実績の収支が黒字となり正味財産

が増加する場合、歴史文化財団はその正味財産を財源として特定費用準備資金

を積み立て収支相償の達成を図っているが、結果として、法人内に正味財産が積
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み上がる傾向になっている。 

なお、歴史文化財団の特定費用準備資金は、令和５年度末残高で約 16億７千

万円であり、財源としては正味財産から全て充当されている。 

 

表Ｄ－１－２２ 特定費用準備資金（令和５年度末） 

（単位：円） 

勘定科目 残高 

東京都写真美術館 30周年記念事業積立資産 65,000,000 

東京都現代美術館 30周年記念事業積立資産 17,019,296 

東京都美術館 100周年記念事業積立資産 50,279,504 

東京都江戸東京博物館大規模改修中特別展積立資産 63,000,000 

東京都美術館展覧会・アートコミュニケーション事業積立資産 49,000,000 

発信力強化事業積立資産 762,465,874 

芸術文化未来共創事業積立資産 667,666,250 

合計 1,674,430,924 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 

 

（ウ）ＰＤＣＡサイクルの目標値と予算との関係 

歴史文化財団は、都の文化施設である７施設（東京都江戸東京博物館、東京都

写真美術館、東京都現代美術館、東京都美術館、東京都庭園美術館、東京文化会

館、東京芸術劇場）の令和３年度から令和８年度までの６年間の指定管理者とし

て、各施設の事業の具体的な達成目標を定め、その実施結果を評価等するＰＤＣ

Ａサイクルにより管理運営を行っている。 

東京都現代美術館及び東京都美術館では、その目標値の一つとして自主事業

の観覧者数を掲げ、当該観覧者数に基づき収入予算を策定しているが、令和５年

度は観覧者数の実績が目標値を上回っている。 

担当者によれば、毎年度の目標値も予算も、指定管理の提案時の設定目標を前

提としているとのことである。 

しかし、歴史文化財団の指定管理者の指定期間は６年間の長期であり、指定管

理の提案時の設定目標を尊重するあまり直近の把握された諸条件を踏まえたＰ

ＤＣＡサイクルとならないのであれば、その効果も損なわれかねない。より効果

的なＰＤＣＡサイクルを期待する上では、毎年度、歴史文化財団の自主的かつ専

門的な事業予測に基づいた目標を定めることが有用である。予算についても事

業予測に基づいた目標を反映させることが望まれるが、都の予算との連動もあ

り毎年度の対応が難しい場合、指定管理の中間の見直しなどの機会を捉えて適

時かつ適切に反映させるほか、令和４年度より新たに開始した都と歴史文化財
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団との政策連携会議において、収支の均衡を基調とした決算を見据えた予算と

なるよう、十分な議論が期待される。 

 

（意見６－２）事業計画の目標値と予算との関係について 

東京都現代美術館及び東京都美術館では、その目標値の一つとして自主事業

の観覧者数を掲げ、当該観覧者数に基づき収入予算を策定しているが、令和５年

度は観覧者数の実績が目標値を上回っている。予算の算定基礎に目標値を使用

し、目標値を超える観覧者数の実績が続き単年度の収支が黒字となり正味財産

が増加する場合、歴史文化財団は、その正味財産を財源として特定費用準備資金

を積み立て収支相償の達成を図っているが、結果として、法人内に正味財産が積

み上がる傾向になっている。 

担当者によれば、毎年度の目標値も予算も、指定管理の提案時の目標値を前提

としているとのことである。しかし、歴史文化財団の指定管理者の指定期間は６

年間の長期であり、指定管理の提案時の設定目標を尊重するあまり直近の把握

された諸条件を踏まえたＰＤＣＡサイクルとならないのであれば、その効果も

損なわれかねない。 

より効果的なＰＤＣＡサイクルを期待する上では、毎年度、歴史文化財団の自

主的かつ専門的な事業予測に基づき積算を行った上で目標を定められたい。ま

た、その目標と実績との差異を、翌年度以降の目標設定に向けた経営管理上の有

用な情報として財団内で共有されたい。予算についても事業予測に基づいた目

標を反映させることが望まれるが、都の予算との連動などから毎年度の対応が

難しい場合、指定管理の中間の見直しなどの機会を捉えて適時かつ適切に反映

させるほか、令和４年度より新たに開始した都と歴史文化財団との政策連携会

議において、毎年度の予算について十分な議論を行われたい。 

 

（２）負担金・助成金制度 

ア 概要 

（ア）負担金・助成金制度 

歴史文化財団は、都の文化行政の一翼を担い、展覧会・舞台芸術公演の実施、

新進アーティストの支援、教育普及、鑑賞・発表の場の提供、芸術創造活動の支

援、先駆的なアート・プロジェクトの実施、文化プログラムの推進等、多種多様

な文化事業を展開するとともに、助成等を通じ様々な芸術文化活動を支援して

いる。 

その支援業務として、歴史文化財団は、負担金制度と助成金制度を実施してい

る。負担金制度とは、毎年度採用団体を公募し、審査結果に基づき採択された団

体と共催協定を締結し実施する事業であり、助成金制度とは、毎年度採用団体を
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公募し、審査結果に基づき採択された団体に対し採択結果に基づき助成金を支

出する事業である。これらの制度は、都から歴史文化財団への出えん金を主な財

源として、事業採択団体に負担金・助成金を支出している。 

歴史文化財団の負担金・助成金制度の令和５年度の予算額と交付額は、以下の

とおりである。 

 

表Ｄ－１－２３ 負担金・助成金の予算と交付額（令和５年度） 

（単位：円） 

事業名 予算額 交付額 

都民芸術フェスティバル（負担金） 52,825,000 51,842,000 

都民芸術フェスティバル（助成金） 126,020,000 127,001,000 

東京芸術文化創造発信助成 210,000,000 196,646,000 

芸術文化魅力創出助成 547,000,000 546,228,000 

芸術文化による社会支援助成 30,000,000 28,820,000 

スタートアップ助成 100,000,000 100,668,000 

伝統芸能体験活動助成 10,000,000 10,000,000 

ライフウィズアート助成 40,000,000 36,445,000 

地域芸術文化活動応援助成 60,000,000 61,510,000 

東京ライブ・ステージ応援助成 300,000,000 299,760,000 

合計 1,475,845,000 1,458,920,000 

歴史文化財団提出資料より監査人作成 

 

（イ）採択に関する審査手続 

歴史文化財団は、負担金・助成金の交付に当たって、採択の審査手続を実施し

ており、その審査では事業ごとに制定された審査基準に従い行うこととされて

いる。 

 

（ウ）実績の評価手続及び予算策定手続 

歴史文化財団は、負担金制度と助成金制度について、実績の評価手続及び予算

策定手続を以下のように行っている。 

まず、年度の事業実績に対して、それぞれ内部評価と外部の有識者で構成する

外部評価委員会等による外部評価を行い、事業の評価を行っている。そして、そ

の事業評価を、翌年度以降の事業計画に反映し、必要に応じて都に予算要求を行

い、予算を策定している。また、それぞれの内部評価、外部評価を財団本部で集

約し、事業統括した結果を都に報告している。 
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イ 監査の結果 

審査基準及び審査結果の資料を閲覧したところ、おおむねの事業が、審査基準

に従い審査が行われていることを確認できた。 

一方、「東京ライブ・ステージ応援助成」について、東京ライブ・ステージ応

援助成審査要領に定められている審査会の審査委員の再審議の取扱いが、実際

の採択基準と異なっていることを確認した。 

その理由について担当者にヒアリングを実施したところ、東京ライブ・ステー

ジ応援助成審査要領の再審議の取扱いに係る記載が、歴史文化財団が実際に運

用する採択基準と異なるものとなっており、東京ライブ・ステージ応援助成審査

要領に記載誤りの不備が認められた。 

 

（指摘６－１）採択基準の改訂について 

東京ライブ・ステージ応援助成において、東京ライブ・ステージ応援助成審査

要領に定められている審査会の審査委員の再審議の取扱いが、一部、歴史文化財

団が実際に運用する採択基準と異なる記載となっていることを確認した。 

東京ライブ・ステージ応援助成審査要領は、審査会の委員への採択基準を共有

するためのものであり、一般公開していない状況を鑑みて採択基準の詳述は控

えるが、東京ライブ・ステージ応援助成審査要領の採択基準に記載誤りが認めら

れることから、実際の運用に合わせて同要領を改訂し、当該不備を是正されたい。 

 

（３）施設の利用料金 

ア 概要 

歴史文化財団が指定管理者として管理する各文化施設の貸出施設等の利用料

は、各施設の条例の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者

が定めるものとされている。例えば、東京都美術館においては、東京都美術館条

例第４条の別表に以下の金額が掲げられている。 
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表Ｄ－１－２４ 東京都美術館条例 第４条別表 

区分 単位 金額 

施設 公募展示室 全階全室一日 912,000 円 

 

 一室一日 76,000 円 

企画展示室 一日 196,880 円 

ギャラリー 全室一日 118,450 円 

 一室一日 41,220 円 

搬入出審査室 全室一日 270,000 円 

 一室一日 67,500 円 

搬入出倉庫 全室一日 11,700 円 

 一室一日 3,900 円 

展覧会事務室 全室一日 49,990 円 

 一室一日 4,900 円 

作品収納室 全室一日 40,500 円 

 一室一日 4,500 円 

講堂 一日 35,200 円 

スタジオ 全室一日 35,240 円 

 一室一日 15,260 円 

ロビー、エントラン

スホールその他の

施設（規則で定める

施設又は部分を除

く。） 

一平方メートル一日 100 円 

附帯設備 一台、一組、一式又は一キロワット一日 6,400 円 

東京都美術館条例より監査人抜粋 

 

また、東京都美術館の運営について必要な事項を定める東京都美術館運営要

綱の第５において、東京都美術館条例第４条第２項の規定により、利用料金の額

を承認する基準が以下のとおり定められている。 

①条例の規定に反しないものであること。 

②原価又は類似の施設の料金と比較して著しく高額又は低額でないこと 

③料金の区分が合理的であり、必要以上に細分化されるなど利用者にとって

複雑なものとなっていないこと。 

④指定管理者の経営上必要と認められること。 

 

これらを踏まえて、歴史文化財団では東京都美術館利用料金要綱を定め、展示

室等の具体的な利用料金を定めている。 
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表Ｄ－１－２５ 東京都美術館利用料金表 

 
東京都美術館利用料金要綱より監査人抜粋 

単位 金額 金額
全展示室 全室１日 684,000円 全事務室 28,800円
地階第一展示室 第一事務室
地階第二展示室 第二事務室
地階第三展示室 第三事務室
地階第四展示室　 第四事務室
一階第一展示室 第五事務室
一階第二展示室 第六事務室
一階第三展示室 第七事務室
一階第四展示室　 第八事務室
二階第一展示室 第九事務室
二階第二展示室 第十事務室
二階第三展示室 第十一事務室
二階第四展示室　 第十二事務室

全室１日 147,700円 全事務室 6,200円
全ギャラリー 全室１日 64,000円 ギャラリーA 2,000円
ギャラリーＡ 22,300円 ギャラリーB 2,600円
ギャラリーＢ 16,300円 ギャラリーC 1,600円
ギャラリーC 25,400円
全作業室 全室１日 90,700円
第一作業室Ａ 10,000円
第一作業室Ｂ 8,300円 （新）金額
第二作業室Ａ 14,300円 全日 24,300円
第二作業室Ｂ 8,300円 午前 12,200円
第三作業室Ａ 12,300円 午後 12,200円
第三作業室Ｂ 8,300円 各室１室全日 7,200円
第四作業室Ａ 12,300円 午前 3,600円
第四作業室Ｂ 16,900円 午後 3,600円
全審査室 全室１日 49,700円 全日 6,900円
第一審査室 午前 3,500円
第二審査室Ａ 午後 3,500円
第二審査室Ｂ 全日 2,500円
第三審査室Ａ 午前 1,300円
第三審査室Ｂ 午後 1,300円
第四審査室Ａ 75円
第四審査室Ｂ
全倉庫 全室１日 7,300円
第一倉庫 2,900円
第二倉庫 1,500円 金額
第三倉庫 2,900円 陳列ケース
全収納室 全室１日 30,600円 審査台
地階収納室Ａ フォークリフト 1,600円
地階収納室Ｃ 全日 1,600円
一階収納室Ａ 午前 800円
一階収納室Ｃ 午後 800円
二階収納室Ａ 全日 1,600円
二階収納室Ｃ 午前 800円
地階収納室Ｂ1 午後 800円
地階収納室Ｂ2
一階収納室Ｂ1
一階収納室Ｂ2
二階収納室Ｂ1
二階収納室Ｂ2

１組

各室１室１日 1,700円 持ち込み機材

使用電気料
１ＫＷ／ｈ 40円

800円

作
品
収
納
室

各室１室１日 3,400円

１台１時間

映

写

機

プロジェクター １台

音
響
設
備

マイクセット

搬
入
出
倉
庫

各室１室１日

付帯設備
区分 単位

展
示
設
備

各設備１台１日

スタジオ2

各室１室１日 7,100円 スタジオ3

ロビー・エントランス １㎡

搬
入
出
作
業
室

各室１室１日

講堂・スタジオ等
区分 単位

講堂 １室

ス
タ
ジ
オ

スタジオ1

作
品
審
査
室

2,400円

企画展示室 ギ

ャ

ラ

リー

事

務

室

全室１日

ギ

ャ

ラ

リー

各室

１室１日
各室１室１日

展

示

室

公
募
展
示
室

展
覧
会
事
務
室

全室１日

各室１室１日 57,000円
各室

１室１日

展示室等 展示室等
区分 区分 単位
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イ 監査の結果 

歴史文化財団が指定管理者として管理する各文化施設における貸出施設の利

用料金については、各施設の条例が定める範囲内において、指定管理者である歴

史文化財団が決定している。 

利用料金は、いずれも各施設の利用料金要綱により決定したものであるが、歴

史文化財団における利用料金の決定プロセスについて担当者にヒアリングを実

施したところ、各施設の運営要綱等に基づき、近隣又は競合する施設等の利用料

金等を勘案し設定しているが、具体的な積算過程が記載されている文書は残さ

れていないとのことであった。 

また、料金の見直しの頻度について同じくヒアリングを実施したところ、定期

的な見直し機会は特段設けておらず、利用料金の範囲を定める条例の改正時な

ど必要な都度実施しているとのことであった。 

各館の利用料金要綱における料金部分の最終改定は以下のとおりであり、20

年近く料金の改定が行われていない館も見受けられる。各館の運営要綱等に基

づき、近隣または競合する施設等の利用料金等を勘案し設定しているとのこと

であるが、文書の保存年限もあり、具体的な算定において勘案した文書は残され

ていないとのことであり、同一の館で見直しのたび、まちまちな考え方での算定

ともなりかねない。 

 

館名称 料金部分の最終改訂 

東京都江戸東京博物館 平成 30 年９月１日 

東京都美術館 平成 22 年４月１日 

東京都庭園美術館 令和３年４月１日 

東京都写真美術館 平成 14 年４月１日 

東京都現代美術館 平成 25 年４月１日 

東京芸術劇場 平成 24 年６月１日 

東京文化会館 平成 18 年４月１日 

 

（意見６－３）利用料金の算定要素について 

歴史文化財団が指定管理者として管理運営している各館の貸出施設の利用料

金は、いずれも条例が定める範囲内において歴史文化財団が館ごとの利用料金

要綱により決定したものである。担当者によると、歴史文化財団における利用料

金の決定プロセスは、各館の運営要綱等に基づき、近隣または競合する施設等の

利用料金等を勘案し設定しているが、具体的な算定において勘案した文書は残

されていないとのことである。 

各館の利用料金は、貸出施設の稼働率と歴史文化財団の収益に直結する重要
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な要素である。条例の範囲内においてどのような要素を勘案して設定するかと

いう一貫性及び客観性を有する算定の諸条件を定めるとともに、利用料金の決

定の際の根拠として必要に応じて改訂しつつ継続して活用することを検討され

たい。 

 

（意見６－４）利用料金の見直しについて 

担当者によると、各館の利用料金の見直しの頻度については、定期的な見直し

機会は特段設けておらず、利用料金の範囲を定める条例の改正時など必要な都

度実施しているとのことである。実態として、20 年近く料金の改定が行われて

いない館も見受けられる。 

条例で定める利用料金の範囲が変更となった場合に見直しを実施することは

当然であるが、利用料金の改定を行わないという結果としての判断に至る場合

があるとしても、定期的（５年程度）に利用料金の見直しの機会を設けることを

検討されたい。 

 

（４）文化施設の貸会議室等の有効利用 

ア 概要 

都の文化施設の貸出施設には、ホール等の主要な施設以外に、会議室や応接室、

研修室などの施設が存在する。 

東京文化会館や東京芸術劇場のホームページを確認すると、貸出施設の利用

に当たっては使用団体登録が必要であり、一定の利用制限はあるものの、芸術文

化活動を行う団体以外の一般団体も会社等の会議・研修・講座等の目的で使用す

ることができることになっている。会議室については、芸術文化団体は学術・芸

術・文化に関する会議等に、一般団体はその他（会社等）の会議・研修・講座等

の目的で使用することができる。 

令和５年度における都の文化施設の貸出実績は、以下のとおりである。なお、

東京都江戸東京博物館もホールや会議室などの貸出施設を有するが、令和５年

度は大規模改修により休館中である。 
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表Ｄ－１－２６ 文化施設における会議室等貸出実績（令和５年度） 

（単位：％） 

施設名 貸出施設 稼働率 

東京文化会館 大ホール 94.0 

小ホール 85.2 

大会議室 46.7 

中会議室１ 

中会議室２ 

小会議室１ 

小会議室２ 

応接室１ 

応接室２ 

東京芸術劇場 大ホール 76.8 

中ホール 99.2 

小ホール１ 97.0 

小ホール２ 97.2 

リハーサル室 63.4 

大会議室 66.8 

小会議室１ 52.5 

小会議室２ 62.7 

小会議室３ 48.9 

小会議室４ 51.0 

小会議室５ 57.8 

小会議室６ 48.0 

小会議室７ 61.0 

東京都江戸東京博物館 ホール 大規模改修工事の

ため休館中 会議室 

学習室１ 

学習室２ 

東京都美術館 公募展示室 97.0 

ギャラリー 99.2 

講堂 51.4 

スタジオ 77.4 

東京都現代美術館 講堂 50.8 

研修室 21.3 

東京都写真美術館 

 

ホール 71.3 

スタジオ（創作室） 7.6 

歴史文化財団作成資料より監査人作成 
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イ 監査の結果 

演劇等を行う公演者への施設貸出を行っている東京文化会館や東京芸術劇場

のホールの稼働率は、同施設の指定管理者である歴史文化財団の「令和３年度～

８年度指定管理者提案書（事業計画書）」にて目標が定められており、令和５年

度の稼働率の実績は、この目標を達成している状況であった。 

一方、令和５年度の東京文化会館の会議室・応接室の稼働率は 46.7％、東京

芸術劇場の会議室の稼働率は 40％台後半から 60％台前半の範囲であり、同施設

のホールと比べて稼働率は低い。その理由について担当者にヒアリングを実施

したところ、稼働率が低い理由は以下のとおりである。 

 

（ア）東京文化会館 

会議室・応接室は大ホール・小ホールとセットで利用されることが多く、まず

３か月前に優先的に芸術文化団体からの申込みを受け付け、抽選を行う。その後、

２か月前から抽選に外れた芸術文化団体と一般団体の双方から先着順で受け付

けているが、人気のない曜日や時間帯しか選択できなくなってしまうことなど

から、稼働率が上がりづらい状況である。 

 

（イ）東京芸術劇場 

新型コロナウイルス感染症拡大の対策のため会議室利用に必要な新規団体登

録の手続きを中止しており、令和５年５月より再開したが、稼働率は回復してい

ない。オンライン会議が定着し、対面での会議室利用に影響していると思われる。

また、大ホール同様に、会議室についても貸出区分が午前・午後・夜間の一日３

コマの枠のうち、午後夜間２コマ、午前午後２コマの利用（３コマの内２コマ）

が大半を占めているため、稼働率が上がりづらい状況である。 

 

施設の有効利用の観点から、芸術文化団体・一般団体に会議室・応接室の利用

が可能であるという情報提供を更に積極的に行い、利用を検討できる門戸を更

に拡大することも重要であると考えられる。 

この点、担当者にヒアリングを実施したところ、東京文化会館及び東京芸術劇

場共にホームページ及び館内案内で周知するほか、東京文化会館ではリーフレ

ットを作成し、館内で配架及び周知を行っているとのことであった。しかし、東

京文化会館はＪＲ上野駅近く、また、東京芸術劇場はＪＲ池袋駅近くという立地

条件を鑑みると、両館の会議室・応接室の現状の稼働率では、施設が十分有効に

使用されているとは必ずしも言えない。 

また、一般団体の利用も想定され得るその他の貸出施設のうち、その稼働率が

50％未満となっている東京都現代美術館の研修室は、自館の展覧会関連事業や
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教育普及事業などでの使用、及び文化の振興に資する講演会、講座、研究会など

の実施のために使用する者に貸出を行う施設であるが、その稼働率の実績は

21.3％となっている。担当者にヒアリングを実施したところ、稼働率が低い理由

としては、東京都現代美術館は、乗降客の多いターミナル駅付近に立地しておら

ず、最寄り駅からも 20分程度の距離があり貸出条件に不利な面があるとの説明

であったが、ホームページによれば、確かに東西線木場駅や都営新宿線菊川駅か

らは徒歩 15分であるものの都営バスも使える。また、半蔵門線清澄白河駅から

は徒歩９分であった。 

なお、東京都写真美術館のスタジオ（創作室）は、自館の展覧会関連事業や教

育普及事業などでの使用が中心となり外部への貸出は基本的に行われないこと

から、他の貸出施設と同様に稼働率をあえて算定するとその実績は 7.6％になる

とのことであった。 

 

（意見６－５）文化施設の貸会議室等の有効利用について 

令和５年度の東京文化会館の会議室・応接室の稼働率は 46.7％、東京芸術劇

場の会議室の稼働率は 40％台後半から 60％台前半の範囲と、同施設のホールと

比べて稼働率は低い。 

担当者によると、東京文化会館及び東京芸術劇場共にホームページ及び館内

案内で周知するほか、東京文化会館ではリーフレットを作成し、館内で配架及び

周知を行っている状況とのことである。しかしながら、東京文化会館はＪＲ上野

駅近く、また、東京芸術劇場はＪＲ池袋駅近くという立地条件を鑑みると、両館

の会議室・応接室の現状の稼働率では、施設が十分有効に使用されているとは必

ずしも言えない。 

また、一般団体の利用も想定され得る東京都現代美術館の研修室の令和５年

度の稼働率は 21.3％であり、当該施設の稼働率は他の施設と比べて低い状況で

ある。立地条件や使用条件に起因する点があるとしても、十分に施設が利用され

ているとは必ずしも言えない。 

したがって、一般団体も含めた利用者への更なる周知のあり方、受付期間やコ

マの見直しなど貸出依頼に対する柔軟な対応等を検討し、施設の有効利用に努

められたい。 
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（５）寄附金等 

ア 概要 

歴史文化財団は、都の文化施設の活性化のための諸事業の運営費や、文化施設

の事業運営費等に充てることを用途として、法人・団体及び個人から寄附や支援

を募っている。 

具体的な寄附金等の制度は、以下のとおりである。 

 

表Ｄ－１－２７ 歴史文化財団における寄附金等の制度 

 本部 東京都写真美術館 東京文化会館 東京芸術劇場 

寄附金

等制度 

(個人・法人)寄附 

(個人)オンライン寄附 

(法人・個人)支援金 

(大学等)パートナーシ 

ップ会員校 

(法人)支援会員制

度 

(法人)オフィシャ

ル・パートナー 

(個人)賛助会員制

度 

(法人)パートナー

企業・団体 

寄附金

等の使

途 

(1)当財団が実施する、

文化施設活性化のため

の諸事業の運営費 

(2)当財団が運営する、

上記施設の事業運営費 

(3)その他、当財団の事

業費 

支援会費は写真・

映像収蔵品を充実

させるとともに新

進作家の発掘と育

成、自主企画展等

の充実、国際交流

の促進、国内関係

先との交流等の活

動に充当 

（法人）新たな舞

台芸術の創造発

信、新進音楽家の

発掘、育成など、

東京文化会館の

様々な主催事業を

より充実、発展さ

せるために活用 

 

（個人） 

(1)舞台芸術の創

造発信拠点として

作品を創造し発信

する創造発信事業

費 

(2)新進・若手音楽

家を発掘し、演奏

機会を提供する等

の支援を行う人材

育成事業費  

(3)次世代への音

楽文化の継承や社

会包摂に係る教育

普及事業費 

(4)その他、東京文

化会館の主催事業

費 

東京芸術劇場の実

施する公益目的事

業のうち、下記の

用途に使用 

 

(1)若手アーティ

スト育成のための

事業費  

(2)高校生・学生割

引やシニア割引、

障害者割引などの

サービス実施のた

めの補てん事業費 

(3)地域活性化の

ためのにぎわい事

業費 

(4)教育普及プロ

グラムや人材育成

プログラムのため

の事業費  

(5)その他、東京芸

術劇場の事業費 

歴史文化財団提供資料及び同財団・各文化施設ホームページより監査人作成 
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表Ｄ－１－２８ 制度ごとの寄附金等の推移 

（単位：円） 

運営施設 名称 対象 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

財団本部 寄附（一般） 法人・個人 380,300 1,210,000 1,602,000 

オンライン寄附 個人 176,000 134,000 470,000 

支援金受入制度 法人・個人 1,300,000 1,300,000 950,000 

パートナーシッ

プ会員校 

学校 9,200,000 9,712,000 10,716,000 

東京都写

真美術館 

写真映像文化振

興支援協議会 

法人（寄附） 5,580,000 4,150,000 4,150,000 

法人（協賛金） 65,010,000 61,732,000 58,927,000 

東京文化

会館 

東京文化会館オ

フィシャル・パ

ートナー（令和

２年度～） 

法人 4,650,000 10,200,000 13,975,000 

賛助会員制度 

（令和３年度～

※オンライン受

付は令和５年度

～） 

個人 320,000 330,000 1,110,000 

東京芸術

劇場 

東京芸術劇場パ

ートナー企業・

団体 

法人（寄附） 5,600,000 16,165,250 7,800,000 

法人（協賛金） 11,022,502 11,974,998 12,000,000 

合計 103,238,802 116,908,248 111,700,400 

歴史文化財団提供資料より監査人作成 

 

なお、歴史文化財団の本部のオンライン寄附では、寄附をする美術館・博物館・

劇場等を選択できる。また、東京都現代美術館を通じて館が所管する組織である

トーキョーアーツアンドスペース及び東京都渋谷公園通りギャラリーへの寄附

も受け付けている。 
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表Ｄ－１－２９ オンライン寄附の寄付先 

（単位：円） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

財団総務課 54,000 15,000 162,000 

東京都江戸東京博物館 

（江戸東京たてもの園含） 
32,000 23,000 62,000 

東京都美術館 30,000 34,000 130,000 

東京都庭園美術館 0 6,000 8,000 

東京都写真美術館 0 10,000 100,000 

東京都現代美術館 20,000 0 2,000 

東京文化会館 40,000 6,000 4,000 

東京芸術劇場 0 40,000 2,000 

合計 176,000 134,000 470,000 

歴史文化財団提供資料より監査人作成 

 

イ 監査の結果 

施設別の寄附等の制度の有無や寄附・支援の継続・拡大のためどのような取組

を行っているか、担当者にヒアリングを実施した。 

まず、施設別の寄附金等の制度については、東京都写真美術館、東京文化会館

及び東京芸術劇場は館単位で寄附金等の制度を有し、一定数の寄附・支援を獲得

しているものの、その他の館については独自の制度は持たず、財団全体の寄附金

等の制度及び取組により実施している状況であった。 

また、支援会員や寄附者等による支援の継続・拡大の観点では、財団全体の支

援金等の制度及び各館における支援金等の制度や取組について、特段内部的な

目標は立てておらず、そのため目標と実績の比較による進捗管理は行われてい

ないと言える。 

さらに、寄附金等の利用について、歴史文化財団のホームページや寄附趣意

書・支援会員募集要項には以下のように大まかな使途が記載されているものの、

具体的な対象事業や成果は、特段事業報告やホームページに記載されていない。 

 

「公益財団法人東京都歴史文化財団 寄附趣意書」（抜粋） 

３ 寄附金の使途 

当財団の実施する公益目的事業のうち、下記の用途に使用させていただきます。 

（１）当財団が実施する、文化施設活性化のための諸事業の運営費 

（２）当財団が運営する、上記施設の事業運営費 

（３）その他、当財団の事業費 
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「東京都写真美術館 支援会員募集要項」（抜粋） 

支援会費の主な使途 

支援会費は写真・映像収蔵品を充実させるとともに新進作家の発掘と育成、自主

企画展等の充実、国際交流の促進、国内関係先との交流等の活動に充当させてい

ただきます。 

 

（意見６－６）各館への支援等の継続・拡大について 

東京都写真美術館、東京文化会館及び東京芸術劇場は館単位で寄附金や支援

金の制度を有し、一定数の寄付・支援を獲得しているものの、その他の館につい

ては独自の寄附金・支援金の制度及び取組は持たず、歴史文化財団全体の寄附

金・支援金の制度及び取組により実施している状況であった。 

現行の財団本部を介した寄附の仕組みは、一元的な管理による効率性といっ

た利点はあるものの、寄附・支援と館単位の事業のつながりが必ずしも明確でな

く、寄附者・支援者の共感を得にくいことが課題と言える。 

また、寄附金・支援金の利用については、歴史文化財団のホームページや寄附

趣意書・支援会員募集要項に大まかな使途が記載されているものの、具体的な対

象事業や成果は、特段事業報告や財団ホームページに記載されていない。 

寄附金・支援金がどのように利用され、具体的な事業や成果につながったかを

確認できることは、寄附者・支援者が継続的な支援を行う上で重要である。 

したがって、寄附・支援と館単位の事業のつながりをより明確にするとともに、

具体的な対象事業やその成果について事業報告や財団ホームページに記載する

など、支援者の共感を得て支援等の継続・拡大につながる取組を検討されたい。 

 

（意見６－７）支援等の取組に関する目標管理について  

歴史文化財団における支援等の取組について、支援会員等による支援の継続・

支援の拡大の観点では特段内部的な目標は立てておらず、そのため目標と実績

の比較による進捗管理も行われていない。 

支援等の継続・拡大に係る内部目標を定め、進捗管理を実行することを検討さ

れたい。 
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３ 歴史文化財団の事務執行 

（１）物品管理 

ア 概要 

都の文化施設には、都からの委託品や指定管理料により購入した物品（以下

「保全物品」という。）及び歴史文化財団が指定管理料以外で独自に購入した物

品（以下「持込物品」という。）が存在する。 

保全物品は毎年度、保全物品一覧表に基づいて物品の使用状況を調査（照合）

し、調査日を記載して物品管理責任者の記名、押印したものの写しを都へ提出す

ることとなっている。 

持込物品は固定資産及び物品があり、公益財団法人東京都歴史文化財団財産

管理規程において、固定資産については第 15 条に基づき毎会計年度１回以上、

物品については第 25条に基づき毎会計年度末（什器備品について毎会計年度末

又は随時）に現物照合を実施するとともに、帳票と現物の照合確認を実施しなけ

ればならない旨を定めている。 

また、歴史文化財団が所有する財産の取得・管理・処分及び物品の管理事務に

ついては、同規程第 27条にて財団の財産及び物品の使用状況についての検査に

係る定めがあり、固定資産・物品の有無に加えて、実際の使用状況についても確

認する内容となっている。 

 

イ 監査の結果 

公益財団法人東京都歴史文化財団財産管理規程第 27条によると、歴史文化財

団の財産及び物品の検査において、総務部長による検査員の任命及び立会人の

指名、検査員による検査報告書の作成と総務部長への報告が求められている。 

令和５年度の財産及び物品の検査に関して、総務部長による検査人の任命及

び立会人の指定が確認できる資料、検査報告書の有無を確認したところ、いずれ

も確認できなかった。 

 

（指摘６－２）検査員による財産及び物品の検査について 

公益財団法人東京都歴史文化財団財産管理規程第 27条に基づき、歴史文化財

団の財産及び物品の使用状況について毎会計年度１回以上検査を実施すべきと

ころ、同規定に定められている総務部長による検査員の任命及び立会人の指名

がなされておらず、検査員による検査報告書の作成及び総務部長への報告がな

されていなかった。 

公益財団法人東京都歴史文化財団財産管理規程第 27条の定めに準拠した検査

を実施されたい。 
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Ⅱ 公益財団法人東京都交響楽団について 

１ 都響の事業 

（１）都響の演奏会事業 

ア 概要 

（ア）自主公演 

都響は、自ら主催する自主公演を主たる事業としている。令和５年度におけ

る自主公演の実績は、以下のとおりである。 

 

表Ｄ－２－１ 令和５年度自主公演の実績 

演奏会名 演奏回数 入場者数 入場料収益 備考 

定期演奏会 24回 38,677 人 178,883 千円 

【会員数】 

Ａシリーズ 754席 東京文化会館８回 

Ｂシリーズ 1,134席 サントリーホー

ル８回 

Ｃシリーズ 861席 東京芸術劇場８回 

プロムナード

コンサート 
５回 8,748 人 40,334 千円 

【会員数】 

827席 サントリーホール ５回 

特別演奏会 11回 16,998 人 99,140 千円 

<都響スペシャル> 

 サントリーホール  ３回 

 東京文化会館    １回 

 東京芸術劇場    １回 

<第九> 

 すみだトリフォニーホール  １回 

 東京文化会館    １回 

 サントリーホール  １回 

<八王子シリーズ> 

 J:COMホール八王子 １回 

<その他> 

 名古屋特別公演   １回 

 大阪特別公演    １回 

合計 40回 64,423 人 318,357 千円  

都響提供資料、事業報告書・財務諸表より監査人作成 

 

自主公演のうち、定期演奏会及びプロムナードコンサートを対象として、会員

券制度が設けられている。これは、シリーズ全公演を一括で購入することで、定

期Ａ・Ｂ・Ｃ会員は１回券の定価より約 37％割引、プロムナードメンバーズは

１回券の定価より約 30％割引という価格面の優遇に加え、都合のつかない公演

を発売中の他の公演に振り替える日程振替サービスや、年間を通じた同一の指

定席、都響の主催公演の１回券を一般販売に比して先行かつ割引価格で購入可

能といった特典が設けられている。 
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会員券を購入した定期会員数の直近５年間の推移は、以下のとおりである。 

 

表Ｄ－２－２ 定期会員数の推移（直近５年） 

（単位：席） 

シリーズ名 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

定期演奏会Ａ 1,141 1,001 

新型コロナウイ

ルス感染症の影

響で、会員券の継

続手続、新規入会

を休止 

761 754 

定期演奏会Ｂ 1,275 1,257 985 1,134 

定期演奏会Ｃ 960 936 823 861 

プロムナード

コンサート 
1,043 909 765 827 

合計 4,419 4,103 3,334 3,576 

都響提供資料より監査人作成 

 

（イ）依頼公演 

都響は、自主公演や他団体との共催・提携公演とは別に、地方公共団体や文化

振興団体等からの依頼を受けてオーケストラを派遣する依頼公演を事業として

いる。令和５年度の依頼公演の実績は、以下のとおりである。 

 

表Ｄ－２－３ 令和５年度依頼公演の実績 

演奏回数 入場者数 事業収益 

31回 37,892 人 120,873 千円 

都響提供資料より監査人作成 

 

イ 監査の結果 

（ア）自主公演における定期会員数 

自主公演における定期会員数は、各シリーズにおいて年間の参加者数が確保

されるため、安定的な入場者数と入場料収益の確保につながる一方、１回券の単

価と比較すると割引がなされているため、利益の確保という観点も考慮して会

員数と割引率のバランスとして適切な水準が求められる。 

適切な定期会員数の水準について担当者にヒアリングを実施したところ、定

期演奏会の最大収容人数と定期会員数の関係により試算可能とのことであり、

その試算結果は監査人に提示された（事業活動への影響を踏まえて本報告書で

試算結果の具体を記載することは控える）。定期会員券の継続手続・新規入会の

休止があった新型コロナウイルス感染症の影響後、都響の定期会員の獲得努力

の継続により定期会員数は増加傾向にあり、今回の監査を通じて試算された定

期会員数の水準についても中長期的に達成を目指すとのことであった。 
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また、割引率については、頻繁に改定するものではなく、平成 28 年度に現行

の 37％に変更以降は改定していないが、公演ごとにチケット料金を設定するこ

とにより、世の中の物価等を反映しているとのことであった。 

 都響の活動理念「最高の音楽を都民に、そして世界へ」を考慮すると、必ずし

も自主公演の入場者数及び売上の最大化が至上命題とはならないものの、活動

方針に記載のある「低廉なチケット価格で質の高い演奏をより多くの人々へ届

け続ける」という使命を果たす上では、定期会員数の安定的な増加は重要である

と言える。そのためにも、都響は、今回の監査を通じて試算された定期会員数の

水準を法人内で引継書等により残し、その水準の達成を中長期的に目指すべき

と考える。 

 

（意見７－１）定期会員数について 

都響の活動理念である「最高の音楽を都民に、そして世界へ」を考慮すると、

必ずしも自主公演の入場者数及び売上の最大化が至上命題とはならないものの、

活動方針に記載のある「低廉なチケット価格で質の高い演奏をより多くの人々

へ届け続ける」という使命を果たす上では、定期会員数の安定的な増加は重要で

あると言える。 

適切な定期会員数の水準は、定期演奏会の最大収容人数と定期会員数の関係

により試算可能とのことであるため、適切な定期会員数の水準の試算結果を法

人内で引継書等により残し、その水準の達成を中長期的に目指されたい。 

 

（イ）依頼公演の単価 

依頼公演については、チケット料金に入場者数を乗じて収入が算出される自

主公演等とは異なり、オーケストラ派遣に係る標準単価が定められており、そこ

に交通費等の実費を加えて請求がなされる。 

標準単価の具体的な数値については、事業活動への影響を踏まえて本報告書

で記載することは控えるが、単価の設定は依頼公演の回数や事業収益に直結す

るため、その算定方法や見直しの頻度は合理性や有効性の観点から重要となる。

また、都との共同事業等における演奏負担金や、ひいては運営費補助金の積算に

も影響を与える可能性もある。この点、単価の設定に関して当初の設定根拠や見

直しの頻度、現在の価格水準に対する見解について、担当者にヒアリングを実施

した。 

まず、金額の設定根拠については、平均的な編成のオーケストラによる演奏を

想定して設定しており、それを基に交通費や楽器運搬費等の追加経費を積み上

げているとのことであったが、現在の標準単価の設定当初の具体的な金額の積

算過程は確認できなかった。 
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また、見直しの頻度については、依頼公演等を安定的に受注することができな

くなってしまうおそれがあるため、出演料の改定は慎重に検討すべきものであ

ると考えており、楽団全体の収支を検討するに当たっては、出演料の単価を変動

させることよりも、依頼公演の回数や定期公演における入場者数を増やすこと

を重視しているとのことであり、定期的な見直しの機会は特段設けていないと

のことであった。 

さらに、現在の価格水準に対する見解としては、設立趣意書における「楽団は、

都民にできるだけ低廉な料金でより多数に演奏を公開し、積極的に音楽の普及

をはかる。」を踏まえた適当な額であると認識しているとのことであった。 

上記の回答を踏まえ、現在の標準単価の水準について、各依頼公演における原

価との比較を実施したところ、原価分を回収する出演料を得ており、直ちに出演

料を改定する必要はないとも考えられる。 

しかし、現在の経済環境における人件費や原価の高騰を踏まえると、今後も同

様に原価を回収できるとは限らず、他のオーケストラ団体でも出演料の見直し

が行われる可能性があると考えられる。 

そういった中で、依頼公演に係る標準単価を適切な水準に保つ上では、各公演

の原価率を踏まえ、各依頼公演及び全体収支における依頼公演による収益が適

正規模かを定期的に確認する必要があると考えられる。 

 

（意見７－２）依頼公演の標準単価について 

担当者によると、依頼公演の標準単価は、平均的な編成のオーケストラによる

演奏を想定して設定されており、それを基に交通費や楽器運搬費等の追加経費

を積み上げているとのことであるが、現在の標準単価について設定当初の具体

的な金額の積算過程は確認できなかった。また、依頼公演の標準単価の見直しの

頻度については、定期的な見直しの機会は特段設けていないとのことであった。 

依頼公演の標準単価は、収益に直結する重要な要素であり、都との共同事業等

における演奏負担金や、ひいては運営費補助金の積算にも影響を与える可能性

もある。依頼公演の安定的な受注のために標準単価の改定は慎重に検討すべき

ものである一方で、現在の経済環境における人件費や原価の高騰を踏まえると、

今後も同様に原価を回収できるとは限らず、他のオーケストラ団体でも出演料

の見直しが行われる可能性があると考えられる。 

したがって、依頼公演に係る標準単価を適切な水準に保つため、各依頼公演の

原価率を踏まえ、各依頼公演及び全体収支における依頼公演による収益が適正

規模かを定期的に確認されたい。 
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（２）中期経営計画 

ア 概要 

 都響は、都の政策連携団体として、都の東京文化戦略 2030と綿密な連携を図

りながら、中期経営計画「都響 2022→2025最高の音楽を都民に、そして世界へ

～一層、人々に必要とされ、愛されるオーケストラを目指して～」を定め、楽団

の 60周年（2025 年）に向けて、音楽芸術の普及向上と教育活動や社会貢献を通

じ、人々に必要とされ、愛されるオーケストラを目指して経営を行っている。 

 

イ 監査の結果 

都の東京文化戦略 2030で掲げられている４つの戦略のうち、戦略２では「芸

術文化の力で、人々に喜び、感動、新たな価値の発見をもたらす〜人々をインス

パイアする〜」が掲げられており、この戦略を実行するための推進プロジェクト

として、「アート＆エンターテインメント・プロジェクト」では、「TOKYO MET SaLaD 

MUSIC FESTIVAL（サラダ音楽祭）」の施策がある。 

この「アート＆エンターテインメント・プロジェクト」の「TOKYO MET SaLaD 

MUSIC FESTIVAL（サラダ音楽祭）」は、「Sing and Listen and Dance〜歌う！聴

く！踊る！」をコンセプトに都響と東京芸術劇場を中心とした実行委員会の下、

民間企業等と連携して誰もが楽しめる音楽祭を開催し、ファミリー・子供向け音

楽企画や、障害のある方も一緒に鑑賞できるコンサートに、都響の楽員と子供た

ちの合同演奏や演奏指導などを実施し、多様性と調和（社会的包摂）の推進・次

世代育成を目指すオリンピックレガシー事業として展開し、また、地域コミュニ

ティ等と連携し、多摩や島しょでも地域差なく音楽に触れられる機会を提供す

るものである。 

ここで、都響の中期経営計画の活動方針に「サラダ音楽祭の開催」の施策は掲

げられているが、東京文化戦略 2030 の「アート＆エンターテインメント・プロ

ジェクト」と直接つながっていることは、明示的な記述としては確認できなかっ

た。 

一方、東京文化戦略 2030では、４つの戦略の進捗度合いを確認し、戦略を実

行するための 10 の推進プロジェクトの施策の評価や見直しに反映するため、目

標の達成度合いを計測・監視するための定量的な指標としてＫＰＩ（重要業績評

価指標）が設定されている。 

そこで、中期経営計画と都の東京文化戦略 2030 の「アート＆エンターテイン

メント・プロジェクト」の関係性について担当者にヒアリングを実施したところ、

都の「アート＆エンターテインメント・プロジェクト」の「TOKYO MET SaLaD MUSIC 

FESTIVAL（サラダ音楽祭）」の施策については、都響の中期経営計画の活動方針

に当該施策は反映しているが、東京文化戦略 2030 の「アート＆エンターテイン
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メント・プロジェクト」の関係性は明記していないとのことであった。 

 

（意見７－３）中期経営計画への東京文化戦略 2030 のプロジェクト内容の反映

について 

都響は、都の政策連携団体として、都の東京文化戦略 2030 の戦略及び戦略実

行のための推進プロジェクトと連携した経営を展開している。 

都の東京文化戦略 2030で掲げられている４つの戦略のうち、戦略２で掲げら

れている「芸術文化の力で、人々に喜び、感動、新たな価値の発見をもたらす〜

人々をインスパイアする〜」の戦略を実行するための推進プロジェクトの「アー

ト＆エンターテインメント・プロジェクト」には、「TOKYO MET SaLaD MUSIC 

FESTIVAL（サラダ音楽祭）」の施策があり、都響の役割に言及されている。 

しかし、都響の中期経営計画の活動方針には当該施策の記載はあるものの、東

京文化戦略 2030 の「アート＆エンターテインメント・プロジェクト」の直接的

な関係性は明記されていない。 

一方、東京文化戦略 2030では、４つの戦略の進捗度合いを確認し、戦略を実

行するための 10 の推進プロジェクトの施策の評価や見直しに反映するため、目

標の達成度合いを計測・監視するための定量的な指標としてＫＰＩ（重要業績評

価指標）が設定されており、都響の経営は、当該ＫＰＩに影響を与える。 

したがって、東京文化戦略 2030 のＫＰＩに都響の経営が影響しているとの認

識の下、都響の中期経営計画において、都の東京文化戦略 2030 における都響の

具体的な役割を明記し、都と更なる綿密な連携を行い、適切に経営を進めること

を検討されたい。 
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（３）都響のリスク管理とガバナンス体制 

ア 概要 

都響の組織図は、以下のとおりである。 

 

図Ｄ－２－１ 都響 組織図 

 

都響提供資料より監査人抜粋 

 

都響の組織上、ガバナンスの責任者として監事が置かれている。監事の職務及

び権限は定款第 23条に定められており、「監事は、理事の職務の執行を監査し、

法令で定めるところにより、監査報告を作成する。」、「監事は、いつでも、理事

及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査

をすることができる。」とされている。現在、監事は２名で、いずれも非常勤と

なっている。監事による監査としては、理事会等への出席のほか、期末時におけ

る決算報告・事業報告の場で質疑応答等が行われているとのことである。なお、

都響は、業務執行や会計処理に関して疑義が生じた場合は、都度、監事に相談を

行っているとのことである。 

また、公益法人では、原則として会計監査人を置くことが定められているが、

以下のいずれにも該当しない法人は、この限りではない（公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律第５条第 12号ただし書き、同法施行令第６条）。 

・収益の額が 1,000億円以上 

・費用及び損失の額の合計額が 1,000億円以上 

・負債の額が 50億円以上 
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都響は上記のいずれにも該当しないため、会計監査人を設置しておらず、監査

法人・公認会計士による外部監査は受けていない。また、内部監査部署は設置さ

れておらず、内部監査は行われていない。 

なお、法人の税務に関しては、税理士と顧問契約を締結しており、税金計算を

委嘱している。また、顧問業務の範囲内で会計処理の相談等は実施している。 

 

イ 監査の結果 

現状、都響において非常勤の監事による監査は実施されているものの、内部監

査部署の設置を含め、各担当者・各部署の業務を独立した立場で点検しリスク管

理する体制は構築されていない。 

法人におけるリスク管理・ガバナンス体制においては、各担当者・各部署とは

独立した立場で業務の適正性を点検する機能が一般的に重要視され、業務上の

リスク低減と不祥事の防止にとどまらず、業務の有効性・効率性の向上や経営目

標の達成にも寄与するものと考えられる。 

上記の観点から、現状のリスク管理・ガバナンス体制について担当者にヒアリ

ングを実施したところ、監事監査等により適切な監視体制は構築されていると

考えているが、リスク管理やガバナンス強化の観点から、内部における点検体制

の構築を検討するとのことであった。 

 

（意見７－４）リスク管理・ガバナンス体制について 

都響において、非常勤の監事による監査は実施されているものの、内部監査部

署の設置を含め、各担当者・各部署の業務を独立した立場で点検しリスク管理す

る体制は構築されていない。 

法人におけるリスク管理・ガバナンス体制においては、各担当者・各部署とは

独立した立場で業務の適正性を点検する機能が一般的に重要視され、業務上の

リスク低減と不祥事の防止にとどまらず、業務の有効性・効率性の向上や経営目

標の達成にも寄与するものと考えられる。 

したがって、都響内において各担当者・各部署の業務を独立した立場で点検し

リスク管理する体制を構築することを検討されたい。 
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（４）特定資産の積立て  

ア 概要 

公益法人における特定資産については、内閣府公益認定等委員会が定める「公

益法人会計基準注解」の注４の３において、「当該公益法人が特定の目的のため

に預金、有価証券等を有する場合には、当該資産の保有目的を示す独立の科目を

もって、貸借対照表上、特定資産の区分に記載するものとする」と定義されてい

る。 

公益法人は、収益事業等から生じた利益の 50％を公益目的事業財産に繰り入

れる必要があることから（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律第 18条第４号、同法施行規則第 24条）、特定資産は当該利益（一般正味財産）

と対応させて積み立てられることが多い。 

日本公認会計士協会が定める「公益法人会計基準に関する実務指針」によると、

「一般正味財産を財源とする特定資産とは、法人自らが特定の目的のために預

金や有価証券等を当該資産の保有目的を示す科目で積み立てるものであり、例

えば、会館建設積立資産等がある。また、負債に対応する特定資産とは、特定の

負債の支払いに充てるために、対応する負債を限度として、預金や有価証券等を

当該資産の保有目的を示す科目で積み立てるものであり、例えば、退職給付引当

金に対応する退職給付引当資産、預り保証金に対応する預り保証金引当資産等

がある。」と例示されている。 

また、同指針では、特定資産は、次の事項を定めた取扱要領を作成することが

望ましいとされている。 

・目的 

・積立ての方法 

・目的取崩の要件 

・目的外取崩の要件 

・運用方法 

・その他 

 

都響は、令和５年度末において以下の特定資産を計上している。 
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表Ｄ－２－４ 特定資産の残高とその財源（令和５年度末） 

（単位：円） 

科目 令和５年度末残高 
うち一般正味財産

からの充当額 

うち負債に 

対応する額 

退職給付引当資産 108,763,820 ― 108,763,820 

減価償却引当資産 27,000,000 27,000,000 ― 

2025 年海外公演準備積立資

産 
170,000,000 170,000,000 ― 

楽器購入資金積立資産 6,000,000 6,000,000 ― 

楽器運搬トラック購入資金

積立資産 
20,000,000 20,000,000 ― 

練習環境確保準備積立資産 10,000,000 10,000,000 ― 

執務環境整備積立資産 180,000,000 180,000,000 ― 

合計 521,763,820 413,000,000 108,763,820 

都響財務諸表より監査人作成 

 

イ 監査の結果 

特定資産については、「公益法人会計基準に関する実務指針」に記載のとおり、

取扱要領に基づいて適切な積立てや取崩しが行われていることが財産の有効活

用の面で重要となる。 

また、都響は、都の政策連携団体として、東京都文化戦略 2030といった各種

文化戦略の一翼を担うものであり、運営費補助金も経常費用の 50％を超える規

模で受領している。 

こうした都の文化政策としての公共性・公平性の観点からも、留保金の活用に

ついては、より透明性や有効性が求められると考えられる。 

上記の観点から、各特定資産の要領及び積立て・取崩しの計画について、担当

者へのヒアリング及び関連資料の閲覧を実施した。 

練習環境確保準備積立資産についての概要は以下のとおりであり、積立上限

額と積立額・取崩額の計画を比較すると、リハーサル経費が 259 百万円に対し

て、積立額は計画額で 90百万円となっている。 
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表Ｄ－２－５ 練習環境確保準備積立資産の概要（令和５年度末時点） 

内容 

・楽団が現在練習拠点として使用している東京文化会館内リハー

サル室について、2026 年度から一時的に使用できなくなる見込

みであるため、必要な練習環境を確保するための積立てを行う。 

・期間は３年を想定 

積立上限額 

当該期間中のリハーサルは、主にホール等の施設を使用し実施 

リハーサル経費 ： 259百万円（積立上限額）  

（施設使用料、通勤手当区域外交通費、その他経費） 

積立額・取崩額

の計画 

積立額合計 90百万円  

・2023 年度 10百万円 積立（今回の積立額） 

・2024 年度 40百万円 積立（積立予定額）  

・2025 年度 40百万円 積立（積立予定額）  

・2026 年度 40百万円 取崩、事業実施  

・2027 年度 45百万円 取崩、事業実施  

・2028 年度  5百万円 取崩、事業実施 

都響提供資料より監査人作成 

 

積立上限額まで必ず積立てがなされるべきというものではないが、リハーサ

ル経費として想定される費用に対して計画されている積立額は半分にも満たな

いため、事業の実施に際して十分な資金的な裏付けがなされるかに疑問が残る。 

また、令和５年度の一般正味財産増減額、すなわち都響の利益は３百万円程度、

令和６年度の積立計画が 40 百万円のところ予算では 31 百万円の赤字となって

おり、積立てを計画的に実施できるかという点も検討する必要がある。 

 

（意見７－５）練習環境確保準備積立資産について 

練習環境確保準備積立資産の積立上限額と積立額・取崩額の計画を比較する

と、リハーサル経費が 259百万円に対して、積立額は計画額で 90百万円となっ

ている。上限額まで必ず積立てがなされるべきというものではないが、リハーサ

ル経費として想定される費用に対して計画されている積立額は半分にも満たな

いため、事業の実施に際して十分な資金的な裏付けがなされるかに疑問が残る。 

また、令和５年度の一般正味財産増減額、すなわち都響の利益は３百万円程度、

令和６年度の積立計画が 40 百万円のところ予算では 31 百万円の赤字となって

おり、積立てを計画的に実施できるかという点も検討する必要がある。 

積立ての目的である練習場の確保費用は、東京文化会館の改修に伴い確実に

必要となることが見込まれることから、積立計画について予算等との比較の中

で実現可能なものとなるよう、都と連携した運営費補助金の増額等による積立

財源の確保の選択肢も含め、事業のために必要となる積立額や各年度の積立額・

取崩額を再検討されたい。  
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２ 都響の事務執行 

（１）楽器購入資金貸付金 

ア 概要 

都響は、公益財団法人東京都交響楽団楽器購入資金貸付規程に基づき、楽員に

対して楽器購入資金貸付事業を実施している。楽員が演奏の質に見合った高価

な楽器を取得するため、低利で資金を貸し付けることによって楽器取得を支援

し、もって音楽芸術普及活動をサポートするための事業である。 

楽器購入資金貸付を受けている楽員は 10 名であり、貸付金額は合計 3,950 万

円、令和５年度末の貸付金残高は合計 1,727 万円である。 

同規程第５条によると、申込人の要件は、３か月以上欠勤していないこと、本

給その他の給与を譲渡し、又は差し押さえられていないこと、既に楽器購入資金

貸付を受けていないこととしている。また、同規程第９条において、楽器購入資

金貸付金の未返済者である同一の楽員に対して、複数貸付は認められていない

ことが定められている。 

 

イ 監査の結果 

（ア）同一楽員に対する複数貸付 

楽員への楽器購入資金の貸付が、公益財団法人東京都交響楽団楽器購入資金

貸付規程に準拠して適切に実施されているか、都響の貸付金償還表から 10 名分

への貸付（計 12 件）の令和５年度末時点の貸付状況を確認した。 

その結果、以下のとおり、同一楽員に対する複数貸付が４件（２名分）検出さ

れたことから、複数貸付の審査状況を確認するため、楽器購入資金の貸付に係る

書類を閲覧し、また、同一楽員に対する複数貸付が承認された理由について担当

者にヒアリングを実施した。 

 

表Ｄ－２－６ 楽器購入資金貸付金の貸付状況について 

氏名 楽器 貸付金額 貸付年度 償還終了予定年度 

Ａ氏 弦楽器の弓 250 万円 2006 年度 2026 年度 

弦楽器 500 万円 2006 年度 2026 年度 

Ｂ氏 弦楽器の弓 310 万円 2004 年度 2024 年度 

弦楽器の弓 250 万円 2010 年度 2030 年度 

都響提供資料より監査人作成 

 

同一の楽員に対する複数貸付は、通常の貸付と同様の方法・内容にて貸付の起

案及び審査が行われ、貸付の承認がなされていた。 

Ａ氏への貸付については、弦楽器と弓のセットであり、一体で演奏するもので
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あること、Ｂ氏への貸付については、楽員の特性に見合った楽器が常に市場に出

回っているわけではなく、その時点で購入する必要性があったことが、同一の楽

員に対する複数貸付を行った理由であった。 

 

（指摘７－１）楽器購入資金貸付金の同一楽員に対する複数貸付について 

公益財団法人東京都交響楽団楽器購入資金貸付規程では、同一楽員に対する

複数貸付は認められていないが、楽器購入資金貸付金の未返済者（同一楽員）に

対して複数貸付が行われていた。 

同一楽員に対する複数貸付を承認した理由（弦楽器と弓のセット購入の必要

性、演奏者のレベルに合う楽器の購入機会の逸失を防ぐ必要性）については一定

程度理解できるものの、自ら定めた同規程に準拠できていない。 

同規程に準拠して、楽器購入資金貸付金の未返済者である同一楽員に対して

は複数貸付を認めない現行規定を徹底するか、あるいは、複数貸付の必要性及び

複数貸付の償還の安全性を鑑みて、当該規程を改訂し複数貸付を認める定めを

反映するか検討されたい。 

 

（イ）貸付手続 

楽員への楽器購入資金の貸付手続として、公益財団法人東京都交響楽団楽器

購入資金貸付規程第 15条にて「借受人が貸付金の償還を完了したときは、直ち

に借用証書を返還するものとする。」と借用書の返還が定められている。 

同規程に基づき貸付手続が行われているか貸付手続に関する資料を閲覧した

ところ、都響で保管している借用書において、①償還済みの貸付金の借用書の借

受人への未返還、②借用書の貸付日の誤り、③借用書の利率・貸付日の記載欄が

空欄といった事項を検出した。 

 

（指摘７－２）楽器購入資金貸付金の借用書の不備について 

公益財団法人東京都交響楽団楽器購入資金貸付規程に基づき貸付手続が行わ

れているか資料を閲覧したところ、都響で保管している借用書において、①償還

済みの貸付金の借用書の借受人への未返還、②借用書の貸付日の誤り、③借用書

の利率・貸付日の記載欄が空欄といった事項を検出した。 

同規程第 15条にて「借受人が貸付金の償還を完了したときは、直ちに借用証

書を返還するものとする。」と定められており、借受人が貸付金の償還を完了し

た際、直ちに借用書を借受人に返還しなければならないが、都響の本部事務所内

に償還済みの貸付金の借用書が保管されていた。 

したがって、規程に準拠し、償還済みの貸付金の借用書は直ちに借受人に返還

されたい。 
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加えて、借用書は、借受人が都響に対して将来の弁済を約束するために交付す

る書類であり、借受人の返済が滞った場合において返還を要求する際の重要な

証拠書類である。また、借用書に記載漏れや不備があった場合は、貸借当事者間

で賃借条件等の認識相違により紛争が生じるおそれがある。そのため、借用書の

取扱いや記載事項の誤り・漏れをチェックするための確認項目リストを作成す

るなど、借用書の取扱いや記載の不備を防止又は発見する体制を整備及び運用

されたい。 

 

（２）物品の現物管理 

ア 概要 

都響の本部は、東京文化会館に所在しており、事務所のほか、楽員の演奏の練

習場として、東京文化会館内のリハーサル室を使用している。このような状況か

ら、東京文化会館内には、都の所有品及び都響が所有する物品が存在する。 

都の所有品には、都の所有物であることを示すための整理番号等が記載され

たラベルが貼付されており、東京文化会館の指定管理者である歴史文化財団が、

毎年度、使用状況を調査している。 

一方、都響が所有する物品のうち、楽器及び備品（楽器以外のもので、耐用年

数が１年以上、かつ、取得価額が 10万円以上の財産。以下「備品等」という。）

については、公益財団法人東京都交響楽団備品等管理規程第９条に基づき、取得

した際に整理番号等を記載したラベルを貼付し、備品等管理台帳に登録しなけ

ればならないとされている。また、同規程第 18条に基づき、毎年度末に備品等

管理台帳と現物とを審査照合し、その結果を備品等管理責任者に報告しなけれ

ばならないとされている。 

このように、東京文化会館内に所在する物品は、都と都響とで所有者が異なり、

これらの物品については明確に所有者を区別した上で適切な管理を行うことが

求められている。 

 

イ 監査の結果 

東京文化会館への視察の際、東京文化会館内の大リハーサル室にある都響の

備品等の管理状況を検証するため、現物と備品等管理台帳との照合を実施した。 

大リハーサル室には、都の所有品と都響の備品等が保管されていたが、都の所

有品にはラベルが貼付されていた一方で、都響の備品等のうち、ラベルが貼付さ

れていない備品等（コントラバスケースやティンパニ用椅子など）が確認された。 

公益財団法人東京都交響楽団備品等管理規程第９条ただし書きには、ラベル

の貼付を省略することが認められる例外規定がある。そこで、例外規定の適用に

ついて担当者にヒアリングを実施したところ、例外規定の適用はラベルの貼付
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により資産性を損なうものが対象であり、基本的に楽器を想定しているとのこ

とであった。 

視察時に現物照合を行った都響の備品等（コントラバスケースやティンパニ

用椅子など）は、ラベルの貼付により資産性を損なうものではないと考えられ、

ラベルを貼付すべきであると考えられる。 

 

（指摘７－３）備品等に係るラベル管理について 

都響が所有する物品のうち、楽器及び備品（楽器以外のもので、耐用年数が１

年以上、かつ、取得価額が 10万円以上の財産。以下「備品等」という。）につい

ては、公益財団法人東京都交響楽団備品等管理規程第９条に基づき、取得した際

に整理番号等を記載したラベルを貼付し、備品等管理台帳に登録しなければな

らないとされている。また、同規程第 18条に基づき、毎年度末に備品等管理台

帳と現物とを審査照合し、その結果を備品等管理責任者に報告しなければなら

ないとされている。 

しかしながら、東京文化会館内の大リハーサル室に保管されている都響の備

品等のうち、ラベルが貼付されていない備品等（コントラバスケースやティンパ

ニ用椅子など）が確認された。備品等にラベルが貼付されていなければ、所有者

を識別できず、誤って撤去される等の紛失リスクが高まるほか、備品等管理台帳

との紐付きが担保できず、紛失事実に気付かないおそれや、都響の決算書に紛失

した備品等が計上され続けてしまうおそれもある。 

したがって、同規程第９条に基づき、東京文化会館内の大リハーサル室に保管

されている都響の備品等のうち、ラベルが貼付されておらず、かつ、ラベルの貼

付により資産性を損なうものではない備品等（コントラバスケースやティンパ

ニ用椅子など）に対し、ラベルを貼付し、備品等の管理を適切に行われたい。 

 

（３）有償配布用ＣＤ等の管理 

ア 概要 

都響は、令和５年度末時点で商品を 1.5百万円分保有している。 

この商品の内容は、都響の演奏が収録されたＣＤ及びＤＶＤであり、楽員・職

員への有償配布用として保管され、公益財団法人東京都交響楽団ＣＤ等管理実

施要領により在庫管理を行っている。 

同要領によると、楽員・職員への有償配布用のＣＤ及びＤＶＤを「商品ＣＤ」

として年度末に棚卸表を作成し、保有している商品ＣＤは、10 年を目安として

滞留在庫として認識し、棚卸資産滞留一覧表及び報告書を作成の上、保管・処分

の方針を検討することとなっている。 
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イ 監査の結果 

有償配布用ＣＤの長期滞留在庫の検討・報告が、公益財団法人東京都交響楽団

ＣＤ等管理実施要領に従い運用されていることを確かめるため、同要領第６条

に定める棚卸資産滞留一覧表及び報告書の令和５年度における作成状況につい

て、担当者へのヒアリング及び関連資料の閲覧を実施した。 

棚卸資産滞留一覧表は、「ＣＤ及びＤＶＤ在庫表」として作成されており、都

響内で滞留状況を把握している。一方で、報告書は作成されておらず、「ＣＤ及

びＤＶＤ在庫表」に記載の発売年月日に基づく滞留状況を確認する運用にとど

まっていた。 

なお、有償配布用ＣＤの廃棄処分の実績としては、過去に一度実施したことが

あるのみで、直近年度で廃棄処分は実施していないとのことであった。 

 

（指摘７－４）滞留在庫に関する報告書について 

公益財団法人東京都交響楽団ＣＤ等管理実施要領第６条では、滞留在庫にな

っている有償配布用のＣＤ及びＤＶＤについて、棚卸資産滞留一覧表及び報告

書を作成の上、保管・処分の方針を検討する定めとなっている。 

しかしながら、令和５年度末の有償配布用のＣＤ及びＤＶＤの在庫に対して、

報告書は作成されていない。 

販売用のＣＤ及びＤＶＤの滞留在庫に関する報告書は、滞留在庫の保管・処分

の方針について組織内の判断を確定させるために必要であり、会計上も棚卸資

産の評価損の計上を判断するための基礎となることから、要領に基づき速やか

に報告書を作成されたい。 

 

（４）公演案内のチラシ 

ア 概要 

 都響は、公演ごとに都民へ公演を案内するためのチラシを作成している。令和

５年度は、年間累計として 688,200枚のチラシを発行し、その印刷費の合計額は

3,787,626円である。 

 

イ 監査の結果 

印刷部数の決定方法について担当者にヒアリングを実施したところ、公演ご

との入場者数見込みや過去の公演のチラシの廃棄実績を参考にしており、いず

れの公演においても、廃棄数が印刷部数の１％以下に収まるよう努めていると

のことであったが、一方で、公演ごとのチラシの廃棄実績については、概数は把

握しているものの、記録は残っておらず、精緻な個別管理ができていない状況で

あった。 
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（意見７－６）公演案内のチラシの部数管理について 

都響は、公演ごとの都民へ公演を案内するためのチラシの印刷枚数を、入場者

数見込みや過去の公演のチラシの廃棄実績を参考にして、廃棄数が印刷部数の

１％以下に収まるよう努めているとのことである。しかし、公演ごとのチラシの

廃棄実績については、概数は把握しているものの、記録は残っておらず、精緻な

個別管理ができていない。 

公演の案内用チラシの廃棄分の印刷費は、経費ロスになるため、できるだけ廃

棄数を少なくすることが望ましい。 

したがって、チラシの印刷に当たっての適正部数を把握するため、チラシの廃

棄数は公演ごとに管理されたい。 
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Ⅲ 公益財団法人東京都つながり創生財団について 

（１）経営計画の策定 

ア 概要 

つながり創生財団は、東京都において多文化共生社会づくり及び共助社会づ

くりを推進する事業を実施し、人と人のつながりを育むことにより、地域コミュ

ニティの活性化を図り、もって都民一人ひとりが輝ける社会を実現することを

事業目的としている。当事業目的の達成に当たっては、その特徴から、中長期的

な視点で事業を展開する必要がある。 

この点、つながり創生財団の事業計画として取りまとめられたものとして、

「経営改革プラン」、「ＴＯＫＹＯ政策評価・事業評価・グループ連携事業評価見

える化ボード－グループ連携事業評価」、「事業計画」を公表している。 

経営改革プランは、総務局が主導し、政策連携団体が経営改革に資する取組を

３か年計画（令和３年度から令和５年度）としてまとめたものである。大きく４

つの戦略を掲げており、戦略ごとに数値目標が掲げられている。 

ＴＯＫＹＯ政策評価・事業評価・グループ連携事業評価見える化ボード－グル

ープ連携事業評価は、財務局が主管しており、政策連携団体が実施している事業

について、都の施策目標につながる協働目標を設定し、有識者意見を踏まえて具

体的な事業の見直しの方向性を評価しているものであり、毎年度目標設定が行

われている。 

事業計画は、毎年度つながり創生財団が独自に作成し公表している。 

経営改革プランは表Ｄ―３－１、令和５年度のＴＯＫＹＯ政策評価・事業評

価・グループ連携事業評価見える化ボード－グループ連携事業評価は表Ｄ－３

－２、令和５年度の事業計画は表Ｄ－３－３のとおりである。 

 

表Ｄ－３－１ 経営改革プラン（令和３年度～令和５年度） 

戦略 目標 

多文化共生社会のための都内

在住外国人への支援 

【目標①】 

・情報提供の充実 

・多文化共生ポータルサイトアクセス数を前年度比５％以

上増加（令和３年度 699,734）  

【目標②】 

・外国人相談窓口の周知、相談件数 2,200件以上（令和３年

度 2,078件）  

【目標③】 

・東京日本語教室サイトの地域日本語教室の掲載数 230 教

室以上 

【目標④】  

・やさしい日本語の認知度 40％ 
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戦略 目標 

多文化共生社会づくりに取り

組む団体等への支援 

【目標①】 

・情報提供の充実 ・多文化共生ポータルサイトアクセス数

を前年度比５％以上増加（令和３年度 699,734） 

【目標②】  

・地域の外国人相談窓口への支援件数 300 件以上（令和３

年度 250件） 

【目標③】 

・情報共有や研修の実施等による各地域日本語教育の連携

支援 

【目標④】 

 ・やさしい日本語の認知度 40％ 

共助社会づくりの推進 【目標①】 

・システム稼働による情報提供充実等を通した参加者の裾

野拡大とボランティア団体の連携強化による活性化 

【目標②】 

・新たな課題への対応を含めた地域コミュニティの活性化

事業の本格実施 

・参加自治体数累計９自治体（パイロット事業実績により見

直し） 

財団の運営基盤の整備 【目標①】 

・文書の電子決定率 100％ 

【目標②】 

・令和２年度比一人当たり紙使用量 70％削減 

【目標③】 

・採用から退職までに必要な人事制度の確立 

【目標④】 

・公益認定の取得 

都提供資料より監査人作成 

 

表Ｄ－３－２ グループ連携事業評価（令和５年度） 

事業分野 協働目標 事業目標 

多文化共生社会

づくり 

東京に暮らす外国人が日本の文

化や生活ルールを理解し、日本

人自らも外国人の生活習慣等を

理解するなど、双方が相互理解

を深め、共に快適に暮らすまち

を実現する。 

①外国人相談：自治体等への通訳・翻訳

支援件数   

令和８(2026)年度 200件 

②地域日本語教育：日本語学習支援者ス

キルアップ研修修了者数 

令和 11（2029）年度累計 210 名 

③都民の「やさしい日本語」の認知度 

令和９（2027）年度 50％ 

④多文化キッズコーディネーター支援事

業の促進:スーパーバイザーの配置 10 名

（機関） 
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共助社会づくり 地域と多様な主体との連携やボ

ランティア文化の定着を通じ

て、地域の「つながり」と、つ

ながりを支える「人材」を創出

し、地域コミュニティの活性化

を図る。 

①プラットフォームとなるシステム（東

京ボランティアレガシーネットワーク：

ＶＬＮ）の運用を通じ、ボランティアの

活動継続・裾野拡大を図る。（ＶＬＮから、

募集団体のウェブサイト等への遷移数年

間 30,000件以上） 

②町会・自治会等に地域を支える人材を

派遣し、 地域コミュニティを活性化する

とともに、新たな支え合いの形を創出 

令和 12(2030)年度累計 300件 

都提供資料より監査人作成 

 

表Ｄ－３－３ 事業計画（令和５年度） 

事業 分野 計画 

多
文
化
共
生
社
会
づ
く
り
に
関
す
る
事
業

 

東京都多言語相談ナビ ・15言語対応の多言語相談及び専門家相談の継続 

・相談支援システムの構築 

・ウクライナからの避難民への相談事業の継続 

情報発信 ・東京都多文化共生ポータルサイトの充実 

・ＳＮＳを活用した情報発信 

地域日本語教育の推進 ・東京日本語教室サイトの継続運営 

・文化庁の実施する「地域日本語教育の総合的な体

制づくり推進事業」 への共同参加 

・日本語学習支援者スキルアップ研修の実施 

・初期日本語教育のオンライン教室をモデル事業

として実施 

やさしい日本語の活用促進 ・日本語の最新活用事例の収集と発信 

・やさ日リーダー養成研修」の拡大実施 

・やさしい日本語の活用に役立つ用語集やイラス

ト集などのコンテンツ提供 

多文化共生コーディネーター研

修の実施 

・在住外国人の課題解決に取り組む人材の育成と

ネットワーク化 

・区市町村職員宛、多文化共生の基礎知識研修の開

催 

・過去の受講者を対象とした多文化共生に関わる

より専門的な知識や最新の情報を踏まえた研修

の実施 

国際交流・国際協力等を促進す

るための連絡調整及び普及啓発 

・関連団体間の連携推進 

・「国際交流・協力ＴＯＫＹＯ連絡会」を運営し、

「国際化市民フォーラム in ＴＯＫＹＯ」を開催 

・多文化共生に関する課題等を共有する中域ネッ

トワークの構築 
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事業 分野 計画 

災害時の外国人支援ネットワー

ク構築の検討 

・災害時の外国人支援に関わる団体間のネットワ

ーク構築 

・訓練と研修 

・「災害時の外国人支援 Ｑ＆Ａマニュアル」の内容

刷新 

多文化キッズコーディネーター

の支援 

・スーパーバイザーチームを構築し、担当職員の研

修の実施や相談アドバイス等の区市町村へのサ

ポートを実施 

多文化共生社会を担う次世代の

人材育成 

・国際理解・国際協力の ための全国中学生作文コ

ンテスト」・「国際理解・国際協力のための高校生

の主張コンクール」の東京都大会を開催 

共
助
社
会
づ
く
り

に
関
す
る
事
業

 

東京ボランティアレガシーネッ

トワークの運営 

・東京ボランティアレガシーネットワークを通じ、

ボランティア活動に関心のある人に役立つ情報

を提供 

地域コミュニティ活性化事業 ・地域コミュニティの中核である町会・自治会の活

動を支援 

都提供資料より監査人作成 

 

イ 監査の結果 

監査に当たっては、適切な事業計画を策定しているかという観点から、担当者

へのヒアリング及び関連資料の閲覧を実施した。 

その結果、アで記載したとおり都からの要請に基づく計画や単年度の事業計

画はあるものの、財団独自で作成した中長期計画はないとのことであった。ただ

し、令和６年度に中長期計画の土台となるものとして、「今後の戦略」を策定し、

都に報告している。この「今後の戦略」は、財団の目指す方向性や役割、体制な

どに対する考えを整理している。財団によると、これをベースに令和７年度めど

で中長期計画の策定を行う予定であるとのことであった。 

 

（意見８－１）中長期計画の早期策定について 

中長期計画は、つながり創生財団の事業目的達成のための道しるべとなるも

のであることから、本来であれば財団設立時または設立後速やかに策定するべ

きものである。確かに、経営改革プランやグループ連携事業評価、単年度の事業

計画は立てられているものの、中長期計画に代替するものではない。経営改革プ

ランは３年という短い期間の戦略であり、財団全体の計画というよりも重点戦

略を複数記載しているものにすぎない。また、グループ連携事業評価や事業計画

は、単年度の計画である。むしろ、経営改革プランやグループ連携事業評価、単

年度の事業計画は、中長期計画を基礎として短期的な視点で落とし込んで策定

される性格のものであると言える。 
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中長期計画は、財団の団体目標を達成するために必要となる取組を可視化し、

効果的効率的な経営を可能にする。逆に、中長期計画がなければ、財団としての

目標管理にも支障が生じる。また、中長期計画を策定することにより、都民の財

団に対する理解が深まり、多文化共生の実現という目標にも近づくこととなる。

財団においても、中長期計画の必要性は認識されており、既にその土台となる

「今後の戦略」は策定しているとのことではあるが、令和５年度の段階で財団設

立から４年が経過していることからも、早期に策定することを検討されたい。 

 

（２）固定資産の管理  

ア 概要 

つながり創生財団の令和５年度決算では、特定資産として建物付属設備 18百

万円、什器備品７百万円（帳簿価額）、ソフトウェア 90 百万円が計上されてい

る。 

固定資産の管理については、公益財団法人東京都つながり創生財団財産管理

規程に規定されている。同規程第８条第１項では、財産の管理については常に最

善の注意を払い、経済的効率的に利用すること、同２項では台帳を備え付け、変

動の都度補正することが定められている。また、同規程第 15条及び 16条には、

毎会計年度１回以上は財産台帳と現物を照合し、事務局長へ報告することを定

めている。 

固定資産は、取得後長期間にわたり使用することが想定されることから、損害

や紛失などが生じていないことを確かめるために、定期的・継続的に現物を確認

することが必要である。固定資産の現物照合は、固定資産の現物を確認し、また

物理的な劣化や損害などを把握するために重要な手続である。 

 

（管理）  

第８条 事務局長は、財団の財産（固定資産）の管理について、常に最善の注意

を払い、経済的かつ効率的に利用されるようにしなければならない。  

２ 事務局長は、財団の財産（固定資産）について、財産（固定資産）台帳を備

え付け、変動のあった都度、補正しておかなければならない。  

３ 財産（固定資産）台帳の記入及び整理の方法については、事務局長が別に定

める。 

 

（現物の照合）  

第 15条 毎会計年度１回以上は、財産（固定資産）台帳と現物を照合し、差異が

ある場合は、所定の手続を経て帳簿の整備を行われなければならない。 
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（報告等）  

第 16 条 財産管理責任者は、固定資産に変動があった都度及び毎会計年度末日

現在の固定資産の状況について、事務局長に報告しなければならない。 

 

イ 監査の結果 

固定資産の現物照合について、適切に実施がなされているかという観点から、

担当者へのヒアリング及び関連資料の閲覧を実施した。 

具体的には、令和５年度の実施状況について、財団による実査時の書類を確認

し、担当者にヒアリングを実施したところ、総務課総務担当の職員が固定資産台

帳をシステムから出力し、当台帳と固定資産に貼付されたシールを照合した上

で、突合の結果（チェックマーク）を出力した固定資産台帳に残して報告書とし

て取り扱っているとのことであった。実際に突合結果を記載した固定資産台帳

を確認したところ、突合した形跡（チェックマーク）は確認できたが、固定資産

台帳に上長の押印はなかった。 

 

（意見８－２）固定資産実査の報告について 

財産管理規程において、固定資産の現物実査を実施し、事務局長へ報告するこ

とが明文化されているが、運用上は総務課総務担当の職員が実査を行い、突合の

結果（チェックマーク）を出力した固定資産台帳に残して報告書として取り扱っ

ている。この報告書を事務局長へ報告しているものの、事務局長の承認印は確認

できなかった。 

これでは、照合が実施され、事務局長に報告されているかを客観的に把握する

ことができず、組織として固定資産の実在性や利用状況を十分に確認したこと

を事後的に検証することが困難となる。 

固定資産の現物照合は、最終的には資産の維持管理、ひいては適切な財務諸表

の作成につながるものであり、適正な実施が求められるため、固定資産実査結果

について、上長が確認した証跡を残す運用とすることを検討されたい。 

 

（３）決算プロセス  

ア 概要 

（ア）つながり創生財団の会計 

つながり創生財団は、「公益法人会計基準」（平成 20 年４月 11 日 最終改正

令和２年５月 15日 内閣府公益認定等委員会）を採用し、財務諸表として貸借

対照表、正味財産増減計算書及び、「公益法人会計における内部管理事項につい

て」（平成 17 年３月 23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹

事会申合せ）の別表に準拠して資金収支計算書を作成している（貸借対照表、正



281 

 

味財産増減計算書は内訳表を含む）。また、財務諸表に対する注記及び附属明細

書も作成し、財務諸表と併せて監査法人の監査を受け、財団ホームページにも公

表している。 

つながり創生財団は収益事業を実施していないため、会計区分は公益目的事

業会計と法人会計のみである。 

 

（イ）特定資産 

つながり創生財団は、令和５年度末において以下の特定資産を計上している。 

 

表Ｄ－３－４ 令和５年度末における特定資産の残高とその財源 

（単位：円） 

科目 令和５年度末残高 
うち指定正味財産

からの充当額 

うち負債に 

対応する額 

前払費用 5,324,055 5,324,055 - 

貯蔵品 56,494 56,494 - 

建物附属設備 18,481,840 18,481,840 - 

什器備品 7,076,073 7,076,073 - 

ソフトウェア 90,108,843 90,108,843 - 

敷金 46,896,600 46,896,600 - 

賞与引当資産 13,686,408 - 13,686,408 

退職給付引当資産 4,868,000 - 4,868,000 

合計 186,498,313 167,943,905 18,554,408 

つながり創生財団財務諸表より監査人作成 

 

イ 監査の結果 

つながり創生財団は、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表を作

成しているが、それぞれの作成に当たっては、複数の会計で共通的に発生する収

益・費用、資産・負債が存在する。これらの取扱いについては、「非営利法人委

員会研究資料第４号 貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表の作成

と会計処理について」において次のように記載されている。 

共通収益については、認定法第 18条の定め及び定款、会費規程、運用規則等

に従って各会計に配賦する。 

共通費用については、使用割合や従事割合等、合理的な配賦基準に基づき各会

計に配賦することが求められており、特に公益財団法人の場合には、公益目的事

業比率の算定に影響することが考えられるため、原則として適正な配賦基準に

基づく配賦を行わなければならない。 
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共用資産・共用負債については、可能な限り特定の会計への物理的な跡付けを

行い、その跡付けに従って、直接、当該会計に計上する。物理的に特定の会計へ

の跡付けが困難な場合には、使用割合等が高い特定の会計の資産・負債として一

括計上し、共通的に発生する収益・費用を各会計へ使用割合、従事割合等の配賦

基準により按分することが可能である。 

上記の研究資料に基づき、つながり創生財団の共通収益・費用、共用資産・負

債の処理を確認したところ、共通費用については、要員数及び面積割合を基準と

して勘定科目ごとに設定し、配賦計算を実施していることを確かめた。また、共

通収益として受取補助金の振替額が挙げられるが、これは会計基準注 13 の定め

のとおり、補助金等の目的たる支出が行われるのに応じて、正味財産から収益に

振替を実施している。 

しかし、共用資産・共用負債については共通費用の配賦基準を参考にして特定

の会計への跡付けを行っているものの、その取扱いを明文化まではしていない。 

なお、令和５年度の貸借対照表内訳表上で、代表的な共用資産・負債を挙げる

と以下のとおりである。建物附属設備や敷金は共通費用の按分で使用している

面積比に基づいており、賞与引当金は職員の所属部署により跡付けがなされて

いる。 

 

表Ｄ－３－５ 令和５年度末における代表的な共用資産・負債 

（単位：円） 

科目 件名 公益目的事業会計 法人会計 

建物附属設備 
スチールパーテーション・システ

ム天井 
7,381,505 2,216,083 

什器備品 机・シュレッダー・モニター他 3,712,261 954,576 

敷金 執務室賃借に係る敷金 36,068,175 10,828,425 

未払金 ヘルプデスク業務委託料 315,000 81,000 

賞与引当金 期末勤勉手当 11,068,686 948,855 

つながり創生財団提供資料より監査人作成 
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（意見８－３）共用資産・共用負債の取扱いについて 

共用資産・共用負債については、可能な限り特定の会計への物理的な跡付けを

行い、その跡付けに従って、直接、当該会計に計上する。物理的に特定の会計へ

の跡付けが困難な場合には、使用割合等が高い特定の会計の資産・負債として一

括計上し、共通的に発生する収益・費用を各会計へ使用割合、従事割合等の配賦

基準により按分することが可能とされている。 

しかし、つながり創生財団では、共用資産・共用負債については共通費用の配

賦基準を参考にして特定の会計への跡付けを行っているものの、その取扱いを

明文化まではしていない。この場合、特定の会計への跡付けの判断に当たり、首

尾一貫した処理や判断過程の振り返りが困難となることが考えられる。 

したがって、共用資産・共用負債について取扱いを定めた内部的な基準・マニ

ュアルの作成を検討されたい。 
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